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「書かれた」会計基準とその運用 

―ASBJ の IASB に対するコメント・レターの分析― 

 

米山 正樹 

 

Ⅰ 問題の所在と本稿の主題 

本稿では、企業会計基準委員会(Accounting Standards Board of Japan: ASBJ)が

国際会計基準審議会(International Accounting Standards Board: IASB)の求めに応

じ、IASBによって新たに開発された会計基準の公開草案に対して寄せたコメント・レ

ターの内容を分析する 1。そこでの分析を通じて(a)ASBJは会計基準の設定に際して

どのような事実認識にもとづき、いかなる価値判断を下したのか、(b)ASBJが依拠した

価値判断等は「書かれたルール」にもとづいているのか、それとも「書かれざる基本前

提や基本原則」が存在し、それらが参照されているのか、(c)コメント・レターにおいて

実際に参照された「書かれざる基本前提や基本原則」は「書かれたルール」と首尾一

貫しているのか、もし両者に食い違いや矛盾がみられるとすればそれはなぜか、など

を解き明かすことが本稿の主題である。 

よく知られているように、ASBJとIASBとは以前から会計基準の統合化を図ってい

る 2。そういう状況では、日本の会計基準は、IASBが最終公表したIAS(International 

Accounting Standards)やIFRS(International Financial Reporting Standards)の影響を

免れない。とすれば、ASBJのIASBに対するコメント・レターは、上記のような影響を

見込んで発信されているものと考えられる。かりに日本の会計基準を支えている基本

前提や基本原則に反するような会計処理の強制適用をIASBがその公開草案にお

いて求めているとすれば、日本の会計基準を支えている基本的な考え方や、基準開

発に関する日本の基本方針にてらして、IASBの提案に反対する旨のコメントが発信

されることであろう。 

こう考えると、ASBJ の IASB に対するコメント・レターを分析すれば、ASBJ が何を

                                                     
1 https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/international_issue/comments/を参照。 
2 企業会計基準委員会の中期運営方針

https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/asbj/commitment/mr/commitment_2010.pdfおよびコンバージ

ェンスプロジェクトの概要 https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/international_issue/convergence/を
参照。 

https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/international_issue/comments/
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/asbj/commitment/mr/commitment_2010.pdf
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/international_issue/convergence/
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「日本の会計基準を支えている基本前提や基本原則」とみなしているのか、複数ある

基本前提や基本原則のうち何をとくに重視しているのか、などが明らかになるはずで

ある。本稿は、この「ASBJ が実際に依拠している基礎概念」の解明を試みている。 

日本の現行会計基準を支えている基礎概念を要約した文書としては、「討議資料 

財務会計の概念フレームワーク」が知られている。その内容からして、ASBJ が IASB

の公開草案に対して発信したコメントの多くは、「概念フレームワーク」の記載事項に

依拠していると考えられる。にもかかわらず、本稿が IASB に対するコメントに反映さ

れた「ASBJ が実際に依拠している事実認識や価値判断」の解明を試みているのは

主として以下 2 つの理由による。 

第 1 の理由は、「概念フレームワーク」などに記載されている基礎概念のうち、日本

の現行会計基準を根幹で支えているものとして ASBJ がとくに強調しているのは何か、

の解明を本稿で目指していることに求められる。 

会計基準の国際的な調和化が進められた結果、会計基準の体系を支えている基

礎概念についても、IASB や米国 FASB(Financial Accounting Standards Board)と

ASBJ との間で不要な差異の解消が図られてきたと言われている。とすれば、「概念

フレームワーク」記載事項の少なからぬ部分は海外主要国と等質的なものとなるはず

である。その一方、各国の証券市場を取り巻く環境条件に相違がみられる以上、いま

だ解消されていない差異も残されているはずである。 

日本版「概念フレームワーク」に固有の特徴（海外主要国との主要な相違点）につ

いては、例えば、その解説書（斎藤静樹[2007]）に記されている。その内容は、起草

者たちが「概念フレームワーク」の起草に際して念頭に置いていた「日本の概念フレ

ームワークに固有の特徴」を反映したものといえる。ただ、当初予期していなかった形

で IASB が基準の開発を進めた場合などにおいては、「最も本質的な相違点」もまた

当初起草者たちが念頭に置いていたものと異なりうる。こうした事態、すなわち「当初

予想していなかった対立が、会計基準の体系を支えている基礎概念の次元で生じて

いないかどうか」は、著者の知る限り、いまだ未解明のまま残されている。本稿で

IASB が実際に依拠している事実認識や価値判断の解明に努めている理由の 1 つ

は、この点に求められる。 

続く第 2 の理由は、会計基準の体系を支えている基礎概念で、日本の市場関係

者が広く受け入れているもののうち、どれだけが「書かれざる基礎概念」にとどまって
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いるのか、それらが「書かれざるもの」にとどまっていることで、何らかの問題が生じて

いないのかの解明を目指していることに求められる。 

「概念フレームワーク」自身に記されているとおり、「概念フレームワーク」には、会

計基準の体系を支えている基礎概念の一部しか記載されていない 3。「明文化されて

いないものの、日本の市場関係者が受け入れている基礎概念」に依拠したコメントが

発信された場合、当該コメントは「書かれた基礎概念」に直接的な典拠を持たないこ

ととなる。直接的な典拠を持つコメントとくらべたとき、それを持たないコメントは多義

的な解釈の余地が残されていることから、（たとえ「概念フレームワーク」記載事項な

どに間接的に跡づけることができるとしても）ASBJがデュー・プロセスをつうじて市場

関係者から合意をとりつけることなく独自の判断によって発信したもの、という誤解や

批判を受けやすい。そのようなコメントが多く発信される場合、会計基準に対する信

頼性やその安定性が損なわれるおそれもある。 

こうした潜在的な問題の存在にもかかわらず、少なくとも著者の知る限り、「書かれ

ざる基礎概念」の概要はこれまで把握されておらず、したがって「書かれざる基礎概

念」が何らかの問題を引き起こしているかどうかも解き明かされていない。本稿で

IASBが実際に依拠している事実認識や価値判断の解明に努めている理由は、この

点にも求められる 4。 

 

Ⅱ 先行研究のレビュー 

日本においても、また海外においても、会計基準設定主体に寄せられたコメント・

レターを分析対象とした研究にはそれなりの蓄積がある。ただ、多くの研究で注目さ

                                                     
3 その理由については「概念フレームワーク」第 2 章「会計情報の質的特性」第 17 項を参

照。 
4 IASB の公開草案に対する ASBJ のコメントが「書かれた基礎概念」に跡づけられない事態

は、本文に記したような場合のほか、(a)財務会計を取り巻く環境が変化し、2004 年に公表さ

れね 2006年に小規模な改訂が行われた日本の「概念フレームワーク」が陳腐化してしまった

場合や、(b)そもそも「概念フレームワーク」が会計基準の体系を支えている基礎概念を正しく

記述していなかった場合、さらには(c)IASB の公開草案に対するコメントが、必ずしも日本の

会計基準を支えている基礎概念に根差した形で発信されていない場合を想定しうる。このう

ちの(c)は、例えば、IASB の提案に対する異論・反論の発信を最低限にとどめることが「国益」

や、ASBJ 自体の存在意義に適う、という判断が下される場合を想定したものである。いずれ

も想定可能なシナリオだが、これらのシナリオが ASBJ の行動原理に適っている可能性は低

い、という判断から、本稿では上記のシナリオにそくした分析は行っていない。 
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れているのは、個別会計基準の公開草案に対して各種利害関係者から寄せられた

コメント・レターである。そうした研究の多くは、(1)基準設定主体の提案に対する利害

関係者の賛否、(2)賛否が分かれている場合における、賛否の決定要因（利害関係

者の属性）、(3)数多く寄せられたコメントに対する基準設定主体の反応（コメントが反

映された場合とされなかった場合の違いを生み出している要因）などに焦点を当てて

いる 5。 

これに対し、ある会計基準設定主体の、他の設定主体に対するコメント・レターを

分析対象とし、レターを発信している設定主体がコメントにおいて依拠している事実

認識や価値判断を析出しようと試みている先行研究、すなわち本稿と研究主題・研

究対象を共有している先行研究は、通常の文献検索で見出すのが難しい。 

他方、コメント・レターを分析対象とはしていないものの、「会計基準設定主体が実

際に依拠している基礎概念の解明」を目指している点で、研究主題が本稿と共通し

ている先行研究であれば少数ながら存在する。 

その代表例である大日方[2002]は、米国財務会計基準審議会(Financial 

Accounting Standards Board: FASB)が開発した個別の会計基準を対象とし、会計基

準設定主体がどのような基本前提や基本原則に依拠して個別の会計基準を開発し

ているのかを論じている。とりわけ強い関心が寄せられているのは、対応や配分とい

った、伝統的な利益計算を支えてきた基本原則が、企業会計の体系を支え続けてい

るかどうかである。収益費用観から資産負債観への移行に伴い、前者と密接に結び

ついてきた対応や配分などの基本原則はその重要性を失った、という通念が支配的

な状況下で、それが客観的な事実に裏づけられたものなのか、それとも単なる逸話

に過ぎないのかを確かめることがそこでの主題とされている。同論文の詳細なサーベ

イによれば、資産負債観への移行後も、対応や配分などの基本原則が意味を失った

ことを示唆する証拠は得られなかった。 

また米山[2011]は、大日方[2002]以降に公表された米国の会計基準を対象とし、

会計基準の国際的な統合化に対する要請の高まりや金融危機の発生などにより、企

業会計を取り巻く経済環境が大きく変化したと考えられる 10 年間を経てもなお、配分

や対応といった基本原則が企業会計の根幹を支え続けているかどうかを検討したも

                                                     
5 参考文献リストに記した Jorissen et al. [2006]および Yan et al. [2007]などを参照。 
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のである。そこでの含意は、「その後の 10 年」においても、やはり対応や配分などの

基本原則が用いられなくなったことを積極的に示すような証拠は得られない、というも

のである。 

(1)たとえ基準設定主体が（伝統的な収益費用観と対置される）資産負債観にもと

づいて基準開発を進めていく旨のスタンスを（概念フレームワークなどをつうじて）明

らかにしたとしても、その事実は必ずしも伝統的に受け入れられてきた基本原則（対

応や配分など）の放棄を意味しないことや、(2)個別基準だけに着目している限り、会

計基準設定主体が伝統的に受け入れられてきた基本原則を受容し続けているのか、

それを放棄したのかについて明確なことをいうのは困難であり、それをいうためには

特定期間に開発された会計基準を網羅的に研究対象とする必要があることは、大日

方[2002]の代表的な含意であり、本稿も基本的にそのスタンスを継承している 6。 

ただ新たな経済活動に直面するたびに、「先駆者」として新たな会計基準を開発し

てきた米国の会計基準設定主体と異なり、本稿で研究対象としている日本の会計基

準設定主体は、海外の先駆的な会計実務とそれに関わる会計基準を日本企業が直

面している経済環境に合わせてどう調整していくのか、という「追随型」の基準開発を

進めてきた、といわれている。コンバージェンスやアドプションに対する要請の高まり

は、海外主要国が採択している会計基準をより強く意識した基準開発の必要性を生

み出しているといってよい。 

そういう状況では、先述のとおり、むしろコンバージェンスの対象となっている会計

基準の開発段階で発信されたコメント・レターのほうに、日本基準を支えている基礎

概念が色濃く反映されているはずである。日本の会計基準を支えている基礎概念を

研究対象としている本稿では、こうした考えから、大日方[2002]と類似した問題意識

を持ちながらも、日本の個別基準ではなくASBJのIASBに対するコメント・レターを取

り扱っている 7。 

                                                     
6 大日方[2002]は対応や配分といった基本原則が資産負債観のもとでも機能し続けている

かどうかを検討している。そこでは「検討対象とすべき基礎概念」が最初から明らかとされて

いたのに対し、本稿ではそもそもどのような基本前提や基本原則が日本で受け入れられてき

たのかを解き明かそうとしており、こうした点でも両者の関心対象は異なっている。 
7 2002 年までに公表された日本の会計基準（企業会計審議会が公表したものも含む）を対

象とし、その開発に際してどのような基礎概念との整合性が図られてきたのかを調査したもの

として米山[2005]を参照。また本稿とは異なる問題意識から「書かれた基礎概念」と「書かれ

ざる基礎概念」とを論じた先行研究として斎藤[2011a]および斎藤[2011b]を参照。 
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Ⅲ 研究対象と研究手法 

(1)研究対象 

ASBJのIASBやFASBに対するコメント・レターは、ASBJが設立された 2001 年以来、

今日に至るまですべてASBJのウェブサイトにおいて公開されている 8。本稿では

2001 年から 2011 年末までに公表されたコメント・レターのうちIASBに対するものをす

べて調査の対象とした 9。ウェブサイトに公開されているコメント・レターのうち、ごく少

数は米国FASBに対して発信されているが、その内容のほとんどはIASBに対して発

信されたコメント・レターと等質的であり、レターの数もきわめて限られていることから、

ここではIASBに対するものだけを調査の対象とした。 

多くのコメント・レターは、ASBJ 自体の委員長、あるいは ASBJ が有している専門

委員会の委員長名で公表されている。また ASBJ の設立直後を中心として、ASBJ の

専門研究員など、ASBJ に関わる個人の名義で公表されているケースも見受けられる。

誰の名義で発信されたコメント・レターなのかに応じて、IASB 側の対応が変わってく

ることを示唆するような事実が観察されたり、「対応の違い」を合理的に説明する理論

を見出したりすることが可能であれば、発信者の違いに応じてコメント・レターを区分

する必要が生じるかもしれない。 

しかし本稿では、発信者の違いによってコメント・レターを分類することなく、1 つの

範疇に属するものとして取り扱い、そのすべてを分析対象としている。ASBJ がデュ

ー・プロセスを経て公表したコメント・レターである限り、発信者が誰であるのかにかか

わらず、IASB はコメント・レターの内容を「ASBJ の公式見解」と受け取るであろうし、

「このコメント・レターは ASBJ 自体の委員長ではなく、下部組織の長やその構成員の

見解に過ぎない」という類いの言い訳が対外的に通用するとも思えないからである。 

IASB に対する ASBJ のコメント・レターはまた、コメントが求められている対象が会

計基準なのか、適用指針なのか、あるいはよりテクニカルな問題を取り扱う実務指針

なのか、それとも IASB の運営方針なのかに応じて、内容は大きく異なっている。コメ

                                                     
8 https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/international_issue/comments/を参照。 
9 脱稿時点（2012年9月末）までに、5通のコメント・レターが IASBに対して発信されている。

コメント・レターの内容に大きな質的変化が生じたという心証が得られた場合は、新たに発信

されたコメント・レターを含めた再分析を行う予定である。 

https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/international_issue/comments/
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ントの対象となっている文書の質的な違いがコメント・レターを支えている事実認識や

価値判断の違いと結びついていることを示すような理論を想定できるのなら、それに

もとづいてコメント・レターをいくつかの範疇に分類するのが合理的であろう。実際に

はそのような理論を見出せなかったことから、本稿ではコメントの対象となっている文

書の質的な違いに応じた分類も行わず、この観点からもあらゆるコメントを1つの範疇

に属するものとして取り扱い、そのすべてを分析対象としている。 

 

(2)検討課題と具体的な分析手法 

(a)分析目標 

第 1 節で記したとおり、本稿の主要な研究主題は、ASBJ が基準設定の局面にお

いて「書かれた基礎概念（その典型例は「概念フレームワーク」記載事項）」に適う事

実認識・価値判断を踏襲しているかどうか、「書かれざる基礎概念」に依拠したコメン

トが発信されているとすればなぜか、の検討にある。「概念フレームワーク」が基礎概

念を要約・整理したものである以上、基本的には「概念フレームワーク」に従った判断

が下されていると考えられることから、ここでの検討すべき命題は「コメント・レターの

発信に際し、ASBJ は概念フレームワーク等の記載事項と整合的な判断を下してい

る。」という形をとる。 

 

(b)調査対象項目と調査結果の分類規準 

上記の点を確かめるためには、何よりもまず、コメント・レターにおける ASBJ の回

答がどのような事実認識に依拠しているのか、そこではどのような価値判断が下され

ているのかを明らかにする必要がある。こうしたことから本稿では、ASBJの IASBに対

する回答内容を調査し、そこで明示的に、あるいは暗黙のうちに踏襲されている事実

認識や価値判断を個別に抽出するとともに、それぞれの事実認識や価値判断がど

のような頻度で用いられているのかを集計することとした。 

具体的には、まず(a)IASB による照会事項（質問事項）の概要、質問に対する

ASBJ の賛否、および回答内容の概要を項目毎に要約・集計したうえで、(b)それぞ

れの回答において ASBJ が依拠している事実認識や価値判断を抽出した。個々のコ

メントにおいて踏襲されている事実認識や価値判断は質問項目の違いに応じて多岐

に分かれているが、そうした相違の中には本質的ではないものも少なからず含まれて



8 
 

いた。つまり字句などの次元における些末な相違しかみられず、本質において類似

した事実認識や価値判断が繰り返し踏襲されていた。 

こうしたことから本稿では、さらに(c)個々の項目において踏襲されている事実認識

や価値判断を共通点にてらして少数のパターンに分類し直したうえで、この「再分類」

の結果を集計し、どのような事実認識や価値判断が多く用いられているのかを確か

めることとした。 

この過程において、ASBJ がしばしば踏襲している事実認識や価値判断は、(1)

「利益の測定に係る基本原則や基本前提と密接に関わっており、かつ回答が分かれ

うる（＝誰もが受け入れる保証のない）もの」、(2)「利益の測定に係る基本原則や基

本前提と関わっているものの、多くの主体が共有しうる（＝基本的な考え方の次元で

は争いの余地がないものの、具体的な運用や解釈の次元において対応が分かれう

る）もの」、および(3)「利益測定との関連性が希薄なもの、基準設定のプロセスに関わ

るもの、あるいは何を踏襲しているのかが不明なもの」に大別しうることか明らかとなっ

た。 

会計基準のあり方をめぐる論争が、伝統的に、「利益をどう計算するのか」という形

をとってきたことに鑑みると、(3)は(1)および(2)と区分する必要がある。また争いの余

地が残されている事項に関する ASBJ のコメントは、ASBJ に固有の「利益観」を反映

している可能性があるのに対し、IASBや米国の FASBがASBJと同様の事実認識や

価値判断から「利益観」に関する ASBJ に固有の特徴を見出すのは難しい。こうした

考えから本稿では、ASBJ が踏襲している事実認識や価値判断を少数のカテゴリー

に再分類する際、(1)に属するものを(2)および(3)と区別して集計している。 

カテゴリーの設定に際しては、カテゴリーの数が極端に大きくならないように努めて

いる。具体的には、10 回以上参照されている事実認識や価値判断を抽出したところ、

(1)に属するコメントについては 6 つの独立したカテゴリーが、また(2)については 5 つ

の独立したカテゴリーが設定されることとなった。「10 回以上」という数値それ自体は

超越的に与えたものに過ぎないが、独立したカテゴリーを設けるための要件をこれ以

上引き下げるとカテゴリーの数が 2桁に達してしまい、ASBJが依拠している事実認識

や価値判断の特徴がぼやけてしまうおそれもある。こうしたことから本稿では、下記の
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ように設定されたカテゴリーにもとづきコメントの分類を行っている 10。 

 

〔利益の測定に係る基本原則や基本前提と関わっており、対応が分かれうる項目に

関する ASBJ の価値判断・事実認識〕 

1. 「リスクから解放された成果としての純利益を重視すべし」「リサイクリングの手続

を重視すべし」 

2. 「洗練された評価技法よりも投資目的に適う評価技法を採択すべし」 

3. 「上位の目標に対して下位の目標を偏重してはならない」「達成手段の逐語的な

遵守を自己目的化させてはならない」 

4. 「会計処理は主として保有目的に依存している」 

5. 「市場関係者が実際にどのような利益情報を求め、利用しているのかという事実

を尊重すべし」 

6. 「経営者が実際に採択した行動にてらして投資の成果をとらえるべし」 

7. その他 

 

〔利益の測定に係る基本原則や基本前提と関わっているものの、多くの主体が共有

しうる（＝基本的な考え方の次元では争いの余地がないものの、具体的な運用や解

釈の次元において対応が分かれうる）項目に関する ASBJ の価値判断〕 

1. 「実態に適う会計処理を行うべし」「実質優先思考を尊重すべし」 

2. 当面の問題と無関係な事象を問題解決のあり方に影響させないようにすべし 

3. 経営者に過度の裁量を与えることなどによって、客観性が損なわれないようにす

べし 

4. コストと便益とを斟酌すべし、といった類いの一般的な要請を尊重すべし（ただし

「一般的な要請」のうち、ここで独立したカテゴリーが設けられている項目は除く） 

5. 会計基準の体系に関する整合性を保持すべし 

6. その他 

                                                     
10 以下の表においてそれぞれのカテゴリーに割り当てられている数は、集計前の個別デー

タをとりまとめた一覧表に付されている数と対応している。なおその一覧表において、上記(3)
に区分された事実認識や価値判断は、(2)に属する事実認識や価値判断と同じ列に含めら

れている。そこでは、(3)に属する項目に固有の番号(99)が割り当てられている。 
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(c)独立した内容を有するコメントの抽出 

コメント・レターにおいて ASBJ が依拠している事実認識や価値判断を集計し、そ

の集計結果（すなわち「参照頻度」）にてらして「ASBJ は基本的に『書かれた基礎概

念』と整合的なコメントを発信しているかどうか」や「ASBJ はどのような事実認識や価

値判断をとりわけ重視しているのか」を確かめるためには、何よりもまず、「独立したコ

メント」の特定化が不可欠といえる。ほんらい独立しているはずのコメント群を誤って

統合すれば、あるいは分割不能なコメントを誤って細分化してしまえば、集計結果が

意味を持たないのは明らかであろう。 

ASBJによるコメント・レターの多くは、総論部分と各論部分に分かれている。このう

ち各論においては、公開草案において示されている照会事項（IASBが質問形式で

個別に問い合わせている事項）に対し、原則として個別に回答が与えられている 11。

こうしたことから、各論部分については、原則として、ASBJによる設問毎の回答を1つ

の独立したコメントとみなし、コメントが複数の独立した内容から構成されている場合

に限って、例外的に、1 つのコメントを複数の要素に分割したうえで集計することとし

た。 

これに対し総論部分では、各論部分において表明されている ASBJ の見解がどの

ような考え方に支えられているのかを、個別の質問に回答する場合よりも抽象的かつ

一般的な次元で説明している場合が多い。つまり総論部分は、回答に臨んだ ASBJ

が依拠している基本的なスタンスを示したり、回答のうち特に重要な事項を強調した

りするために用いられている場合が多い。このような性質上、総論部分と各論部分の

記述は重複も多く、総論部分の記述内容と各論部分の記述内容とがほとんど相違し

ない場合もみられた。 

こうしたことから、総論部分についてはコメントの内容を個別に精査したうえで、総

論部分の記述内容が個別項目に対する回答と異質な要素を含んでいる場合につい

ては総論部分のコメントも集計対象とし、事実上個別項目に対する回答を繰り返して

いるに過ぎないと考えられる項目については、たとえ総論に相当する記述がみられる

場合であっても、これらを集計対象から除くこととした。 
                                                     
11 ただし IASB が照会してきた事項のすべてに回答が付されているわけではなく、いくつか

の質問について回答が省略されているケースもみられる。 
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(d)複数の事実認識や価値判断に支えられているコメントの取扱い 

上記の規準に従って「1 つの独立した存在」とみなされたコメントは、多くの場合、と

くに重要な 1 つの事実認識、あるいは価値判断に支えられていた。複数の事実認識

や価値判断が混在している場合であっても、「コメントの全体を支えている重要な事

実認識、あるいは価値判断」と「その他の事実認識や価値判断」との識別は容易であ

った。しかしすべてのケースでそのようにいいうるわけではなく、少数ながらも、同程

度に重要な複数の事実認識や価値判断に支えているコメントもみられた。 

このようなケースについては、同程度の重要性を有する事実認識や価値判断の中

から無理に 1 つだけを抽出するのではなく、当該コメントに関して複数の事実認識や

価値判断を複数集計することとした。後に示す集計結果において、ASBJ が踏襲した

事実認識や価値判断の合計が「独立しているコメント」の合計数を超えているのはそ

のためである。 

 

(e)敢えて分割しなかった調査対象期間 

先述のとおり、本稿では ASBJ がその創設以来、2011 年末までに公表したコメン

ト・レターで、IASB に対するものをすべて分析対象としている。調査対象期間である

11 年の間に、ASBJ や IASB を取り巻く環境は少なからず変化しており、その事実は

ASBJ が発信するコメントが変質する可能性を示唆している。 

コメントに影響を及ぼしうる変化としては、ASBJ のボードメンバーらの交替（テクニ

カルスタッフの交替を含む）、IASB とのコンバージェンス・プロジェクトへの着手、い

わゆる「東京合意」の締結、金融庁の IFRS 受け入れに関する基本方針の明示、など

を挙げることができる。またFASBとのコンバージェンスを優先的に（排他的に）進める

こととした IASB の意思決定をはじめとする外的要因の変化も、コメントの内容に影響

を及ぼしている可能性がある。 

こうした事実に鑑みると、11年間に発信されたコメントを一括するのではなく、コメン

ト内容にとりわけ大きな影響を及ぼすと考えられる環境要因の変化に応じて調査対

象期間をいくつかの小期間に分割したほうがよい、という議論も行いうる。環境変化

に応じてコメントの内容も変化するのであれば、コメントが依拠している事実認識や価

値判断を小期間毎に集計することで、ASBJ が踏襲してきた事実認識や価値判断の
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特徴を明確化しうるとも考えられるからである。 

しかし本稿では、こうした考え方の存在にもかかわらず、11 年間に発信されたコメ

ントを小期間に分割することなく、全期間のコメントを一括集計している。その理由は、

さまざまな環境変化にかかわらず、ASBJ が発信してきたコメントは首尾一貫しており、

依拠している事実認識や価値判断はコメントの対象となっている会計基準の属性や、

コメントが発信された時期の違いに影響されていない、という心証をコメントの分類・

集計過程で得たことに求められる。あくまでも印象の次元にとどまることとはいえ、す

べてのコメントに繰り返し目を通してもなお、絶えず同様の心証を得た事実の持つ意

味は小さくない。 

とはいえ、「コメントが依拠している事実認識や価値判断に変化はない」という判断

は、上述のとおり、筆者の心証に依存しているに過ぎない。事実認識や価値判断に

経年変化が生じているかどうかは、ほんらい、より客観的な手法によって確かめてみ

るべきことといえる。ただしコメントの対象である公開草案等が年度毎に異なる状況に

おいては、コメントが依拠している事実認識や価値判断の経年変化をとらえること自

体は容易であっても、そうした変化が「ASBJの基準開発に関する基本方針の変化」

によって引き起こされたものかどうかを確かめるのが困難である 12。事実認識や価値

判断に生じた経年変化の原因究明は、今後長期にわたり取り組むべき課題と位置づ

けられる。 

 

(f)「書かれた基礎概念」との対比 

上記の作業をつうじて、「ASBJ の IASB に対するコメント・レターにおいてどのよう

な事実認識や価値判断が踏襲されているのか」という検討課題や、「とくに重視され

ている事実認識や価値判断があるとすれば、それは何か」という検討課題に対する

回答は得られるはずである。そうなると、残された検討課題は「ASBJ は『書かれた基

礎概念』と整合的な事実認識にもとづき、それと整合的な価値判断を下しているのか」

である。 

                                                     
12 かりに調査対象期間を 2 分割することとし、その前半においてはもっぱら事業投資関連の

会計基準案に関するコメントが求められ、逆に後半においてはもっぱら金融投資関連の会

計基準案に関するコメントが求められていたとする。この場合、たとえ調査対象期間の前半と

後半でコメントが依拠している事実認識や価値判断が異なっていたとしても、それを「基準開

発に関する基本方針の変化によるもの」とは言い切れないこととなる。 
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この点に関する検討において、本稿では、参照される頻度の高かった事実認識や

価値判断（先に掲げた図表に列挙されている諸項目）が「文書化されたルール」、より

具体的には「概念フレームワーク」などの記載事項に跡づけられるかどうかを調査し

ている。実際に踏襲されている事実認識や価値判断が「概念フレームワーク」等にお

いて明文化されている場合は「書かれた基礎概念」と整合的な判断が下されていると

考えられるのに対し、関連する記載事項を見出せない場合は「書かれざる基礎概念」

が参照されていると考えられるからである。 

上記の「書かれた基礎概念に跡づけられるかどうか」という判断は、どれだけの解

釈を許容するのかに応じて変わってくる。かりに一字一句違うことなく明文化されてい

るケースだけを「書かれた基礎概念に跡づけられる場合」とするなら、おそらくこれに

該当するケースは存在しないことになろう。逆に、「基本的なスタンスさえ共通してい

る限り、語句レベルの相違は捨象する」という観点に立てば、ほとんどのケースが「書

かれた基礎概念に跡づけられる場合」に相当することとなる。本稿では、いずれか一

方の極に偏ることなく分類するよう努めている。 

 

(g)客観性を担保するための方策 

本稿の調査結果は、いくつかの局面で筆者の主観が介在している。例えば、(1)独

立した内容を有するコメントを特定化する局面（単独のコメントを内容にてらして複数

の要素に分割したり、逆に複数のコメントを 1 つに統合したりする局面）、(2)個々のコ

メントが依拠している事実認識や価値判断を抽出する局面（拠って立つ事実認識や

価値判断がコメント自体に明文化されていない場合）、(3)ASBJ が依拠している事実

認識や価値判断に関する「生のデータ」を、少数のカテゴリーに分類する局面、(4)コ

メント・レターにおいてしばしば参照されている事実認識や基礎概念を「書かれた基

礎概念」に跡づける局面、のいずれにおいても、「同じ作業を異なる主体が行ったと

しても、同一の結果が得られる」という意味における客観性は保証されない。 

もちろん、筆者自身は中立的な視点から ASBJ が依拠している事実認識や価値判

断を解き明かそうと努め、またそこで抽出された事実認識や価値判断が「書かれたも

のかどうか」の判断においても、同様の中立性を保とうと努めている。ただしそうした

努力が実を結んでいることを客観的に示すのは難しい。 

こうしたことから本稿では、多くの紙面が必要となることを承知のうえで、筆者が作
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成した「集計前の（いわば「生の」）データ」を「集計後のデータ」とともにすべて開示し、

筆者が行った作業を必要に応じて読み手がやり直すことを可能にしている。研究結

果のみならずその途中経過をも開示し、絶えず批判を受けうる状況に身を置くことが、

本稿のようなスタイルの研究において客観性を担保するための最善の手法だという

のが、筆者の基本的なスタンスである。 

 

Ⅳ 調査結果 

(1)利益の測定に係る基本原則や基本前提と密接に関わっており、かつ回答

が分かれうる（＝誰もが受け入れる保証のない）事実認識・価値判断 

頻度 

1.「リスクから解放された成果としての純利益を重視すべし」「リサイクリングの

手続を重視すべし」 

27 

2.「洗練された評価技法よりも投資目的に適う評価技法を採択すべし」 18 

3.「上位の目標に対して下位の目標を偏重してはならない」「達成手段の逐語

的な遵守を自己目的化させてはならない」 

12 

4.「会計処理は主として保有目的に依存している」 38 

5.「市場関係者が実際にどのような利益情報を求め、利用しているのかという

事実を尊重すべし」 

26 

6.「経営者が実際に採択した行動にてらして投資の成果をとらえるべし」 21 

7.その他 102 

合計 244 

(2)「利益の測定に係る基本原則や基本前提と関わっているものの、多くの主

体が共有しうる（＝争いの余地がない）事実認識・価値判断、および(3) 利益

測定との関連性が希薄なコメント、基準設定のプロセスや会計基準のヒエラ

ルキーに関わるコメント、あるいは何を踏襲しているのかが不明なコメント 

頻度 

1.「実態に適う会計処理を行うべし」「実質優先思考を尊重すべし」 96 

2.「当面の問題と無関係な事象を問題解決のあり方に影響させないようにす

べし」 

17 

3.「経営者に過度の裁量を与えることなどによって、客観性が損なわれないよ

うにすべし」 

46 
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4.「コストと便益とを斟酌すべし、といった類いの一般的な要請を尊重すべし

（ただし一般的な要請のうち、ここで独立したカテゴリーが設けられている項目

は除く）」 

62 

5.「会計基準の体系に関する整合性を保持すべし」 77 

6.その他 25 

7.(3)に該当するコメント（1.から 6.までは(2)に該当するコメントである。） 100 

合計 423 

 

(1)集計結果の概略 

上記の図表は、2011 年末までに ASBJ が IASB に対して発信したコメントを、独立

した内容を持つ単位に分解（あるいは統合）したうえで、前節に記した規準に従って

分類し、集計した結果である。参照された事実認識や価値判断の合計数は 657 とな

っているが、1 つのコメントが複数の重要な事実認識や価値判断に支えられている場

合もあるため、独立した内容を有するコメントの総数は 600 超であった。 

コメントの内訳については、本稿で最も強い関心を寄せている(1)のカテゴリーに属

するもの（すなわち利益の測定に係る基本原則や基本前提と密接に関わる事実認

識や価値判断で、ASBJ と IASB との間で争いが生じているもの）は全体の 1/3 強で

あった。他方、(2)に属するコメントは半数弱であり、また(3)に属するものは 1/6 程度で

あった。 

(1)についても、また(2)についても、先述のとおり、「5回以上参照されたかどうか」と

いう規準にてらして独立したカテゴリーを設けたところ、(1)については 7 つのカテゴリ

ーが、また(2)については 8 つのカテゴリーが必要となった。以下では、このうち、どの

ような項目が含まれているのかについて補足が必要と考えられるものを説明する。 

 

(2)カテゴリー(1)に属する項目の概要 

まず(1)の 2.は、主として金融商品会計において参照される価値判断である。時価

や公正価値は取得原価よりも優れた（洗練された）属性であり、技術的に可能である

限りそれらによる評価を積極的に推し進めるべし、というスタンスで基準の開発に臨

むIASBに対し、ASBJは、洗練された属性でストックを評価すること自体が最終目的

ではない、と説く。時価や公正価値によってストックを継続的に評価した場合に損益
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算入される評価差額が投資の成果を常に反映しているのであればともかく、その保

証がない以上、時価や公正価値による評価が技術的に可能な場合であっても、ただ

ちにそれらの属性によってストックを評価するのが望ましい、とはいえない。どのような

評価基準を選択するのかは、それぞれの評価基準を採用した場合に利益がどう意

味づけられるのかに依存する、というのである 13。 

次に(1)の 3.は、財務報告に関する最上位の目的として（IASB を含む）各国の基

準設定主体が「投資家らの意思決定に有用な情報の提供」を掲げているにもかかわ

らず、実際の基準開発局面においては「比較可能性」をはじめとする下位の達成目

標が過度に尊重され、いわば自己目的化していることへの批判であり、最上位の目

標を何よりも尊重すべし、と説く。もちろん、下位の目標を尊重することが最上位の目

標達成に貢献する場合も少なくない。しかし下位の達成目標が複数存在し、それら

の間にトレード・オフの関係がみられる場合は、特定の下位目標だけを過度に尊重

することで他の下位目標が達成されず、全体として会計情報の有用性が低下するこ

ともありうる、というのである。 

混合属性会計の合理性を説く(1)の 4.に続く(1)の 5.は、IASB の概念フレームワー

クに適う（と IASB が考えている）利益情報と、市場関係者が必要としてきた利益情報

とが必ずしも一致しない場合において、概念フレームワーク等との整合性を理由に前

者をただちに採用するのではなく、市場関係者がなぜ後者を受け入れてきたのか、

そこにはどのような合理性が認められるのか、を慎重に検討するように要請するもの

である。 

かりに IASB が依拠している事実認識や価値判断を与件とすれば、それらに則っ

ている IASB の概念フレームワークと首尾一貫した基準開発は望ましいことといえる。

しかし「企業会計に精通している少数精鋭の卓見」と「市場関係者の総意」とをくらべ

たとき、いずれに依拠すれば投資家らにとってより有用な情報が提供されるのかにつ

いては判断が分かれうる。ASBJ は、（短期的にはともかく）長期的には合理的な判断

を市場関係者が下すはずだという前提に立って基準開発を進めていると考えられる。

そのような視点に立つ場合、「いまだ市場によってテストされていない（市場関係者が

受け入れていない）会計処理や、そこから導かれてくる利益情報」が市場関係者にと

                                                     
13 この点について、IASB は、ストックに関する最適な評価から「自動的に」最適な損益情報

が導かれてくる、という信念を有しているようである。 
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って望ましいかどうかについては、たとえそれが職業的な専門家の卓見に適うものだ

としても、慎重な姿勢で臨んでいる。5.のカテゴリーに属する価値判断は、ASBJ のこ

のようなスタンスと関わっていると考えられる。 

他方(1)の 6.は、主として収益認識のあり方をめぐる議論で参照される価値判断で

ある。技術的に可能なケースでは公正価値等による評価を積極的に推し進めようとし

ている IASB は、経営者にとって潜在的に選択可能な行動と結びつくケースでは、ま

さしくそのような「結びつき」を理由に、時価や公正価値による評価を許容し、推奨し

ている（正確には、少なくとも過去において、そのようなスタンスから基準を開発しよう

とした実績を残している）。 

例えば、かつて収益認識に関する基本原則を確立する試みの一環で、IASBは

「公正価値モデル」を提唱したことがある 14。そこでは、長期工事を引き受けた際、工

事を引き受けた際に工事業者が負った義務を公正価値で評価し、契約にもとづき完

成・引渡し時等に対価を受け取る権利の公正価値との差額を契約の締結にもとづく

損益として処理することが検討されていた。その際、工事業者が負った義務の公正

価値は、当該義務を第三者（例えば下請け業者）に肩代わりしてもらうために要する

支出額で評価すべきものと考えられていた。 

工事を引き受けた業者が新たな工事を引き受けるのに必要な生産余力を欠いて

いる場合や、下請け業者のほうが生産効率に優れており、自社で建設を行わずに肩

代わりしてもらうほうがコスト削減となる場合なら、「肩代わりの要請」は工事業者にと

って合理的な選択となる。そういうケースでは、「肩代わり」を与件とした利益計算にも

意味を見出すことができる。しかし実際には業者自身が工事に着手し、完成させるの

であれば、「肩代わり」は棄却された選択肢となる。 

将来キャッシュフローの予測や、企業価値の評価に資する情報、またかつての予

測どおりにキャッシュフローが生み出されたかどうかを確かめるのに資する情報の提

供、という役割を企業会計が担っているのであれば、棄却された選択肢に関わる「採

択していれば得られたはずの成果」は意味を持たない。むしろ「実際に生み出された

成果」が求められることとなる。6.で強調されている「実際に採択された投資行動の重

視」は、上記のような内容に対応している。 
                                                     
14 IASB による収益認識プロジェクトにおいて、2007 年頃まで「測定モデル」などと呼ばれて

いた考え方である。 
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(3)カテゴリー(2)に属する項目の概要 

続いては(2)のカテゴリーに属する項目、すなわち会計基準の開発に際して踏襲さ

れる事実認識や価値判断のうち、「抽象的な理念の次元では争いがないにもかかわ

らず、具体的な解釈等の次元では基準設定主体ごとに対応が分かれる項目」であ

る。 

例えばサブカテゴリーの 1.および 5.（「実態に適う会計処理を行うべし」「実質優先

思考を尊重すべし」「会計基準の体系に関する整合性を保持すべし」）はいずれも、

それ自体は「どの基準設定主体にとっても受容しうる価値判断」といえる。にもかかわ

らず、ASBJ が IASB に対するコメントにおいて、しばしばこれらの価値判断に言及し

ているのは、「何が実態か」「何が形式に過ぎず、何が実質を反映しているのか」、あ

るいは「どのような基本原則との整合性を図るべきか」などの点で、ASBJ と IASB との

間に見解の不一致がみられるからであろう。以下では、(2)に属するサブカテゴリーの

うち、どのような項目がそこに含まれているのかに関して必要な補足を行う。 

まず(2)の 2.は、ある特定領域における会計処理の決定要因に関する事実認識の

違いを反映したコメントである。IASB が重視している項目と、ASBJ が重視している項

目とが食い違っている場合、それぞれの基準設定主体が異なる決定要因に従うこと

により、異なる結論が引き出されることとなる。2.のコメントは、「重要な要因にてらして

会計処理を決めるべし」という点で IASB と ASBJ とが共通認識を有ししているものの、

「具体的に何が重要な要因なのか」という点で事実認識が異なる場合に発信されるも

のである。「どのような基礎概念と整合性を図るべきか」に関する事実認識の違いはこ

れと類似しているが、会計基準の整合性が明示的に問題とされている場合は 5.のほ

うに分類している。 

続いては 3.である。ここに属するコメントは、IASB の公開草案が要求している会計

処理では財務報告に必要な客観性が保証されない、と ASBJ が判断した場合に発

信されるものである。経営者に過度の裁量を与えることによって、利益情報の客観性

が損なわれるべきではない、という点で ASBJ と IASB との間に立場の違いはないで

あろう。ただ、どのようなケースでどれだけ客観性を損なうのが望ましくない、と考える

のかをめぐっては、両者の間で判断が分かれうる。この違いを反映しているのが 3.に

属するコメントである。経営者に過度の裁量を与えるおそれから、混合属性会計など
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に代えて公正価値による一元的な財務報告を目指している、といわれている IASB

が、客観性の欠如を趣旨とするコメントを ASBJ からかなりの頻度で受けている事実

は興味深い。 

次の 4.は 1.と密接に関わっている。本稿では 4.を、「コストと便益とを比較考量すべ

し」を典型例とする、市場関係者が広く受け入れていると考えられる基本原則への言

及がみられるコメントを包摂するカテゴリーと位置づけている。ただしこうした基本原

則のうち、「実態に適う会計処理を行うべし」と「形式ではなく実質を優先すべし」は参

照される頻度がきわめて高かった。そこでこれらには独立したカテゴリー1.を割り当て、

「その他の基本原則」への言及がみられるコメントだけを 4.に包摂することとした。 

(2)のサブカテゴリーに属する価値判断としてこれまで採り上げてきたものと同様、

「コストと便益とを比較すべし」という判断においても、それを受け入れうる点において

ASBJ と IASB との間に立場の違いはない。ただ、「どのようなコストと便益とを対比す

べきか」、「コストと便益のそれぞれをどういう大きさで見積もるべきか」などについては、

両者の間で判断が分かれうる。4.のコメントが表明されるのは、これらの点において

ASBJ と IASB との間に不一致がみられるとき、と考えられる。 

また 5.は、IASB が基準開発に際して基準の体系を支えている基礎概念との整合

性を顧みていないと ASBJ が判断した場合や、ASBJ とは異なる基礎概念との整合性

が図られている場合に発信されるコメントである。どれだけ具体的に明文化されてい

るかという点には違いがみられるにせよ、ASBJ と IASB はともに、基準開発に際し、

会計基準の体系性を考慮していると考えられる。ただ、ある会計基準の開発に際して

整合性を図りうる基礎概念は多数存在する。そのいずれを重視するのかに関する判

断は異なりうる。また整合性を保つことに意味を見出しうるのは同型の構造を有する

ケース同士に限られるが、何を以て「同型」とみなしうるのかについても事実認識は分

かれうる。このカテゴリーに属するコメントは、上記のような違いが顕在化したときに表

明されている。 

説明の都合上、最後に残されたサブカテゴリーの 1.は、先述のとおり、「実態に適

う会計処理を行うべし」という判断が下された場合と、「実質優先思考を尊重すべし」

という判断が下された場合とを包摂している。これら 2 つは通常、異質なものと取り扱

われている。すなわち「実質優先思考」のほうは、将来キャッシュフローの期待値やリ

スクに違いがみられない場合を「実質が同一のケース」とみなし、その事実を会計処
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理に反映するよう要請するものである。これに対し「実態重視」のほうは、実務に適っ

た（実務を反映した）会計処理を行うべし（すなわち実務を尊重すべし）、という文脈

や、「実態を忠実に描写すべし」という文脈で用いられるものである。両者の違いが明

確に意識され、適切な文脈においてそれぞれ使い分けられているのであれば、「実

態に適う会計処理を行うべし」と「実質優先思考を尊重すべし」とには、各々別のサブ

カテゴリーを割り当てる必要がある。 

しかし発信したコメントをみる限り、ASBJ において両者は必ずしも厳密に使い分け

られていない。必ずしも明確に使い分けられていない 2 つの価値判断を無理に区分

することに積極的な意義は認められない。こうした判断から、本稿では、「実態重視」

と「実質優先思考」を一括したうえで、サブカテゴリー4.から独立掲記している。 

 

(4)「書かれた基礎概念」と実際に踏襲されている価値判断などとの対応関係 

(3)までの考察により、ASBJ の IASB に対するコメントがどのような事実認識や価値

判断に多く依拠しているのかが明らかとなっている。そうなると本稿の分析目標にて

らして次に確かめなければならないのは、それらの事実認識や価値判断を概念フレ

ームワークなどの「書かれた基礎概念」に直接跡付けられるかどうかであろう。こうした

観点から、「コメント・レターにおいてしばしば踏襲されている事実認識や価値判断」

と「書かれた基礎概念」との対応関係を要約したものが以下の 2 つの表である。 
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(1)利益の測定に係る基本原則や基本前提と密接に関
わっており、かつ回答が分かれうる（＝誰もが受け入れ

る保証のない）事実認識・価値判断に関わるコメント
「概念フレームワーク」における関連記述

1.「リスクから解放された成果としての純利益を重視すべし」
「リサイクリングの手続を重視すべし」

第3章第21項「純利益の概念を排除し、包括利益で代替させようとする動きもみられるが、この概念フレームワークでは、
包括利益が純利益に代替し得るものとは考えていない。現時点までの実証研究の成果によると、包括利益情報は投資
家にとって純利益情報を超えるだけの価値を有しているとはいえないからである。これに対し、純利益の情報は長期にわ
たって投資家に広く利用されており、その有用性を支持する経験的な証拠も確認されている。それゆえ、純利益に従来ど
おりの独立した地位を与えることとした。」

2.「洗練された評価技法よりも投資目的に適う評価技法を採
択すべし」

第4章序文第5（最終）段落「個々の認識・測定方法の意味を記述するにあたり、本章では、企業の投資と会計上の測定
値との関係に着目している。すなわち、それぞれの認識・測定方法はどのような状態の投資に適用し得るのか、またそれ
を適用した結果、各測定値にはどのような意味が与えられるのかに着目している。投資家が会計情報から企業の将来
キャッシュフローを予測するには、会計数値は企業の投資活動と経験的に意味のある関連を持つ必要があるからであ
る。その関連を記述しておけば、将来、新たな会計基準が対象とする投資活動を明確にすることを通じて、適切な認識・
測定方法を選択できるようになると期待される。もちろん、適切な認識・測定方法を選択するには、各種の投資の実態や
本質について共通の解釈が必要となるが、その解釈は会計基準設定段階での検討に委ねられている。」

3.「上位の目標に対して下位の目標を偏重してはならない」
「達成手段の逐語的な遵守を自己目的化させてはならない」

第2章序文第3段落「会計情報の質的特性は、しばしば会計基準を設定する際の象徴的な標語として自己目的化する危
険性を有している。そのような危険をなくすため、本章は、海外の先例における諸特性を議論の出発点にしながら、それ
らを相対化・客観化する検討作業を経て、まとめられている。その検討結果に基づき、諸特性の並列・対立関係と上下の
階層関係などに対して特別な注意が払われるとともに、諸特性の記述に際しては、常に財務報告の目的との関連が意識
されている。」第2章第12項「比較可能性が確保されるためには、財務諸表の報告様式の統一はもちろん、企業において
同一の会計方法が継続的に（首尾一貫して）適用されなければならない。さらに、その変更に際しては、利用者の比較作
業に資するための情報の開示が必要となる。また、会計基準が変更された場合の移行措置を検討したり、注意喚起のた
めに注記で開示すべき項目や内容を決めたりする場合にも、比較可能性が考慮されなければならない。しかし、比較可
能性は必ずしも、形式基準を求めるものでも、画一的な会計処理を求めるものでもない。事実の差異が会計情報の利用
者の比較にとって必要であり、それを知ることが利用者の意思決定に役立つのであれば、その差異に応じて、異なる会
計処理（方法）が必要とされる。」第2章第15項「検証可能性と関連して、利用可能な監査技法が議論されることがある。し
かし、会計基準の設定は、あくまでも財務報告の目的を効率的に達成するという観点から行われるべきものであり、監査
のコストを抑えること自体は目的とはなり得ない。」また第2章の末尾には、質的特性の間に階層構造が存在することを示
す図が添付されている。

4.「会計処理は主として保有目的に依存している」

第4章第53項「本章では、資産や負債のさまざまな測定値を混在させている。そこでは、市場価格や利用価値を、すべて
のケースにおいて優先的に適用すべき測定値とは考えていない。原始取得原価や未償却原価を、市場価格などによる
測定が困難な場合に限って適用が許容される測定値として消極的に考えるのではなく、それらを積極的に並列させてい
る。財務報告の目的を達成するためには、投資の状況に応じて多様な測定値が求められるからである。資産と負債の測
定値をいわゆる原価なり時価なりで統一すること自体が、財務報告の目的に役立つわけではない。」第4章第55項「資産・
負債の定義を満たしていても、資産・負債の測定値として独立した意味を持たない数値が付されることもある。例えば、工
事進行基準を適用した結果計上される債権に準じて計上する額や、過去に消費された労働サービスに見合って計上され
る退職給付引当金のように、投資の成果を計算した結果として、それらの測定値が付される場合がある。」

5.「市場関係者が実際にどのような利益情報を求め、利用し
ているのかという事実を尊重すべし」

前文（「会計基準を取り巻く環境」）「概念フレームワークは、現行の会計基準の基礎にある前提や概念を出発点としてお
り、財務報告を取り巻く現在の制約要因を反映している。ここでいう制約要因とは、具体的には、市場慣行、投資家の情
報分析能力、法の体系やそれを支える基本的な考え方及び基準設定の経済的影響に係る社会的な価値判断などを指
す。」第1章序文第2段落「ただし、どのような社会のシステムも、時代や環境の違いを超えた普遍的な目的を持つわけで
はない。財務報告制度の目的は、社会からの要請によって与えられるものであり、自然に決まってくるのではない。とす
れば、この制度に対し、いま社会からいかなる要請がなされているのかを確かめることは、そのあり方を検討する際に最
優先すべき作業であろう。」

6.「経営者が実際に採択した行動にてらして投資の成果をと
らえるべし」

第3章第14項「収益を生み出す資産の増加は、事実としてのキャッシュ・インフローの発生という形をとる。そうしたキャッ
シュ・インフローについては、投資のリスクからの解放に基づいて、収益としての期間帰属を決める必要がある。なお、事
業に拘束されている資産については、現実とは異なる売却取引等を仮定し、キャッシュ・インフローを擬制して、収益が把
握されるわけではない。」

(2)利益の測定に係る基本原則や基本前提と関わって
いるものの、多くの主体が共有しうる（＝基本的な考え
方の次元では争いの余地がないものの、具体的な運用
や解釈の次元において対応が分かれうる）事実認識・価
値判断に関わるコメント、および(3) 利益測定との関連
性が希薄なコメント、基準設定のプロセスや会計基準の
ヒエラルキーに関わるコメント、あるいは何を踏襲してい
るのかが不明なコメント

「概念フレームワーク」における関連記述

1.「実態に適う会計処理を行うべし」「実質優先思考を尊重す
べし」

【参考：主として実質優先思考を尊重すべし、という価値判断に関わる記述】第2章第20項「会計情報が比較可能であるた
めには、実質が同じ、すなわち、企業の将来キャッシュフロー（の金額、タイミング、不確実性）が投資家の意思決定の観
点から同じとみられる場合には同一の会計処理を、それが異なる場合には異なる会計処理がなされていなければならな
い。この比較可能性は、しばしば形式と実質が分離している2 種類の状況をめぐって議論されてきた。1 つは、2 つの取
引（企業活動）の法的形式が異なっているが、実質が同じケースである。その場合、2 つの取引には同じ会計処理が適用
される。この要請は、従来から実質優先と呼ばれており、この意味での比較可能性は、表現の忠実性と重複している。も
う1 つは、2 つの取引（企業活動）の外形的形式や一般属性が同じであるものの、実質が異なるケースである。例えば、
ある財を販売目的で所有するケースと自己使用目的で保有するケースを想起すればよい。この場合には、2 つのケース
には、それぞれ異なる会計処理が適用されなければならない。会計情報を通じてその相違が投資家に知られることによ
り、投資家は両者を適切に比較することができるからである。後者のケースについては、表現の忠実性に包摂されている
か否かが必ずしも明確ではないと考えられるため、ここでは、2 つのケースを比較可能性としてまとめて、一般的制約とな
る特性として記述している。」

2.「当面の問題と無関係な事象を問題解決のあり方に影響
させないようにすべし」

記述なし

3.「経営者に過度の裁量を与えることなどによって、客観性
が損なわれないようにすべし」

第2章第2項「意思決定有用性は、意思決定目的に関連する情報であること（意思決定との関連性）と、一定の水準で信
頼できる情報であること（信頼性）の2 つの下位の特性により支えられている。さらに、内的整合性と比較可能性が、それ
ら3 者の階層を基礎から支えると同時に、必要条件ないし閾限界として機能する。」第2章第8項「意思決定との関連性と
信頼性は同時に満たすことが可能な場合もあれば、両者の間にトレードオフが生じることもある。ある種の情報が、いず
れかの特性を高める反面で、他方の特性を損なうケースもあり得る。両特性間にトレードオフの関係がみられる場合は、
双方の特性を考慮に入れたうえで、新たな基準のもとで期待される会計情報の有用性を総合的に判断することになる。」

4.「コストと便益とを斟酌すべし、といった類いの一般的な要
請を尊重すべし（ただし一般的な要請のうち、ここで独立した
カテゴリーが設けられている項目は除く）」

【参考】第2章第22節「諸外国では一般的な制約条件などに位置づけられている理解可能性、重要性、コストとベネフィット
の斟酌などについては自明であることから、質的特性を簡潔な体系として記述するため、独立の特性としては採り上げな
いことにした。理解可能性については、人間の合理性には限界があるという意味なら自明であるとの指摘がなされた。ま
た、重要性、及びコストとベネフィットの斟酌についても、情報価値や経済合理性の観点からすれば自明であるとの議論
がなされた。」

5.「会計基準の体系に関する整合性を保持すべし」

第2章第9項「会計情報が利用者の意思決定にとって有用であるためには、会計情報を生み出す会計基準が内的整合性
を満たしていなければならない。会計基準は少数の基礎概念に支えられた1 つの体系をなしており、意思決定有用性が
その体系の目標仮説となっている。一般に、ある個別の会計基準が、会計基準全体を支える基本的な考え方と矛盾しな
いとき、その個別基準は内的整合性を有しているという。そのように個別基準が内的に整合している場合、その個別基準
に従って作成される会計情報は有用であると推定される。」
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これらの表から引き出しうる含意は、以下の 2 点に集約しうる。すなわち第 1 に、

「概念フレームワーク」に代表される「書かれた基礎概念」に一切の根拠を持たない

事実認識や価値判断は、(1)のカテゴリーに属するものに限れば見当たらない 。そ

の点に着目すれば、ASBJ がコメント・レターにおいて踏襲している事実認識や価値

判断は、基本的に「書かれた基礎概念」と整合している、といってよい。 

ただ、下記の表に集約されているように、ASBJ がコメント・レターで依拠している事

実認識や価値判断は、解釈を加えることなく「そのまま」読み取ることができるものば

かりとは限らない。ASBJ が依拠している事実認識や価値判断の中には、「書かれた

基礎概念」との関連が弱く、多くの解釈を加えなければ両者の関係を見出すことがで

きないものも含まれている。平易な表現に置き換えれば、両者の関係は「万人にとっ

て自明」といえるほど密接なものではない、といえそうである。これが第 2 の含意であ

る。 

関連する記述が「概念フレームワーク」に存在するにもかかわらず、両者を関連づ

けるのが困難な項目の典型例は(1)2.の 「洗練された評価技法よりも投資目的に適う

評価技法を採択すべし」である。評価基準の選択に際して、評価基準それ自体の優

劣ではなく、その評価基準を用いた場合に提供される利益情報の優劣にてらして最

善の選択を行うべし、というのが ASBJ の主張といえるが、そのような内容を明記して

いる箇所は「概念フレームワーク」に見当たらない。 

ただ、直前の図表で引用した箇所にみられる「投資目的に適う評価基準を採択す

べし」という記述は、「評価基準の優劣に関する尺度は複数存在しているが、財務報

告の目的との関連において最も重要なのは、投資目的に適うかどうかであり、それ以

外の何物でもない」と読み替えられる。それはまさに 2.の記述と対応している。 

(1)5.の「市場関係者が実際にどのような利益情報を求め、利用しているのかという

事実を尊重すべし」もまた、その内容を直接明記している箇所を見出すのが困難で

ある。ただ、上記の図表において引用した箇所や、第 3 章第 21 節の記述 15は、等し

                                                     
15 「純利益の概念を排除し、包括利益で代替させようとする動きもみられるが、この概念フレ

ームワークでは、包括利益が純利益に代替し得るものとは考えていない。現時点までの実証

研究の成果によると、包括利益情報は投資家にとって純利益情報を超えるだけの価値を有

しているとはいえないからである。これに対し、純利益の情報は長期にわたって投資家に広く

利用されており、その有用性を支持する経験的な証拠も確認されている。それゆえ、純利益

に従来どおりの独立した地位を与えることとした。」 
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く概念フレームワークを参照しながら基準開発を進めていく旨を表明しながら、「概念

フレームワークの位置づけ」という点でASBJとIASBとの間に大きな違いがみられるこ

とを示唆している。 

すなわち ASBJ と IASB は、概念フレームワークに依拠した基準開発を、ともに規

範的なアプローチにもとづいて進める旨を表明している。そこでは、いずれの基準設

定主体も財務報告に関する「理想状況」を示したうえで、その理想状況を達成するた

めに適用すべき計算・開示上の基本原則を演繹的な推論から導出している。 

ただ ASBJ がそこでいう「理想状況」を「市場関係者が実際に受け入れている目標

や、その達成に有効と市場関係者が考えている基本原則」と極端に乖離しないように

留意する旨を随所で示唆している（上の図を参照）のに対し、IASB が公表する文書

には、そのような配慮の必要性を示唆するものがみられない。基準開発に関する

個々のプロジェクトにおいて、しばしば新奇な提案が行われる事実に鑑みると、IASB

は市場関係者がいま受け入れている目標などへの配慮は、むしろ「理想状況」の達

成を妨げる恐れがある、というスタンスに立っているようである。 

上記のような「周辺情報」をも併せて考えれば、「概念フレームワーク」の記載事項

がサブカテゴリー(1)5.の価値判断と対応していることを理解しうる。逆にいえば、そう

した周辺情報なしに、サブカテゴリー5.の価値判断を「概念フレームワーク」の記載事

項に跡づけるのは困難であろう。 

上記の 2.や 5.と同様、(1)6.の「経営者が実際に採択した行動にてらして投資の成

果をとらえるべし」も該当箇所を見出すのが困難である。しかし財務諸表の構成要素

のうちの収益に関する補足説明（上図における引用箇所）には、例えば使用目的の

事業資産でのれんの実現が期待しうるものについては、たとえ時価が上昇したとして

も（上昇した時価を超える価値のキャッシュフローを期待しうる限り）売却されることが

ない。そのような事業資産の評価を「技術的には売却可能である」という理由で時価

まで切り上げ、評価益を計上したところで、それは「実際には売却をつうじた実現が

図られない」という意味において確定した投資の成果とみなされない、という趣旨の

記述がみられる。これはまさしく 6.と整合的な価値判断と考えられる。 

ここで例示したとおり、ASBJ がコメント・レターの中で下した価値判断の中には、解

釈を加えなければ「概念フレームワーク」記載事項との密接な結びつきを理解するの

が困難な項目も含まれている。また(2)のカテゴリーに含まれる事実認識や価値判断
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の中には、おそらくはそれらが自明であることから、「概念フレームワーク」等に関連

する記述を見出せないものもみられる。とはいえ、「概念フレームワーク」等の記述と

の関連をまったく見出せないものや、そこでの記述と明らかに矛盾するような価値判

断は下されていない。その点に鑑みれば、ASBJ が実際に依拠している事実認識や

価値判断は「概念フレームワーク」の記載事項に何らかの形で跡づけられる、と結論

づけることが可能であろう。 

 

Ⅴ 含意と今後の検討課題 

(1)要約 

本稿における最重要の検討課題は、ASBJ が実際の基準開発局面において「書

かれた基礎概念」と整合的な事実認識や価値判断を踏襲しているかどうかであった。

この点を確かめるために本稿で着目したのは、ASBJ の創設以来、2011 年末までに

公表されてきた IASB に対するコメント・レターであった。 

会計基準の国際的な統合化が求められている状況では、統合の対象となる

IAS/IFRS の開発局面において、海外主要国の基準設定主体（IASB および米国

FASB）とASBJとの対立が先鋭化すると考えられる。いったん IAS/IFRSが「国際的な

標準様式」として決まってしまうと、それと明らかに対立するような国内基準の開発は

困難となってしまう。そうなる前の段階で発信されるコメントには、ASBJ が依拠してい

る基本的な事実認識や価値判断が（国内基準の開発局面よりも）端的に反映されて

いると考えられる。本稿でASBJの IASBに対するコメント・レターに注目したのはその

ような理由による。 

コメント・レターの分析においては、まず独立した内容を持つコメントを 1 つの単位

として集計するために、コメントの統合や分割を行った。次いでそれぞれのコメントが

依拠している事実認識や価値判断を抽出した。さらにそれらの事実認識や価値判断

を少数のカテゴリーに統合したうえで集計し、どのような基礎概念がどれだけの頻度

で参照されているのかを確認した。その際、(1)基本的な事実認識や価値判断の次

元で立場が分かれうる項目と(2)基本的な立場は各国の基準設定主体が共有しうるも

のの、共有した抽象概念の解釈などに際して判断が分かれうる項目とを区分し、本

稿では主として(1)に焦点を当てた分析を行った。 

ASBJ がコメント・レターの発信に際して依拠している事実認識や価値判断を上記
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の手法によって解明した結果、(1)ASBJ のコメントは基本的に「概念フレームワーク」

をはじめとする「書かれた基礎概念」と整合的な内容を有していること、(2)ただしコメ

ントで参照されている事実認識や価値判断が「概念フレームワーク」等に明示されて

いるケースばかりとは限らず、直接的な記載内容に解釈を加えないとコメントで参照

されている事実認識や価値判断にたどり着けないケースも存在すること、が明らかと

なった。 

 

(2)主要な含意(1)：市場関係者によるテストに耐えた「概念フレームワーク」 

ここで主要な検討課題に立ち戻るなら、コメント・レターを対象とした本稿の分析か

らは、ASBJは会計基準の開発局面において、「書かれた基礎概念」と整合的な事実

認識や価値判断を一貫して踏襲してきた、という結論を引き出すことができる 16。そ

れは(a)「概念フレームワーク」の記述内容に代表される「日本の会計基準を支えてい

る基礎概念に関する通念で、文書化されているもの」を陳腐化させるような環境変化

が調査対象期間中には生じなかったこと、 (b)重要な基本前提や基本原則は概ね

「概念フレームワーク」などに反映されており、そこに「記載漏れ」などはみられないこ

と、(c)「概念フレームワーク」の記載事項が、市場関係者が実際に受け入れている事

実認識や価値判断に根差していること、などを示唆している。 

ASBJは初版「概念フレームワーク」の公開に際して、「公表にあたって」という文書

を併せて公開している。そこには「当委員会では、今後の基準設定活動の中でこの

討議資料の有用性が検証されていく状況を見きわめながら、将来、当委員会の公式

文書として概念フレームワークを公表することが必要と判断されれば、この討議資料

をもとに、市場関係者等の意見を受けて内容をさらに整備・改善していくための議論

を重ねていく予定です。」と記されている 17。この記述は、学界関係者が「概念フレー

ムワーク」を起草しており、その意味で、その内容が「市場関係者が受け入れている

通念」に適っていないおそれを示唆しているのであろう。 

本稿で行ったコメント・レターの分析によれば、そうした懸念にかかわらず、実際に

                                                     
16 「概念フレームワーク」は 2004 年に公表されたものであるから、より正確にいうなら、2004
年までは「事後的に文書化された基礎概念」と整合的な事実認識や価値判断が下されてい

た、ということになる。 
17 https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/begriff/begriff_press.pdf を参照。 

https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/begriff/begriff_press.pdf
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は「概念フレームワーク」などと整合的な事実認識や価値判断が一貫して踏襲されて

いる。「概念フレームワーク」の記載事項に代表される「書かれた基礎概念」が「市場

関係者によるテスト」に耐え、市場関係者に受け入れられてきたことを示唆する事実

を見出したことは、本稿の主要な含意の 1 つと位置づけることができる。 

冒頭にも指摘したように、「概念フレームワーク」は、それが討議資料という位置づ

けにとどまっていることを理由に、基準開発に際しての指針として機能していない（実

際の基準開発は「概念フレームワーク」の記載事項と無関係に進められており、その

意味で「概念フレームワーク」は市場関係者に支持されていない）、という批判がみら

れる。このとおり「逸話」の次元では存在意義に疑義が向けられることも多い「概念フ

レームワーク」だが、ASBJ が直面している環境の変化にもかかわらず、実際の基準

開発局面においては一貫して「基準開発の指針」として機能している。本稿の分析に

よる限り、上記の「逸話」は客観的な事実の裏付けを欠いており、文字通りの「逸話」

に過ぎなかった、ということになる。 

 

(3)主要な含意(2)：「ASBJ と IASB とで見解が一致しない原因」の解明 

本稿が果たしたといいうるもう 1 つの貢献は、会計基準のあり方をめぐる ASBJ と

IASB との見解の相違が、どのような問題に関して生じているのかを解き明かした点

に求められる。先述のとおり、コメント・レターの分析によれば、そこでいう見解の相違

は、(1)利益を支えている基礎概念の次元における対立と、(2)何をもって「実態」、あ

るいは「実質」とみなすのか、という事実認識の次元における対立、さらには(3)基準

設定の手法や、コンバージェンスやアドプションの進め方などに関する対立に大別さ

れる。今回のコメント分析では、(2)に属するものが全体のおよそ半数、(1)が 1/3、(3)

が 1/6 であった。 

(1)に属するコメントにみられる事実認識や価値判断のうち、純利益を重視すべし

（そのための手段としてリサイクリングを行うべし）、というものや、保有目的別に評価

を使い分けるべし、というものは、日本の会計基準を支えている基礎概念として、また

IASB との主要な対立点としてよく知られている。本稿の分析結果は、コメント・レター

においてもしばしば下されているという意味において、これらの考え方が実際に日本

の会計基準を根底で支えていることを示唆している。 

これに対し、その他の価値判断、なかでも「洗練された評価技法よりも投資目的に
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適う評価技法を採択すべし」や「経営者が実際に採択した行動にてらして投資の成

果をとらえるべし」は、それに関する直接的な記述が「概念フレームワーク」などにみ

られないこともあって、日本の会計基準を支える基礎概念としての「認知度」はおそら

くそれほど高くない。しかしこれらの考え方もまた日本の会計基準の体系を支えてお

り、しかもそれらの典拠は間接的ながら「書かれた基礎概念」に見出すことができる。 

間接的な記述にとどまるため「書かれている」という認識が市場関係者に浸透して

いない基礎概念にどう対応したらよいのか（現状のままとするのか、それともわかりや

すく書き直すのか）は本稿の主題を超える難しい問題だが、そうした基礎概念が存在

し、かつそれらが基準開発のあり方をめぐる IASB との深刻な不一致の原因となって

いる事実を明らかにしたことは、本稿をつうじた重要な発見事項の 1 つと位置づけら

れる。 

ここで注意すべきは、「ASBJとIASBとの間の見解の不一致」は「見解の対立」を意

味しない、ということである。「対立が存在する」というためには、当事者間で何が問題

の本質なのかを共有していなければならない。しかし本稿で分析の対象としたASBJ

のIASBに対するコメントは、ASBJとIASBとが利益計算のあり方をめぐる共通理解の

欠如を示唆している 18。 

「不一致」を「対立」へと変質させるためには、ASBJ が従来のように自身の利益観

に立ったコメントを行うのに加え、それが IASB の依拠する利益観とどう異なるのか、

その違いがいま顕在化している「個別問題への対応の違い」とどう関わっているのか

もコメントしなければならない。「自分が発信したコメントを相手に納得させ、自身の利

益観に適う形での基準開発を促すこと」が最終目標であれば、ASBJ は上記のような

努力を行う誘因を有しているはずである。 

にもかかわらず、「見解の不一致」がその状態にとどまっているとすれば、(a)IASB

の側に確たる利益観が存在しない（そもそも存在しない場合と、場当たり的に絶えず

変化している場合の双方を含む）か、あるいは(b)IASB の側がそもそも対立点を見出

そうという意思を持っておらず、丁寧なコメントは徒労に終わると ASBJ が考えている

のか、いずれかの可能性を想定しうる。本稿では取り扱いきれないが、この問題は興

                                                     
18 ただし今回の分析では、（不正確を承知で平易な表現を用いるなら）「議論がかみ合って

いるかどうか」に関連する調査対象項目を設けていないことから、2 つの基準設定主体が共

通理解を欠いている、というのは著者の印象論にとどまっている。 
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味深い検討課題として今後に残されている。 

続いては(2)に属するコメントである。筆者が注目しているのは、このカテゴリーに属

するコメントの頻度である。先に記したとおり、調査対象期間においては、およそ半数

のコメントが(2)に属することとなっている。 

「実態を反映すべし」「実質を形式に優先させるべし」などの価値判断は、何をもっ

て「実態」や「実質」とみなすのかが主観的となりがちである。こうしたことから従来は、

上記のような価値判断については、学術的な考察の対象となることがまれであったと

考えられる。実際、財務会計分野の先行研究で、この問題を直接的に取り扱ったも

のを筆者はほとんど見出せなかった 19。「何をもって『実態』、あるいは『実質』とみな

すのかに関して、証券市場関係者の評価が分かれるのはなぜか」や「『実態』や『実

質』に関する判断の違いは、判断を下す主体のどのような属性の違いと関わっている

のか、それとも『判断主体の属性』以外の要素が『実態』や『実質』に関する判断結果

を規定しているのか」は大きな問題であり、これを正面から取り扱うと主題集約性が損

なわれてしまうおそれがあるため、本稿でもこの問題は取り扱っていない。 

とはいえ、何をもって「実態」や「実質」とみなすのかに関する判断が絶えず場当た

りで行われている、と考えることも難しい。むしろ基準開発局面における「実態」「実質」

の判断であれば、判断を下した主体の「基本的な利益観」や「基準開発の進め方に

関する基本的なスタンス」などに依存していると考えるほうがむしろ自然であろう。 

本稿は、「実態」や「実質」に関する事実認識をめぐってもASBJとIASBとが一致し

ていない、という事実の発見にとどまっている。その不一致がどのような原因に根差し

ているのかの解明には至っていない。しかし（ア）この問題に関連して多くのコメントが

発信されていることや、（イ）「実態」や「実質」に関する事実認識の違いは「基本的な

利益観」に関するASBJとIASBとの考え方の違いに関わっている可能性もあること、

などにてらしてみると、単に「実態」や「実質」に関してASBJとIASBとのスタンスが異

なる、という事実の解明で分析を終えるのではなく、それが生じている原因の解明を

も試みる必要がある。そういう必要性が明らかになったこともまた、本稿の重要な発見

事項の 1 つと位置づけられるであろう 20。 

                                                     
19 数少ない例外として、Meyer[1976]を参照。 
20 先に記したように、基準設定主体は「実態」や「実質」という用語の使い分けに必ずしも十

分な注意を払っていない。これも本稿による発見事項の 1 つであり、こうした専門用語の不正
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(4)分析手続上の限界 

コメント・レターの分析から引き出されてきた上記の結論や含意には、いくつかの

限定条件・留保条件が付されている。それらは主として研究プロセスに主観的な要

素が含まれていることと関わっている。 

すなわち上記の結論や含意は筆者によるコメントの分類作業に負っているが、そ

れぞれのコメントがどのような事実認識や価値判断に依拠しているのかは、必ずしも

自明なケースばかりではなかった。そのようなケースにおけるコメントの分類には、筆

者による解釈が不可避であった。解釈を 1 つに絞り込むことができない以上、筆者以

外の主体が同様の分類を行った場合に、筆者と同一の分類結果が得られる保証は

ない。そういう分類結果に依存しているという意味で、本稿の結論には主観的な要素

が含まれている。 

上記の問題点を克服するため、コメントの分類に際して解釈が求められるケースで

は、多くの読み手が共感しうる解釈を採用することに努めている。また集計結果のみ

ならず、集計前のデータを本稿にすべて添付することで、筆者がどのような解釈をつ

うじて特定の分類結果に至ったのかを、読み手に対して明らかにしている。これらの

配慮は、本稿の結論が主観的な研究手続に依存していることに起因する問題の緩

和に貢献すると考えられるが、「主観性」に起因する問題のすべてを払拭することは

できない。この点には注意が必要である 21。 

本稿が抱えているもう 1 つの限界は、ASBJ の IASB に対するコメントが(a)「日本の

会計基準を支えている基礎概念に反しない形で IASB が基準開発を進めるように要

請する」目的に適う形で発信されており、かつ(b)「ASBJ は常に自身の立場に誠実な

コメントを発信している」という、いずれもかなり強い仮定に依存している点に求められ

る。 

ASBJ が「書かれた組織目的」に忠実な対応をとる場合、その行動は上記のような

                                                                                                                                                         
確な使用が、事態をいっそう複雑にしている可能性もある。 
21 コメントの一次的な分類作業のみならず、いったん分類し終えたコメントをより少数の項目

に分類し直す作業においても、またそこでいう「少数の項目」を「概念フレームワーク」等の記

載事項に関連づけられるかどうかの判断においても、「主観性」に関する同様の問題が生じ

ている。いずれの手続においても、筆者以外の主体が同様の分析を行ったときに筆者と同

様の結論に達する保証はない。 
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前提に反しないものとなろう。しかし会計基準をどう開発するのか、そのあり方が異質

な利害を有する市場関係者のそれぞれに異質な影響を与える以上、何の対策もとら

ない状況において、ASBJ が「書かれた組織目的」に忠実である保証はない。「可能

性の次元」であれば、例えば市場関係者のうち特定主体の利害に偏った対応をとっ

ていることも想定しうるし、「実際に採択されている行動目標」を達成するための手段

として最適だという判断が下されれば、敢えて会計基準開発に関する自身の基本方

針に反するコメントが発信されることもありうる。 

こうした状況をも視野に収めようとすれば、議論が過度に拡散してしまうという判断

から、本稿は先に記した前提のもとで議論を進めている。ただ、それが事実に適う想

定かどうかの検証が行われていない。これもまた本稿の限界、IASBに対するコメント

という「基準開発に関するASBJの本音が現れやすい文書」を対象としていることと表

裏一体で、不可避の限界といえる 22。 

 

(5)関連する研究主題 

(a)コメントの経年変化に関する追加的な分析 

本稿では、ASBJが創設された 2001 年から 2011 年末までに発信されたコメントを

一括集計している。それは集計されたデータを概観する限り、コメントが依拠している

事実認識や価値判断は年度ごとに大きく違わない、という心証を得たためであった。

しかしそれはあくまでも心証に依存した判断に過ぎず、より厳密な分析によればコメ

ントが依拠している事実認識や価値判断の「経年変化」が明らかとなるかもしれない。

実際、ASBJを取り巻く環境条件、とりわけ会計基準の国際的なコンバージェンスや

IAS/IFRSのアドプションに関する市場関係者のスタンスはこの１１年間で少なからず

変化している。そうした事実がASBJのIASBに対するコメントのあり方に影響を及ぼし

ていることは想定しうる。コメントが依拠している事実認識や価値判断にシステマティ

ックな変化が生じていないかどうかは、今後に残された検討課題の 1 つである 23。 

                                                     
22 ASBJ の IASB に対するコメントが「日本の会計基準を支えている基礎概念に反しない形

で IASB が基準開発を進めるように要請する」目的に適う形で発信されている、という前提に

ついては後述の(5)(b)も参照。 
23 経年変化に関する追加的な分析が特に強く求められるのは、コメント・レターにおいて必

ずしも頻繁に参照されていない事実認識や価値判断（環境変化にかかわらず、絶えず頻繁

に参照されているわけではないもの）である。というのも、ASBJ がコメントにおいて依拠する
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追加的な分析手続をつうじてコメントが依拠している事実認識や価値判断の変化

が明らかとなった場合は、そうした変化を引き起こした原因の究明が次の検討課題と

なる。かりに ASBJ のボードメンバーにオピニオン・リーダーの役割を果たしてきた者

が存在していたとすれば、ボードメンバーの交替はコメントが質的に変化する契機と

なりえよう。また ASBJ の意思決定が効力を持つためには金融庁による承認が必要と

なっている仕組みに鑑みれば、金融庁の IAS/IFRSに対するスタンスの変化や、それ

を引き起こしている省内の人事異動もまたコメントの変化を引き起こしうる要因といえ

る。 

上記の要因のほかにも、会計基準の国際的な統合化に関する米国財務会計基準

審議会(FASB: Financial Accounting Standards Board)のスタンスの変化（米国市場に

おけるIAS/IFRSの受け入れ可否や受け入れを前提とした場合の受け入れ範囲の変

化）や、投資家による意思決定スタイルの変化（重視する利益情報に関する考え方

の変化）といった、環境条件の変化もまたASBJが発信するコメントの質的変化を引き

起こしうる 24。コメントに影響を及ぼしている要因をめぐっては、多様な可能性を視野

に収める必要がある。 

 

(b)類似したコメントとの対比 

本稿の分析では、暗黙のうちに、「日本の会計基準を支えている基礎概念に反し

ない形でIASBが基準開発を進めるように要請すること」をASBJの行動目標とみなし

ている。日本の市場関係者が受け入れている基礎概念に反するような会計基準がア

ドプションという大義名分のもとで強制される場合、その適用に際して混乱や対立が

生じると予想される。それを避ける必要から、ASBJがIASBに対するコメントの発信に

際し、上記のようなスタンスを保とうとすることはありうる。その場合、ASBJは「日本に

おける市場関係者の総意」を反映したコメントを発信していることとなる。こうした事実

認識は、企業会計基準委員会の設立経緯とも整合している 25。 

                                                                                                                                                         
事実認識や価値判断が変化する場合、その事実は「（絶対値で測れば）参照頻度が相対的

に低い項目における変化」として現れると考えられるからである。現在、「その他」のサブカテ

ゴリーに一括されているこれらの諸項目だけでも、期間を区切って集計し直してみる必要が

あるかもしれない。 
24 ここに列挙した諸要因は、必ずしも相互に独立しているわけではない。 
25 https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/fasf/misc/news/news.jsp に掲載されている「財団法人 財

https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/fasf/misc/news/news.jsp
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もっとも、ASBJ が実際にそういう観点からコメントを発信しているかどうかは、事実

にてらして確かめてみなければならない。というのも、ASBJ の動機に関しては、代替

的な説明もありうるからである。例えば、特定の市場関係者が相対的に大きな政治力

を有し、ASBJの意思決定に対して強い影響力を及ぼしているとすれば、ASBJのコメ

ントは「市場関係者の総意を反映した中立的なもの」というより、むしろ当該団体の利

害をより直接的に反映したものとなりうる。 

ASBJ が特定主体の利害に沿ったコメントを発信してきたのか、それとも中立的な

スタンスを保ってきたのかを確かめるための手段の 1 つとしては、ASBJ のコメントを、

ASBJ を支えている民間 10 団体が独自に発信しているコメントと対比し、両者の異同

点を明らかにすることが考えられる。よく知られているとおり、IASB の公開草案に対し

て定期的にコメントを発信しているのは、なにも ASBJ ばかりではない。日本公認会

計士協会や日本証券アナリスト協会、日本経済団体連合会などもまた、IASBの公開

草案に対し、定期的にコメントを発信している。そうしたコメントと、本稿が分析対象と

したASBJのコメントとの対比は、ASBJがどのような動機にもとづいてコメントを発信し

ているのかの解明に寄与するかもしれない。これは今後に残された検討課題の 1 つ

である。 
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質問の概要 賛否 回答の概要 回答が依拠してる価値判断・事実認識
できるだけ「定型化され
た表現」に修正した価値

判断・事実認識

判断規準
のカテゴ
リー(1)

判断規準
のカテゴ
リー(2)

意見募集「アジェ
ンダ協議2011」

2011年11月30日 質問１(a)

アジェンダに関する2つの区分（「財務報告
の開発」と「既存のIFRSの維持管理」）、お
よび5つの戦略領域（「財務報告の開発」に
関して、1.概念FW（の策定）、2.財務報告に
係る戦略的論点の調査研究、3.基準レベ
ルのプロジェクト（による不足部分の補
充）、「既存のIFRSの維持管理」に関して4.
適用後レビュー（の充実）、および5.適用上
のニーズへの対応）の適否

賛成
IASBが直面しているアジェンダを提案のよ
うな形で区分することには意味がある、と
いう事実認識

同左 7

質問１(b)
上記のような形で細分化した問題をどうバ
ランスさせるべきか。

N/A

「既存のIFRSの維持管理」に重点を置くべし、と主張。既存の
優先PJ以外については、新たな基準の開発を限定的なもの
にとどめるべきことを提案。またその「維持管理」に関し、適
用後レビューを充実させ、また解釈に関する実務上のガイダ
ンスも充実させることを要請。また「財務報告の開発」では概
念フレームワーク、とりわけ(a)OCIリサイクリングの要否と(b)
全体的な開示内容および量の見直しに関するプロジェクトを
優先させるように要請。

多くの企業が新たにIFRSを適用しようと試
みている、という事実認識／円滑なIFRS採
用のためには、安定的なプラットフォーム
の構築が重要であるという事実認識／市
場関係者の関心の高い項目から優先的に
取り組むべし、という価値判断

「市場関係者に支持さ
れている情報を計算・開
示すべし。」

5

(a)OCIとリサイクリング、(b)公正価値測定の適用範囲、(c)開
発費の資産計上、(d)のれんの非償却、(e)固定資産の減損
の戻し入れ、(f)機能通貨、を例示。

（項目毎に分割して記載）

OCIのリサイクリングについては基準毎に対応が分かれてお
り、しかもそうした差異に関する統一的な説明原理を現状で
欠いていることを指摘。

統一的な説明原理を提供すべし、という価
値判断

「当期純利益に『事実に
転化した、その意味で
確定した成果』という性
格を与えるためには、リ
サイクリングを行うべし」

1

公正価値測定の適用範囲については、公正価値測定が意味
を持つケースと持たないケースとがどのような要因によって
分かれてくるのかに関する統一的な説明原理を現状で欠い
ていることを指摘。

統一的な説明原理を提供すべし、という価
値判断

「公正価値による測定が
意味を持つかどうかは、
それぞれのストックの保
有目的等に依存してお
り、技術的に公正価値
を測定しうるケースのす
べてにおいて公正価値
測定を求める必要はな

2

開発費については、一定の要件を満たした開発費を強制的
に資産計上する必要性を問い直すよう要請。

開発費が将来の収益に結びつく可能性は
低下してきている、という事実認識／開発
費の資産計上に関する実務はバラついて
おり、その結果比較可能性が損なわれて
いる、という事実認識

（資産を計上しうるの
は、将来における経済
的便益の発現が一定水
準以上に明らかなケー
スに限られる）

6

のれんの取扱いについては、その規則的償却を支持する考
え方に説得力がみられることと、非償却とすることを決定した
後のレビュー手続が行われていないことを指摘したうえで、
適用後レビューにもとづく見直しを行うように要請。

現行基準を支えている基礎概念に関する
解釈次第では、規則的な償却も有力な選
択肢となりうる旨の事実認識／新たに公
表された会計基準にもとづく財務情報の有
用性を不確かにしか予測できない場合
は、適用後レビューを実施すべし、という
価値判断

（「競争の進展とともに、
一般に、（特定時点に存
在していた）のれんの価
値は減少する」を前提と
したうえで）「のれんの
価値の下落にみあう費
用は、企業結合の成果
たる収益と対応させるべ

7

減損損失の戻し入れについては、戻し入れ額の情報が投資
からによる将来予測にどう役立つのか、役立つケースと役立
たないケースはどう分かれるのか、などに関する統一的な説
明原理を欠いていることを指摘。

統一的な説明原理を提供すべし、という価
値判断／SFASとの間で不必要に大きな差
異を残すべきではない、という価値判断

「減損損失の戻し入れ
が将来予測に資するか
どうかは、どのような経
緯で生じた減損損失の
戻し入れかに依存して
おり、技術的に戻し入れ
が可能なすべてのケー
スにおいて戻し入れを
行うのが最善とは言い

7

機能通貨については、機能通貨の判定プロセスが各国に固
有の環境要因を十分に反映したものとなっておらず、また内
部管理上は自国通貨が用いられているにもかかわらず、
IFRSの適用において自国通貨以外が機能通貨とみなされる
ケースが存在していることを指摘。

機能通貨と自国通貨との食い違いが今後
増加してくるという事実認識／両者が異な
るケースを念頭に置いてルールを開発す
べし、という価値判断

1

質問２
(cont.)

リソースに余裕があれば取り上げるべき項
目

N/A
共通支配下の企業結合に関する新たな基準開発を進めるよ
う要請。

市場関係者からのニーズがある項目につ
いては基準開発を進めるべし、という価値
判断

「市場関係者に支持さ
れている情報を計算・開
示すべし。」

5

今後優先すべき検討課題は何か。 N/A質問２
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質問２
(cont.)

削除すべき項目 N/A
IAS第37号の改訂（蓋然性要件の削除、および期待値アプ
ローチの統一的適用）、およびキャッシュ・フロー計算書の改
訂（直接法への統一）に関する基準開発を取りやめるように

合意形成が困難と考えられる基準の開発
は中止すべし、という価値判断

「市場関係者に支持さ
れている情報を計算・開
示すべし。」

5

公開草案「国際財
務報告基準
(IFRS)」の改善

2011年10月21日 全般
年次改善プロジェクトにおいて掲げられた
諸提案の適否

一部の例外を除き賛
成

（直近の財務諸表にIFRSに準拠している旨の明示的かつ無
限定の記述をしていない限り）IFRS第1号の再適用をすべて
の企業に強制するのではなく、IFRSを過去から継続して適用
していたかのように処理することが容易な企業については、
「再適用」に代えて、そのような選択肢も認めるように要請。

企業による財務諸表の作成負担を斟酌す
べし、という価値判断

（企業による財務諸表の
作成負担を斟酌すべし）

4

公開草案「IFRS第
9号の強制発行
日」

2011年10月21日 質問１

2009年公表のIFRS第9号と2010年公表の
IFRS第9号のそれぞれを修正し、2015年度
期首より強制適用することの適否（当初の
計画よりも2年遅らせることの適否）

消極的な賛成（反対
せず）

金融商品PJの減損フェーズと保険契約PJ
に遅れが生じており、IFRS第9号との「当初
の予定に沿った」同時適用が困難になって
いるという事実認識／発効日の延期は会
計基準の適用に関する市場関係者の予見
可能性を低下させるため望ましくない、と

（発効日の延期は会計
基準の適用に関する市
場関係者の予見可能性
を低下させるため望まし
くない）

7

公開草案「金融資
産と金融負債の
相殺」

2011年4月28日 質問１

企業が金融資産と金融負債を相殺する無
条件の法的に強制可能な権利を有し、ま
た「純額決済」あるいは「総額決済」の意図
を有している場合、当該金融資産と金融負
債の相殺を強制する提案の適否

条件付きで賛成
総額決済に関わる「同時の」という用語が厳格に解釈される
ことを前提として賛成する旨を表明

相殺適状なのは「企業が事実上、資産と
負債の純額に対して権利または義務しか
有していない場合だ」という事実認識

（ある種の社会通念に
適った、その意味で実
態に適う会計処理を行
うべし）

1

質問２
「無条件の法的に強制可能な権利に関す
る定義の適否

賛成

本公開草案の「相殺要件」は、「企業が事実上、資産と負債
の純額に対して権利または義務しか有していない場合」に対
応している旨を指摘。またマスター・ネッティング契約（約定の
不履行または解除が契約の一部について生じた場合には、
当該契約の対象となっているすべての金融商品を単一の純
額で決済する旨の契約）は、特定の条件下でのみ相殺が強
制されるものであるから、当該契約は相殺表示の契機としな

相殺適状なのは「企業が事実上、資産と
負債の純額に対して権利または義務しか
有していない場合だ」という事実認識

（ある種の社会通念に
適った、その意味で実
態に適う会計処理を行
うべし）

1

質問３
双務的な契約と多元的な契約の双方に本
公開草案の相殺要件を適用することの適
否

賛成 多元的な契約は例外的である旨を指摘
契約が双務的か、それとも多元的かは相
殺を求めるかどうかに影響を及ぼさない、
という価値判断

（当面の問題と無関係な
事象が問題解決のあり
方に影響を与えるべき
ではない、という要請）

2

質問４ 開示要求の適否 条件付きで賛成
一部の項目について、コストを超えるだけの便益が見込める
かどうか、再検討するように要請

コストと便益を斟酌して要開示項目を決定
すべし、という価値判断

（コストと便益を斟酌して
要開示項目を決定すべ
し）

4

質問５ 経過措置の適否 賛成
比較可能性の観点からは、新たな会計基準を遡及的に適用
するのが望ましい旨を付記

（比較可能性の観点か
らは、新たな会計基準を
遡及的に適用するのが
望ましい）

4

補足文書「金融商
品：減損」

2011年4月1日 質問１
「信用損失の認識の遅れ」という問題に対
する補足文書の対処の適否（いま直面し
ている問題の解決への貢献）

一部反対

補足文書が示す方法でも「遅れ」には対応できているもの
の、(1)予見可能な期間を基礎としてフロア額を見積もる方法
では、データの収集可能性に関する技術的制約から、ポート
フォリオに関するリスクの高低と損失計上額とが対応しない
結果が生み出されうること、(2)「IASB流の計算」と「FASB流
の計算」をともに求める結果となり、複雑であること、(3)早期
の損失が見込まれないグッドブックのポートフォリオにまで「フ
ロア額」の算定が求められること、などの問題が避けられな
い旨を指摘。グッドブックについては、早期の損失が予想され
る場合に限って「フロア額」を算定する代替案を提示。

実態に適う会計処理を適用すべし、という
価値判断（ポートフォリオに関するリスクの
高低と損失計上額の大小との対応関係を
保つべし、という価値判断）

（実態に適う会計処理を
適用すべし、より具体的
にはポートフォリオに関
するリスクの高低と損失
計上額の大小との対応
関係を保つべし）

1

質問２
クローズド・ポートフォリオへの適用可能性
／オープン・ポートフォリオとクローズド・
ポートフォリオとで整合性を図ることの要否

賛成
企業による管理手法の違いは、会計処理
には影響を及ぼさない、という事実認識

（当面の問題と無関係な
事象が問題解決のあり
方に影響を与えるべき
ではない、という要請）

2

質問３
グッドブックのポートフォリオについて提案
されている会計処理の適否

一部反対
すべてのグッドブックについて「フロア額」を設けることについ
ては反対（質問１を参照）

実態に適う会計処理を適用すべし、という
価値判断

（実態に適う会計処理を
適用すべし）

1

質問４ 期間比例配分方式の適否（実行可能性） 条件付きで賛成
期限前償還オプションを保有する金融資産に関する減損の
判定に際し、過去の元本残高を考慮するか否かに関する追
加的なガイダンスを要求

不必要に多義的な解釈は許容すべきでな
い、という価値判断

（経営者に過度の裁量
を与え、客観性を損なう
べきではない）

3

質問５
グッドブックとバッドブックに区分する方法
の適否（有用な情報への貢献可能性）

条件付きで賛成

バッドブックについては賛成。グッドブックについては、期間
配分比例法による計算結果と「フロア額」との対比をすべて
のグッドブックに求める提案が複雑で、理解困難であるため、
有用性の改善に寄与しない可能性を指摘。

理解可能性にも配慮すべし、という価値判
断

（理解可能性にも配慮
すべし）

4
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質問６
グッドブックとバッドブックとの区分に関す
る具体的な判断規準の明瞭性

賛成
具体的な判断基準は明瞭であるべし、とい
う価値判断

（具体的な判断基準は
明瞭であるべし）

4

質問７
グッドブックとバットブックとの区分に関す
る具体的な判断基準の運用可能性／監査
可能性

賛成
信用リスク管理に関する適切な文書化やその開示が行われ
ていることを前提として賛成、である旨を付記。また提案中の
「問題債権」という用語について、追加のガイダンスを要求。

具体的な判断基準は監査可能なものであ
るべし、という価値判断

（具体的な判断基準は
監査可能なものである
べし）

4

質問８
グッドブックとバットブックとに区分すること
自体の適否

賛成
主として金利の管理に関心が寄せられる
項目と、主として回収自体の管理に関心が
寄せられる項目は異質だという事実認識

「会計処理は主として保
有目的に依存して決定
される。」

4

質問９
(a)(b)

グッドブックの(a)すべてにあるいは(b)一部
だけに「フロア」を要求することの適否

(a)に反対、(b)に賛
成

引当金の不足は、早期の損失が見込まれる場合に限って顕
在化するため。

「フロア」の設定は、引当金の不足が懸念
される場合に限って求められる、という事
実認識

（いま顕在化している問
題の解決に貢献しない
領域においてまで基準
を改訂すべきではない）

2

質問９
(c)(d)

「予見可能な期間」を基礎としてフロア額を
算定することの適否

(c)に反対、したがっ
て(d)には無回答

「予見可能な期間」を基礎としてフロア額を算定したのでは、
有用な情報が期待できない旨を指摘

将来を予見できるかどうかという企業の能
力が、減損損失の計上方法に影響を及ぼ
してはならない（減損損失の計上方法を決
めるのは信用リスクの高さだけである）、と
いう価値判断

（当面の問題と無関係な
事象が問題解決のあり
方に影響を与えるべき
ではない、という要請）

2

質問９
(e)(f)

「予見可能な期間」を通常、12か月以上と
みることの適否(e)／「予見可能な期間」に
上限を設けることの適否(f)

(e)に賛成、(f)に反対
信用リスクが相対的に高いポートフォリオについては、「予見
可能な期間」がかなり長期となることもありえ、その場合には
上限を設けるべきではない旨を指摘

信用リスクが相対的に高いポートフォリオ
については、「予見可能な期間」がかなり
長期となることもありうる、という事実認識

同左 7

質問１０
「期間比例配分額」は通常「フロア額」より
も大きくなる、という、本公開草案を支えて
いる事実認識の適否

反対

毎期安定した資産の入れ替えが行われているポートフォリオ
を前提とすれば、かりに損失が期間均等に発生する見込み
であっても（＝特に早期に損失が見込まれるわけではなくて
も）、予見可能な期間が残存期間の半分を超える場合には、
フロア額が期間比例配分額を超えてしまう旨を指摘。

「期間比例配分額」は特定の条件が満たさ
れると、必ずしも「フロア額」よりも大きくな
らない、という事実認識

同左 7

質問１１(a)
割引前の数値と割引後の数値の併存を許
容することの適否

賛成 ほんらいは割引後の金額を用いるべきである旨を付記
作成者である企業が多様な計算システム
に依拠している事実に配慮すべし、という
価値判断

1

質問１１(b)
割引後の予想損失金額を用いる際、割引
率の選択に関して複数の選択肢を許容す
ることの適否

賛成 追加的なガイダンスを要求 7

質問１２
今回の共通提案が、IASBによる単独提案
よりも優れていること

条件付きで賛成
グッドブックの金融資産については、原則として期間比例配
分法で臨む基本原則に賛成。しかし早期の損失が見込まれ
るケースには「適切な」（←質問９）フロア額の設定を要求

グッドブックの金融資産（主として利息の回
収に管理上の主眼が置かれているもの）
については、損失の期間配分が保有目的
に適っている、という価値判断

「会計処理は主として保
有目的に依存して決定
される。」（グッドブックの
金融資産（主として利息
の回収に管理上の主眼
が置かれているもの）に
ついては、損失の期間
配分が保有目的に適っ
ている。）

4

質問１３
今回の共通提案が、FASBによる単独提案
よりも優れていること

賛成
予見可能な将来に発生すると予想される信用損失を認識す
る方法は適切ではない旨を指摘

将来を予見できるかどうかという企業の能
力が、減損損失の計上方法に影響を及ぼ
してはならない（減損損失の計上方法を決
めるのは信用リスクの高さだけである）、と
いう価値判断

（当面の問題と無関係な
事象が問題解決のあり
方に影響を与えるべき
ではない、という要請）

2

質問１４Ｚ
実効金利の算定においては予想信用損失
を織り込まないことの適否

賛成
予想損失の配分を実行可能なものとする
ためには、それを実効金利の計算から切
り離さなければならない、という価値判断

（実行可能性に配慮す
べし）

4

質問１５Ｚ

純損益を通じて公正価値で会計処理する
ものではないすべてのローン・コミットメント
も本補足文書の要求事項の対象とするこ
との適否

賛成
多くの場合、貸付金とローン・コミットメント
は同一の事業内において管理されてい
る、という事実認識（実質優先思考）

（外形が異なっていて
も、同様に管理されてい
る項目については、同
様の会計処理を適用す

1

質問１６Ｚ
要求事項案のローン・コミットメントおよび
金融保証契約への適用可能性（これらに
適用することの適否）

賛成

金融保証契約のうち、過去において当該契約を保険契約とし
て取り扱う旨、企業が明確に宣言していない場合には、当該
契約を保険契約に関する会計基準の対象とはしない、という
のが、IASBとFASBのスタンスであることを指摘

過去明らかにされたスタンスに従うべし、と
いう価値判断

同左 7

質問１７Ｚ 要求されている表示形式の適否 賛成
分離アプローチ（質問１４）の結果として、利息収益は予想信
用損失を含まない実効金利によって算定されることになる旨
を指摘

7

質問１８Ｚ
(a)

提案されている開示要求の適否 一部反対
バーゼル資本規制のもとで要求されている開示項目との重
複を避けるように要請。また企業秘密に属する情報の詳細開
示を求めないように要請。

コストと便益とを比較しながら開示情報を
決定すべし、という価値判断

（コストと便益とを比較し
ながら開示情報を決定
すべし、という価値判
断）

4
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反対
グッドブックについて過去認識してきた引当金が十分であっ
たかどうかの判断材料としては、振替え対象のグッドブックに
関する予想損失のすべてを振り替えるほうがよい、と指摘

投資家が必要としているはずの情報を開
示すべし、という価値判断

4

N/A

ただし公開草案が企業のリスク管理に過度に依拠しているこ
とから、ヘッジ会計が悪用されるおそれを懸念。この事態を
改善するため、「企業のリスク管理体制に依拠しない、独立し
た規律を要求。

過度の裁量を財務諸表の作成者に与える
べきではない、という価値判断

（経営者に過度の裁量
を与え、客観性を損なう
べきではない）

3

N/A
オープンポートフォリオのヘッジ会計モデルを早期に開発し、
今回の公開草案との整合性を保つように要求。

実質優先思考（実質が同一なら同一の会
計処理を）

（実質が同一なら同一
の会計処理を行うべし）

1

公開草案「ヘッジ
会計」

2011/3/9 条件付きで賛成

企業のリスク管理行動に着目し、これを会計に取り込むスタ
ンス自身には賛成。ただしリスク管理行動に過度に依拠する
ことにより利益操作の余地が生じてくることへの懸念があるこ
とから、リスク管理が有効に機能しているかどうかを厳密に
問う必要性を指摘。

企業のリスク管理行動の実態をより良く反
映する会計処理を求めるべし、という価値
判断

（当面の問題と無関係な
事象が問題解決のあり
方に影響を与えるべき
ではない、という要請）

2

「純利益の構成要素とその他の包括利益の構成要素を区分
する」考え方にもとづくヘッジ会計と、いったんOCI計上した項
目をリサイクリングしないこととは矛盾する、という判断から、
公正価値で測定したうえで評価差額をOCIに含める項目につ
いて、リサイクリングの手続を要求。それが認められるまでの
経過措置として、ヘッジ会計の適用範囲に（公開草案の提案
より広げて）OCI項目を含めるように要求。

ヘッジ会計の理念に適う会計処理を求め
るべし、という価値判断

「『確定した成果』と性格
づけられた当期純利益
の計算においては、リサ
イクリングの手続は不可
欠である。」

1

質問２
純損益を通じて公正価値で測定している
非デリバティブ金融資産・負債をヘッジ手
段とすることの適否

条件付きで賛成
当初指定時以降の取り消しが禁じられていることの潜脱とな
りうるため、公正価値オプションの適用対象とされている商品
はヘッジ手段とすべきでない旨を指摘。

ヘッジ手段がデリバティブか、それとも非
デリバティブ金融資産・負債かは会計処理
の違いを生み出さない、という価値判断

（当面の問題と無関係な
事象が問題解決のあり
方に影響を与えるべき
ではない、という要請）

2

質問３
「合計エクスポージャー」を適格なヘッジ対
象とみなすことの適否

賛成

企業のリスク管理行動の実態をより良く反
映する会計処理を求めるべし、という価値
判断、および「企業は一般に合計エクス
ポージャーにもとづくリスク管理を適確に
行っている」という事実認識

（当面の問題と無関係な
事象が問題解決のあり
方に影響を与えるべき
ではない、という要請）

2

質問４

独立した識別が可能で、かつ信頼ある測
定が可能な場合に、非金融商品について
も（当該商品それ自体ではなく）当該商品
に由来する特定のリスクだけをヘッジ対象
とすることの適否

条件付きで賛成

独立した識別や客観的な測定は、非金融商品については、
金融商品よりも著しく困難であることについて特に注意を喚
起し、非金融商品に関する独立のリスクを安易にヘッジしな
いように要求。また「リスクの要素が残余部分に及ばないこ
と」を明示するように要求。

「会計単位毎に処理すること」が一般的な
原則であるという事実認識

同左 7

質問５(a)
保有者の管理区分に従って設けた「階層」
をヘッジ対象とすることの適否

条件付きで賛成
売却時における充当順序等をあらかじめ定めておくことを要
求。

企業のリスク管理行動の実態をより良く反
映する会計処理を求めるべし、という価値
判断、および「企業は一般に『階層』にもと
づくリスク管理を的確に行っている」という
事実認識

（企業が実際に行ってい
るリスク管理行動に適う
形で、リスクが減殺・緩
和された事実を期間損
益に反映すべし）

1

質問５(b)

期限前償還オプションを含んだ契約の階
層部分については、一定の条件下で、公
正価値ヘッジのヘッジ対象として不適格と
みなすことの適否

保留（結論の先送
り）

同時に進んでいる、オープンファリオに関する議論（期限前償
還オプションを含むローンの階層部分指定に関するもの）は
同型の構造を有する問題を取り扱っているものであるから、
その議論と整合性を図るように要請。

実質優先思考（実質が同一なら同一の会
計処理を）

（実質が同一なら同一
の会計処理を行うべし）

1

質問６
ヘッジの有効性に関する判定基準の妥当
性

条件付きで賛成

(1)リスク管理方針にてらしてヘッジ対象金額を指定したうえ
で、(2)ヘッジ対象とヘッジ手段の価格比などにもとづく「最適
なヘッジ比率」にもとづき、ヘッジの有効性を判断する「2ス
テップアプローチ」を採択すること、および(2)公開草案中にあ
る「偏りのない結果を生み出し、予想される非有効性を最小
化すること」という表現を「予想される非有効性の平均値をゼ
ロとするようなヘッジ比率の採用を、企業に対し、合理的に推
測可能な範囲で求めること」という表現に置き換えることを前

企業のリスク管理行動の実態をより良く反
映する会計処理を求めるべし、という価値
判断、および「空き高」の管理とヘッジ比率
の管理は独立に行われている、という事実
認識

（企業が実際に行ってい
るリスク管理行動に適う
形で、リスクが減殺・緩
和された事実を期間損
益に反映すべし）

1

質問７(a)

リスク管理行動が不変の状況下で、有効
性の判定に合致しなくなったヘッジ関係に
ついて、バランス再調整を企業に求めるこ
との要否

条件付きで賛成
「2ステップアプローチ」を前提として賛成（「空き高」だけを増
減させる行為はバランス再調整に該当しないことを要求）。

企業のリスク管理行動の実態をより良く反
映する会計処理を求めるべし、という価値
判断

（企業が実際に行ってい
るリスク管理行動に適う
形で、リスクが減殺・緩
和された事実を期間損
益に反映すべし）

1

質問７(b)
有効性の判定に抵触しそうなおそれが生
じた段階でバランス再調整を「実際の抵触
前に」容認することの要否

賛成
企業のリスク管理行動の実態をより良く反
映する会計処理を選択すべし、という価値
判断

（企業が実際に行ってい
るリスク管理行動に適う
形で、リスクが減殺・緩
和された事実を期間損
益に反映すべし）

1

グッドブックとバッドブックの間で振替えを
行う場合に、振替えの対象となった金融資
産の経過年数を反映した引当金の額も振

り替えることの適否

質問１９Ｚ

ヘッジの目的に関する提案の適否質問１
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質問８
適格要件を満たしているヘッジについて
は、ヘッジ会計の中止を容認しないことの
適否

条件付きで賛成

「2ステップアプローチ」を前提として賛成（賛否が分かれそう
な「空き高が増加し、ヘッジ指定比率が減少したものの、当初
選定したヘッジ比率のままで、非有効部分がリスク管理上の
設定限度をトレンドとして超えていない状況」も、ヘッジ指定
から外された部分はヘッジが中止されたとみるしかない、と判

ヘッジ会計の中止を求めるかどうかに関し
て最も重要な判断基準は、「企業のリスク
管理方針が変化したかどうか」だという事
実認識

（企業が実際に行ってい
るリスク管理行動に適う
形で、リスクが減殺・緩
和された事実を期間損
益に反映すべし）

1

質問９(a)

公正価値ヘッジにおいて、ヘッジ対象・ヘッ
ジ手段に関する評価差額をOCI処理し、非
有効部分を純損益に振り替えることの妥
当性

反対

有効部分を当期純損益に反映させ、純損益においてヘッジ
対象・ヘッジ手段の評価損益を相殺させる現行処理とくらべ
たとき、OCIを用いる公開草案での提案に積極的な意義を見
出せないため。

実質的な結果が変わらないのであれば、
わざわざ複雑な処理をとるべきではない、
という事実認識

（他の事情が一定であ
れば、より単純な会計処
理を採択すべし）

4

質問９(b)

ヘッジ対象に関する利得や損失の相手勘
定を独立の科目とすることをつうじて、ヘッ
ジ対象に関する混合測定を避けることの
適否

反対

資産性や負債性のない項目のB/S計上を容認する結果に繋
がること、表示の変更だけでは混合測定の問題を避けられな
いこと、ヘッジ対象を売却する際、それに係る利得や損失を
独立科目とすると追跡可能性が損なわれること、および財務
諸表利用者にとっての「わかりやすさ」などにてらして反対。

資産や負債の定義を遵守すべし、という価
値判断／追跡可能性や理解可能性などの
質的特性を高めるべし、という価値判断

（基礎概念に関する広く
合意された定義が存在
するのなら、それを遵守
すべし）

6

質問９(c)
公正価値ヘッジについては「リンク表示」を
容認しないことの適否

賛成
ほんらい特定のリスクだけが相殺関係にあるのに、「リンク表
示」はすべてのリスクが相殺関係にあるかのような誤解を引
き起こしてしまうため。

実質に適う表示を行うべし、という価値判
断

1

質問１０

ヘッジ会計の適用によってその他の包括
利益に累積された、オプションの時間的価
値に関する公正価値の変動額を、一般的
な要求事項や合理的な基準に従って振り
替えることの適否

条件付きで賛成

「取引に関連した」「期間に関連した」という表現の明確化を
要求。またベーシス・アジャストメントの際には、その他の包
括利益を通してキャッシュフロー・ヘッジ剰余金を対象資産・
負債の簿価に含めるように要求。

包括利益は、純資産の変動から持分所有
者との直接的な取引に係る部分を除いた
もの、という基本的な関係を遵守すべし、と
いう価値判断

（特別な事情がない限
り、基礎概念間の関係
に例外を設けるべきで
はない）

6

質問１１
項目グループを適格なヘッジ対象とみなす
ことの適否、および適格性の判定基準の
適否

条件付きで賛成

純額ポジションの損益影響が期間を跨ぐ時にキャッシュフ
ロー・ヘッジを認めないという原案についてはさしあたり判断
を留保し、オープンポートフォリオのケースとの整合性を図り
ながら、さらに議論を重ねるように要求。

実質優先思考（実質が同一なら同一の会
計処理を）

（実質が同一なら同一
の会計処理を行うべし）

1

質問１２

純額ポジションのヘッジなどについて、純
損益に認識したヘッジ手段に係る利得や
損失を、ヘッジ対象に影響されるものとは
別科目で表示することの要否

賛成
別科目とせず、一括（グロスアップ）してしまうと、部分的に相
殺し合う（存在しない総額の）利得または損失を認識する結
果となってしまうため。

ヘッジに関わる損益と、ヘッジとかかわり
のない損益とは区分把握すべし、という価
値判断

（実態に適った処理を行
うべし）

1

質問１３ 開示要求の適否 条件付きで賛成
恣意的なヘッジを防ぐために必要な項目の追加開示を要求。
また、これまでの質問に対する回答（例えば質問９）に連動す
る形で、開示項目の一部修正を要求。

過度の裁量を財務諸表の作成者に与える
べきではない、という価値判断

（経営者に過度の裁量
を与え、客観性を損なう
べきではない）

3

質問１４

公正価値ベースのリスク管理に従ったもの
である場合に、デリバティブの会計処理
を、特定の条件を満たした商品売買契約
にも適用することの適否

条件付きで賛成 一部要件の明確化を要求。
同一項目については、会計基準横断的に
同一の会計処理を要求すべし、という価値
判断

（会計基準の体系は整
合性・首尾一貫性を保
持すべし）

5

質問１５

信用リスクを切り出して計測することは実
務上不可能であるため、信用リスクについ
てはヘッジ会計が適用できない、という提
案の適否

反対
IFRS9における金融負債の評価が、信用リスクの計測可能性
を前提としていることとの矛盾を指摘。

同一項目については、会計基準横断的に
同一の会計処理を要求すべし、という価値
判断

（会計基準の体系は整
合性・首尾一貫性を保
持すべし）

5

質問１６ 経過措置の適否 条件付きで賛成
オープンポートフォリオのヘッジ会計モデルを早期に開発し、
今回の公開草案との整合性を保つように要求。

実質優先思考（実質が同一なら同一の会
計処理を）

（実質が同一なら同一
の会計処理を行うべし）

1

N/A
企業のリスク管理行動に着目し、これを会計に取り込むスタ
ンス自身には賛成。

企業のリスク管理行動に適う会計処理を
適用すべし、という価値判断

（企業が実際に行ってい
るリスク管理行動に適う
形で、リスクが減殺・緩
和された事実を期間損
益に反映すべし）

1

N/A

ただし公開草案が企業のリスク管理に過度に依拠しているこ
とから、ヘッジ会計が悪用されるおそれを懸念。この事態を
改善するため、「企業のリスク管理体制に依拠しない、独立し
た規律を要求。

過度の裁量を財務諸表の作成者に与える
べきではない、という価値判断

（経営者に過度の裁量
を与え、客観性を損なう
べきではない）

3

N/A
オープンポートフォリオのヘッジ会計モデルを早期に開発し、
今回の公開草案との整合性を保つように要求。

実質優先思考（実質が同一なら同一の会
計処理を）

（実質が同一なら同一
の会計処理を行うべし）

1

意見募集「発効日
と移行方法」

2011年1月31日 質問１
回答者の特性に関する情報の要求（誰が
回答者なのかに関する説明をIASBが要

N/A 7

全般
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保険契約については、既存契約に関し、何らかの方法でみな
し残余マージンを算定するよう要求。

既存契約と移行日後の契約との間で、残
余マージンに関する比較可能性を保つべ
し、という価値判断

（既存契約と移行日後
の契約との間で、残余
マージンに関する比較
可能性を保つべし）

4

退職後給付の遡及処理に反対。
財務諸表作成者の作成負担が過大なもの
とならないように配慮すべし、という価値判
断

（財務諸表作成者の作
成負担が過大なものと
ならないように配慮すべ
し）

4

質問５(a)
単一日アプローチと段階的アプローチとの
優劣

段階的アプローチを
支持

単一日アプローチでは、適用までに時間を要するPJに合わ
せて一括適用日を決めることとなるため、それ以外のPJに関
する財務報告の改善が遅れてしまうこと／多数の基準の変
更に伴う事務負担に作成者が対応しきれないおそれがある
こと／日本は段階的アプローチと同様な手法で新基準への
移行を行った経験を有していること、などを指摘

段階的アプローチのほうが実践可能性の
点で優れている、という事実認識

（段階的アプローチのほ
うが実践可能性の点で
望ましい）

4

質問５(ｃ)
段階的アプローチにおける具体的な適用
順序（基準毎の）

N/A

詳細は省略。基本原則は「適用に向けた準備の負担が小さ
いものから順次適用」。また「連結と共同アレンジメント」「収
益とリース」は同型の問題構造を有していることから、適用時
期を合わせるべし、と主張。金融商品については、異なる
フェーズに関して発効日を合わせる必要はない旨を指摘。

同型の問題を有している基準については
適用時点を合わせるべし、という価値判断

（同型の問題構造を有し
ている新基準を複数の
領域で新たに公表する
際には、その適用時期
について平仄を合わせ

5

質問６ 早期適用を容認することの要否 条件付きで賛成 早期適用を認める期間は限定すべきである旨を指摘。
早期適用を認めることで、企業間の比較
可能性が過度に損なわれるべきではな
い、という価値判断

（早期適用を認めること
で、企業間の比較可能
性が過度に損なわれる
べきではない）

4

質問７
IASBとFASBが類似の会計基準について
発効日と移行方法を合わせる必要性

条件付きで賛成
IFRSの体系内で整合性を保つことを優先すべきだが、それ
が保たれている限りにおいては、IASBとFASBとで取扱いを
合わせることが望ましい旨を指摘。

IFRSはIFRSとしての体系性や首尾一貫性
を保つべし、という価値判断

（会計基準の体系は整
合性・首尾一貫性を保
持すべし）

5

質問８
初度適用企業に、一般企業とは異なる適
用日や、例外的な早期適用を認めること
の要否

賛成

初度適用企業は、この「意見募集」の対象となっていない基
準への対応も求められており、きわめて重い事務負担が求
められていること／初度適用企業が短期間のうちに複数の
会計基準変更を行わずに済むよう、特例的な早期適用を認
めるべきこと、などを指摘。

例外的な早期適用を認めることにより企業
間の比較可能性が失われることよりも、円
滑な初度適用を促すことのほうを重視すべ
し、という価値判断

同左 7

公開草案「リース」 2010年12月15日 質問１(a)
借り手について使用権モデルを一律適用
することの適否

条件付きで賛成

更新オプションや解約オプションの取扱いには疑義があるも
のの、使用権モデルを一律適用すること自体には賛成。FL
か、それともOLかで会計処理が大きく異なる現行基準よりも
望ましいモデルである旨を指摘。

リース料の割引現在価値やリース期間に
かかわらず、リース契約によって借り手に
「使用権」とそれにみあう支払義務が生じ
るという事実認識

「（保有目的等の違いと
いう観点から）企業が直
面している状況をより詳
細に区分すべし。（←割
賦購入と類似している
か否かの二元論ではな
く、割賦購入に似ていな
いリース契約を複数の
カテゴリーに区分したほ
うがよい。）」「会計処理
は主として保有目的に
依存して決定される。」

4

質問１(b)
借り手が使用権を償却し、またリース債務
に関して計算上の利息費用を計上するこ
との適否

賛成
使用権と他の固定資産とは類似していると
いう事実認識、およびリース債務と他の金
融負債とは類似しているという事実認識

（類似した項目には、類
似した会計処理を適用
すべし、というある種の
実質優先思考）

1

質問２(a)
貸し手について履行義務アプローチと認識
中止アプローチを使い分けることの適否

条件付きで賛成

原資産の売買に相当する契約をリースと区別する規準を設
けることの見直し（履行義務アプローチや認識中止アプロー
チとは別に、売買に相当するケースを第3の区分とすることへ
の反対）と、ふたつのアプローチを使い分ける規準に関する
表現の見直しを要求。

貸し手にとって、リース契約は、原資産に
関する重要なリスクと便益を貸し手が留保
している場合とそうではない場合がありう
るという事実認識／ふたつのケースには
異質な会計処理を適用すべし、という価値
判断／より一般的なルール（収益認識の
基本原則）との整合性を保つべし、という
価値判断

「会計処理は主として保
有目的等に依存して決
定される。（←重要なリ
スクと便益とが誰に帰属
しているのかに関する
違いは、会計処理の違
いと密接に結びついて
いる。逆に認識が中止さ
れるケースを『売買に類
似しているかどうか』と
いう形式にてらして細分
化する必要はない）」

4

質問２(b)
履行義務アプローチと認識中止アプローチ
を適用する場合における資産・負債・収
益・費用の認識規準の適否

賛成
公開草案で求められている会計処理は、
それを支えている基本原則に適っている、
という価値判断

（具体的な規定は、それ
を支えている基本原則
に適うものであるべし）

5

一部反対要求されている経過措置の適否質問４
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質問３
短期リースに関して簡便な会計処理を容
認することの可否

基本方針に賛成、具
体的な規定に反対

簡便的な処理として賃貸借処理を容認することについては賛
成、割引前のリース料にみあう資産と負債の計上を求めるこ
とには反対／更新を繰り返すことで、実質的には長期の契約
について短期契約であるかのような形式を整えるような利益
操作を防ぐことの必要性については同意。

簡便処理を容認する際には、企業にとって
実質的な負担の軽減に資するような方法
を容認すべし、という価値判断

（簡便処理を容認する際
には、企業にとって実質
的な負担の軽減に資す
るような方法を容認すべ
し）

4

質問４(a) リースの定義の適否 賛成 7

質問４(b)
リースとは独立に「売買を表す契約」という
カテゴリーを設けることの適否

質問２(a)にて回答済
み

「会計処理は主として保
有目的等に依存して決
定される。（←重要なリ
スクと便益とが誰に帰属
しているのかに関する
違いは、会計処理の違
いと密接に結びついて
いる。逆に認識が中止さ
れるケースを『売買に類
似しているかどうか』と
いう形式にてらして細分
化する必要はない）」

4

質問４(c)
リースとサービス契約との区別に関するガ
イダンスの適否

消極的な賛成（反対
せず）

ガイダンスの一部が複雑であることに懸念を表明
実行可能で可能な限り単純な規定を設け
るべし、という価値判断

（実行可能で可能な限り
単純な規定を設けるべ
し、という価値判断）

4

質問５ 本公開草案に関する適用範囲の適否 反対

無形資産のリースが適用対象外とされていることに反対。公
開草案自体が無形資産を適用範囲から除外することについ
て積極的な理由を示していないことに加え、有形資産と無形
資産が一体となってリースされている場合に、有形資産部分
だけをリース取引として処理することは困難であるなど、具体
的な問題も顕在化しうる旨を指摘

実質優先思考（実質が同一なら同一の会
計処理を）

（実質が同一なら同一
の会計処理を行うべし）

1

質問６

サービスの要素とリースの要素を併せ持っ
ている契約において、サービスの要素を区
別できない場合について、FASBとIASBが
それぞれ提案している会計処理の適否

FASBの提案につい
て賛成

サービスの要素を分離把握しなければ、貸し手において、本
来なら時の経過とともに認識すべきサービス関連の収益が、
リース収益とともに取引開始時に一括収益計上されてしま
い、それは望ましくない、とするIASBの主張には一定の理解
を表明。ただ、現実には、重要なサービス収益が取引開始時
に一括計上される可能性は低いはず、と指摘

実行可能で有効な規定を設けるべし、とい
う価値判断

（実行可能で有効な規
定を設けるべし）

4

質問７

購入オプションが行使された場合にのみ
購入オプションを会計処理すべし（通常は
リース契約の一部とみなすべきではな
い）、という提案の適否

反対

オプションとしての質的相違は認めつつも、リースに付帯する
オプションという点での等質性を重視し、更新オプションや解
約オプションと同様、購入オプションも当初からリース契約の
一部とみなすべし、と提案

資産・負債アプローチの一律適用、という
観点からは、リース契約に関連する各種オ
プションを等質的に取り扱うべし、という価
値判断

（類似した項目は等質
的に取り扱うべし、とい
うある種の実質優先思
考）

1

質問８

「発生しない可能性よりも発生する可能性
の法が高い(more likely than not)、最長の
起こりうる期間」（延長または終了オプショ
ン考慮済み）という形でリース期間を見積
もることの適否

反対
契約の拘束力が必ずしも強くない期間までリース期間に含め
てしまうと、意味のない情報が提供されてしまう旨を指摘

他の領域に適用されている個別基準との
整合性を図り、一定水準以上の蓋然性を
見込むことのでき項目だけを見積もるべ
し、という価値判断

（類似した構造を持つ会
計問題に関しては他領
域の個別基準との整合
性を図るべし）

5

質問９

借り手が変動リース料や残価保証等にも
とづく予想支払額の見積もりに期待値技法
を用いることの適否／貸し手が信頼性を
もって測定できる場合に限って変動リース
料等をリース料受取債権の測定に含める
ことの適否

条件付きで賛成
借り手についても貸し手と同様、信頼性をもって測定できる旨
の条件を課すように要請。また最頻値による測定を許容すべ
きケースも存在する旨を指摘。

測定に際し、一定水準以上の信頼性を求
めるべし、という価値判断／生起確率を考
慮して測定技法を選択すべし、という価値
判断

「より洗練された測定技
法（例えば期待値）の適
用が技術的に可能で
あっても、その適用が最
善とは限らない。（測定
技法の選択は、投資の
成果をより適切に把握
できるかどうかに依存し
ている。）」（最低限の信
頼性を充足すべし）

2

質問１０
環境条件の変化に応じて適宜測定値を見
直すことの適否

賛成
見積もりに依存している測定値について
は、見積もりの変更にもとづき修正すべ
し、という価値判断

同左 7

質問１１
セール・アンド・リースバック取引を他の取
引から区分するための基準の適否

セール・アンド・リー
スバック取引を区分
すること自体には賛
成、具体的な判断基
準には反対

質問２(a)に連動。「売買」に相当するケースをリース取引から
切り離す必要はない、というスタンスを表明／逆にセール・ア
ンド・リースバックのケースに収益認識に関する公開草案を
逐語的にあてはめようとする姿勢をみせていないことは評価
（同意）

質問２(a)を参照

「会計処理は主として保
有目的等に依存して決
定される。（←重要なリ
スクと便益とが誰に帰属
しているのかに関する
違いは、会計処理の違
いと密接に結びついて
いる。逆に認識が中止さ
れるケースを『売買に類
似しているかどうか』と
いう形式にてらして細分
化する必要はない）」

4
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質問１８(a)

投資不動産に関するリースの会計処理
を、原資産に原価モデルを適用しているの
か、それとも公正価値モデルを適用してい
るのかに応じて使い分けることの適否

反対
リース契約の条件だけからリースに係る会計処理をきめるべ
きなのに、原資産に係る会計処理が影響を及ぼしていること
を指摘

原資産に関する測定のあり方は、リースの
会計処理に影響を及ぼさない（＝両者は
独立している）、という価値判断

（当面の問題と無関係な
事象が問題解決のあり
方に影響を与えるべき
ではない、という要請）

2

質問１８(b)

借り手と関係ない第三者からの残価保証
を貸し手のリース料受取債権には含めず、
これを他の保証に関する会計処理に従っ
て処理することの適否

反対
借り手自身による残価保証のケースと同様の経済的な効果
が貸し手にもたらされること、および第三者による残価保証
の有無はリース契約の内容に影響を及ぼしうることを

実質優先思考（実質が同一なら同一の会
計処理を）

（実質が同一なら同一
の会計処理を行うべし）

1

質問１８(c)
リース料受取債権を減損処理の対象とす
ることの適否

N/A
本公開草案が明確な規定を欠いていることから、明確な規定
を要求

経営者に過度の裁量を与えるべきではな
い、という価値判断

（経営者に過度の裁量
を与え、客観性を損なう
べきではない）

3

質問１４ 「適用ガイダンス」の十分性 要望事項の提示
ガイダンスで対応している項目の一部について「原則」での
対応を要求。また一部のガイダンスについて変更や明確化を
要求。

基本原則に属する項目は、ガイダンスとし
てではなく、基本原則として公表すべし、と
いう価値判断

（基本原則に属する項
目は、ガイダンスとして
ではなく、基本原則とし
て公表すべし）

7

質問１５

自社で製造した製品の潜在的な欠陥に関
する製品保証と、製品が顧客に移転した
後に生じる不良に関して顧客に補償を提
供する製品保証とを区分することの妥当性

一部反対

保険的な製品保証と品質保証的な製品保証とを区分するこ
と自体には賛成。ただし後者に要求されている会計処理（販
売不成立アプローチによるもの）には反対。欠陥のある製品
を交換または修理する負債として処理することを要求。

保険的な製品保証と品質保証的な製品保
証とは、会計処理を決める観点からは異
質である、という事実認識／品質保証的な
製品保証は、収益の源泉というより、欠陥
品を交換または修理する義務として取り扱
うべし、という価値判断

（投資の成果を把握する
観点から異質な取引に
は異質な会計処理を適
用すべし）

1

質問１６
ライセンスが独占的かどうかという点に着
目して、ライセンス付与の会計処理を使い
分けるべし、という提案の妥当性

賛成
同型の問題構造を有するリース会計のプロジェクトと整合性
を図るべきことを付記。

実質優先思考（実質が同一なら同一の会
計処理を）

（実質が同一なら同一
の会計処理を行うべし）

1

質問１７

無形資産や有形固定資産などの非金融資
産に関する会計処理にもこの公開草案で
指示されている基本原則を適用することの
妥当性

賛成
不動産の販売を本公開草案の適用対象に含める必要性に
言及。

実質優先思考（実質が同一なら同一の会
計処理を）

（実質が同一なら同一
の会計処理を行うべし）

1

N/A
収益の認識に関して、適用範囲の広い基本原則を確立する
ことに同意。

収益の認識に関する基本原則については
合意が得られておらず、それが会計処理
のバラつきを生み出している、という事実
認識

（会計基準の体系は整
合性・首尾一貫性を保
持すべし。具体的には、
リースに関する新基準
がいま開発中の収益認
識に関する「基本原則」
と矛盾しないように配慮

5

N/A

現行のリスク・経済価値アプローチとくらべたとき、本公開草
案で示されている基本原則（コア原則）に依拠すれば、類似し
た特徴を有する取引に整合的な会計処理が適用されることと
なるため、本公開草案の提案について、基本的に同意。

「（保有目的等の違いと
いう観点から）企業が直
面している状況をより詳
細に区分すべし。（←割
賦購入と類似している
か否かの二元論ではな
く、割賦購入に似ていな
いリース契約を複数の
カテゴリーに区分したほ
うがよい。）」「会計処理
は主として保有目的に
依存して決定される。」

4

N/A
どのようなケースが「連続的な支配の移転」に相当するの
か、明らかにすることを要求。

不必要に多義的な解釈の余地を残すべき
ではない、という価値判断

（経営者に過度の裁量
を与え、客観性を損なう
べきではない）

3

N/A
借り手の信用リスクに関わる損益を、収益に反映させないよ
うに要求。

投資の成果とみなせない要素を期間損益
に反映させるべきではない、という価値判
断

「投資目的にてらして実
現しえない損益を投資
の成果とみるべきでは
ない。」

6

N/A
品質保証的な製品保証について、未充足の履行義務とみる
のに代えて、欠陥のある製品を交換または修理する負債とし
て処理することを要求。

実態に適う会計処理を行うべし、という価
値判断

（実態に適う会計処理を
行うべし）

1

公開草案「保険契
約」

2010年11月30日 質問１
本公開草案で提案されている測定モデル
から提供される情報の全般的な有用性

賛成（経済的意思決
定に資するという立
場の表明）

7

全般
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質問２(a)
保険契約の測定に際し、保険者が保険契
約を履行することで生じるCOFからCOIを
控除した純額のDPVを含めることの適否

条件付きで賛成
保険契約に関する測定額の変動から生じる収益及び費用の
すべてをただちに純損益に反映することを除いて賛成。

会計上の測定は、経営者が実際に選択す
る見通しの行動に適うものであるべし、と
いう価値判断／一体としてしか機能しない
項目は相殺適状にあるという価値判断

「会計上の測定は、経営
者が実際に選択する見
通しの行動に適うもので
あるべし」「一体としてし
か機能しない項目は相
殺適状にあるものと判
断すべし」

6

質問２(b)
見積り将来CFに関する適用指針案の詳細
度の適否

賛成（適切） 7

質問３(a)

無配当契約に用いる割引率に反映させる
べきは保険契約負債の特性であって、保
険契約負債を担保する資産の特性ではな
い、という判断の適否

賛成

無配当契約においては、負債側に関連す
るCOF（保険金・給付金）と保有資産から
生じるCIFとは直接リンクしていない、という
事実認識

（当面の問題と無関係な
事象が問題解決のあり
方に影響を与えるべき
ではない、という要請）

2

質問３(b)
流動性の影響を考慮すべし、という提案の
適否／流動性に関するガイダンスの十分
さ

流動性を考慮するこ
とに賛成、ガイダン
スの十分さについて
は直接的な回答なし

ガイダンスは不十分だが、詳細なガイダンスの提供はIASB
が標榜している原則主義に反してしまうことに理解を示す、と
いう記述のみに終始。

一般に保険契約には流動性がない、とい
う事実認識（←流動性の影響を考慮すべ
し、という判断に関して）

「（流動性の有無のよう
に）経営者による投資行
動の違いに影響を与え
る項目は会計基準の開
発に際して考慮すべし」

6

質問３(c)
債務者（保険者）自身のデフォルト・リスク
を割引率に反映すべきでない、という決定
の適否

賛成

一般に債務者自身のデフォルト・リスクは、
当該債務者が発行した負債の割引現在価
値を見積もる際、割引率の見積りに反映し
ないことになっていることと整合性を保つ
べし、という価値判断

「投資目的にてらして実
現しえない成果を当期
純利益の計算に含める
べきではない。」

6

質問４

リスク調整と残余マージンの把握とを独立
の手続と考えるIASBの提案と、両者を一
体化された複合マージンととらえるFASBの
提案それぞれの適否

複合マージン・アプ
ローチを支持

単独でリスク調整額を見積もることの困難、複数の手続それ
ぞれにおいて企業毎に異質な手法が採られることに伴う比較
可能性の低下、および契約当初の不利な契約においてマー
ジンが考慮されないこととなる複合アプローチのほうが、同様
の結論が引き出される収益認識PJと整合的であることなどを
指摘。

技術的な実行可能性に配慮すべし、という
価値判断／より一般的な基本原則（この文
脈では収益認識に関するもの）と整合性を
保つべし、という価値判断

（具体的な規定は、それ
を支えている基本原則
に適うものであるべし）

5

質問５(a) 「リスク調整」の定義の適否 反対
第三者に金銭を支払って義務を決済することを想起させる記
述は、保険者自ら義務を履行することが前提とされている保
険負債の測定に関するものとしては適切でない旨を主張

保険負債の測定に際しては、実際に予定
されている行動にもとづくべし、という価値
判断

「投資の成果は経営者
が実際に踏襲しようとし
ている投資行動にてらし
てとらえるべし」

6

質問５(b)
リスク調整の手法を限定列挙することの適
否

反対
時の経過とともに、より良い技法が生み出された場合、適用
可能な技法を限定列挙にしておくと、その新たな手法の採用
が困難となってしまう旨の指摘

時の経過とともに、より良い技法が生み出
される、という事実認識／新技法の開発に
対し、基準の弾力的な改訂は困難だという
事実認識

（適用可能な測定技法
を不必要に限定・制限
すべきでない。）

6

質問５(c)

リスク調整にCTE（条件付きテール期待値
conditional tail expectation）または資本コ
スト法を使用する場合、そのリスク調整が
相当する信頼区間を開示する必要性

反対

事実上、信頼水準技法と「残りの２つの技法のうちのいずれ
か」、併せて２種類の調整が求められることとなり、作成者側
の負担が過大となってしまうことを指摘。またほんらい並列扱
いされている３つの技法のうち、信頼水準技法が他の２つよ
りも望ましい、という誤った印象を与えてしまうことを指摘。

作成者側の負担を斟酌すべし、という価値
判断／許容されている複数の会計手続に
関する「優劣の有無」を明示すべし、という
価値判断

（作成者側の負担を斟
酌すべし）

4

質問５(d)
リスク調整の測定をポートフォリオ・レベル
の集約で行うことの適否

賛成
類似のリスクに晒されており、かつ単一の
プールとして管理されている項目は集計し
てもよい、という価値判断

「投資の成果を把握する
観点から類似している、
といいうる項目について
は、ひとつの測定単位と
して扱うべし」

7

質問５(e) 開示要求に関する詳細度の適否 賛成
質問５(c)に記されているとおり、調整技法を３つに限定するこ
と自体には反対だが、３つの技法に関する開示要求の「詳細
度」は適切である旨を指摘。

投資家の要求に適う詳細度で開示を行う
べし、という価値判断

（投資家の要求に適う詳
細度で開示を行うべし）

6

質問６(a)
保険契約の当初認識時点において、いか
なる利得も認識すべきでない、という判断
の適否

賛成
保険者自ら義務を履行することが前提とされている保険負債
の場合、義務を履行する前には利得を認識すべきでない、と
指摘

保険負債の測定に際しては、実際に予定
されている行動にもとづくべし、という価値
判断

「投資の成果は経営者
が実際に踏襲しようとし
ている投資行動にてらし
てとらえるべし」

6

質問６(b)

残余マージンはゼロ未満とすべきでないこ
と、つまり保険契約の当初認識時点にお
いて生じた損失は、ただちに純損益に反映
すべし、という判断の適否

賛成
より一般的な基本原則（この文脈では収益
認識に関するもの）と整合性を保つべし、
という価値判断

「予想されるマイナスの
収益は実現を待つこと
なく、即時に収益認識す
べし」

7
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質問６(c) 残余マージンに関する解放方法の適否
慎重な検討を要請
（賛否に関する判断
の留保）／一部反対

提案されている方法のもとでは、保険契約のポートフォリオに
おいては契約開始日が近いごとに、あるいはカバー期間が
近いごとに集約してマージンを見積もることとなるが、そのよ
うな方法には実務上の問題点がある、という指摘が関係者か
らなされた旨を指摘／残余マージンの解放方法としては、一
律に「時の経過にもとづく」方法だけを適用するように要請
（発生保険金および給付金に関する予想時期のパターンが
時の経過と著しく異なる場合であっても、その事実は考慮し
なくてもない、という立場を表明）。

市場関係者の懸念には十分応えるべし、
という価値判断／コストと便益を斟酌すべ
し、という価値判断

（コストと便益を斟酌す
べし）

4

質問６(d)
複合マージンに関する解放方法の適否
（複合マージンを含むアプローチが許容さ
れたことを前提として）

さらなる検討を要請
（賛否に関する判断
の留保）

現在提案されている方法にもとづく複合マージンの解放パ
ターンは、実際のリスク減少パターンに近似する場合ばかり
とは限らない、と指摘。

複合マージンの解放パターンと、リスク解
放のパターンとは整合させるべし、という価
値判断／より適切な方法を模索すべし、と
いう価値判断／そのような方法はそれなり
の確からしさで見出されるはず、という事

（投資の成果を把握する
際に鍵となる事実にでき
るだけ忠実な測定技法
を採択すべし）

1

質問７

発行される契約に関する増分新契約費だ
けを保険契約の当初測定におけるCOFに
含め、その他の新契約費を発生時費用処
理することの適否

条件付きで賛成
現時点における増分新契約費の定義を充足しない項目で
あっても、成約した契約に直接関連する支出で、当該契約に
関する測定額に含めるべき項目が存在している旨を指摘。

特定項目にとって不可欠な支出で、その
価格形成メカニズムに反映されているもの
は当該項目の測定額に反映させるべし、と
いう価値判断

「特定項目（ストック）の
取得にとって不可欠な
支出で、その価格形成
メカニズムに反映されて
いるものは当該項目の
測定額に反映させるべ

7

質問８

未経過保険料アプローチ（一部の短期保
険契約の責任準備金に関するもの）を要
求する方法、許容する方法、要求も許容も
しない方法それぞれの適否

許容すべし、と主張
（未経過保険料アプローチは簡便法であ
る、という事実認識のもとで）簡便法は容
認にとどめるべし、という価値判断

6

質問９ 保険契約の境界線に関する提案の適否 賛成

保険契約か否かは、保険契約者のリスク
を再評価し、その結果、当該リスクを完全
に反映する価格を設定できる保険者の能
力に依存している、という事実認識

7

質問１０
保険契約の測定に際し、配当給付を期待
現在価値ベースで含めることの適否

賛成
基本的な測定原則に適う測定技法を選択
すべし、という価値判断

（具体的な規定は、それ
を支えている基本原則
に適うものであるべし）

5

質問１１(a) 保険契約の定義等の適否 賛成
特段の事情がない限り、現在市場関係者
が受け入れている定義を尊重すべし、とい
う価値判断

「特段の事情がない限
り、現在市場関係者が
受け入れている定義を
尊重すべし」

5

質問１１(c)
金融保証契約を本公開草案の範囲に含め
ることの適否

条件付きで賛成
「保険会社が発行する」金融保証契約を本公開草案の範囲
に含めることには賛成、「保険会社以外が発行する」金融保
証契約を本公開草案の範囲に含めることには反対

過度に複雑な会計処理を、特に優れたノ
ウハウを持たない企業にまで求めれば混
乱が生じる、という事実認識

（過度に複雑な会計処
理は回避すべし）

4

質問１２
保険契約に関する一部の構成要素をアン
バンドリングすることの適否

賛成

基本的な考え方に賛成。これに加え、現在提案されている規
準ではアンバンドリングの対象とならない預り金の要素は独
立把握の必要性が高いことから、これを分離把握するような
アンバンドリングの基準を定められないかどうか、さらなる検
討を要請。またユニット・リンク契約の取り扱いを明示するよう

独立に把握しうる要素については独立把
握することで、開示内容の透明性や、他の
契約・金融商品との比較可能性が高まる、
という価値判断

「技術的に独立把握可
能な項目については、
独立把握が投資成果の
把握という目的に適う限
り独立把握すべし」

7

質問１３(a) 要約マージンに関する表示方法の適否 反対

要約マージンは収益の要素と費用の要素に「グロス展開」す
べし、と主張。また（現在採択されている）保険料配分アプ
ローチに対する（代替案としての）拡張マージン・アプローチ
の優位を主張。ここで要約マージン・アプローチは、すべての
保険料を預り金として取り扱い、すべての保険金および給付
金を預り金からの払戻しとして取り扱う（すなわち、すべてを
保険負債の変動として取り扱う）手法であるのに対し、拡張
マージン・アプローチは、当該期間に解放されたマージンに、
契約者に対する保険金および給付金の一部もしくは全ての
金額と、その他費用を加えた金額を、収益として報告する手

総額が必要とされている情報は相殺せず
に総額表示すべし／拡張マージン・アプ
ローチのほうが、保険以外の顧客との契
約からの収益の表示と近い表示形式にな
るという事実認識／収益認識に関する基
本原則と整合的な表示方法のほうが望ま
しい、という価値判断

（同左） 5

質問１３(b)
保険契約から生じるすべての収益・費用を
ただちに純損益に含めて表示すべし、とい
う提案の適否

反対

ユニット・リンク契約以外については、見積もりの変更をOCI
に反映させた後、リサイクリングの対象とすることを提案。割
引率を変更したことの影響については、(a)金利水準のいか
んにかかわらず、保険者がみずから債務を履行することに
よって保険債務を決済する行動に変化はないこと、(b)割引率
の基礎となる市場金利の短期的な変動は、長期の保険契約
を引き受けている保険会社の業績を反映していないこと、を
理由にOCIに含めることを要請。また支払備金以外の将来
CFに関する見積もりを変更したことの影響については、(a)収
益認識やリースに関するEDでも、不利な契約を除けば、見積
もりの変更をただちに純損益には反映していないこと、(b)か
りに見積もりの変更をただちに純損益に反映させると、残余
マージンの即時収益認識と同様の処理を行うこととなり、本
EDを支えている基本的な考え方に反してしまうこと、を理由

同左

「投資の成果を把握する
のに適う手法は、原則と
して、企業が踏襲してい
る投資行動に依存して
いる。」「企業が念頭に
置いているgoal（この文
脈では長期安定的な現
金収支のバランス）に関
わる事象にてらして業績
をとらえるべし」および
（類似した構造を持つ会
計問題に関する他領域
の個別基準との整合性
を図るべし）

6 5
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質問１４(a) 提案されている開示原則の適否 賛成 理由に関する記述なし N/A 7

質問１４(b)
提案されている開示要求の「想定されてい
る目的の達成手段」としての適否

賛成

類似した領域に適用されている財務報告
基準と、開示水準に関して整合性を図るべ
し、という価値判断（←その対象はIFRS第7
号「金融商品：開示」および収益認識ED）

5

質問１４(c)
追加すべき開示要求、あるいは削除すべ
き開示要求の存否

N/A
質問５(c)に対する回答にあったとおり、CTEまたは資本コスト
法によってリスクの調整を行う場合は、リスク調整が相当す
る信頼水準に関する開示は不要と指摘

質問５(c)に対する回答を参照。 4

質問１５
ユニット・リンク契約を通常の保険契約と区
分することの適否

賛成

UL契約では、基礎となる資産の運用成績
から生じるリスクと便益を保険契約者自体
が負担、あるいは享受する点で通常の保
険契約とは異なる、という事実認識

「当事者が負担するリス
クや享受する便益が異
なる契約は、投資の成
果を把握する文脈では
異質なものとして取り扱

1

質問１６

再保険資産に関する予想損失モデル（出
再者が履行CFのPVを見積もる際、再保険
者の不履行リスクを期待値ベースで考慮
する手法）の適否

賛成

保険契約および再保険契約の測定に際
し、将来CFの期待PVが基礎とされている
ことと整合性を保つべし、という価値判断
／提案されている手法によれば整合性は
保たれる、という事実認識

（類似した特徴を有する
複数の項目について
は、整合的な会計処理
を適用すべし）

5

質問１７ 経過措置の適否 一部反対

表示される最も古い期間の期首現在で保険契約を測定する
こと（それ以前にまで遡及しなくてよい、とされていること）に
は賛成。ただし遡及処理が可能な企業については、それを容
認するように要請／提案されている手法では、既存契約の残
余マージンがゼロとされていることに反対（他方で、残余マー
ジンを算定するためにこれまで用いられてきた「会計方針ア
プローチ」が問題を抱えていることにも同意）。そこでより合理
的な方法で「みなし残余マージン（かりに複合マージン・アプ
ローチが認められた場合はみなし複合マージン）」を算定する

過度に困難な手続を財務諸表作成者に強
いるべきではない、という価値判断／合理
的な経営者が締結した保険契約では残余
マージンの獲得が期待されているはずで
ある、という事実認識、およびその事実を
会計測定に反映させるべし、という価値判
断

「経営者の合理的な行
動を前提として基準を開
発すべし」

7

あらゆる保険契約（生命保険契約、損害保険契約、元受保険
契約、および再保険契約）に対し、統一的なガイダンスを提
供することとなる点で、本公開草案の公表を支持

共通の特質を有する取引に対しては、統
一的な会計基準を適用すべし、という価値
判断

（類似した特徴を有する
複数の項目について
は、整合的な会計処理
を適用すべし）

5

かつてのDP（予備的見解）が支持していた出口価値による測
定に代え、履行CFにもとづく測定が求められている点を支
持。また収益認識PJの提案に合わせ、契約と同時に損益を
認識する方法を撤回したことも支持。

保険者自身が第三者に引き受け、肩代わ
りを求めるのではなく、債務を履行する保
険契約の特徴に適う会計処理を適用すべ
し、という価値判断

「投資の成果は経営者
が実際に踏襲しようとし
ている投資行動にてらし
てとらえるべし」

6

いわゆるビルディング・ブロック・アプローチを支持。ただし
「見積りの変更」の事実をただちに純損益に反映させる提案
には反対。

市場金利水準の短期的な変動に左右され
てしまう純損益は、長期指向の保険ビジネ
スに関する業績評価の指標として不適切
だという価値判断

「企業が念頭に置いて
いるgoal（この文脈では
長期安定的な現金収支
のバランス）に関わる事
象にてらして業績をとら
えるべし」

6

要約マージン・アプローチによって包括利益計算書を表示す
る提案に懸念を表明。

保険料収益、保険金および保険契約に関
連するその他の費用などの重要な財務情
報は（総額で、区分掲記して）包括利益計
算書の本体に表示すべし、という価値判断

同左 7

公開草案「顧客と
の契約から生じる
収益認識」

2010年10月22日
契約の結合・分割に関する基本原則の妥
当性

結合について賛成 結合に関する基本原則は現行実務を追認したものゆえ賛成
一体をなす契約は結合される、という通念
を尊重すべし、という価値判断

「利害関係者が共有して
いる通念等を尊重すべ
し」

5

分割について反対
契約が変更された事実を反映するかどうかは、契約の分割と
履行義務の識別という2段階プロセスによらず、別個に識別さ
れた履行義務価格の相互依存性によって図るべき。

契約の変更に際して求められる会計処理
を主として規定するのは、変更後に別個に
認識された履行義務に関する価格の相互
依存性である、という事実認識

「価格に関する相互依
存関係の有無は、単一
の契約に包摂されてい
る複数の要素が独立か
否かに関する判断規準
として機能する。」

7

契約の変更に関する会計処理（既存の契
約と一体のものとして処理するか否か）の
妥当性

条件付きで賛成
変更内容と原契約との間の「価格の相互依存性」で判断する
ことには賛成。ただしそこでいう「相互依存性」は別個に識別
された履行義務価格同士に関わるものであるべき。

契約の変更に際して求められる会計処理
を主として規定するのは、変更後に別個に
認識された履行義務に関する価格の相互
依存性である、という事実認識

「価格に関する相互依
存関係の有無は、単一
の契約に包摂されてい
る複数の要素が独立か
否かに関する判断規準
として機能する。」

7

財またはサービスを区分しうるケースの決
定規準に関する妥当性

一部反対

第23項(a)にもとづき、「他社が独立した財またはサービスとし
て販売しているかどうか」にてらして区分しようとすると、自社
による販売実態とは無関係に、不必要な分割が求められてし
まうため。

各社の販売実態に適った処理を行うべし、
という価値判断

（実態に適う会計処理を
行うべし）

1

要望事項の提示
両審議会が「顧客にとっての価値」という表現を用いないた
め、定義が曖昧となっているいくつかの項目について、定義
の明確化を要求。

多義的な解釈の余地は除くべし、という価
値判断

（経営者に過度の裁量
を与え、客観性を損なう
べきではない）

3

全般

質問１

質問２
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要望事項の提示
「区別できる利益マージン」の存否を判断できるように、財ま
たはサービスが区別できるリスクにさらされている場合とは何
かについて、追加的な説明を要求。

多義的な解釈の余地は除くべし、という価
値判断

（経営者に過度の裁量
を与え、客観性を損なう
べきではない）

3

質問３
公開草案で示された適用上のガイダンス
が十分かどうか

規定の追加を要求
「連続的な移転」とは何かを明らかにするためのガイダンスを
要求。また「一時点での移転」のケースも含め、具体的な指
標を要求。

多義的な解釈の余地は除くべし、という価
値判断

（経営者に過度の裁量
を与え、客観性を損なう
べきではない）

3

質問４

対価が変動しうるとしても、それが見積り
可能であれば収益を認識すべし、という両
審議会による決定の妥当性、および具体
的な判断規準の妥当性

一部反対
最頻値が他とくらべて大きい場合は、確率加重した期待値以
外による測定も許容するよう要請。

期待値による測定が無条件に最善とは言
い切れない、という価値判断

「より洗練された測定技
法（例えば期待値）の適
用が技術的に可能で
あっても、その適用が最
善とは限らない。（測定
技法の選択は、投資の
成果をより適切に把握
できるかどうかに依存し

2

質問５
客観的な測定が可能な状況において顧客
の信用リスクを取引価格に反映させること
の妥当性

一部の例外を除いて
反対

提案されている会計処理が取引の「実態」を反映しないケー
スの存在／類似した実質を有する取引に異質な処理が求め
られてしまうおそれ／より有用な情報を提供しうる代替案の

取引の「実態」に適う会計処理を行うべし、
という価値判断／実質優先思考（実質が
同一なら同一の会計処理を）

（実質が同一なら同一
の会計処理を行うべし）

1

質問６
資金調達の要素を含む契約において、対
価の時間価値に関する調整を求めること
の妥当性

賛成
左記のようなケースでは取引価格に財務要素が反映されて
いると考えられるため。

財務活動の成果と営業活動の成果とが独
立把握できる場合は、両者を分離把握す
べし、という価値判断

「営業活動の成果と財
務活動の成果とは、業
績評価の観点から異質
なものとして取り扱うべ

7

質問７
独立販売価格の比率によって、別個の履
行義務に対し取引価格を配分することの
妥当性

条件付きで賛成

履行義務の識別可能性が保証されていることを前提として賛
成。また取引価格が変動した時には、契約開始時と同じ基礎
により、すべての履行義務に配分するのを与件とせず、価格
の相互依存性にてらして「配分すべき履行義務」を決定する
ことを提案。

独立販売価格の比率は、独立把握可能な
履行義務の「価値」の比率を反映してい
る、という事実認識

「利害関係者が共有して
いる通念等を尊重すべ
し」

5

質問８

特定の条件を満たした支出で、契約を履
行するためのコストといいうるものを、棚卸
資産等とは異なる資産として計上すること
の妥当性

条件付きで賛成
資産の計上それ自体には賛成。ただし、棚卸資産等とは独
立した項目として計上したはずの資産を、最終的に、棚卸資
産等と一括表示することを求めている規定には反対。

（会計処理上の）計上区分と財務諸表にお
ける表示区分とは整合的であるべし、とい
う価値判断

5

質問９
「契約に直接関連するコスト（＝棚卸資産
等とは独立に資産計上されるもの）」の定
義についての妥当性

賛成
不利な履行義務の測定に際してマージンを含め、測定を複
雑にすべきでないことを付記。

不必要に複雑な測定ルールは避けるべ
し、という価値判断

4

質問１０ 開示規定の妥当性 一部反対
履行義務の満期分析に関する開示規定は目標の達成に貢
献していない旨を指摘。

有用といいきれない情報は提供すべきで
ない、という価値判断

4

質問１１
１年超の契約について、残存履行義務とそ
れが充足される見込みの時期に関する開
示の要否

条件付きで賛成
残存履行義務を合理的に見積もることが困難なケースへの
配慮を要請。

残存履行義務の金額とそれが充足される
見込みの時期に関する情報を投資家が必
要としている、という事実認識

同左 7

質問１２ 「収益の分解開示」の要否（第74項） 条件付きで賛成
他のIFRSで提供されている情報との関連まで開示させること
は過大な負担を引き起こす旨を指摘。

他のIFRSで提供されている情報との関連
性に関する情報は、投資家らが必ずしも必
要としていない、という事実認識

同左 7

質問１３
遡及適用の可否、および遡及修正しない
場合に関する代替案の照会

条件付きで賛成 適用開始までに長期の周知期間を要求。
相当長期の周知期間が必要なケースもあ
りうる、という事実認識

同左 7

質問１４ 「適用ガイダンス」の十分性 要望事項の提示
ガイダンスで対応している項目の一部について「原則」での
対応を要求。また一部のガイダンスについて変更や明確化を
要求。

基本原則に属する項目は、ガイダンスとし
てではなく、基本原則として公表すべし、と
いう価値判断

7

質問１５

自社で製造した製品の潜在的な欠陥に関
する製品保証と、製品が顧客に移転した
後に生じる不良に関して顧客に補償を提
供する製品保証とを区分することの妥当性

一部反対

保険的な製品保証と品質保証的な製品保証とを区分するこ
と自体には賛成。ただし後者に要求されている会計処理（販
売不成立アプローチによるもの）には反対。欠陥のある製品
を交換または修理する負債として処理することを要求。

保険的な製品保証と品質保証的な製品保
証とは、会計処理を決める観点からは異
質である、という事実認識／品質保証的な
製品保証は、収益の源泉というより、欠陥
品を交換または修理する義務として取り扱
うべし、という価値判断

（実態に適う会計処理を
行うべし）

1

質問１６
ライセンスが独占的かどうかという点に着
目して、ライセンス付与の会計処理を使い
分けるべし、という提案の妥当性

賛成
同型の問題構造を有するリース会計のプロジェクトと整合性
を図るべきことを付記。

実質優先思考（実質が同一なら同一の会
計処理を）

（実質が同一なら同一
の会計処理を行うべし）

1

質問１７

無形資産や有形固定資産などの非金融資
産に関する会計処理にもこの公開草案で
指示されている基本原則を適用することの
妥当性

賛成
不動産の販売を本公開草案の適用対象に含める必要性に
言及。

実質優先思考（実質が同一なら同一の会
計処理を）

（実質が同一なら同一
の会計処理を行うべし）

1

N/A
収益の認識に関して、適用範囲の広い基本原則を確立する
ことに同意。

（会計基準の体系は整
合性・首尾一貫性を保
持すべし。）

5

N/A

現行のリスク・経済価値アプローチとくらべたとき、本公開草
案で示されている基本原則（コア原則）に依拠すれば、類似し
た特徴を有する取引に整合的な会計処理が適用されることと
なるため、本公開草案の提案について、基本的に同意。

（会計基準の体系は整
合性・首尾一貫性を保
持すべし。）

5

N/A
どのようなケースが「連続的な支配の移転」に相当するの
か、明らかにすることを要求。

（経営者に過度の裁量
を与え、客観性を損なう
べきではない）

3
全般
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N/A
借り手の信用リスクに関わる損益を、収益に反映させないよ
うに要求。

「投資目的にてらして実
現しえない損益を投資
の成果とみるべきでは
ない。」

6

N/A
品質保証的な製品保証について、未充足の履行義務とみる
のに代えて、欠陥のある製品を交換または修理する負債とし
て処理することを要求。

（投資の成果を把握する
観点から異質な取引に
は異質な会計処理を適
用すべし）

1

公開草案「その他
の包括利益の項
目の表示（IAS第1
号の修正案）」

2010年9月30日 質問１
包括利益計算書の名称を「純損益及びそ
の他の包括利益計算書」とすることの適否

賛成
純損益とその他の包括利益との質的相違を強調する結果と
なるため。

異質な項目は異質なものとして表示すべ
し、という価値判断

1

質問２
いわゆる「１計算書方式」を義務づけること
の適否

消極的賛成
純損益が強調されている限り（2計算書方式とくらべて純損益
が表示上強調され難い）１計算書方式にも反対しない旨を指
摘。（「全般」コメント2.も参照。）

異質な項目は異質なものとして表示すべ
し、という価値判断

1

質問３＆４
その他の包括利益、および法人所得税を
リサイクリング対象項目と非対象項目とで
区分表示することの適否

判断の留保
まずはその他の包括利益に含めるべき項目や、いったんそこ
に含めた項目の純損益への振替え方法などをめぐる包括的
な議論が必要である旨を指摘。（「全般」コメント3.も参照。）

具体的な測定操作はそれを支える基礎概
念にてらして決定すべし、という価値判断
／にもかかわらず、そうした基礎概念が確
立されていないという事実認識

（具体的な規定は、それ
を支えている基本原則
に適うものであるべし）

5

全般
業績の測定値としての純損益を廃止する予定はないことが
明記されたことを支持。

純損益は包括利益やその他の包括利益と
組み合わせて開示されることによって有用
な情報となる、という事実認識

5

公開草案「確定給
付制度」

2010年9月6日 質問１
確定給付制度債務の現在価値および制度
資産の公正価値の変動のすべてを、発生
時点で認識することの適否

基本的な考え方に
賛成、公開草案の具
体的な規定には一
部反対

リサイクリングの手続を要求。数理計算上の差異は、当期純
利益の構成要素に関する見積もりの変更によって生じるもの
であることを論拠として強調。

すべての利得や損失を、一度は当期純利
益に反映させる必要性（クリーン・サープラ
ス関係を当期純利益について維持する必
要性）

「『確定した成果』と性格
づけられた当期純利益
の計算においては、リサ
イクリングの手続は不可
欠である。」

1

質問２
権利が未確定の過去勤務費用について、
関連する制度変更が生じた時点で認識す
ることの適否

反対
当該項目は権利が確定するまでの期間にわたり、将来の勤
務に帰属させることが、IFRS2「株式報酬」で求められている
会計処理と整合的であると指摘。

実質優先思考（実質が同一なら同一の会
計処理を）、対象はIFRS2「株式報酬」

（実質が同一なら同一
の会計処理を行うべし）

1

質問３
確定給付費用を勤務費用、財務費用およ
び再測定の要素に分解することの適否

提案の意図を理解し
ながらも賛否を保留

財務費用の定義についての見直しを要求。また退職給付費
用の構成要素のうち、いずれが労務費であるのかについて
の考察も要求。

労務費用とは何か、に関する他の会計基
準で採用されている定義との整合性を図
る必要性

（類似した構造を持つ会
計問題に関しては他領
域の個別基準との整合
性を図るべし）

5

質問４
人口統計上の仮定の変化から生じる確定
給付制度債務の変動を勤務費用から除外
することの適否

賛成
勤務費用については、勤務費用の過去の見積もりに関する
当期の変更とを区分したほうがよい、とする公開草案の立場
を支持(BC22)。

勤務費用の予測価値と勤務費用に係る見
積もりの変更の予測価値とは異なる、とい
うスタンス（異質なものには異質な会計処
理を、という意味での実質優先思考）

（異質なものには異質な
会計処理を適用すべし）

1

質問５

財務費用の計算に際し、制度資産につい
ても確定給付制度債務と同じ割引率を適
用することの適否（期待運用収益の適用を
禁止することの適否）

反対
確定給付制度債務と制度資産は異なる経済的ドライバーを
有していることから、異質な割引率を適用するように要求。

価格の決定要因が異なる複数の項目につ
いて測定方法の統一を図るべきではな
い、というスタンス

「価格の決定要因が異
なるか否かは、ある複
数の項目について等質
的な会計処理を適用す
るか否かの判断規準と
して機能する。」

7

質問６ 開示項目の適否
質問１と連動してい
ることから、質問1に
包摂

「『確定した成果』と性格
づけられた当期純利益
の計算においては、リサ
イクリングの手続は不可
欠である。」

1

質問７(a)
清算に係る利得および損失をすべて数理
計算上の差異として、再測定部分に含め
ることの適否

反対 通常の清算と通常ではない清算との区分を要求。

すべての利得や損失を、一度は当期純利
益に反映させる必要性（クリーン・サープラ
ス関係を当期純利益について維持する必
要性）

「『確定した成果』と性格
づけられた当期純利益
の計算においては、リサ
イクリングの手続は不可
欠である。」

1
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質問９ 開示項目の適否 一部反対

予想情報としての性質を有する感応度分析については、非
財務情報として開示することを検討するように要請。また昇
給の予測の影響を除外して調整した、確定給付制度債務の
現在価値については、その有用性に疑義があることから開示
に反対。

開示に関する基本原則を遵守すべし／財
務報告の目的に適う情報を提供すべし

同左 7

質問１３(b)
「最低積立要件」の定義を変更することの
適否

反対
定義の変更がどのような影響を及ぼすのかが不明確である
ことを指摘。

ある程度の確からしさを以て基準変更の
影響を見込める場合に限って変更すべし、
というスタンス

同左 7

質問１５ 遡及適用の要否 反対
期首の棚卸資産等について、遡及的に計算し直す必要が生
じる場合があり、それは作成者の負担が重いと考えられるこ
とを指摘。

コスト面での実行可能性が担保された場
合に限って修正を行うべし、というスタンス

（コスト面での実行可能
性が担保された場合に
限って修正を行うべし）

4

公開草案「金融負
債に関する公正
価値オプション」

2010年7月15日 質問１

公正価値オプションで指定された負債のす
べてについて、信用リスクの変動に伴って
生じた評価差額をOCIで（正確には「純損
益外で」）処理することの適否

条件付きで賛成

リサイクリングを行うことを前提として賛成。また公正価値の
変動差額を内部管理上、すべて純損益に反映している企業
が公正価値オプションを採択した場合は、信用リスクの変動
に起因する評価差額を含め、すべて純損益に反映させること
を要求。

信用リスクの変動に伴って生じた評価差額
の情報で純損益で認識したものは、（ト
レーデング目的の負債以外については）
有用ではない、という事実認識

「投資目的にてらして実
現しえない損益を投資
の成果とみるべきでは
ない。」「『確定した成
果』と性格づけられた当
期純利益の計算におい
ては、リサイクリングの
手続は不可欠である。」

1 ａｎｄ ６

質問２

公正価値オプションで指定された負債につ
いては、原則として、信用リスクの変動に
伴って生じた評価差額をOCIで処理するも
のの、その結果として純損益にミスマッチ
が生じる場合は、上記の評価差額を純損
益に反映させることの適否

反対
自社発行の負債に関する信用リスクの変動と、自社が保有し
ている資産の信用リスクの変動とが連動しているケースは稀
と考えられることを指摘。

基準は可能な限り単純なものであるべし、
という価値判断／自社が発行した負債に
関する信用リスクの変動と、自社が保有し
ている資産の変動とは通常連動しない、と
いう事実認識（あるいは、純損益にミスマッ
チが生じているかどうかを検討する際、資
産の側で考慮すべきは負債にみあう金融
資産の信用リスクだけである、という事実

同左 7

質問３
信用リスクの変動に伴って生じた評価差額
を純損益外の項目として取り扱う場合、当
該評価差額をOCIで処理することの適否

条件付きで賛成
リサイクリングを行うことを前提として賛成。また、OCIに制限
なく多様な項目が含められるようにならないよう、OCIを明確
に性格づけするように要請。

資本取引に該当しない以上、純損益外とさ
れた評価差額については、これをOCIに含
めるほうが、剰余金に直接チャージするよ
り望ましい、という価値判断

「『確定した成果』と性格
づけられた当期純利益
の計算においては、リサ
イクリングの手続は不可
欠である。」「OCIとして
の性質づけられた項目
を、確定的な資本項目
と混同すべきではな

1

質問４＆５

2段階アプローチ（信用リスクの変動に伴っ
て生じた評価差額を、いったん純損益に反
映させた後、該当部分を抜き取ってOCIに
含める方法）の有用性、および1段階アプ
ローチ（最初からOCIに含めてしまう方法）
と比較した場合の相対的な有用性

賛成
ただし、いずれのアプローチを採用するのかは、財務諸表の
表示のあり方に関する全般的な問題に波及する可能性もあ
るため、慎重な検討が必要である旨を付記。

作成コストが類似しているのであれば、よ
り充実した情報を提供しうる方法のほうが
望ましい、という価値判断

同左 6

質問６

信用リスクの変動に伴って生じた評価差額
を純損益外の項目として取り扱う場合、当
該評価差額を（OCI以外の）資本項目に含
めることの適否

反対 「依拠している基本原則等」の欄を参照。
資本取引以外によって、資本項目を直接
増減させるべきではない、という価値判断

「OCIとしての性質づけ
られた項目を、確定的な
資本項目と混同すべき
ではない。」

1

質問７
上記の評価差額についてリサイクリングを
行わないことの適否

反対
リサイクリングの禁止に関するIASBの論拠は不十分としたう
えで、利益に関する概念レベルの議論を行うように要求。

（リサイクリングの手続を経て求められる
「伝統的な」）純利益は投資家にとって有
用な情報であり、包括利益と組み合わせ
て開示すべし、という価値判断

「『確定した成果』と性格
づけられた当期純利益
の計算においては、リサ
イクリングの手続は不可
欠である。」

1

質問８
IFRS7号に係るガイダンスを、信用リスクの
変動に伴って生じた評価差額の算定目的
で用いることの適否

条件付きで賛成
信用リスクの変動に伴って生じた評価差額が忠実に表示さ
れることを前提として賛成

7

質問９ 早期適用に関する提案の適否 賛成 7
質問１０ 経過措置に関する提案の適否 賛成 7

N/A

今回のコメントでは現行のヘッジ会計を与件としているが、公
正価値オプションの存否、および存続させる場合の適用要件
については、ヘッジ会計の見直しと同時に再検討すべきであ
ることを指摘

周辺領域に適用されている会計基準と整
合性を保つべし、という価値判断

（類似した構造を持つ会
計問題に関しては他領
域の個別基準との整合
性を図るべし）

5

N/A
複合金融商品については、IFRS9号と同様、「密接に関連す
る」という要件に関する問題を緩和するアプローチを検討する
ように要請

7

全般
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N/A
公表市場が存在せず、信頼性をもって公正価値を測定でき
ない資本性の金融商品について、「原価測定の例外」を削除
しないように要請

信頼性をもって測定できない公正価値の
情報は有用ではない、という価値判断

（定義を操作することに
よって、信頼ある測定が
困難なケースでも公正
価値測定が行われてい
る、という外観を整えた
ところで、有用性の向上
には貢献しない。）

3

公開草案「財務報
告に関する概念フ
レームワーク 報
告企業」

2010年7月15日 質問１ 「報告企業」に関する定義の適否 条件付きで賛成 「報告企業」が非営利企業も含むことを明確化するよう要求。
報告企業（の範囲）に関して、営利企業と
非営利企業との整合性を図るべし、という
価値判断

5

質問２

１つ以上の企業を支配している企業に連
結財務諸表の作成を要求することの適
否、および連結集団の範囲に関連する「支
配」概念に関する定義の適否

条件付きで賛成

会計主体観に関する議論が、今回の公開草案と同じテーマ
を取り扱っている討議資料（予備的見解）にはみられたのに、
このEDでは削除されていることに懸念を表明。徹底した議論
を要求／親会社が単独で報告主体たりうるかどうか、明確な
スタンスを示すように要求。

報告企業に関連する重要な概念について
は、当該概念に関する詳細な検討と、検討
結果を明示すべし、という価値判断

同左 7

質問３
一定の条件が満たされた場合に、企業の
一部を独立した報告企業とみなすことの適
否

賛成
法的な主体であるかどうかは、この公開草
案における「報告企業」かどうかに関わら
ない、という事実認識

6

質問４

すべての企業に適用される連結に関する
共通の基準が公表されるまで、報告企業
概念に関する議論の完了を遅らせるべき
ではない、という決定の適否

賛成
双方の改訂作業においては、十分な連携関係を保つべきよ
う要請。

報告企業の基礎概念に関する議論は、具
体的な連結手続に関する議論とは独立に
進めうるし、進めるべきであるという事実認
識・価値判断

同左 7

その他

概念FWの逐次的な完成・公表（後に公表
されたものによって全体の整合性が損な
われた場合は、それを回復するための修
正を行う方法）の適否

条件付きで賛成 整合性を回復するための修正が適時に行われるよう要請。

一連の概念フレームワークについては、完
成した部分に順次効力を与えることを通じ
て、個別基準の設定に役立てるべし、とい
う価値判断

同左 7

公開草案「金融商
品：償却減価及び
減損」

2010年6月30日 質問１
償却原価による測定の目的に関する、本
公開草案の記述の明確性

賛成 7

質問２
償却原価による測定の適用範囲に関する
提案の適否

一部反対
売掛金のように、利息収益を獲得することが期待されていな
い項目には償却原価法を適用すべきでない旨を指摘

償却原価法は利息収益の獲得が期待され
ている項目に限って意味を持つ、という価
値判断

「どのような成果の獲得
が期待されているのか
に応じて、成果をとらえ
るための手段は異なる
べし」

4

質問３
本公開草案において、測定に関する基本
的な原則だけを示し、実務上のガイダンス
を省略することの適否

反対
客観性や比較可能性を保つために必要な、最低限のガイダ
ンスを要求

経営者に過度の裁量を与えるべきではな
い、という価値判断

（経営者に過度の裁量
を与え、客観性を損なう
べきではない）

3

質問４
公開草案が提案している測定モデル（いわ
ゆる期待損失モデル）の適否

一部反対

当初の測定額に「当初認識時点で予想される将来の損失」を
見込み、それを実効金利に反映させることで、時の経過とと
もに漸次認識していくことについては賛成。他方、予想キャッ
シュフローを事後継続的に見積り直し、修正差額をただちに
純損益に反映させることには反対。予想損失を「当初の予想
期間」に比例配分する代替案や、減損損失を認識するため
のハードルを設け、一定水準以上の「深刻な事態」に陥った
ときのみ損失を認識する代替案を提示。

当初の測定と事後の測定とで、それぞれ
を支える基本原則は整合的であるべし、と
いう価値判断／原価ベースの測定と公正
価値ベースの測定とは厳密に区分すべ
し、という価値判断

「無意味な評価差額を
期間損益から排除する
目的で配分の手法が用
いられているケースで
は、結果的に継続的な
再評価を行った場合と
同様の損益を計上する
こととなる配分手法を用
いるべからず」「当初の
測定と事後の測定とで、
それぞれを支える基本
原則は整合的であるべ
し」

7

質問５
償却原価で測定される金融商品に関連す
る表示および開示の目的に関する表現の
明瞭性

質問１および２に連
動

同左 7

質問６ 表示規定の適否 一部反対
売掛金のような短期の金融資産については提案の修正を要
求。とりわけ簡便法を適用する場合に適う表示規定を要求。

会計基準の趣旨に適う表示規定を設ける
べし、という価値判断

同左 7
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質問７ 開示規定の適否 一部反対

コストと便益を勘案し、場合によっては簡便法を容認するよう
要請（全般的なコメントとして）。また貸倒引当金について、時
の経過による積立部分と累積直接減額との比較を行う必要
はない、というスタンスを表明。さらにストレス・テストについて
は開示場所の適否に関する再考を要求。

関連領域に適用されている会計基準との
整合性・首尾一貫性を保つべし、という価
値判断

5

質問８ 経過措置（経過期間）の適否 条件付きの賛成
システムの変更に大きなコストを要する金融機関などへの配
慮を要請

実践可能性に十分配慮すべし、という価値
判断

（実践可能性に十分配
慮すべし）

4

質問１１ 簡便法に関するガイダンスの適否 賛成
一部の文言を明確化する必要性や、簡便法を容認する条件
を緩和する必要性などを付記

コストと便益を斟酌し、必要に応じて簡便
法を容認すべし、という価値判断

（コストと便益とを斟酌
すべし）

4

その他 N/A
IASBが期待損失モデルに移行した場合、発生損失モデルに
もとづく償却原価を注記しようとしているFASBとの間で、提供
される情報の差異は埋められない旨を指摘

7

公開草案「IAS第
37号における負
債の測定」

2010年5月19日 測定に関する要求事項の適否（当初測定） 反対

投資家にとって有用な情報を提供するためには、常に「期末
現在における即時決済」を仮定した評価・測定を行うのでは
なく、「最終的に債務を決済するために要するキャッシュアウ
トフローの現在価値」での測定を行うように要請。この方法に
よれば、サービスの引き受けに関する義務は、当初、コストに
よって測定されることになる旨を指摘。

経営者が実際に行おうとしている行動に
（経営者が実際に採択した、あるいは採択
しようとしているキャッシュフローの獲得手
段に）適う属性値を反映すべし、という価
値判断（その点を斟酌しているIAS36号と
整合性を図るべし、とも主張）

「経営者が実際に行おう
としている行動に（経営
者が実際に採択した、
あるいは採択しようとし
ているキャッシュフロー
の獲得手段に）適う属性
値を反映すべし」

6

測定に関する要求事項の適否（事後測定） 反対
中途での決済が予定されていない負債については、償却原
価法の適用を要求（すなわち、当初の実効金利を割引率とし
て使用し続けることを要求）

中途での決済が予定されていない負債に
ついては、割引率の変化を投資の成果に
反映させるべきではない、という価値判断

「経営者が実際に行おう
としている行動に（経営
者が実際に採択した、
あるいは採択しようとし
ているキャッシュフロー
の獲得手段に）適う属性
値を反映すべし」

6

企業が義務を履行する際に引き渡すべき
経済的資源の現在価値で負債を評価する
場合（第36項B）、当該現在価値の計算に
際してC/Fの変動性（リスク）を織り込むこ
との適否

反対
理念的には必要な調整といえるが、実際には調整がきわめ
て困難と考えられることを指摘。

技術的にきわめて困難な手法による測定
を強いるべきではない、という価値判断／
負債に関する信用リスクをその評価にどう
反映させるのか、に関するより包括的な検
討結果を待つべし、という価値判断

（技術的にきわめて困難
な手法による測定を強
いるべからず）

4

質問２
サービスの引き受けに関する義務を「他者
に肩代わりを要請する際に支払いが求め
られる金額」で評価することの適否

反対

質問１（当初測定に関するもの）への回答にあるように、「最
終的に債務を決済するために要するキャッシュアウトフロー
の現在価値」での測定を行うように要請。この場合、第三者
に義務の肩代わり求めるケースと、企業が自らサービスを提
供しようとしているケースとで負債の評価が変わってくる旨を
指摘。

経営者が実際に行おうとしている行動に
（経営者が実際に採択した、あるいは採択
しようとしているキャッシュフローの獲得手
段に）適う属性値を反映すべし、という価
値判断

「経営者が実際に行おう
としている行動に（経営
者が実際に採択した、
あるいは採択しようとし
ているキャッシュフロー
の獲得手段に）適う属性
値を反映すべし」

6

質問３
不利な契約および保険契約に例外を設け
ることの適否

条件付きで賛成

本公開草案がここで例外的に認めている手法は、ASBJが質
問１および質問２への回答という形で示している代替案にほ
かならず、それゆえここで例外として認められているものを
「原則」とするように要請。

経営者が実際に行おうとしている行動に
（経営者が実際に採択した、あるいは採択
しようとしているキャッシュフローの獲得手
段に）適う属性値を反映すべし、という価
値判断

「経営者が実際に行おう
としている行動に（経営
者が実際に採択した、
あるいは採択しようとし
ているキャッシュフロー
の獲得手段に）適う属性
値を反映すべし」

6

全般 N/A
蓋然性要件を外して期待値による測定のみを要求することに
反対。

一律の測定操作を求めるのではなく、状況
に応じて測定技法を使い分けるべし、とい
う価値判断

「より洗練された測定技
法（例えば期待値）の適
用が技術的に可能で
あっても、その適用が最
善とは限らない。（測定
技法の選択は、投資の
成果をより適切に把握
できるかどうかに依存し

2

公開草案「経営者
による説明」

2010年3月2日 質問１
「経営者による説明」についてはIFRSを公
表することに代えて、ガイダンス文書だけ
を開発する旨の決定の適否

賛成
各国においてMCに関して独自の判断を行
わせるべし、という価値判断

同左 7

質問３
数値例を含む詳細な適用ガイダンスの公
表を差し控える旨の決定の適否

反対
詳細な適用ガイダンスを欠いたのでは、その元となるガイダ
ンス文書の利用は困難である旨を指摘。

利用者の求めにもとづき、具体的なガイダ
ンスを提供すべし、という価値判断

同左 7

質問１
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公開草案「国際財
務報告基準
（IFRS）の改善」

2009年11月24日 全般 N/A

改善提案の基本的な方向性に賛成。そのうえで、投資企業
の個別財務諸表において、子会社等に対する減損の判定を
行う際、「IAS第39号に従った会計処理」ではなく、「IFRS第9
号によって修正された」IAS第39号への準拠を求めるように提

関連規定が修正された事実を正しく反映
すべし、という価値判断

同左 7

公開草案「公正価
値測定」

2009年9月25日 質問１
「出口価値」に依拠した公正価値の定義の
適否

賛成
市場関係者からの批判を受けていない用
語の定義は変えるべきでない、という価値
判断

5

質問２

本公開草案で新たに定義されたものとは
異なる文脈で「公正価値」という用語が既
存のIAS/IFRSで用いられている場合は、
当該IAS/IFRSで用いられている用語を「公
正価値」以外に修正するか、本公開草案
の適用除外とすることの適否

明確な賛否を避けつ
つも、概ね賛成

この公開草案で特定化されているケースに限らず、一般に、
出口価値ではなく入口価値による評価が適切な場合も存在
する旨を指摘。

目的に応じて入口価値による測定と出口
価値による測定とを使い分けるべし、とい
う価値判断

「会計処理は主として保
有目的等に依存して決
定される。」

4

質問８(a)
負債の公正価値測定に不履行リスクを反
映させることの適否

賛否は明示せず

公開草案が「不履行リスクを織り込むべきか」と「不履行リス
クを織り込んだ評価額をどのような範囲で適用すべきか」とを
混同している旨を指摘。それは混同すべきでない、ということ
と、不履行リスクを織り込んだ評価額による「再測定（事後の
評価）」が行われるケースは稀であることを指摘。

本質の異なる問題は混同すべきでない、と
いう価値判断

（当面の問題と無関係な
事象が問題解決のあり
方に影響を与えるべき
ではない、という要請）

2

質問９
公正価値と「当初の取引価額」とが異なる
場合に、取得（引き受け）に伴う損益を認
識すべし、という提案の適否

賛否は明示せず
会計処理に踏み込んだ質問であり、公正価値をどう測定する
のか、という評価技法に範囲を限定しているはずの本公開草
案で取り扱うべき問題ではない旨を指摘。

評価技法の問題と、当該技法による評価
額を期間損益にどう反映させるのかという
問題は異質だという価値判断

（当面の問題と無関係な
事象が問題解決のあり
方に影響を与えるべき
ではない、という要請）

2

質問１１
レベル３のインプットが用いられた項目に
関する開示規定の適否

一部の項目につい
て修正（概ねより簡
便な開示）を要望

注記されているに過ぎない公正価値にまで追加開示を求め
ること（SFASNo.157では要求されていないこと）の要否、必ず
しも企業間で分類規準が揃っているとはいえないレベル２と
レベル３とを区分することの要否、レベル３に属する資産や負
債の変動についてグロスの金額を求めることの要否、などの

財務諸表作成者が負担するコストと、情報
利用者が受ける便益とが釣り合っているか
どうかを斟酌すべし、という価値判断

（財務諸表作成者が負
担するコストと、情報利
用者が受ける便益とが
釣り合っているかどうか
を斟酌すべし）

4

公開草案「金融商
品：分類および測
定」

2009年9月14日 質問１
基本的な貸付金としての特徴を有し、契約
金利にもとづいて管理されている金融資
産・負債に償却原価法を適用することの適

条件付きで賛成
基本的な考え方には賛成。ただし償却原価が適用される範
囲については、より具体的なガイダンスを要求。

金融商品としての外形に着目するのでは
なく、その保有目的に応じて評価のあり方
を決めるべし、という価値判断

「会計処理は主として保
有目的等に依存して決
定される。」

4

質問２

「基本的な貸付金としての特徴」「契約金
利にもとづく管理」などのキーワードの適
否（多義的な解釈のおそれが残されていな
いかどうか）

修正を要望
不明確で多義的な解釈が残されている箇所や、公開草案の
中で不整合が生じていると考えられる部分について、修正を
要求。

不要に多義的な解釈の余地を残すべきで
ない、という価値判断

（経営者に過度の裁量
を与え、客観性を損なう
べきではない）

3

質問４(a)
金融商品となる主契約をもつ混合契約に
おいて、組込デリバティブに関する規定を
削除することの適否

例外とすべきケース
の存在を指摘

主契約が金融負債で、それが償却原価法の適用が適切とさ
れる特徴を有している場合は、一体処理の結果、そうした金
融負債までもが公正価値評価の対象となってしまう事態を避
けるべし、と提案

保有目的に適わない評価基準が適用され
てしまう事態は避けるべし、という価値判
断

「会計処理は主として保
有目的等に依存して決
定される。」

4

質問４(b)

最優先以外の、その意味で「劣後」となるト
ランシェに分類アプローチを適用すること
の適否、すなわち他のトランシェを保護す
る機能を有する（劣後する）トランシェにつ
いては、基本的な貸付金としての性質を有
していない（他のトランシェを保護すること
の代償として、通常の金利より高いリター
ンが期待できる）という理由で、公正価値
評価の対象とすることの適否

反対

最優先のトランシェ以外に対する投資であっても、事実上、通
常の社債と同程度の信用リスクしか負わないケースはありう
るため、と説明。（←「最優先」と「それ以外」という分類規準
には反対するものの、金利としての要素を超えたリターンを
期待しうるトランシェを「基本的な貸付金」としての性質を有し
ていないものとみなし、公正価値評価の対象とすること自体
には反対せず。）

具体的な規準は、それを支えている基本
理念に適うものであるべし、という価値判
断

（会計基準の体系は整
合性・首尾一貫性を保
持すべし）

5

質問５
会計上のミスマッチを解消しうる場合に公
正価値オプションを認めることの要否・適
否

直接的には回答せ
ず（消極的な賛成）

公正価値ヘッジ会計と趣旨を同じくする手法である、という事
実認識の下で、両者の統合可能性を模索するように要請。

公正価値ヘッジ会計と公正価値オプション
とは基本的に同じ考え方に支えられてい
る、という事実認識／基本的な考え方が共
通の会計処理については可能な限り統合
を図るべし、という価値判断

（実質が同一なら同一
の会計処理を行うべし）

1

質問６

「ミスマッチの解消」以外を目的とした公正
価値オプションを認めることの要否（現行
IAS第39号が容認している「企業が文書化
されたリスク管理手法や投資戦略を踏襲し
ており、投資の成果を公正価値ベースで
把握している場合に公正価値オプションを
認める」旨の規定を削除することの適否）

原則として賛成

公正価値での業績評価および管理の適格基準については、
オプションとして残す必要性が乏しい、と説明。その一方、
IASBの提案に反して組込デリバティブの分離処理が現行
ルールどおり認められるようになった場合は、分離されたデリ
バティブに関する公正価値オプション適用の余地を残しておく
べし、と指摘（IAS第39号 BC77-BC78を参照）。

関連する会計基準の開発が未完了であ
り、かつ、その最終形態次第でいま問題と
なっている状況に適用すべき会計処理も
変わってくる場合は、多様な可能性に対応
できるよう、適用しうる会計処理の選択肢
を狭めるべきではない、という価値判断

同左 7

質問７
保有目的区分の変更を禁止することの適
否

慎重な検討を要求

ビジネス・モデル自体が大きく変化するような場合にまで保有
目的区分の変更を禁じると、新たなビジネス・モデルに適わ
ない情報が提供されてしまうおそれを指摘。それはまた、ビジ
ネス・モデルに応じて償却原価と公正価値とを使い分けるよ
うに求めている本公開草案の基本的な考え方にも抵触してし

企業が実際に依拠しているビジネス・モデ
ルに適う業績評価（利益測定）を行うべし、
という価値判断

「会計処理は主として保
有目的等に依存して決
定される。」

4



コメント分析20121106_forPDF

18 / 57 ページ

質問８
市場性を欠き、公正価値を信頼性をもって
測定できない持分金融商品に対する投資
を公正価値で評価することの適否

反対

公正価値が投資家に対しレリバントな情報を提供するのは一
定の条件下に限られる旨を指摘。さらに、かりに公正価値で
評価するとした場合、評価差額を当期純利益に含める理由
が明示されていないことを指摘。

信頼性を欠いた公正価値情報は投資家を
かえって誤導するので避けるべし、という
価値判断／公正価値評価の問題は評価
差額の損益認識に関する問題と併せて論
じるべし、という価値判断

（定義を操作することに
よって、信頼ある測定が
困難なケースでも公正
価値測定が行われてい
る、という外観を整えた
ところで、有用性の向上
には貢献しない。）

3

質問９
上記のような評価を行うことの便益と費
用、および上記のような評価の下で求めら
れる減損テストの適否

費用が便益を超過
測定それ自体に加え、測定結果の適切さを情報利用者に説
明するためのコストや、監査に要するコストも要する旨を指
摘。

N/A 4

質問１０
持分金融商品に対する特定の投資につい
て、公正価値の変動差額をOCIに表示す
ることの適否

質問１１

トレーディング目的以外の持分金融商品
について、評価差額のOCI処理を企業に
認める（選択させる）ことの適否（リサイクリ
ングは禁止）

質問１４

貸付金としての基本的な性質を有し、か
つ、契約金利にもとづいて管理されている
金融資産・負債以外で、貸付金や売上債
権の定義を満たすものだけを純粋な償却
原価法の対象とし、本公開草案で償却原
価による評価が求められている項目で、上
記のケースに該当しないものについては、
継続的な公正価値評価の対象とし、評価
益のうち償却原価の変動に相当する金額
は当期純利益に反映し、残りはリサイクリ
ングなしでOCI処理する代替案の適否

リサイクリングの禁
止に関連する提案に
は反対

この代替案が一定の有用な情報を提供する可能性は排除し
ないが、質問１０および１１に記したような理由から、当面リサ
イクリングを禁止すべきではない、と指摘。

投資家が必要としていると考えられる当期
純利益の変質を引き起こしてしまうルール
の改訂（リサイクリングの禁止）をローカル
な基準の変更をつうじて「なし崩し的に」行
うべきではない、という価値判断

「『確定した成果』と性格
づけられた当期純利益
の計算においては、リサ
イクリングの手続は不可
欠である。」

1

質問１５

質問１４ではOCI処理されている部分も含
め、質問１４の代替案で計上される評価差
額のすべてを当期純利益に反映させる「別
の代替案」や、すべての金融商品を全面
的に公正価値で再評価し、貸付金等の性
質を有している項目の評価差額で、「償却
原価を超える部分」だけはOCI処理する「さ
らに別の代替案」の適否

問題点を指摘（概ね
反対）

「別の代替案」は将来キャッシュフローの予測に役立つ損益
の分解情報を提供しない（確定した成果といえない部分も当
期純利益に含まれてしまう）点が問題だと指摘。「さらに別の
代替案」については、貸付金や売上債権などの公正価値情
報を注記ではなく財務諸表の本体で開示する結果となること
に伴い、開示の負担が増加することに懸念を表明。

「確定した成果」とみなせない項目を当期
純利益に含めるべきではない、という価値
判断（「確定した成果」という性質を有する
当期純利益を投資家が有用と考えてい
る、という事実認識）

「『確定した成果』と性格
づけられた当期純利益
の計算においては、リサ
イクリングの手続は不可
欠である。」

1

ドラスティックな改訂に代え、現行基準の微修正によって簡素
化を図ることも検討すべし、と指摘

同左 同左 7

金融商品の分類および測定が本公開草案のテーマであれ
ば、金銭債権に関する将来キャッシュフローの見通しがどれ
だけ下方修正された時に減損処理を求めるのかも視野に収
めるべし、と指摘（金融危機への対応を急ぐ必要から、分類と
測定の問題が減損の問題から切り離され、前者の問題に関
する合意の形成が急がれているのはやむをえないとしても、
絶えず減損処理との関連性を意識すべきことを強調。）

（関連する会計基準との
整合性を保つべし）

5

本公開草案は、特定の評価差額について、それを当期純利
益に含めるのか、それともOCIに含めるのか、という点で従来
と異なる処理を要求している。これに伴い、現在「純利益に関
する変動の相殺」に関連づけられているヘッジ会計の目的を
再検討する必要性を指摘。

（関連し合う論点は同時
に検討対象とすべし）

5

公開草案「株主割
当で発行された新
株予約権の分類」
（IAS第32号「金融
商品：表示」に対
する修正提案）

2009年9月7日 質問１

改訂の対象を「同一区分に属する既存株
主すべてに比例的に割り当てられ、その行
使価格が通貨ベースで固定されている商
品（権利）」とすることの適否

賛成

負債と資本の区分に関する基本的な考え方を取り扱うプロ
ジェクトにおいて合意が形成されていないものの、早急に解
決すべき問題が重要な場合は、特定の個別ケースに関して
判断を下すことは許容しうる旨を指摘。

緊急度の高い問題については、例外的な
対応を許容すべし、という価値判断

同左 7

質問２

行使価格が機能通貨または報告通貨ベー
スでは固定的でないケースであっても、質
問１に記されているような項目を持分商品
とみて継続的な再評価の対象から除くこと

賛成
左記の処理は、現行基準であるIAS第32号を支えている基本
的な考え方と整合的である旨を指摘。

現行基準を支えている基本的な考え方と
の整合性を図るべし、という価値判断

（会計基準の体系は整
合性・首尾一貫性を保
持すべし）

5

質問３
早期適用の容認を前提として、遡及適用を
求めることの適否

賛成
影響額が大きくなる可能性もあり、その場合は財務報告の比
較可能性が損なわれてしまうことから、遡及適用を容認。

財務報告の比較可能性を確保すべし、と
いう価値判断

（会計処理の選択に際
しては比較可能性を斟
酌すべし）

4

その他

日本の投資家は当期純利益と包括利益の
双方を必要としている、という事実認識／
利益計算の根幹に関わる部分がローカル
な基準の変更をつうじて「なし崩し的に」変
えられるべきではない、という価値判断

「『確定した成果』と性格
づけられた当期純利益
の計算においては、リサ
イクリングの手続は不可
欠である。」

一部反対

当期の業績を反映していない評価差額をOCI処理することに
は賛成。ただしリサイクリングを禁止するかどうかは業績報
告の根幹をなす問題であり、「財務諸表の表示」プロジェクト
で結論が下されるまでの間は、リサイクリングを許容すべし、
と主張。

1
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ディスカッション・
ペーパー「負債の
測定における信
用リスク」

2009年9月1日 質問１
負債の当初認識に際して、その負債に固
有の信用リスクを会計上の評価額に織り
込むことの適否

(b)場合によっては織
り込む、を支持

現金の受領に伴って生じる負債、あるいは契約上のキャッ
シュフローの金利相当額が含まれている負債については信
用リスクの反映が意味を持つ（→契約当事者が信用リスクを
見込んで契約条件を決定している事実を反映させるため）。
他方、負債の中には当初認識において（信用リスクを反映し
た）公正価値で評価する必然性のないものも含まれている。
信用リスクを反映させることでより大きく割り引いた「差額」の
実現が期待できない（＝信用リスクを反映して大きく割り引い
た金額での決済は事実上行えない）項目について信用リスク
を反映した測定を行えば、投資家をミスリードする情報が提

実際には採りえない決済手段にもとづいて
負債の評価を決めるべきではない（＝信用
リスクを反映して大きく割り引いた金額で
の決済は事実上行えない場合は、信用リ
スクを反映すべきでない）、という価値判断

「経営者が実際に行おう
としている行動に（経営
者が実際に採択した、
あるいは採択しようとし
ているキャッシュフロー
の獲得手段に）適う属性
値を反映すべし」

6

質問２
負債の事後評価に際して、その負債に固
有の信用リスクを会計上の評価額に織り
込むことの適否

(b)場合によっては織
り込む、を支持。

ただし再評価の対象となる（＝公正価値等による再評価がも
絞められ、その結果として信用リスクが反映されることとな
る）負債はきわめて限定的であることを指摘。

同上

「経営者が実際に行おう
としている行動に（経営
者が実際に採択した、
あるいは採択しようとし
ているキャッシュフロー
の獲得手段に）適う属性
値を反映すべし」

6

質問３
市場が要求する金利に関する変化のうち、
信用リスクの変化に起因する部分の測定
方法として適切なものは何か。

N/A

ある負債に要求される金利の変化のうち、リスクフリー・レー
トの変化によらない部分を信用リスクの変化に起因する部分
とみなす方法を支持。（他方、「信用スプレッドを一定とみな
す」旨の記述もあり、コメント・レターを上記のように解釈して
よいかどうかには疑問も残る。）

市場が要求する金利は、リスクフリー・レー
トと信用リスクを反映したスプレッドとに単
純分割しうる、という事実認識

（実態に適う会計処理を
行うべし）

1

質問４
信用リスクを反映させるための代替的手
法のうち、適切と考えられるものはどれ
か。

選択肢の中では(c)
を支持。

(a)あらゆる負債の評価において信用リスクを反映しないこと
とし、現金受入額との間に生じた差額は即時に損益認識する
方法、(b)あらゆる負債の評価において信用リスクを反映しな
いこととし、現金受入額との間に生じた差額は負債の最終決
済までの期間において適宜認識する（それまでは繰延べる）
方法、(c)借入金や現金の受領に伴って生じた負債について
は「現金受入額」で評価し、現金の受領を伴わずに生じた負
債については将来キャッシュフローを（信用リスクを反映しな
い金利で）割り引いた金額で評価する方法（←この場合、事
後評価においてもリスクフリー・レートの変化だけを反映させ
ることとなる）、の中から(c)を支持。

契約当事者が信用リスクを見込んで契約
条件を決定している事実は負債の評価に
反映させるべし、という価値判断／信用リ
スクを反映して大きく割り引いたことによっ
て生じた「差額」は、通常、償還期限前の
譲渡などをつうじて実現させることが困難
であるから、事後評価の局面においては
信用リスクの変化を反映させるべきでな
い、という価値判断

「経営者が実際に行おう
としている行動に（経営
者が実際に採択した、
あるいは採択しようとし
ているキャッシュフロー
の獲得手段に）適う属性
値を反映すべし」および
（実態に適う会計処理を
行うべし）

6 1

「信用リスクの変化（例えば悪化）」が、債権者から株主に対
する富の移転を引き起こすのは事実である。しかしその事実
は、会社の利益を認識するための十分条件ではない。現行
ルールのもとで、債権者から株主への「富の移転」が利益とし
て認識されていないケースは例示しうる。

これまで開発されてきた基準のすべてが
依拠しているとは言い切れない基礎概念と
の整合性を理由に、特定の会計処理を排
他的に支持すべきでない、という価値判断

「整合性を図る対象を複
数想定しうる状況で、か
ついずれの対象を選択
するのかについて市場
関係者間の合意が得ら
れない場合は、特定の
選択肢だけを排除すべ

5

「賛成論」のほうで言及されているような「会計上のミスマッ
チ」が生じるのは、事業資産をほとんど有していない企業など
の、限定的なケースに限られる。「会計上のミスマッチ」は、
一般には、むしろ反対論で指摘されているような形で生じるも

限定的なケースにしか適用しえない議論を
一般化すべきでない、という価値判断

「限定的なケースにしか
適用しえない議論を一
般化すべからず」

6

IFRS公開草案第x
号「法人所得税」

2009年7月31日 質問１
「税務基準額」および「一時差異」に関する
定義の適否

賛成

経営者の意図に依存しない形で「税務基準額」を定義すれ
ば、解釈の曖昧さを回避しうる旨を指摘。また課税所得に影
響を及ぼさない項目を排除する形で「一時差異」を定義すれ
ば、一時差異と繰延税金資産・負債との関係が明確になる旨
を指摘。なお（測定の局面で適用される）税率に関する第26
項の規定が、税務基準額の定義と矛盾しているという誤解を
招かないための、十分な説明を要請。

個別基準の趣旨に適う形で、また不要に
多義的な解釈の余地を残さない形で定義
を与えるのは望ましい、という価値判断

（経営者に過度の裁量
を与え、客観性を損なう
べきではない）

3

質問３
当初認識に関する除外規定を極力排除す
ることの適否

賛成

企業結合の取引や「会計上の利益または課税所得への影響
を与えない取引」のような特殊ケースについて、支払額や取
得額と資産や負債の総額との差額を引当額やプレミアムとし
て区分し、関連する繰延税金資産・負債の変化に応じて包括
利益を認識する公開草案の処理によれば、特殊なケースに
関して除外規定を設ける必然性は失われる、と指摘。

例外を設ける必要のないルールのほうが
望ましい、という価値判断

同左 4

質問４

期間が永続的と考えられる海外の子会社
およびジョイント・ベンチャーに対する投資
にがっては、例外的に、繰延税金資産や
繰延税金負債を認識しないこと（測定の信
頼性が確保されないケースもあるため）の

総論で賛成（詳細な
説明を要求）

海外の子会社やジョイント・ベンチャーに対する投資と同程度
の信頼性でしか将来における回収見込み額を予測できない
ケースは、国内の子会社に対する投資でも存在する旨を指
摘。海外に対する投資だけを特別扱いする理由を詳述するよ
うに要請。

等質的なケースには等質的なルールを適
用すべし、という価値判断（実質優先思
考）

（等質的なケースには等
質的なルールを適用す
べし）

5

総論（上記
の質問に
対する回
答と重複し
ていない
部分）

討議資料に付帯しているスタッフ・ペー
パーに記されている「信用リスクを反映す
べしという立場を支持する代表的な議論」
への疑義
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質問７

企業が報告した金額を課税当局が受け入
れるかどうかについて不確実性が残る場
合においては、起こりうるすべての結果の
可能性に応じた加重平均額で評価するこ
との適否

すべての可能性を
視野に収めることに
ついては賛成、加重
平均額によって評価
することには反対

発生可能性が低いケースについては信頼性をもって測定す
るのが困難と考えられることから、ある程度発生可能性が高
いケースだけに限って認識したほうが情報の有用性は高ま
る、と指摘。またその発生確率が高く見込まれるケースにつ
いては、加重平均額ではなく、むしろ最頻値によったほうが有
用な情報を提供しうる旨を指摘。（このほか不確実性の問題
を議論する際には、租税債権と租税債務の双方を取り扱うべ
し、とも指摘。）

一定水準に満たない信頼性しか保証され
ない測定値は有用ではない、という価値判
断／加重平均額よりも最頻値のほうを投
資家が有用と判断する場合もありうる、と
いう価値判断

「より洗練された測定技
法（例えば期待値）の適
用が技術的に可能で
あっても、その適用が最
善とは限らない。（測定
技法の選択は、投資の
成果をより適切に把握
できるかどうかに依存し
ている。）」および（最低
限の信頼性を充足すべ

2 3

質問９

資産の帳簿価額を回収する方法によって
別々の税率が適用される場合には、税務
基準額を決定する損金算入額と整合させ
る形で適用税率を算定する方法の適否

総論で賛成（詳細な
説明を要求）

税務基準額をその回収方法に依存しない形で定義している
こととの間に、一見したところ矛盾が生じているようにみえる
ため、誤解のない説明を追加するように要請。

会計処理の論拠は同一会計基準内で首
尾一貫したものであるべし、という価値判
断

（会計基準の体系は整
合性・首尾一貫性を保
持すべし）

5

質問１３

過年度に継続事業の外で認識された項目
の税効果について、これを継続事業の外
に配分するよう求めているIAS第12号のよ
うな方法と、継続事業への配分を求めてい
るSFAS第109号のような方法（＝本公開草
案が支持している方法）の優劣

継続事業の外への
配分を求めるIAS第
12号のような方法を
支持

過年度に継続事業の外で認識された項目の税効果を継続企
業に配分する方法によれば、過去にOCI項目として認識され
た繰延税金資産・負債に関する税率変更等の影響を継続企
業に反映させる結果を生むが、これはリサイクリング前のOCI
項目に関する変動の影響を当期純利益に反映させるという
「直観に反する」結果を生む旨を指摘。またIAS第12号のよう
な方法は、複雑な配分を必要する、という理由で棄却されて
いるが、OCI項目はそもそも繰越欠損金や課税所得の発生
源ではない以上、複雑な配分を引き起こしているのは他の項
目であって、OCI項目ではない旨を指摘。そのうえで、当期純
利益とOCIの双方に影響を及ぼす税率の変更などと、OCIに
は影響を与えない「過去に生じた繰越欠損金に関する回収
可能性の見直し」などとで、提起されているふたつの方法を

OCIがもともと未確定の成果に起因する項
目である以上、その変動を（リサイクリング
前に）確定した成果（当期純利益）の構成
要素に含めるべきでない、という価値判断

「性質の異なる項目、例
えば確定した成果と未
確定の成果とは区分す
べし」

1

質問１５

繰延税金資産・負債を、それぞれが関わっ
ている（発生原因として跡づけうる）資産・
負債に関する区分に従って流動・非流動
に分類することの適否

賛成

回収・決済までの期間にてらして流動・非
流動分類を行う必要は、繰延税金資産・負
債とその他の資産・負債項目とで異ならな
い、という事実認識

（実態に適う会計処理を
行うべし）

1

質問１７ 要開示事項の有用性 原則として賛成
不確実性に関する説明の要求は、課税当局に対する企業の
立場を不利にするおそれが残ることから、当該情報を開示す
ることの要否について慎重な検討を要求。

ある情報の開示によって利害関係者が受
ける影響を幅広く斟酌すべし、という価値
判断

6

公開草案「認識の
中止」

2009年7月28日 質問１

認識の中止を評価すべき項目の決定等を
報告企業レベルで（連結財務諸表におい
ては企業集団への影響にもとづき）行うこ
との適否

賛成
報告主体内部（連結企業集団内部）にお
ける資産の移転等は、認識の中止の契機
となりえない、という価値判断

「連結企業集団内部に
おける資産の移転等
は、認識の中止の契機
となりえない」

7

質問２
認識を中止するかどうかの評価を行うべき
項目の適格要件に関する適否

反対

譲渡されない部分と譲渡される持分との間で独立したキャッ
シュフローが生み出されるべきことを要件として課している結
果、例えば「最初の90%部分の譲渡」と「持分の90%の比例的
な譲渡」とで適用される会計処理が異なってしまう（認識を中
止する場合としない場合が分かれてしまう）のは、「支配（の
喪失）」の重視という、本公開草案を支えている基本的な考え
方に抵触する事態が生じていることを指摘。本公開草案のこ
うした問題点（事実上、リスク・経済価値アプローチと同様の
結果となってしまうこと）は、問題となる資産の全体をひとつ
の単位として「継続的な関与」の存否などを判断していること
に起因している、と指摘。また本公開草案は、金融資産の
キャッシュフローに対するわずかな権利の譲渡だけで認識が
中止されてしまう事態を避けようと努めているが、本公開草
案のアプローチによればそのような事態が生じる可能性は低

具体的な規定は公開草案を支えている基
本原則と整合的であるべし、という価値判
断

（会計基準の体系は整
合性・首尾一貫性を保
持すべし）

5

質問３ 「譲渡」の定義の適否
基本的な考え方に
限って賛成

法的な意味での売却に該当しない取引の中にも「譲渡」に相
当するものがありうる、という点については同意。ただし法的
な意味での売却には該当しないが、本公開草案における「譲
渡」の定義を満たすことから認識の中止が求められている項
目のいくつかについては、事実上継続保有に等しいため、認
識の中止に相当しないことを示すべし、と指摘。「中止すべき
でないケース」には、本公開草案では譲渡・認識の中止に相
当するケースとみなされている買い戻し条件付きの売却も含

事実上の継続保有といいうるケースにつ
いては、認識の中止を認めるべきでない、
という価値判断

（実態に適う会計処理を
行うべし）

1

質問４

「継続的な関与」の有無によって認識を中
止すべきケースとすべきでないケースを区
分することの適否、および「継続的な関与」
規準に例外を設けることの適否

賛成
継続的な関与の有無は、認識を中止する
かどうかと密接に関わっているという事実
認識

（実態に適う判断規準を
設けるべし）

1
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質問５

「（譲渡人による継続的な関与が認められ
る状況において）譲受人が自己の便益の
ために資産を譲渡する実務上の能力」に
てらして認識を中止するかどうかを決定す
ることの適否

見直しを要請

認識を中止するかどうかの判断は、本来なら譲渡人の立場
から下されるべきだが、適用（運用？）を容易にするため例外
的に譲受人の立場から判断していること自体は許容。ただし
譲受人の能力の有無を「第三者への譲渡」という観点だけか
ら問うているが、そのような能力を持たなくても譲受人が同様
の便益を受けることは可能であることや、かりに譲渡する能
力を持たない場合であっても、譲受人が譲受資産に関する経
済的便益を享受することは可能であることを指摘。併せて、
AG52E(e)の説明と異なり、譲渡人による保証の存在も譲受
人による経済的便益の支配を否定しない旨を指摘。

譲受人が経済的な便益の支配を妨げられ
る場合と、妨げられない場合に対応する形
で、認識を中止すべき場合と中止すべきで
ない場合とを区分する規準を設けるべし、
という価値判断／本公開草案の提案では
それが達成できない、という事実認識

（実態に適う判断規準を
設けるべし）

1

質問６

認識の中止に関する要件が充足される
ケースにおいて、留保持分に適用される会
計処理の適否（cf.譲渡時点における公正
価値の比率に応じて、譲渡前の簿価、す
なわち全体に関わるものを「譲渡された部
分」と「留保された部分」に分割する方法の

原則として賛成

留保持分に対する投資は譲渡の前後で継続している旨を指
摘。ただし「認識の中止」の要件を満たす譲渡の一環で、譲
渡人が譲受主体に対する持分を取得するような特殊ケース
（22A）の一部については、投資が継続していない、という事
実認識に適う会計処理を適用したほうがよい、とも指摘。

取引の前後で投資が継続しているとみなし
うるケースにおいては、ストックの再評価
やそれに伴う評価差額の認識を行う必要
はない、という価値判断

「取引の前後で投資が
継続しているかどうか
は、ストックの再評価や
それに伴う評価差額の
認識を行うかどうかと密
接に関わっている。」

7

質問７
本公開草案で提案されている判断規準
（認識を中止するかどうかに関するもの）
の総体としての適否

代替アプローチは支
持せず。本公開草案
が提案しているアプ
ローチにいくつかの
修正を加えたものが
よい、と指摘。

金融資産は構成要素にもとづく分割が容易であるにもかか
わらず、本公開草案が譲渡対象資産を「全体」として取り扱っ
ている結果、例えば優先部分だけを売却し、劣後部分を留保
したとき、その事実を会計処理に反映させるのが困難となっ
ていることを指摘。その他、これまでの質問に対する回答の
要点を再度指摘。ただしわずかな権利の譲渡であっても、資
産全体の認識を中止し、留保持分に関して新たな資産を認
識する「代替アプローチ」のほうが、より深刻な問題を引き起

【最も強く働いている価値判断】取引の前
後で投資が継続しているとみなしうるケー
スにおいては、ストックの再評価やそれに
伴う評価差額の認識を行う必要はない、と
いう価値判断

「取引の前後で投資が
継続しているかどうか
は、ストックの再評価や
それに伴う評価差額の
認識を行うかどうかと密
接に関わっている。」

7

質問８
本公開草案の提案が、連結財務諸表に関
する公開草案を支えている基本的な考え
方と整合しているか否か

整合性を図ること自
体を疑問視

むしろ非金融資産に関する「認識の中止」との整合性を図る
べきことを指摘。すなわち本来なら構成要素を分解しうる金
融資産のほうが（少なくとも部分的な）認識の中止を行うのが
容易なはずなのに、本公開草案によると、むしろ認識を中止
する機会が非金融資産よりも狭められていることを問題視。

整合性を図ることが意味を持つのは、問題
の構造が等質的な場合に限られる、という
事実認識

（整合性を図ることが意
味を持つのは、問題の
構造が等質的な場合に
限られる）

5

質問９
金融負債の認識を中止する際に適用され
る基本原則の適否

一部を除き賛成
条件改訂を「認識の中止」の契機とみるのではなく、改訂内
容に応じた評価替えの契機ととらえるべきことを指摘。

金融負債の本体が条件改訂の前後で変
わらず存続している以上、支配の移転など
は生じておらず、したがって「認識の中止」
の契機も生じていない、という事実認識

（実態に適う判断規準を
設けるべし）

1

質問１１
IFRS第7号の改訂に関する提案（すなわち
開示を要求する事項に関する提案）の適
否

いくつかの点で改善
を要請

ノンリコースローンについては、ネットポジションを注記するの
ではなく、財政状態変動書において認識が中止されない（ノ
ンリコースローンに関連する）資産を間接控除する形で表示
すべきことを提案。その他2点の要改善事項を指摘。

「実態」に適う開示を行うべし／関連する情
報は組み合わせて開示すべし／趣旨が不
明確な項目の開示は要求すべきでない、
などの価値判断

1

ディスカッション・
ペーパー「リース
－予備的見解」

2009年7月14日 質問１
新たなリース会計基準の範囲は、現行
リース会計基準の範囲にもとづく旨の決定
の適否

反対

実質的に割賦購入に等しいリース物件は、使用権モデルが
適用されるリース物件とは質的に異なる以上、実質的に購入
した資産と考えられるもの（現在でいう所有権移転ファイナン
ス・リース）については使用権モデルを基調とする新たな会計
基準の範囲から除くべき、と指摘。

リース契約の質的な違いに応じて、異なる
基準を適用すべし（実質が異なるリース物
件については、リースという外形が共通し
ていても、異なる会計基準を適用すべし、
という価値判断）（実質優先思考）

（実質が異なるリース物
件については、リースと
いう外形が共通していて
も、異なる会計基準を適
用すべし）

1

質問２
非中核資産のリースや短期リースを新た
な会計基準から除外することの適否

一定の条件下で賛
成

会計基準の適用対象とすることのコストと便益とを比較考量
したうえで、コストが便益を超過してしまうものについては適
用範囲から除き、現行ルールでいう賃貸借処理を求めるべ

新たな会計基準を採択するかどうかを検
討する際には、採択に伴って生じるコスト
と便益とを比較考量すべし、という価値判

4

質問４ 「使用権モデル」を適用することの適否
一定の条件下で賛
成

使用権モデルの適用によって、現行ルールが抱えている問
題点の改善を図りうることを認めたうえで、随時解約可能な
リース契約についてまで、使用権としてのリース資産やリー
ス負債の計上を求めるべきでない、と主張。かりに随時解約
可能なリース契約にまで資産・負債の計上を求めた場合は、
予想されるリース期間の見積もりが著しく困難である旨も併

随時解約可能なリース契約からは、定義
を充足するような負債や、それにみあう資
産は生じない、という事実認識

「拘束性の強い契約を
締結しているか否かは、
資産や負債を認識する
かどうかと密接に関わっ
ている。」

7

質問６
当初の測定において、支払リース料総額
を借手の追加借入利子率を用いて割り引
くことの適否

反対

「貸し手による契約上の計算利子率」の見積りは困難だから
その適用を求めるべきではない、という本ディスカッション・
ペーパーの事実認識は正しくない、という立場を表明。また
追加借入利子率による割引現在価値は、通常、リース物件
の公正価値に等しくなる、という事実認識も正しくない、という
立場を表明。（見積りが可能であれば）現行ルールのとおり、
契約上の計算利子率による割引を優先すべし、と指摘。

貸し手が借り手に要求している利子率こ
そ、リース契約に際して借り手が負担する
利子費用（コスト）を反映しているという事
実認識／上記の実態を可能な限り利益計
算に反映させるべし、という価値判断

（実態に適う会計処理を
行うべし）

1

質問８
リース料の支払義務と使用権資産の双方
について、償却原価ベースの測定を行うこ
との適否

一定の条件下で賛
成

通常のリース契約については償却原価ベースの測定を行う
べきだが、短期リース等についてはその適用除外とし、より
簡便的な手法を容認すべし、と指摘。

新たな会計基準を採択するかどうかを検
討する際には、採択に伴って生じるコスト
と便益とを比較考量すべし、という価値判
断（これに加え、暗黙裡に、非金融資産に
ついては公正価値による継続的な再評価
が一般に行われておらず、使用権資産だ
けをその例外とする必然性は見出せな

4
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質問９
リース料の支払い義務について、公正価
値による継続的な再評価を容認することの
適否

反対

リース料の支払義務を「複数の構成要素からなるリース会計
固有の負債である」とみる立場と、リース契約の会計処理に
「単一の資産または負債アプローチを採用する（＝構成要素
への分解を行わない）」考え方のもとでは、償却原価による評
価に例外を認めるべきではない、と指摘。

投資の実態が等しい項目については、複
数の測定操作を認めるべきでない、という
事実認識

（実態が等しい項目に
は、等質的な会計処理
を適用すべし）

1

質問１０
追加借入利子率が変動した事実を反映さ
せるために、リース料支払義務を再評価す
ることの適否

反対

リース料支払義務の事後測定方法として償却原価ベースの
アプローチを採用する以上、追加借入利子率の変動を反映
させないやり方が、他の非デリバティブ金融負債の評価と整
合的である旨を指摘。

保有目的などに関して等質的な項目につ
いては、会計処理の整合性を図るべし、と
いう価値判断（ここでは非デリバティブ金融
負債、という性質に注目）

（実態が等しい項目に
は、等質的な会計処理
を適用すべし）

1

質問１２
使用権資産の価値下落にみあう費用の計
上区分を「償却費あるいは減価償却費と
異なるリース費用」とすることの適否

反対

事後測定において、使用権に関する費用計上とリース料支
払い義務に関する費用計上との間に「連携を図る（＝資産と
負債を一体とみなし、独立した存在とは考えないようにす
る）」必要はない旨を指摘。

リース契約締結以降、使用権資産とリース
料支払義務の価値とは環境変化に応じて
独立に変化しうる、という事実認識

「価格の決定要因が異
なるか否かは、ある複
数の項目について等質
的な会計処理を適用す
るか否かの判断規準と
して機能する。」

7

質問１３

契約期間に関して延長オプションが付され
ている場合において、「最も発生可能性の
高いリース期間」にもとづき会計処理を決
めることの適否

反対

オプションの行使が外形上明らかな場合などを除き、契約時
点においては最低契約期間にもとづき会計処理を決定し、事
後オプションの行使可能性が高まった時点で、その事実を
リース料支払い義務に反映すべし、と指摘。またディスカッ
ション・ペーパーの提案によれば、経営者に不必要な裁量を
与えることになる旨も指摘。

過度に不確実な見積りにもとづき会計処
理を決定すべきでない、という価値判断／
経営者に過度の裁量を認めるべきでな
い、という価値判断

（経営者に過度の裁量
を与え、客観性を損なう
べきではない）

3

質問１６

借手のリース料支払義務に、変動リース
契約における支払額を含むべし、という判
断の適否（発生可能性等を合理的に決定
することが事務上困難な偶発リース料の

反対
考慮すべき偶発事象の中には、長期の見積りを伴うものも含
まれており、少なくともそのような項目については、困難な見
積りを強いるべきではない、と指摘。

過度に不確実な見積りにもとづき会計処
理を決定すべきでない、という価値判断

（過度に不確実な見積も
りにもとづく測定を行う
べからず）

3

質問１７
借手のリース料支払義務には確率加重さ
れた変動リース契約における支払額を含
まなければならない、という提案の適否

反対
偶発リース料は、その金額を合理的に算定することができる
ようになった時に、「最も起こりうる金額」で測定しなければな
らない、と主張。

過度に不確実な状況で「無理に求めた」加
重平均値より、より確実に見積もりうる最
頻値による測定のほうが望ましい、という
価値判断

「洗練されているが、不
確実な見積もりに依拠し
ている測定値よりは、プ
リミティブだが不確実な
見積もりによらない測定
値のほうが望ましい」

2

質問１８

特定の指標やレートの変動に依拠してい
るリース料支払義務については、リースの
開始日における指標やレートを用いて測
定することの適否

反対

すべてのケースにおいて、リース開始日の指標やレートが将
来の支払額を規定するわけではないこと、したがって開始日
における指標やレートを用いるのは、それが将来の支払額を
規定するような取引条件となっている場合に限るべきことを

取引の「実態」に適う会計処理を適用すべ
し、という価値判断（環境条件に応じて会
計処理を使い分けるべし、という価値判
断）

（実態に適う会計処理を
行うべし）

1

質問１９
見積もり変動支払リース料の変動に応じ
て、リース料支払義務を再測定することの
適否

条件付きで賛成

「偶発リース料の認識が、その発生時期や発生金額を合理
的に決定できるようになってから行われることを前提とできる
なら」、そこで用いられた見積もりが修正された事実はストッ
クの評価に反映すべし、と指摘。

もともと合理的な将来見積もりに依存して
いる評価額については、見積もりが修正さ
れた事実を評価額に反映しなければなら
ない、という価値判断

「もともと合理的な将来
見積もりに依存している
評価額については、見
積もりが修正された事
実を評価額に反映すべ

7

質問２０

見積もり変動支払リース料の変動に応じ
て、リース料支払義務を再測定する際、(a)
その変動差額を損益認識するのか、それ
とも(b)使用権資産に関する簿価の修正に
充当するのか

会計処理の使い分
けを要求

見積もり変動支払リース料の変動が使用権資産の価値変動
と密接に結びついている場合もあれば、結びついていない場
合もあることを指摘。偶発リース料契約の内容に応じて会計
処理を使い分けることを要請。

取引の「実態」に適う会計処理を適用すべ
し、という価値判断（環境条件に応じて会
計処理を使い分けるべし、という価値判
断）

（実態に適う会計処理を
行うべし）

1

質問２１

残価保証の会計処理と、変動リース料に
関する会計処理とで整合性を保つべし、と
いう判断の適否（残価保証についても不確
実な見積もりを求め、それをストックの評
価にすみやかに反映するやり方の適否）

反対

長期のリース契約などにおいては、残価に関する見積もりが
きわめて困難と考えられることから、原則として、リース取引
開始時点においては残価保証の影響をリース料支払義務に
見積もりに反映させるべきではない、と指摘（例外的に残価
が明らかな場合を除く）。残価を合理的に算定することができ
るようになった時に、その事実を支払義務の見積もりに反映

過度に不確実な見積りにもとづき会計処
理を決定すべきでない、という価値判断

（過度に不確実な見積も
りにもとづく測定を行う
べからず）

3

質問２２
借手のリース料支払義務に関する区分表
示を強制することの適否

反対
任意開示にとどめることを要請。また「財務諸表の表示」プロ
ジェクトとの整合性を保つことを要請。

区分開示の要否は、企業の判断に委ねる
べし、という価値判断

同左 7

質問２３ 使用権資産をどう表示すべきか N/A

「使用権」という性質に適うのは無形資産としての表示だが、
どのような資産を使用して収益の獲得を図っているのかを示
すことのほうが投資家のニーズに適う、という判断から、原資
産であるリース物件の性質に応じて表示する方法（DPｋ8.9）
がよい、と指摘。

投資家は原資産であるリース物件の性質
に応じた使用権資産の区分表示を望んで
いる、という事実認識

4

DP6.4からDP6.6に記されている「非明示的なオプション」に関
するさらなる検討を要請。とりわけ再リースの可能性を当初
の測定に織り込むべきかどうか、に関する検討を要請。その
際、再リースの可能性が不明確な段階ではその事実を測定
に反映させるべきでなく、再リースがほぼ確実となった段階で
リース料支払い義務に反映すべし、と指摘。

過度に不確実な見積りにもとづき会計処
理を決定すべきでない、という価値判断

（過度に不確実な見積も
りにもとづく測定を行う
べからず）

3
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短期間で更新を繰り返しながら長期にわたって継続使用する
リース物件について、リース期間をどう設定すべきかに関す
る追加的なガイダンスを要求。

何をもって取引の実質とみるのかに関する
判断が当事者間で大きく分かれそうなケー
スについては、その統一を図るべし、という
価値判断（実質優先思考に由来する価値
判断）

1

借手がリース契約から生じる資産や負債を認識する時点の
決定に際しては、他の非金融負債に関する現行ルールとの
整合性を図るように要求。具体的には、リース契約の契約時
点において資産と負債を認識することは、非金融未履行契約
の存在は資産・負債を認識することの契機とならない、という
基本原則に反する旨を指摘。

等質的な項目（ここで注目されているのは
非金融負債としての等質性）については、
会計処理の整合性を図るべし、という価値
判断

（類似した構造を持つ会
計問題に関しては他領
域の個別基準との整合
性を図るべし）

5

サービス契約を含むリースで、サービスの対価が明示されて
いないものについて、リース物件の使用権とサービスに対す
る支払いとを区分する必要があるのなら、その方法に関する
ガイダンスを要求。併せて、両者の区分が困難な場合には
「一括処理」を容認するように要求。

異質な便益を生み出す項目については、
原則として異質な会計処理を適用すべし、
という価値判断／ただし原則の適用が過
度なコストを引き起こす場合は、簡便な処
理を容認すべし、という価値判断（実質優
先思考に由来する価値判断）

（異質な便益を生み出
す項目については、原
則として異質な会計処
理を適用すべし）

1

リースの開始日とリース期間の開始日との間に無視できない
時間の隔たりがある場合の会計処理を明らかにする必要が
ある、と指摘。

会計処理が明示的に定められておらず、
かつ周辺領域に適用されている会計基準
のうちの何に依拠して会計処理を決定す
ればよいのかも明らかでない場合は、明
示的なガイダンスを設定すべし、という価

（経営者に過度の裁量
を与え、客観性を損なう
べきではない）

3

質問２５
リース料を受け取る貸手の権利が資産の
定義を充足しているか否か

明確な回答を回避
定義を充足するケースはありうるものの、貸手の会計処理が
明示されていない以上、明確な判断は下せない旨を指摘。

測定ルールから独立に、ある項目が資産
の定義を充足するかどうかを論じることは
できない、という事実認識

「ある項目に関する測定
操作から独立に、当該
項目の定義を論じること
はできない。」

7

質問２６

貸手の会計処理を支える基本原則として、
(a)貸手にリース物件に関する認識の中止
を求めるアプローチと、(b)貸手に新たな履
行義務の認識を求めるアプローチのうち、
いずれが適切か

条件に依存している
旨を指摘

リース契約の契約によって、リース物件の使用による便益を
貸し手が享受できなくなるような場合には認識の中止が適切
だと指摘。他方、締結後も貸手が引き続き何らかの便益を享
受するようなリース契約もありえ、その場合には認識を中止
すべきでない、と指摘。

取引の「実態」に適う会計処理を適用すべ
し、という価値判断（環境条件に応じて会
計処理を使い分けるべし、という価値判
断）

（実態に適う会計処理を
行うべし）

1

質問２７
貸手がリースの開始時点において収益を
認識するのが適切となるようなケースの存
否

直接的な回答は留
保

単純なリース以外（販売型リース、直接金融リース、レバレッ
ジド・リースなど）を網羅的に検討し、詳細なガイダンスを提
供すべし、と主張。

N/A 7

質問２８
投資不動産の会計処理を、貸手の会計処
理に関する新たな会計基準の範囲に含め
ることの適否

賛成
リース物件が動産か、それとも不動産かは会計処理の違い
を生み出さない、と指摘。

等質的な項目（ここで注目されているのは
賃貸目的で保有する事業資産としての等
質性）については、会計処理の整合性を図
るべし、という価値判断

（類似した構造を持つ会
計問題に関しては他領
域の個別基準との整合
性を図るべし）

5

ディスカッション・
ペーパー「顧客と
の契約における
収益認識に関す
る予備的見解」

2009年6月19日 質問１
企業の契約資産または契約負債の変動に
もとづく、単一の収益認識原則（本DPが提
案しているもの）への賛否

条件付きで賛成

(1)認識される収益の総額が顧客対価に等しくなること、(2)履
行義務を顧客対価で測定し、したがって契約開始時点におい
ては収益を認識しないこと、(3)履行義務の事後的な再測定
を原則として行わず、履行義務が充足される場合に限って収
益を認識すること、が満たされている限り、DPが提案してい
る収益認識モデルは有用な情報を生み出す、と指摘。その
理由として、上記の原則によれば、IASBやFASBの概念FWに
もとづく収益認識（確実となった時点で実績値としての成果を
収益計上する方法）が行われることになるため、を指摘。

計上される収益はフィードバック価値を有
しなければならない、という価値判断／左
記(1)から(3)までが満たされればフィード
バック価値を有する情報が提供される、と
いう事実認識

「企業会計で認識する
収益は確定した実績値
としての成果という特質
を備えるべし。」

1

質問２
企業の契約資産または契約負債の変動に
もとづく、単一の収益認識原則では有用な
情報を提供できないケースの存否

存在する、という立
場を表明

成果についての事前の期待が異なれば、踏襲すべき収益認
識のモデルも違ってくる旨を指摘（長期請負工事契約を例
示）。

投資に寄せられる事前の期待が収益のと
らえ方を規定する、という事実認識

「会計処理は主として保
有目的等に依存して決
定される。」

4

質問３ 「契約」の定義の適否 賛成
簡潔で、会計基準の適用範囲に含めるべき項目を網羅して
いるため、である旨を指摘。

簡潔性や網羅性は、定義に求められる特
性の代表例だという事実認識

4

質問４

「履行義務」の定義の適否（提案されてい
る定義によったとき、契約において企業が
提供すべきものを整合的に識別できるか
否か）

条件付きで賛成

(1)(a)「契約における提供物（または要素）」には、顧客に直接
提供される要素のみならず、間接的に提供される要素も含ん
でいること、(b)かりに直接提供される要素だけを「提供物」と
みるのであっても、間接的に提供される要素を「直接的に提
供される要素の取得原価を構成するもの」とみること、の2点
が保証されていること、(2)資産を第三者が利用する場合の
収益認識がDPの範囲に含まれているかどうかを明確にすべ
きこと、(3)履行義務を擬制すべきケースと、すべきでない
ケースとの識別規準を明示すること、などを要求。

等質的な項目については、会計処理の整
合性を図るべし、という価値判断／何を
もって取引の実質とみるのかに関する判
断が当事者間で大きく分かれそうなケース
については、その統一を図るべし、という
価値判断

（類似した構造を持つ会
計問題に関しては他領
域の個別基準との整合
性を図るべし）および
（経営者に過度の裁量
を与え、客観性を損なう
べきではない）

3 ａｎｄ 5

本ディスカッション・ペーパーには記されて
いないが、今後検討すべき問題があれば
それを指摘されたし、という要請への対応

N/A質問２４
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質問５
複数の履行義務を分割する際、顧客に対
して約束した資産を移転する時点を基礎と
することの適否

条件付きで賛成

履行義務をどう識別するのかは、問題となっている契約に固
有の条件にもとづいて行うべきであり、他の契約において当
該履行義務がどう取り扱われているのかは無関係であること
を明示するよう要請。また履行義務が充足されたかどうかを
図る際に重視される「支配が移転したかどうか」が多義的に
解釈されないよう、「支配の移転」に明確な定義を与えるよう
に要求。その際、何をもって「支配の移転」とみるのかに関す
る基本原則は、基本原則として明示すべきであり、何が基本
原則なのかについて読み手に解釈の余地を与えるべきでは

どのような期待がそれぞれの投資に寄せ
られているのかは、投資対象が同一で
あっても文脈次第で異なりうる、という事実
認識／投資に寄せられる事前の期待の違
いが収益のとらえ方の違いに結びつく、と
いう事実認識／不必要に多義的な解釈が
残るような表現を用いるべきではない、と
いう価値判断

「会計処理は主として保
有目的等に依存して決
定される。」「資産や負
債の外形的な特徴はそ
の保有目的を一義的に
は規定しない。」および
（経営者に過度の裁量
を与え、客観性を損なう
べきではない）

4 ａｎｄ 7 3

質問６
返品の請求を受けた場合に対価を返還す
る義務を履行義務のひとつとみる考え方
の適否

賛成

企業が一定期間にわたり無条件に返金に応じる義務を負っ
ているような場合は、財の引渡し局面における「支配の移転」
と返品に応じるサービスに関する「支配の移転」とは独立であ
り、少なくとこのようなケースについては、返品に関する義務
を独立した履行義務とみなしうる旨を指摘。

契約条件にてらして「独立している」とみな
しうる義務は、会計上でも独立把握すべ
し、という価値判断

（実態に適う会計処理を
行うべし）

1

質問７
販売インセンティブ（ポイントサービスなど）
が履行義務となりうるか否か

賛成

契約条件次第では、独立した履行義務とみなしうる旨を指摘
（DPは、付与された販売インセンティブにもとづく便宜が図ら
れるタイミングが当初の販売時点と異なれば、その事実を
もって独立した履行義務とみなしうる旨、DP3.24で指摘。その
考え方にてらせば、多くの販売インセンティブは独立した履行
義務となりうることを併せて指摘）。

「契約条件にてらして独立しているかどう
か」の判断規準のひとつは「履行のタイミン
グが異なるかどうか」だという事実認識

（実態に適う会計処理を
行うべし）←「契約条件
にてらして独立している
かどうかは履行のタイミ
ングが異なるかどうかに
依存している」

1

質問８

顧客が約束された財の支配を獲得したこ
と、あるいは約束されたサービスを受領し
たことをもって、履行義務が充足されたと
みなすことの適否

賛成

約束された財は企業と顧客のいずれかが支配しているもの
であるから、企業にとって財の支配が移転したかどうかを顧
客の観点から判断してもよい旨を指摘。併せて、いつ支配が
移転したのかは契約条件に依存して決まる旨をDPが明示す

財やサービスの支配は取引当事者の一方
だけに帰属する、という事実認識

（実態に適う会計処理を
行うべし）←「財やサー
ビスの支配は取引当事
者の一方だけに帰属す

1

質問９
履行義務の充足を待たずに収益を認識す
ることによって、かえって有用な情報が提
供されるようなケースの存否

存在する、という立
場を表明

通常は履行義務の充足時点が投資成果の確定時点である
から、確定した成果を認識する手段として「履行義務の充足
に着目した収益認識」は意味を持つ。しかし履行義務の充足
以前に成果が確定しうるケースでは、義務の履行状況にか
かわらず、成果が確定した事実にてらして収益を認識するほ
うがよい。請負工事契約における工事進行基準の適用がそ
の典型例だと主張。

収益を認識すべきかどうかは、第一義的
には、成果が確定したかどうかにてらして
判断すべし、という価値判断

（具体的な判断規準とそ
れを支えている基本理
念とに食い違いがみら
れる場合は、基本理念
のほうを優先すべし）

5

質問１０(a)
履行義務を取引価格で当初測定すること
の適否

賛成

質問１に対する回答で記したとおり、この方法によれば、
IASBやFASBの概念FWにもとづく収益認識（確実となった時
点で実績値としての成果を収益計上する方法）が行われるこ
とになるため、と指摘。

計上される収益は確定的な成果に裏づけ
られ、フィードバック価値を有しなければな
らない、という価値判断

「企業会計で認識する
収益は確定した実績値
としての成果という特質
を備えるべし。」

1

質問１０(b)

履行義務の充足に要すると見込まれるコ
ストがその簿価を超過する場合に、履行義
務は不利な状態に置かれたものとみなし、
再測定を求めることの適否

DPに記されている条
件下で損失を計上
することには賛成、
しかし履行義務の再
測定をつうじて損失
を計上することには
反対

企業にとって不利な状況は、主として将来における財・サービ
スの提供に必要なコストの増加によって引き起こされたもの
であり、そうであれば、履行義務とは独立した引当金の設定
によって対応すべし、と主張。これと併せて、経営者による恣
意的な利益操作を避けるため、契約が不利な状態に陥った
かどうかの判定に際しては、マージンを含まない金額にもと
づいて下すべきことを指摘。

既存のストック項目に関する評価額の算
定根拠と、「事後に判明した不利な事象」と
の関係が希薄な場合は、独立したストック
項目を新たに認識すべし、という価値判断

「既存のストック項目に
関する評価額の算定根
拠と、『事後に判明した
事象』との関係が希薄な
場合は、既存のストック
に関する評価を修正す
るのに代え、独立したス
トック項目を新たに認識
すべし」

7

質問１０
(c)(d)

顧客が約束された財の支配を獲得したこ
と、あるいは約束されたサービスを受領し
たことをもって、履行義務が充足されたと
みなすことの適否、および顧客対価アプ
ローチ以外に依拠すべきケースの存否（←
ASBJはこの質問を「DPが掲げている、履
行義務の測定目的の適否」と読み替えて

直接的な回答を留
保（左記の「読み替
え」を前提とした場
合は一部賛成、一部
反対）

契約に関連する業績の把握、という観点から履行義務を測
定することには合理性を見出せるものの、財やサービスを移
転する旨の契約から生じる債務を描写する観点から測定す
ることには合理性を見出せない、と指摘。その理由として、後
者の観点を強調した場合は、DPにおいて現在採用されてい
る取引価格測定アプローチ以外が適切なものとみなされるよ
うになるため、を指摘。

計上される収益は確定的な成果に裏づけ
られ、フィードバック価値を有しなければな
らない、という価値判断

「企業会計で認識する
収益は確定した実績値
としての成果という特質
を備えるべし。」

1

質問１１(a)
契約締結コストを回収するために顧客に
請求する金額を、履行義務の当初測定額
に含めることの適否

賛成

当該コストを含まない金額で履行義務を測定した場合は、履
行義務が相対的に小さく評価される結果、当初測定時点に
おいて収益が計上される結果となりうる。それは確定した成
果の把握という、収益認識の基本原則に反することである旨

計上される収益は確定的な成果に裏づけ
られ、フィードバック価値を有しなければな
らない、という価値判断

「企業会計で認識する
収益は確定した実績値
としての成果という特質
を備えるべし。」

1

質問１１(b)
契約の組成コストを発生時費用処理する
ことの適否（発生時に費用処理した場合、
有用な情報が提供されなくなるかどうか）

条件に依存している
旨を指摘

将来の経済的便益に結びつくものは資産計上し、その可能
性が低いものは発生時費用処理すべし、と指摘。

資産計上するかどうかは、資産の定義に
てらして判断すべし、という価値判断

（ある項目を会計上の認
識対象とするかどうかの
判断に際しては、その
項目の定義に着目すべ

6

質問１２
履行義務の基礎となる財やサービスの独
立した販売価格にてらして取引価格をそれ
ぞれの履行義務に配分する方法の適否

賛成
独立した販売価格が明らかであれば、それこそがそれぞれ
の履行義務を充足した場合に見込まれる対価を端的に反映
していると考えられるため、と指摘。

それぞれの履行義務を充足することで受
領しうる対価は、その基礎となる財やサー
ビスの独立した販売価格に最も端的に反
映されている、という事実認識

（実態に適う会計処理を
行うべし）←「それぞれ
の履行義務を充足する
ことで受領しうる対価
は、その基礎となる財や
サービスの独立した販
売価格に最も端的に反
映されている」

1
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質問１３
実際には別々に販売していない財やサー
ビスについて、独立に販売した場合の仮想
的な価格にもとづく配分を許容するか否か

直接的な回答を留
保

問題とされている状況では、むしろ履行義務を分割せず、一
体としてとらえる必要があるかもしれない、と指摘。

分割販売しえない財やサービスについて
は、一体として処理すべし、という価値判
断

（実態に適う会計処理を
行うべし）←分割販売し
えない財やサービスに
ついては、一体として処
理すべし

1

ディスカッション・
ペーパー「財務諸
表の表示に関す
る予備的見解」

2009年4月14日
包括利益と当期純利益とをともに開示する旨の決定、とりわ
け当期純利益の算定にあたってリサイクリングの手続を維持
することとした決定を支持。

市場関係者が有用性を見出してきたと考
えられる情報の開示は継続すべし、という
価値判断

「市場関係者に支持さ
れている情報を計算・開
示すべし。」

5

DPによる提案内容が実行可能なものであることを慎重に確
かめるよう要請。その点、IASBによるフィールド・テストの結
果には偏りが生じているおそれがあるため、その利用には慎
重なスタンスで臨むことを要望。

実践可能な会計基準を開発すべし、という
価値判断

4

DPを貫いている「一体性」の要請は、有用性を支えるひとつ
の特性に過ぎず、「一体性」それ自体を偏重した場合は、か
えって有用性が損なわれる可能性があることを指摘。

達成すべき目標の階層構造を意識すべし
／下位の目標に固執するあまりより上位
の目標が達成されなくなるような事態は避
けるべし、という価値判断

「達成すべき目標の階
層構造を意識すべし。
すなわち下位の目標に
固執するあまりより上位
の目標が達成されなくな
るような事態は避けるべ

3

キャッシュフロー計算書に期待されている役割との関係にお
いて、間接法を禁止する積極的な理由はなく、その採用を引
き続き容認するように要請。

市場関係者が有用性を見出してきたと考
えられる情報の開示は継続すべし、という
価値判断

「市場関係者に支持さ
れている情報を計算・開
示すべし。」

5

非支配持分に帰属する利益と親会社に帰属する利益とをど
う区分表示するのかという問題は、本DPでの検討範囲から
除かれているが、「財務諸表の表示」の根幹に関わる問題で
あることを指摘。そのうえで、親会社に帰属する当期純利益
の区分表示を要請。

ある会計問題に関して明確な解決を図ら
ない限り、新たに開発している会計基準を
支える基本原則が明らかにならない状況
では、その問題に関する解決策を明示す
べし、という価値判断

（特定領域に適用される
新たな会計基準の内容
次第で会計基準の体系
が大きく変容しうる状況
で、かつ会計基準の体
系を支えている基本理
念の明確化が求められ
ている状況では、当該
個別基準の開発を急ぐ
ことで基本理念の明確
化を図るべし）

7

本DPと密接に関わっている他のプロジェクトとの相互関係を
意識するように要請。

市場関係者がこれまで受け入れてきたも
のとは異なる基本原則の導入を新たに求
める場合は、その導入がより有用な情報
の提供に資するかどうかを慎重に確かめ
るべし、という価値判断

（新基準の開発に際して
は、それがより有用な情
報の提供に資するかど
うかを重視すべし）

6

質問１

DP2.5から2.13で説明されている「財務諸
表の表示」の目的、とりわけ「一体性の目
的」は、会計情報に関する有用性の改善
に資するか否か

改善に結びつかない
おそれのある項目を
多数指摘

一体性目的を貫徹しようとした場合、例えば有形固定資産な
どは財政状態変動表のみならずキャッシュフロー計算書にお
いても営業項目に含めた場合、現行基準において「投資活
動」に含まれている項目の多くが「営業活動」に表示されるこ
ととなる。CF計算書における営業と投資との区分を投資家ら
が有用な区分と考えているのであれば、一体性目的の貫徹
は、かえって有用性を損ないうる、と指摘。

達成すべき目標の階層構造を意識すべし
／下位の目標に固執するあまりより上位
の目標が達成されなくなるような事態は避
けるべし、という価値判断

「達成すべき目標の階
層構造を意識すべし。
すなわち下位の目標に
固執するあまりより上位
の目標が達成されなくな
るような事態は避けるべ
し」

3

質問２
事業活動と財務活動との区分がより有用
な情報の提供に資するか否か

具体的な区分それ
自体については否
定的な見解を表明

事業と財務との区分が、投資家が企業価値を評価する際に
依拠する区分（金融投資の価値と事業投資の価値との合計
額として企業価値を算定することや、金融投資と事業投資と
で価値の見積りに用いられる手法が異なること）であるのは
たしかだが、その事実からただちに、財務諸表横断的に「営
業」「財務」の区分を行うべし、という判断が導かれてくるわけ

財務諸表の表示形式を変更する旨の提案
を行うのであれば、その変更からどのよう
な便益がなぜ期待されるのかを明示する
ように要請。

（新基準の開発に際して
は、当該基準の導入に
よってどのような影響が
及ぶのかを明示すべし）

7

質問３
所有者持分を財務カテゴリーの内訳要素
とするのか、それとも独立したひとつのセク
ションとして表示するのか

独立したセクションと
する方法を支持

所有者持分を財務カテゴリーの内訳とする場合、財務カテゴ
リーには所有者の取引結果と非所有者との取引結果とが混
在することとなる一方で、包括利益利益計算書には非所有者
との取引の影響だけを反映することとされており、矛盾が生じ
てしまうことを指摘。

同一DPにおける提案は、一貫した論拠に
支えられた整合的なものであるべし、とい
う価値判断／投資家らによる情報の利用
実態に適う区分を行うべし、という価値判
断

（特定の会計基準を支
えている論拠は、当該
会計基準内で首尾一貫
性を保つべし）

5

質問４
非継続事業（廃止事業）に関して独立した
セクションを設けることの適否

賛成
財務諸表の利用者は継続事業に関する業績と非継続事業
に関する業績とを区分する可能性が高い旨を指摘。

財務諸表利用者に適う形式で表示を行う
べし、という価値判断（投資家らは継続事
業に関する業績と非継続事業に関する業
績とを区分する、という事実認識）

「市場関係者に支持さ
れている情報を計算・開
示すべし。」

5

質問５
セクションやカテゴリーの設定に際してマ
ネジメント・アプローチを踏襲することの適
否

賛成
経営者と利用者とのコミュニケーションの促進、という観点か
らマネジメント・アプローチが望ましい、と指摘。

マネジメント・アプローチに依拠すれば、よ
り多くの情報が利用者に提供されることに
なる、という事実認識

「市場関係者に支持さ
れている情報を計算・開
示すべし。」

5

総論
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質問６

資産と負債について、事業セクションと財
務セクションのいずれかに表示するよう要
求することをつうじて、主要な財務比率の
算定が容易となるか否か

明確な回答を留保
セクションをどう区分するのか、その手法が明らかにされない
状況では、容易になるとも、ならないとも言い切れない旨を指
摘。

新たな提案の適否は、より具体的なルー
ルのあり方に依存している、という事実認
識（議論が抽象度の高い次元にとどまって
いる限り、提供される情報の有用性は判
断できない、という事実認識）

（新たな会計基準のあり
方に関する議論が抽象
度の高い次元にとど
まっている限り、提供さ
れる情報の有用性は判
断できないこともありう

7

質問７
企業レベルではなく、報告セグメントレベル
で資産と負債を分類することの適否

賛成
報告セグメントレベルでの分類は、マネジメント・アプローチを
採用していることとも整合的である旨を指摘。

セグメントレベルでの区分を経営者に委ね
ることをつうじて、投資家らが必要としてい
る内部情報の提供を期待しうる、という事
実認識

「より多くの内部情報を
引き出しうる計算・開示
ルールが望ましい」

7

質問８
資産に関するどのような情報の開示をセ
グメント別に要求すべきか

右記の通り

過度に詳細な情報は不要であり、基本的には資産総額の開
示で十分だが、企業が財務費用をセグメント別の業績に含め
ている場合などは、セクション毎の総額を開示する必要が生
じるかもしれない、と指摘。

開示に要するコストと、コストをかけたこと
で期待される便益とのバランスを図るべ
し、という価値判断

（開示に要するコストと、
コストをかけたことで期
待される便益とのバラン
スを図るべし）

4

質問９
事業セクション、ならびにその構成要素で
ある営業カテゴリー・投資カテゴリーに関
する定義の適否

カテゴリーの具体的
な区分方法（core
vs. non-core）につい
て反対

コアとなる活動が営業カテゴリーに、ノンコアの活動が投資カ
テゴリーに対応している、という本DPの立場に反対。恣意的
で濫用の対象となりがちで、実務的でも有意義でもない、とい
うのがその理由である。代替案として、営業カテゴリーを「事
業の経常的な活動に関わるもの」と定義する方法や、投資カ
テゴリーを「政策的投資」などと限定例示する方法を提示。

過度に大きな裁量の余地が残されている
分類規準を採用すべきでない、という価値
判断

（経営者に過度の裁量
を与え、客観性を損なう
べきではない）

3

質問１０
財務セクション、ならびにその構成要素で
ある財務資産カテゴリー・財務負債カテゴ
リーに関する定義の適否

賛成

資金管理資産(treasury asset)を財務セクションに含める決定
について賛成。また財務カテゴリーにどのような金融資産・金
融負債を含めるのかについて、経営者に柔軟な判断の余地
を与えたことにも賛成

明示的な記述なし 7

質問１２
現金同等物を現金の一部とみるのではな
く、他の短期投資と同様に表示し、また分
類しなければならない、という決定の適否

賛成 詳細な記述なし 詳細な記述なし 7

質問１３
測定基礎が異なる資産や負債について
は、財政状態変動書において区分表示す
べし、という決定の適否

条件付きで賛成
過度に詳細な区分を設けても、それが情報の有用性を高め
る保証はない旨を指摘。

開示に要するコストと、コストをかけたこと
で期待される便益とのバランスを図るべ
し、という価値判断

（開示に要するコストと、
コストをかけたことで期
待される便益とのバラン
スを図るべし）

4

質問１４
包括利益とその構成要素を単一の包括利
益計算書に表示すべし、という決定の適否

反対
本DPが当期純利益と包括利益の双方を開示するよう求めて
いることに鑑みれば、2計算書方式を廃止すべきでない、と主
張。

本DP3.29に記されている見解とは異なり、
すべての損益項目を単一の包括利益計算
書に含めなくても投資家らは損益情報を正
しく理解できるし、単一の計算書に収容さ
れていなくても比較可能性が損なわれるこ
とはない、という価値判断

「投資家はそれほどナ
イーブな存在ではない」

7

質問１５

為替換算調整以外のOCI項目について、
営業活動、投資活動、財務資産・財務負
債のうちいずれに関連するものなのかを特
定し、表示することを求める決定の適否

賛成 詳細な記述なし 詳細な記述なし 7

質問１６

情報の有用性がいっそう高まると見込まれ
る場合には、セクション・カテゴリーのそれ
ぞれにおいて収益・費用・利得・損失を機
能別、あるいは性質別に、さらに詳細に分
解すべし、という決定の適否

総論としては賛成、
具体的な要求事項
には反対

機能別、あるいは性質別の詳細な分解がいっそう有用な情
報を生み出す可能性については否定しないが、本DPが3.42
以降で具体的に求めている開示事項は詳細に過ぎる旨を指
摘。

開示に要するコストと、コストをかけたこと
で期待される便益とのバランスを図るべ
し、という価値判断

（開示に要するコストと、
コストをかけたことで期
待される便益とのバラン
スを図るべし）

4

質問１７
本DP3.55に記されている形で法人所得税
を配分することの適否

賛成 「現行の当期純利益が確保されるため」とだけ指摘。

詳細な規定なし（「現行の当期純利益が確
保されるため」とあるのは、おそらく、廃止
事業セクションとその他の包括利益セク
ションへの期間内配分を維持すれば、投
資家が重視しているとされる「継続企業か
らの税引後利益」の表示を維持できるた
め、ということと考えられる。）

7

質問１８
外貨建取引による為替差損益を、当該損
益を生み出した資産と同じセクション・カテ
ゴリーに表示すべし、という決定の適否

具体的な提案には
懸念を表明

本DPの提案に対し、基本理念の次元で賛意を示しつつも、
その厳格な適用を図ろうとすると煩雑な手続が求められる
ケースも生じると予想されることから、簡便な方法を認めるよ
うに要請。

開示に要するコストと、コストをかけたこと
で期待される便益とのバランスを図るべ
し、という価値判断

（開示に要するコストと、
コストをかけたことで期
待される便益とのバラン
スを図るべし）

4

質問１９
間接法を廃止し、直接法を強制することの
適否

反対

直接法を強制することで期待される便益が明示されていない
旨を指摘。また損益計算書とキャッシュフロー計算書とが相
互補完関係にあるといいうる場合には、間接法によることで
有用な情報を開示しうる旨を指摘。

キャッシュフロー計算書には、損益情報の
補完という役割が期待されている、という
事実認識／その役割を果たすためには、
利益とキャッシュフローとのズレを生み出し
ている項目が示されている報告書のほう
が有用だという価値判断

（計算・開示手法は、計
算・開示目的に適うもの
であるべし）

5
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質問２０
直接法を適用する場合に負担すべきコスト
としてどのようなものを想定できるのか。

多数の子会社を有する企業集団においては、直接法を適用
するためのシステム開発に多大なコストを要すること、在外
子会社が多く為替換算の影響が強いケースでも煩雑な調整
が強いられること、表示科目の数が多い場合は、作成のため
のコストがさらに増大することなどを指摘。

間接法が支配的な現状を与件としたとき、
直接法への移行にコストを要するのに加
え、直接法による計算が根付いた後も多く
の煩雑な調整が必要になる、という事実認
識

同左 7

質問２１

バスケット取引の影響額を複数のセクショ
ンまたはカテゴリーに分類し、影響額合計
の配分を求めるのか、それとも単一のカテ
ゴリー等に分類し、配分を行わないのか

配分を行わない方法
を支持

一体として取り扱われている以上、バスケットに含まれている
個々の資産・負債ではなく、バスケット取引自体の性格に着
目してバスケット取引の影響を単一のカテゴリーに表示する
よう要請。

一体として機能する資産群について、構成
要素ごとに分類する必要はない、という価
値判断

「一体として機能する資
産群については、当該
資産群を測定単位とす
べし」

7

質問２３
キャッシュフローを包括利益に調整し、包
括利益を４つの要素に分解するための調
整表（DP4.19）の開示を求めることの要否

反対

キャッシュフロー計算書を間接法によって作成することを認め
さえすれば、DPの調整表によって提供される情報の大部分
は提供されるはすであると指摘。キャッシュフロー計算書を直
接法によって作成することを与件とした場合、DPの提案する
調整表の作成負担は大きいにもかかわらず、そこで提供され
る情報がどのような便益を生み出すのかは明らかでない旨を

開示に要するコストと、コストをかけたこと
で期待される便益とのバランスを図るべ
し、という価値判断／直接法と調整表開示
の強制、というコストのかかる方法より、安
価で同様の便益を享受しうる方法（間接法
の維持）を採用すべし、という価値判断

（開示に要するコストと、
コストをかけたことで期
待される便益とのバラン
スを図るべし）

4

質問２４
公正価値の変動について、さらに詳細な
分解を行うことの要否

直接的には回答せ
ず

金融商品PJで検討すべき課題と主張。
より直接的に関わる別のプロジェクトがあ
るのなら、そのプロジェクトに検討を委ねる
べし、という価値判断

同左 7

質問２５
代替的な調整様式を視野に収めて検討す
ることの要否

不要

純利益と営業キャッシュフローとの関係であれば、間接法を
容認するだけで必要な情報が提供されるため、代替的な調
整様式を検討する必要はない、と主張。（→IASBによる質問
を矮小化してとらえたコメントとなっているおそれあり）

現在提供されている情報で投資家らの情
報ニーズに十分応えられている、という事
実認識

「間接法で投資家らの
情報ニーズに十分応え
られている」

7

その他
営業循環基準による流動・固定分類を禁止し、一年基準を一
律適用することには積極的な意義を見出せない、と主張。

むしろ営業循環基準の採用が有用な情報
の提供に役立っている、という事実認識

「営業循環基準による流
動・固定分類のほうが
有用な情報の提供に役
立っている」

7

公開草案「連結財
務諸表」

2009年3月19日 質問１
提案されている「支配」の定義が、SIC第12
号対象企業のすべてに適用しうるか否か

質問２
「支配の原則」にてらして連結の範囲を決
定することの適否

質問３
支配が及んでいるか否かに関するガイダ
ンスの適否

いつくかの修正を要
求

必ずしも過半数近くの議決権を有していなくても、議決権にて
らして「支配が及んでいる」とみなされるケースはありうること
を示し、第27項(a)を「実際に用いられる」という意味で実行可
能なものとするよう要請。またアレンジメントやその結果として
のインディケーターがパワーを持つかどうかは、議決権と組
み合わさっているかどうかと関わっていることを示すような改
善を要請。

過去の経験にてらして、一定のバイアスが
かかった解釈が行われる見通しのもとで
は、そのような解釈が行われないように表
現を工夫すべし、という価値判断／個別規
定は、会計基準を支えている基本原則（こ
こでは「支配が及んでいるかどうか」にもと
づく連結範囲の決定）と整合的であるべ
し、という価値判断

（会計基準の体系は整
合性・首尾一貫性を保
持すべし）および（会計
基準を支える基本理念
に適う解釈が期待でき
ない状況では、それに
適う解釈へと導くような
ガイダンスを提供すべ

5

質問４
支配が及んでいるかどうかの判断に際し、
オプションや転換可能な金融商品をも考慮
する旨を定めているEDの提案の適否

賛成

オプション等については、権利の行使が見込まれる場合ぱか
りでなく、行使しないことが明らかな場合にも行使を前提とし
たルールを適用することとなるEDの提案には反対もみられる
が、行使可能性の有無については別段の対応をすればよ
い、と指摘。

「議決権以外によっても企業を支配するパ
ワーは生じうる」という、ED全体を支える考
え方との整合性を図るべし、という価値判
断

（会計基準の体系は整
合性・首尾一貫性を保
持すべし）

5

質問５

他者の利害と私的な利害の双方を有する
主体については「他者のための議決権を
行使することが明らかな場合に限って、当
該主体が支配を及ぼしているかどうかの
判断に際して、当該議決権を考慮外に置
く」旨の決定の適否（BC95）

賛成

当事者がいずれの利害に沿って行動しているのかが不明確
な場合について、支配が及んでいるかどうかの判断を一律に
定めていない（多様な可能性に含みを持たせている）点を評
価。

本質が異なる複数の事象に画一的なルー
ルを適用すべきでない、という価値判断
（実質優先思考）

（←異質な項目には異
質な基準を適用すべし）

1

質問６ 「組成された企業」の定義（ED30）の適否

反対（議決権をつう
じて支配される企業
と組成された企業に
ついて、一貫した考
え方に支えられた
別々の規定を設ける
こと自体には賛成）

質問３に対する回答に記されているように、アレンジメントや
その結果としてのインディケーターがパワーを持つかどうか
は、議決権と組み合わさっているかどうかと関わっているもか
わらず、その点が不明確となっているED第29項を含んだ形で
「組成された企業」が定義されていることを問題視。むしろ「議
決権を通じては、その活動が左右されない企業」と定義する
ことを要請。

個別規定は、会計基準を支えている基本
原則（ここでは「支配が及んでいるかどう
か」にもとづく連結範囲の決定）と整合的で
あるべし、という価値判断

（会計基準の体系は整
合性・首尾一貫性を保
持すべし）

5

質問７
「組成された企業」の支配の評価に関する
ガイダンスの適否（支配の定義の整合的
な適用に貢献しているか否か）

一部の修正を要求

(a)組成された企業と組成された企業以外とで、「支配」概念
に支えられた、一貫した判断基準が下されていないケース、
(b)「支配」の解釈について首尾一貫性が保たれていないケー
ス、(c)組成された企業に限定された文脈において、具体的な
判断に関する首尾一貫性が保たれていないケース、などが
存在している旨を指摘。

個別規定は、会計基準を支えている基本
原則と整合的であるべし、という価値判断

（会計基準の体系は整
合性・首尾一貫性を保
持すべし）

5

連結の範囲に含めるべき組織か否かは支
配が及んでいるか否かで決定しうる、とい
う価値判断／その「支配」は、パワーとリ
ターンとに依存している、という事実認識

パワーとリターンという側面に着目して支配を定義し、その支
配にてらして連結の範囲を定義することで、統治機関が必ず
しも必要とされない企業にも首尾一貫した判断基準を適用し
うる旨を指摘。その一方で、上記の概念を具体的にどう適用
するのかが不明確な状況も存在する旨を指摘。

原則論として賛成

「連結の範囲に含める
べき組織か否かは支配
が及んでいるか否かで
決定しうる。そこでいう
『支配』は、パワーとリ
ターンとに依存してい
る。」

7
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質問８
支配に依拠した判断規準に加え、例外的
に、リスクと経済価値に着目した「補完的
な判断基準」を設けることの要否

反対

(a)リスクに依拠した定量的なテストの容認は、いわゆる「原
則主義」に反すること、(b)「例外」と位置付けたうえで定量的
な手法によるリスクの評価を認めた場合、実際には適用しや
すい「例外」のほうが原則として取り扱われてしまうおそれ、

明確な（純）便益が期待できない限り、例
外を認めるべきではない、という価値判断

（コストと便益とを考慮
すべし）

4

質問９ 開示に関する要求項目の適否 一部の修正を要求

(a)ある特定の項目（支配が及んでいるかどうかの判断基準）
について詳細な内容の開示を要している現在のEDは、それ
が例外だという外観を伴っている。EDが全体として例外の設
定に抑制的なスタンスに立っているのであれば、詳細な内容
の開示を避けるほうが良い、と指摘。また(b)注記させること
の意義が乏しいと考えられる項目や、(c)注記させることの意
義が不明確な項目についての開示要求を撤回するように要

誤解を招くような項目の開示、意義の乏し
い項目の開示、意義が不明確な項目の開
示はそれぞれ避けるべし、という価値判断

（明瞭な表示を心がける
べし）

4

質問１０
報告主体にとって提供が技術的に困難な
項目の開示要求が含まれていないか否か

困難な項目も存在
「報告企業がさらされているリスクの評価に関するその他の
情報」（B46）がこれに該当する旨を指摘。

技術的に提供が困難な項目の開示を強い
るべきではない、という価値判断

（実践可能性を考慮す
べし）

4

質問１１

風評リスク（市場関係者の期待に応じる形
で、連結対象外の組成された企業を支援
しなければならない可能性）を、支配が及
んでいるかどうかの判断において考慮しな
い、という判断の適否、および上記の風評
リスクに関連する開示要求項目の適否

賛成 詳細な記述なし
風評リスクの有無や程度は支配が及んで
いるかどうかの判断に影響を及ぼさない、
という事実認識

「風評リスクの有無や程
度は支配が及んでいる
かどうかの判断に影響
を及ぼさない」

7

質問１２
「重要な影響」という用語や、持分法の適
用に関する検討を行うことの要否

不要

持分法の適用に結びついているようにみえる問題であって
も、それが微小な修正で解決しうるものであれば、持分法の
適用自体を議論の対象とする必要はない旨を指摘。また、本
EDが取り扱っている問題で、一見したところ現行の持分法に
関する会計基準に関わっているようにみえるものは、実際に
は本EDに固有の問題である旨も併せて指摘。もともと支配し
ていない他企業に対する戦略的な投資の中には、子会社へ
の投資と類似した性質を持つものも含まれており、持分法を
適用するケースと連結を行うケースとの「明確な線引き」を求
めるスタンスで問題を検討すべきでないことも併せて指摘。

微修正による対応が可能な場合に、より大
きな影響の及ぶ手段を用いた解決を図る
べきでない、という価値判断／連結と持分
法とは投資の成果をとらえるための異質な
手段だという前提で議論を行うべきでな
い、という価値判断

「連結と持分法とは投資
の成果をとらえるための
等質的な手段である。」

7

IAS第24号「関連
当事者について
の開示」の改訂の
公開草案：『国と
の関係』

2009年3月13日 質問２

ある主体の間に共同支配の関係が認めら
れる場合には、一方が他方に対し重要な
影響力を行使しうることから、それらの主
体を関連当事者とみなすことの適否

反対
共同支配においては、「支配する側にある複数の当事者」が
一般に牽制しあう関係にあることから、特定の一主体だけが
重要な影響力を及ぼすことは困難だと指摘。

重要か否かの判断を首尾一貫した形で行
うべし、という価値判断

6

公開草案「IFRS第
5号改訂案 廃止
事業」

2009年1月23日 質問１
事業セグメント等で、処分済み、あるいは
売却目的での保有とみなされているものを
「廃止事業」とみる定義の適否

賛成

これまでのルールとくらべて廃止事業を「大きく」定義すること
で、過年度の損益情報に関する再表示が頻繁に行われる事
態（＝企業に過度な負担を強いる事態）を回避しうる旨を指
摘。さらにセグメント報告が求められるかどうかによって廃止
事業の定義は異なるべきではない、という点についても提案
に賛同する旨を指摘。

廃止事業を過度に小さく定義すると、財務
諸表の作成者側に過度な負担を強いるこ
ととなる、という事実認識（そうした事態は
避けるべし、という価値判断）／事業セグメ
ントの動向（例えば売却処分）は事業活動
の戦略的なシフトを示唆するから、事業セ
グメントに着目して廃止事業を定義すべ
し、という価値判断／売却目的での保有が
明らかな「有機的に結びついた資産群」で
あれば、法形式にかかわらず廃止事業に
含めるべし、という価値判断（実質優先思

（実質が同一なら同一
の会計処理を行うべし）

1

質問２

廃止事業について表示される金額は、（事
業セグメントについて開示される金額、す
なわち最高経営意思決定者に報告される
金額ではなく）包括利益計算書で開示され
る金額にもとづくべし、という判断の適否

賛成
廃止事業の区分が包括利益計算書の本表において開示さ
れる以上、包括利益計算書に開示される他の項目と同一の
方法によって測定すべし、と指摘。

付随的な位置づけのセグメント情報ではな
く、主要な財務報告書である包括利益計
算書の開示項目との整合性を保つべし、と
いう価値判断

（整合性を図る対象が
複数存在する場合は、
より重要と考えられてい
る開示書類に関する作
成ルールなどとの整合
性を優先的に図るべし）

5

質問３(a)

既に処分されたか、あるいは売却目的保
有に分類された企業のすべての構成要素
について（＝廃止事業に区分された要素だ
けではなく、継続事業に区分された部分つ
にいても）開示を求めることの適否

一定の条件が満たさ
れた場合に賛成

左記の開示は財務諸表の作成者に過度の負担を強いるお
それがあることから、このような開示を要求するに至った経緯
を説明するように要求。またすべての構成要素に関する開示
を前提とした場合、複数の構成要素を集約して開示しうること
を具体的に定めたガイダンスを提供するように要求。

市場関係者の理解を得るために必要な情
報（ある特定のルールを設けた理由）は積
極的に開示すべし、という価値判断

同左 7

質問３(b)
取得時に売却目的保有に分類されるため
の要件を満たしている事業については、上
記のような開示を免除することの適否

賛成
もともと売却目的で保有している事業に関する開示情報は、
投資家による将来キャッシュフローの予測に貢献しない旨を
指摘。

財務諸表利用者の利用目的に適う情報
（のみ）を開示すべし、という価値判断

6

公開草案「金融商
品に関する開示
の改善」

2008年12月12日 質問１
公正価値のヒエラルキーを使用した金融
商品の公正価値開示を要求することの適
否

賛成
開示の要求は公正価値測定の首尾一貫性や、企業間の比
較可能性を高める旨を指摘。

ひとくくりにされた「公正価値」には多様な
要素が含まれている、という事実認識／投
資家らがその異質性を把握するのに必要
な情報を提供すべし、という価値判断（実
質優先思考）

（異質な項目には異質
な基準を適用すべし）

1
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質問２
3つのレベルによる公正価値ヒエラルキー
の適否

賛成

SFAS第157号と概ね整合的な内容であることから、コンバー
ジェンスの促進に資する旨を指摘。またIAS第39号とも整合
的な内容である旨を指摘。さらに各レベルの内容についてよ
り詳細な説明を行うことを提案。

大きな争いがないかぎり、市場関係者がこ
れまで受け入れてきた判断を尊重すべし、
という価値判断

「市場関係者に支持さ
れている情報を計算・開
示すべし。」

5

質問３(a)
財政状態計算書における公正価値測定に
関連した開示の充実を図ろうとする提案の
適否

賛成

レベル3については主観的な見積りの要素が反映されている
ことから、財務情報の利用者により多くの情報を提供すべき
であることを指摘。またどのような内容の開示が求められて
いるのかを明確にすべき項目の存在を指摘するとともに、期
首残高と期末残高との関係を示す調整表は、すべてのレベ
ル3項目ではなく、経常的に発生する項目だけでよい、と指

計算過程に作成者の主観的な見積り要素
が多く含まれるような情報については、補
足的な開示をつうじてその事実を周知す
べし、という価値判断

（計算過程に作成者の
主観的な見積り要素が
多く含まれるような情報
については、補足的な
開示をつうじてその事実
を周知すべし）

6

質問３(b)

財務諸表の本体において公正価値の開示
が求められていない項目についても、公正
価値ヒエラルキーのレベルごとに分類した
情報の開示を要求することの適否

賛成

ここで「公正価値の開示が求められていない項目」という場
合、財務諸表の本体で原価評価されている項目のみならず、
そもそも財務諸表の本体に計上されていない項目も含まれ
ている旨を明示するように要請。

詳細な記述なし。

（財務諸表の利用者は、
その本体と注記とを独
立したものとしてみるの
ではなく、様式は違って
も相互に関連し合ってい
る情報とみなしている）

7

質問５
適切に管理されている非デリバティブ金融
負債について、残存予想満期にもとづいた
満期分析の開示を要求することの適否

改善提案を伴った賛
成

定性的な情報と定量的な情報との関連性を強化する必要か
ら、先の定量的情報に関する定性的な情報の開示を要請。

必要に応じて定量的情報を定性的情報で
補完すべし、という価値判断

（必要に応じて定量的情
報を定性的情報で補完
すべし、という価値判

6

質問６
流動性リスクに関する新たな（修正された）
定義の適否

改善提案を伴った賛
成

「流動性リスク」に代えて「資金調達に伴う流動性リスク」とい
う表現を用いるように提案。

内容の異なる概念には、異なる名称を付
すべし、という価値判断（実質優先思考）

（異質な項目には異質
な基準を適用すべし）

1

公開草案「１株当
たり利益の簡素
化」

2008年12月5日 質問１

EPSの算定で用いる加重平均株式数に
は、当期の損益に対する取り分を所有者
に与える（あるいは与えるとみなされる ←
現在行使可能で、行使が確実なオプション
など）普通株式だけを含めるべし、という提
案の適否

賛成

EPSの開示目的は、報告期間における企業の業績に占め
る、各普通株式の持分に関する測定値を提供することである
から、現時点における確定した持分と、現時点において行使
や転換が可能で、その行使等が確実な潜在的持分だけを計
算の対象とすべきことを指摘。また日本において流通してい
る株式のうち、IFRSにおける取扱いが不明確な項目につい
て、取扱いの明確化を要求。

EPSの開示目的はIASBによる提案のとお
りであるべし、という価値判断／基本目的
に適う開示を行うべし、という価値判断

（計算・開示手法は、計
算・開示目的に適うもの
であるべし）

5

質問２

現金やその他の金融商品との交換におい
て買い戻す契約に関わる普通株式は、あ
たかも既に買い戻されたものとみなし、
EPSの分母から除くべし、という提案の適

賛成
IAS第32号が先のような契約を金融負債とみなしていることと
の整合性を保つ観点からは、EPSの計算からも除外すべし、
と指摘。

関連する個別基準における取扱いとの整
合性を保つべし、という価値判断

（類似した構造を持つ会
計問題に関しては他領
域の個別基準との整合
性を図るべし）

5

質問３

損益を通じて公正価値で継続的に再測定
されている金融商品については、希薄化
後EPSを計算する必要はない、というEDの
判断の適否

反対
損益を通じて公正価値で再測定されているかどうかで、希薄
化後EPSの要否は変わってこない旨を指摘。

等質的な項目については、等質的な開示
を要求すべし、という価値判断（実質優先
思考）

（等質的な項目について
は、等質的な開示を要
求すべし）

1

質問４(a)

希薄化後EPSの計算に際し、自社の株式
に関する先渡売却契約の決済を、オプショ
ンやワラントと同様の方法で想定すべし、
という提案の適否

賛成 詳細な記述なし 詳細な記述なし（実質優先思考）
（等質的な項目について
は、等質的な開示を要
求すべし）

1

質問４(b)
オプション等の行使により生じる普通株式
を、期末時点の時価で発行されたものとみ
なすべし、という提案の適否

賛成
計算の簡素化、「より新しい市場価格」の反映、および同様の
調整計算において期末の時価に相当する金額が反映されて
いることとの整合性の観点から望ましい旨を指摘。

特段の不都合が生じない限り簡易な方法
のほうが望ましい／特段の事情がない限
り、より新しい評価額を計算基礎とするの
が望ましい／類似したケースに求められて
いる計算手続とは整合性を保つべし、など

（類似した構造を持つ会
計問題に関しては他領
域の個別基準との整合
性を図るべし）

5

質問５
参加型金融商品および2種類の普通株式
に関する適用指針の改訂の適否

賛成

所有者が普通株式の配当に参加する権利を有している限
り、貸借対照表上の表示区分が資本と負債とに分かれたとし
ても、EPSの計算上は対象項目について取扱いの整合性を
保つ必要がある、と指摘。

EPSの開示目的にてらして重要なのは普
通株式の配当に参加する権利の有無で
あって、会計上の表示区分ではない、とい
う価値判断

（実態に適う会計処理を
行うべし）

1

質問６ 追加的な開示の要否 必要

損益を通じて公正価値で継続的に再測定されている金融商
品については、希薄化後EPSを計算する必要はない、という
結論（←質問３、ASBJは反対）が変わらないのであれば、当
該情報を求めている投資家が必要としている情報を追加開
示するように要請。

希薄化後EPSに関する情報の要否は、損
益を通じて公正価値で再測定されている
かどうかに依存しない旨を指摘。

（当面の問題と無関係な
事象が問題解決のあり
方に影響を与えるべき
ではない、という要請）

2

総論
負債と資本の区分に関するプロジェクトと平仄を合わせるよう
に要請。

相互に関連し合う、会計基準開発プロジェ
クトについては、結論の整合性を保つべ
し、という価値判断

（類似した構造を持つ会
計問題に関しては他領
域の個別基準との整合
性を図るべし）

5

公開草案「IFRSの
改善」

2008年11月7日
IAS第18号「収益」に関連して、企業が本人と代理人のいず
れとして活動しているのかの判定に関するガイダンスの発効
日について、これを2010年1月1日と明記するように要請。

基準本文の改訂か、それともガイダンスの
改訂かにかかわらず、適用開始時点を明
示すべし、という価値判断

同左 7
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DP_IAS第19号「従
業員給付」の改訂
に関する予備的
見解

2008年9月26日 質問１

限られた期間で特定の課題だけに対応す
る、という目標を前提としたとき、このプロ
ジェクトで取り扱うべき課題でありながら
DPで漏れている項目の存否

むしろいま取り上げ
られているテーマの
いくつかについて、
検討を見送るように
要請

(1)拠出建と給付建とに区分してきた従来の会計基準に代え
て、拠出ベース約定と給付建約定という区分を採用する（そ
の結果、キャッシュ・バランス・プランを給付建から拠出ベー
スに移行させる）提案は、退職給付会計の中で新たな不都合
を生み出すことからアジェンダに含めるべきでない、(2)拠出
ベース約定に関して新たに提案された公正価値測定は、短
期的な解決が困難な要素を含んでいるためアジェンダに含
めるべきでない、(3)拠出ベース約定の範囲を不必要に広げ
るべきでなく、IAS第19号の測定規定も適用しても大きな問題
が生じないケースは拠出ベース約定から除外すべきである、

測定規定に関する包括的な検討を行ほな
いまま、応急的な対応を行った結果、退職
給付会計基準の中で不整合が拡大するよ
うな事態は避けるべし、という価値判断

（より上位の基礎概念と
の整合性が損なわれる
事態は避けるべし）

5

質問２
予備的見解に至るまでに検討すべきで
あったのにいまだ検討されていない項目
の存否

むしろいま取り上げ
られているテーマの
いくつかについて、
検討を見送るように
要請

(1)遅延認識を廃止し、即時認識に伴って生じた変動差額を
ただちに当期純利益に反映させる旨の見解は、費用の認識・
測定に関する基本原則の変更を強いるものであるため、期
間に制約のある今回プロジェクトに含めるべきでないこと、(2)
遅延認識に伴う問題のうちの「ストックの評価が適正でなくな
ること」については、ストック評価の適正化に伴って計上する
こととなった評価差額をOCIに含めても達成しうるし、OCI処
理も概念FWに反しないこと、(3)遅延認識によるほうが投資家
の意思決定に有用な情報が提供されている、という解釈と結
びつきうる実証研究の成果にも目を向けるべきこと、(4)ストッ
クの評価額を適正化する過程で計上される評価差額の性質
（当期純利益に含めるべきか、それともOCIに含めるべきか）
は金融商品プロジェクトでも争点とされており、退職給付会計
のほうが突出して結論を急ぐべきではないこと、(5)労務費用
の会計処理を取り扱っているIFRS第2号との整合性を保つ必
要があり、それは予備的見解と違って遅延認識を容認するこ
とで、かえって達成されうること、(6)測定操作の客観性を保つ
観点から期待運用収益に代えて、実績値としての運用成果
を（期待運用成果と保険数理差損益との区分したうえで）費
用計算に用いようとしているが、そのような変更は客観性の

測定規定に関する包括的な検討を行ほな
いまま、応急的な対応を行った結果、退職
給付会計基準の中で不整合が拡大するよ
うな事態は避けるべし、という価値判断／
ある目標をよりローカルな基準の変更で達
成しうるケースでは、変更の影響が広範囲
に及んでしまう、より一般的なルールを変
更すべきでない、という価値判断／関連す
る他のプロジェクトとの整合性を図るべきこ
と／より下位の達成目標に固執するあま
り、より上位の目標の達成が妨げられるよ
うな事態は避けるべし、という価値判断

（より上位の基礎概念と
の整合性が損なわれる
事態は避けるべし）およ
び（ある目標をよりロー
カルな基準の変更で達
成しうるケースでは、変
更の影響が広範囲に及
んでしまう、より一般的
なルールを変更すべか
らず）および（より下位の
達成目標に固執するあ
まり、より上位の目標の
達成が妨げられるような
事態は避けるべし）

5

質問３
給付建費用の変動を表示するためのアプ
ローチとして「予備的見解」が提案している
諸アプローチ間の「優劣」

質問４
本「予備的見解」で提案されている諸アプ
ローチに残されている「改善の余地」

質問５
このプロジェクトで取り扱うべき約定が適
切に識別されているかどうか

質問６
このプロジェクトで提案されている方法に
従った場合、多くの約定が「拠出ベース約
定」に分類されることになるかどうか

質問７

「予備的見解」の提案がそこで想定されて
いる達成目標を果たすのに資するかどう
か（現行IAS第19号のもとで拠出建制度に
分類されてるもののほとんどが「拠出ベー
ス約定」に含まれるという意味で、大幅な
制度変更を強いずに済む、といえるかどう
か）

反対

拠出ベース約定とみなされたものに関する負債には、公正価
値による継続的な再評価が求められている（例えばPV12）。
この事実と、「大幅な制度変更を望まない(ITC9)」とを整合さ
せれるのであれば、むしろ現行IAS第19号のもとで「拠出建制
度」とされているものの大部分を「拠出ベース約定」から除か
なければならない旨を指摘。さらに日本における典型的な
「拠出建制度」が「拠出ベース約定」とみなされた場合は、公
正価値による継続的な再評価が求められることに関連して、
不必要な追加開示項目が要求されることとなる旨も指摘。

具体的な規定は、制度変更の趣旨に合致
したものでなければならない、という価値
判断

（会計基準の体系は整
合性・首尾一貫性を保
持すべし）

5

質問９
拠出ベース約定とみなされたものに関する
代替的な測定アプローチの存否

直接的には回答せ
ず、「予備的見解」が
提案している方法の
採用を見送るように
要請

公正価値による継続的な再評価を行おうとすれば、信用リス
クの取扱いを中心とする、困難な問題に直面することとなる
旨を指摘。

技術面で未解決の問題を含んでいる測定
技法を強いるべきではない、という価値判
断

（測定に係る技術的な
制約にも配慮すべし）

4

質問１０
支払フェーズ、あるいは据え置きフェーズ
にある給付負債を、積立フェーズにある給
付負債と等質的に測定することの適否

直接的には回答せ
ず、「予備的見解」が
提案している方法の
採用を見送るように
要請

「予備的見解」の提案によれば、経済的に同一の約定が、給
付建約定の負債か、それとも拠出ベース約定の負債かという
外形の違いによって異質な方法で測定されることとなる。積
立フェーズで生じうるこの深刻な問題に鑑み、支払フェーズ
や据え置きフェーズとの関係を論ずる以前に、提案それ自体
を撤回するように要請。

外形に着目した判断を行い、実質を見誤る
べきではない、という価値判断（実質優先
思考）

（外形に着目した判断を
行い、実質を見誤るべき
ではない）

1

質問１１
拠出ベース約定に該当する負債の変動
を、「予備的見解」の提案どおりの構成要
素に分解すべきか

反対

拠出ベース約定の中には、利息費用の把握がそれほど難し
くない項目も含まれていることから、拠出ベース約定について
一律に「勤務費用」と「その他」という二元的な分解を行う提
案を見直すように要請。併せて、利息費用の把握がそれほど
難しくない項目まで含まれてしまうような、「拠出ベース約定」
の定義それ自体も見直すように要請。

会計基準で用いる概念の定義は、当該会
計基準を支える基本原則や、そこで想定さ
れている達成目標に適うものであるべし、
という価値判断

（会計基準の体系は整
合性・首尾一貫性を保
持すべし）

5

不必要に多義的な解釈の余地を残すべき
でない、という価値判断／外形に着目した
判断を行い、実質を見誤るべきではない、
という価値判断（実質優先思考）

いずれのアプローチ
も支持しない旨を表

明

時間的な制約の中で行われている今回の改訂作業において
は、純給付建費用に関して現行IAS第19号を支えている基本
的な測定原則を変更すべきでない旨を表明。それは要する
に、遅延認識を許容したうえで、いったんOCI処理された項目
についてリサイクリングの手続をとる方法であり、「提案され

測定規定に関する包括的な検討を行ほな
いまま、応急的な対応を行った結果、退職
給付会計基準の中で不整合が拡大するよ
うな事態は避けるべし、という価値判断／
コンバージェンスの対象国である米国

提案されている「拠出ベース約定」の定義は、とりわけ定義に
含まれている「給与」という用語に多義的な解釈の余地が残
されており、運用面で問題が生じるおそれを免れられない旨
を指摘。こうしたことから現在提案されている「拠出ベース約
定」にもとづく改訂それ自体に否定的なスタンスが示されてい

適切ではない、と回
答したうえで、にもか
かわらず「拠出ベー
ス約定」の考え方に
もとづく改訂が行わ

（経営者に過度の裁量
を与え、客観性を損なう
べきではない）

（会計基準の体系は整
合性・首尾一貫性を保
持すべし）

5

3
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質問１２
拠出ベース約定に関する負債の変動差額
を当期純利益に含めるべきか否か

反対
信用リスクの悪化が評価益の計上に結びついてしまう事実を
指摘。それを避けるためには評価差額を当期純利益に含め
るべきではない、と主張。

当期純利益には、確定した投資の成果と
いいうる要素だけを含めるべし、という価
値判断（退職給付関連の負債について
は、母体企業に関する信用リスクの悪化
による公正価値の変動は、当該企業によ
る投資の成果を反映していない、という事

「当期純利益には、確定
した投資の成果といいう
る要素だけを含めるべ
し」

1

質問１３
「いずれか高い額」というオプションが付さ
れた給付約定の取扱い（オプションの識別
が困難か否か、など）

直接的には回答せ
ず、「予備的見解」が
提案している方法の
採用した場合に予想
される問題点を指摘
（＝間接的な反対）

左記のようなオプションが存在する場合は、拠出ベース約定
のケースと整合的な測定方法が採用されることから、関連す
る負債については公正価値による再評価が求められることと
なる。そうなると質問９や質問１２に関するコメントにあるよう
に、信用リスクの取扱いに関する困難な問題の解決が求め
られるようになることを指摘。

当期純利益には、確定した投資の成果と
いいうる要素だけを含めるべし、という価
値判断（退職給付関連の負債について
は、母体企業に関する信用リスクの悪化
による公正価値の変動は、当該企業によ
る投資の成果を反映していない、という事

「当期純利益には、確定
した投資の成果といいう
る要素だけを含めるべ
し」

1

「財務報告の概念
FW改訂案 第１章
財務報告の目的
及び第２章 意思
決定に有用な財
務報告情報の質
的特性及び制約

2008年9月26日
概念FWを逐次的に置き換えていくべきではなく、すべての章
についての見直しが完了した段階において一括して置き換え
なければならない旨を指摘。

全体として体系性を保つべき一連の文書
については、整合性を欠く「新」「旧」文書を
混在させるべきではない、という価値判断

（会計基準の体系は整
合性・首尾一貫性を保
持すべし）

5

概念FWに関する改訂内容と、個別基準に関する改訂内容と
の間で整合性を保たなければならない旨を指摘。

概念FWがその役割を果たすためには、個
別基準との整合性を保つべし、という価値
判断

（会計基準の体系は整
合性・首尾一貫性を保
持すべし）

5

概念FWにおいて焦点を当てるべき利用者がこれまでよりも
広くとらえられているが、そうしなければならない理由に関す
る明示的な説明を欠いている旨を指摘。

これまで受け入れられてきたルールの改
訂を行うためには、既存のルールが抱え
ている問題点や、新たなルールがその問
題点を解決する理由などを明示すべし、と
いう価値判断

同左 7

(1)現状よりも多くの情報利用者を平等に取り扱おうとすれ
ば、「最大公約数」として提供される情報の量はこれまでより
も減少してしまうこと、(2)最終的なリスク負担者を直接的な
ターゲットとしている、いま提供されている情報は、その他の
利用者にとっても有用でありうることを指摘。

財務情報の多様な利用者を平等に取り扱
うことと、多様な利用者にとって有用な情
報を提供することとは必ずしも連動してい
ない、という事実認識

（当面の問題と無関係な
事象が問題解決のあり
方に影響を与えるべき
ではない、という要請）

2

いわゆる「会計主体論」を持ち出したところで、誰に焦点を当
てた財務報告を行うべきかに関する含意は得られない旨を
指摘。

対象が類似していても、主題の異なる議論
を結びつけるべきではない、という価値判
断（会計主体論は誰の観点から財務諸表
を作成するのか、を論じしているものであ
り、利用者の立場を問題にしているわけで
はない、という事実認識）

（当面の問題と無関係な
事象が問題解決のあり
方に影響を与えるべき
ではない、という要請）

2

いわゆる「企業実体の公準」を持ち出したところで、会計主体
論に関してどのようなスタンスをとるのかに関する含意は得ら
れない旨を指摘。

対象が類似していても、主題の異なる議論
を結びつけるべきではない、という価値判
断（会計主体論は誰の観点から財務諸表
を作成するのか、を論じしているものであ
り、この点に関するいずれの立場も企業実
体の公準と整合する、という事実認識）

（当面の問題と無関係な
事象が問題解決のあり
方に影響を与えるべき
ではない、という要請）

2

一方で株主と債権者との（請求権者としての）等質性を強調
しておきながら、最終的に両者の区分を暗に求めていること
とは矛盾している旨を指摘。

同一の文書において矛盾した判断や推論
は避けるべし、という価値判断

（会計基準の体系は整
合性・首尾一貫性を保
持すべし）

5

会計主体論に関して特定の立場を選択することは、財務諸
表の構成要素に関する特定の立場を選択することと結びつ
いている。にもかかわらず、財務報告の目的に関連づけて会
計主体論に関すスタンスだけを先に決めてしまうと、構成要
素に関する事後の決定内容との間に矛盾が生じてしまうおそ

相互に関連し合う論点については同時に
取り扱い、同時に解決を図るべし、という
価値判断

（関連し合う論点は同時
に検討対象とすべし）

5

IASBが支持している「企業主体観」は、同じようにIASBが支
持している資産負債観と相容れない内容を有している旨を指
摘。

同一の文書において矛盾した判断や推論
は避けるべし、という価値判断

（会計基準の体系は整
合性・首尾一貫性を保
持すべし）

5

連結財務諸表は親会社株主の観点から作成すべきことを指
摘。

財務情報の多様な利用者を平等に取り扱
うことと、多様な利用者にとって有用な情
報を提供することとは必ずしも連動してい
ない、という事実認識

（当面の問題と無関係な
事象が問題解決のあり
方に影響を与えるべき
ではない、という要請）

2

フローの情報に対するストック情報の相対的な優位を事実の
裏づけなく主張することはできない旨を指摘。

概念FWの改訂は何らかの超越的な価値
判断にもとづくべきではなく、むしろこれま
で観察されてきた経験的な事実に根差し
た判断を行うべし、という価値判断

「会計基準の開発に際
しては、は何らかの超越
的な価値判断にもとづく
べきではなく、むしろこ
れまで観察されてきた
経験的な事実に根差し
た判断を行うべし」

7

第１章「財務報告の目的」に関するコメント

概念FW改訂作業の作業手順に関するコメ
ント
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当期純利益やその構成要素に、経済的資源の変動や経済
的資源に対する請求権の変動に結びつけた解釈を与えるこ
とはできない旨を指摘。

当期純利益はストックの変動と密接に関
わっているものの、ストックの変動から独
立したロジックに支えられている、という事
実認識

「当期純利益はストック
の変動と密接に関わっ
ているものの、ストック
の変動から独立したロ
ジックに支えられてい

7

「忠実な表現」は単に「信頼性」を言い換えたものに過ぎな
い、という説明は牽強付会である旨を指摘。

ある上位の概念が示している内容を具体
化した下位概念が変質すれば、上位概念
それ自体も変質する、という事実認識

同左 7

「検証可能性」は「基本的な特性」に含めておくべであり、公
開草案のようなこれを「基本的特性」から除いてしまうと、会
計数値に対する信頼性が低下し、結果として意思決定にとっ
ての有用性も低下する旨を指摘。

検証可能性は「公開草案」の想定よりも意
思決定有用性とより密接に関わっている、
という事実認識

同左 7

ある会計情報について、まずレリバンスの有無を判断し、レリ
バンスが存在すると判定されたものについて「（最も）忠実な
表現（は何か）」という観点から測定操作を決める、という公
開草案の提案は、技術的に不可能である旨を指摘。

概念上、レリバンスと「忠実な表現」とが識
別可能であることと、それらの特性の存否
を独立に（結合仮説としてではなく）検証で
きるかどうかとは別問題である、という事
実認識

「概念上、レリバンスと
忠実な表現とが識別可
能であることと、それら
の特性の存否を独立に
（結合仮説としてではな
く）検証できるかどうかと
は別問題である。」

7

レリバンスと忠実な表現（信頼性）との間にはトレード・オフの
関係がある、とみることでより有用な情報の提供が可能にな
る旨を指摘。

レリバンスと信頼性の一方のみに優れ、他
方については劣っている情報の中にも有
用なものはありうる、という事実認識

「レリバンスと信頼性の
一方のみに優れ、他方
については劣っている
情報の中にも有用なも
のはありうる。」

7

特定の質的特性を重視することから、認識や測定のあり方が
一意的に決まるのではなく、さまざまな質的特性を総合的に
勘案した結果、最終的に「有用性」の観点から認識や測定の
あり方が決まるにもかかわらず、そのような事実認識に反す
る記述が「公開草案」にみられる旨を指摘。

(1)個々の質的特性は有用性を支える下位
概念に過ぎない、(2)認識規準や測定規準
は有用な情報の提供に資するかどうか、と
いう観点から決定されるものであり、有用
性を支える特定の質的特性との結びつき
は（個々の質的特性間にトレード・オフの
関係が存在しうる、という事実認識に依拠
していることもあり）想定できない、という事

「認識規準や測定規準
は有用な情報の提供に
資するかどうか、という
観点から決定されるも
のであり、有用性を支え
る特定の下位概念だけ
から認識基準や測定基
準が決まるのではな

3

討議資料「財務報
告の概念FW改訂
案に関する予備
的見解 報告企

2008年9月26日 質問８
親会社株主の観点からではなく、グループ
企業の観点から連結財務諸表を作成・表
示すべし、というスタンスの適否

反対
連結財務諸表は親会社株主の観点から作成すべきことを指
摘。（「財務報告の目的」に関するコメントとして、先に指摘済
み）

財務情報の多様な利用者を平等に取り扱
うことと、多様な利用者にとって有用な情
報を提供することとは必ずしも連動してい
ない、という事実認識

「連結財務諸表は親会
社株主の観点から作成
すべし。」

7

DP「金融商品の
財務報告におけ
る複雑性の低減」

2008年9月19日 質問１
金融商品に関する会計基準の簡素化を図
ることの適否

総論には賛成

不要な複雑性の解消を図ること自体には賛成。ただし金融商
品自体の特性が複雑な場合にまで、簡素化それ自体を目的
として会計基準の変更を求めることには反対。また複数の評
価基準が混在していることにより複雑性が生じている（混合
属性会計が複雑性の原因である）、という議論に対しては、
有用な情報を生み出すための手段として評価基準が使い分
けられているのであって、使い分け自体が不要な複雑性の
源泉となっているわけではない旨を指摘。

複雑性が生じている原因に応じて異なる
改善策を講じるべし、という価値判断／実
際に複雑な特性を有している金融商品に
まで、過度に簡素な処理を求めるべきでは
ない、という価値判断／簡素化それ自体
が最終目標ではなく、最終的に達成すべき
はより有用な情報の提供である、という事
実認識

「実際に複雑な特性を
有している金融商品に
まで、過度に簡素な処
理を求めるべきではな
い」(9)「簡素化それ自体
が最終目標ではなく、最
終的に達成すべきはよ
り有用な情報の提供で

3 and 7

質問２(a)

現存している問題に対処するため、（長期
的な目標を一度に達成しようとするのでは
なく）「中間的なアプローチ」を採用すること
の適否

賛成

全面公正価値会計を「最終的な達成目標」とすることには反
対するが、無用な複雑性を避けるために、財務報告のフレー
ムワークを大幅に変更することなく改善しうることに関して改
善を図ることには賛成する旨を指摘。

ある目標をよりローカルな基準の変更で達
成しうるケースでは、変更の影響が広範囲
に及んでしまう、より一般的なルールを変
更すべきでない、という価値判断

（ある目標をよりローカ
ルな基準の変更で達成
しうるケースでは、変更
の影響が広範囲に及ん
でしまう、より一般的な
ルールを変更すべから

7

質問２(b)
2.2に掲げられている「長期的な目標」それ
自体の適否

反対
全面公正価値会計が有用性の観点から最善なものとは考え
られない旨を指摘。

簡素化や統一化自体が最終目標ではな
く、最終的に達成すべきはより有用な情報
の提供である、という事実認識

「簡素化それ自体が最
終目標ではなく、最終的
に達成すべきはより有
用な情報の提供である」

3

質問３

現行会計基準の（微）修正（←その反対概
念は会計基準自体の「置き換え」）による
対応を与件としたとき、どのような修正を行
うべきか。

DPによる提案の一
部に反対

売却可能有価証券のカテゴリーそれ自体を削除する旨の提
案には反対。ただし現在、売却可能有価証券のカテゴリーに
含まれている項目のうち、当該項目に本来含まれるべきでは
ない項目を削除する形で複雑性を低減・緩和する可能性は
否定せず。

異質な評価基準と結びつく「異質な保有目
的」を想定しうるのであれば、保有目的に
関する虚偽の申告を通じた利益操作の恐
れが残るとしても、保有目的別に評価基準
を使い分けること自体を禁止すべきでな
い、という価値判断

「会計処理は主として保
有目的等に依存して決
定される。」

4

質問４
いくつかの例外を設けながらも全面公正価
値会計を適用すること（現行会計基準を置
き換えること）の適否

反対

質問２(b)にもあるように、そもそも全面公正価値会計が有用
性の観点から最善なものとは考えられない旨を指摘。また
「例外」の存在を許す限り簡素化の目的は達成できない旨も
指摘。

簡素化や統一化自体が最終目標ではな
く、最終的に達成すべきはより有用な情報
の提供である、という事実認識／原則的な
処理が簡素化に資するとしても、許容され
ている例外的な処理が簡素化に反する場
合、全体として簡素化に資する提案とはい
えない、という事実認識

「簡素化や統一化自体
が最終目標ではなく、最
終的に達成すべきはよ
り有用な情報の提供で
ある。」

3

第２章「財務報告情報の質的特性」に関す
るコメント
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質問５(a) ヘッジ会計を廃止する旨の提案の適否 反対

(a)ヘッジ会計を廃止した場合に生じる純利益のボラティリ
ティーはヘッジの効果を反映したものではないこと、(b)たとえ
全面公正価値会計に移行したとしても、キャッシュフロー・
ヘッジの必要性は失われないこと、()たとえ金融商品に関し
て全面公正価値会計への移行を図ることができたとしても、
非金融商品を対象としたヘッジが行われる限り、依然として
ヘッジ会計の必要は失われないこと、を指摘。

全面公正価値会計を適用すればヘッジの
事実は自動的に反映されることとなり、特
殊なヘッジ会計は不要になる、という議論
は、ある限られた前提のもとでしか成立し
ない、という事実認識

「ある限られた前提のも
とでしか成立しない議論
を、無前提に成立するも
のであるかのように取り
扱うべからず。」

6

質問５(b)
公正価値ヘッジ会計を別の手法で置き換
えることを与件とした場合における、それ
ぞれの「代替案」の適否

いくつかの代替案を
「検討に値するもの」
と評価

公正価値オプションの自由度を高めて公正価値ヘッジ会計に
代替するものと位置づける方法、および例外的な公正価値
評価によって生じる評価差額を純利益には含めずにOCIとし
て処理し、事後リサイクリングの手続をとる方法は、それぞれ
「検討に値するもの」である旨を指摘。

ヘッジ対象項目の特定化や、ヘッジの開始
時点などに関して経営者に与えられている
裁量は過度に自由なもので、複雑性の温
床になっている（だからこそいったん選択し
たら「元に戻す」のが困難な公正価値オプ
ションで代替すべし）、という事実認識／
ヘッジ会計が適用される場合と適用されな
い場合とで、会計処理を極力統一すべし、
という事実認識（実質優先思考）

（実質が同一なら同一
の会計処理を行うべし）

1

質問６

ヘッジの有効性を確認するための手段
（ヘッジ関係が存在するとみなす場合に充
足すべき要件）のうち、簡素化の観点から
どのようなものを減らしうるのか。

いくつかの提案を
「検討に値するもの」
と評価

(a)（既定の方針どおりヘッジの有効性を事後的にテストした
結果、有効ではないと判断された場合には遡及修正を求め
る現行ルールに代えて）全般的方針の策定にとどめる手法
(2.61)、および(b)ヘッジ関係の指定解除と再指定の頻度を減
少させるために何らかの規定を設けること(2.64)を、「検討に
値するもの」と評価。また部分ヘッジを禁止すべきか、という
質問に対しては、部分ヘッジに固有の複雑性は存在せず、そ
の複雑性はもともとのヘッジ会計に起因するものである、とい
う理由から反対の意向を表明。

ヘッジの事実が適切に反映されなくなる、
という弊害が生じない限り、有効性をテスト
するための手法は簡素化が許容される、と
いう事実認識

（実態が反映されうるか
ぎりにおいて、簡素な処
理は許容されうる）

1

質問７
IASBが提案しているもの以外の、代替的
な「中間的アプローチ」の存否

検討すべき選択肢
が残されている旨の
指摘

保有目的区分の悪用を通じた利益操作を排除するため、過
度に制限的となっている「保有目的区分の変更」を現行ルー
ルよりも弾力的に認めることも、「簡素化」に資する可能性が
ある旨を指摘。

（直接的な簡素化以外
にも、簡素化に結びつく
改善策はありうる）

6

質問８
単一の評価基準を一律に適用すること（全
面公正価値会計の導入と、評価差額の即
時損益算入）の適否

反対

(a)測定手法の統一それ自体が最終目標ではなく、それは「よ
り有用な純利益情報の提供」であること、(b)公正価値の変動
がどのような要因によって生じているのかに関する「内訳情
報」を利用者が求めている事実は、公正価値やその変動以
外に「投資の成果や業績」を反映している情報が存在してい
る、という投資家の考えを示唆していること、(c)かりに測定手
法の統一を図るのであれば、それは金融商品という「外形」
にてらしてではなく、投資目的（使途）にてらして、であるべき
ことを指摘。

財務情報の利用者は伝統的に純利益の
情報を重視してきた、という事実認識／一
律に適用された公正価値による評価額や
その変動差額は、伝統的に重視されてき
た純利益の情報を代替しえない（それぞれ
か有している情報の内容は異なる）、とい
う事実認識／会計上の認識・測定規準は
ストックの外形（形態面での類似性や等質
性）ではなく、拘束されている使途にてらし
て分類されてきた、という事実認識

「投資目的にてらして実
現しえない成果を当期
純利益の計算に含める
べきではない。」「会計
処理は主として保有目
的に依存して決定され
る。」

4 and 6

質問９
すべての金融商品について公正価値を唯
一の望ましい測定属性と考えることの適否

反対

質問５(a)や質問８に対する回答（＝公正価値に関連する情
報が意味を持つのは、トレーディング目的で保有されている
銘柄などに限られること）に加え、市場価格を参照できない
（信頼性をもって公正価値を測定するのが困難な）項目につ
いては、公正価値に関する情報が有用かどうかは定かでな
い旨を指摘。

全面公正価値会計を適用すればヘッジの
事実は自動的に反映されることとなり、特
殊なヘッジ会計は不要になる、という議論
は、ある限られた前提のもとでしか成立し
ない、という事実認識／会計上の認識・測
定規準はストックの外形（形態面での類似
性や等質性）ではなく、拘束されている使
途にてらして分類されてきた、という事実
認識／レリバンスと信頼性のいずれがより
大きく有用性の向上に寄与するのかにつ
いて、先験的に言いうることは乏しい旨を
指摘

「ある限られた前提のも
とでしか成立しない議論
を、無前提に成立するも
のであるかのように取り
扱うべからず。」(8)「会
計処理は主として保有
目的に依存して決定さ
れる。」(4)および「レリバ
ンスと信頼性のいずれ
がより大きく有用性の向
上に寄与するのかにつ
いて、先験的に言いうる
ことは乏しい。」(9)

4 and 7 6

質問１０
全面公正価値会計の適用に伴って生じる
問題点をDPが網羅しているか否か

賛成

決済に事業遂行上等の制約が課されている金融負債を公正
価値で継続的に再評価することになれば、株主持分の公正
価値による継続的な再評価と同様、経営者自身による持分
価値の主観的な見積りを財務諸表において示すこととなり、
ディスクロージャー制度の根幹をなす「客観的な情報にもとづ
く自己責任による意思決定」に反する旨を指摘（←金融負債
の公正価値は、市場参加者による平均的な評価というより
は、経営者による主観的な見積りが強く反映されている、とい
う事実認識にもとづく主張と考えられる）。

金融負債の公正価値は、市場参加者によ
る平均的な評価というよりは、経営者によ
る主観的な見積りが強く反映されている、
という事実認識（左記の内容を参照）

「ある属性に着目して評
価を行うこと自体ではな
く、そのような評価を
行った結果、財務報告
の目的に適う計算と開
示が行われるようになる
かどうかが重要であ
る。」

3

質問１１
全面公正価値会計を導入するのに先立ち
検討すべき項目で、DPが採り上げていな
いものの存否

検討すべき課題が
残されている旨を指
摘

質問８に関して回答したとおり、かりに測定手法の統一を図
るのであれば、それは金融商品という「外形」にてらしてでは
なく、投資目的（使途）にてらして、であるべきことを指摘（この
ような視点から「簡素化」のあり方を検討すべきであることを

会計上の認識・測定規準はストックの外形
（形態面での類似性や等質性）ではなく、
拘束されている使途にてらして分類されて
きた、という事実認識

「会計処理は主として保
有目的に依存して決定
される。」

4

質問１２
今後金融商品会計基準の改善をどう図っ
ていくのかに関するその他のコメントの存
否

議論の進め方に関
する提案を表明

いまだ今後の対応に関する基本方針が示されていない以
上、次のステップとしてただちに公開草案の公表を目指すの
ではなく、まずは「中間的アプローチ」に関する予備的見解
（基本方針）に関するDPを公表するように要求。

具体的な規定は、広く合意された基本原
則の下で開発されるべし、という価値判断

（会計基準の体系は整
合性・首尾一貫性を保
持すべし）

5
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基本的所有アプローチにもとづき、負債と資本の区分のあり
方を考えていく基本方針に賛成する旨を指摘

基本的所有アプローチは、負債と資本の
区分を行うことの目的に適うものである、と
いう事実認識

「最劣後の残余請求権
者の持分かどうかは、
資本と負債の区分と密
接に関わっている。」

7

基本的所有商品以外の無期限商品（基本的所有アプローチ
のもとで負債に区分されるもの）は、これを負債に区分した場
合、事後の測定に関して複雑な問題が生じてしまうことから、
資本に含めることを検討するように要請。

基本的所有アプローチを逐語的に適用し
た結果、かえって「想定されている目的」が
達成できなくなるケースもありうる、という
事実認識

「基本原則、例えば基本
的所有アプローチの逐
語的な遵守は、かえっ
て財務情報の有用性を
損ないうる。」

3

このプロジェクトで取り扱っているテーマは概念FWとも密接に
関わっていることから、概念FWに関するプロジェクトと平仄を
合わせるように要請。

相互に関連し合う会計問題については、
整合性を保ちながら解決を図るべし、とい
う価値判断

（会計基準の体系は整
合性・首尾一貫性を保
持すべし）

5

「ソルベンシー関係を明示することをつうじて、請求権の優先
劣後関係を明らかにすること」という、負債と資本の区分に関
する「もうひとつの目的」にも注意を払うように要請

負債と資本の区分には、「ソルベンシー関
係を明示することをつうじて、請求権の優
先劣後関係を明らかにすること」という目
的の達成も期待されている、という事実認

「利益情報がいわゆる
利害調整目的をも果た
している事実にも目を向
けるべし。」

7

質問１
基本的所有アプローチにもとづいて負債と
資本の区分に関する基本原則のあり方を
検討することの適否

総論として賛成

純資産の構成要素として株主資本の独立表示を求めている
日本の現行ルールは、誰の観点から利益計算を行うのか、
を重視している点で基本的所有アプローチと等質的である旨
を指摘。併せて、基本的所有アプローチによれば、基本的所
有商品による決定が求められる間接所有商品をすべて負債
に区分することとなり、負債と資本の区分をめぐる複雑性の
解消が期待されることを指摘。

特別な事情のない限り、いま日本で受け
入れられている会計基準の大幅な変更を
伴わない基準開発のほうが望ましい、とい
う価値判断／負債と資本の区分をめぐる
問題の多くは、基本的所有商品による決
定が求められる間接所有商品の取り扱い
をめぐって生じている、という事実認識

（特段の事情がないか
ぎり、ある特定の目的を
達成するための手段と
しては、不必要に大幅
な修正より小幅な修正
のほうが望ましい。）

7

質問２

優先株式や、特定の無期限商品が現行
ルールと異なり、基本的所有アプローチの
もとで負債に区分されることから生じる問
題点の存否

いくつかの問題点を
指摘

資本のあり方について会社法から要請を受けているケースで
は、そのような要請との調整を図る必要性が生じる旨を指
摘。併せて、ある項目を負債と資本のいずれに区分するの
か、という問題は、当該項目（とりわけ負債に区分されたも
の）をどう測定するのか、という問題とセットで論じるべき問題
である旨を指摘。

会計情報が関係諸法制のもとでの利用さ
れている場合は、その事実にも目を向ける
べし（必要な調整を行うべし）、という価値
判断／負債と資本のいずれに分類するの
か、という問題が、あるカテゴリーに分類さ
れた項目に関する測定のあり方も決める
関係にあるのなら、区分の問題と測定の
問題とを一括して取り扱うべし、という価値

「利益情報がいわゆる
利害調整目的をも果た
している事実にも目を向
けるべし。」（相互に関
連し合う問題について
は、一括した解決を図る
べし）

7

質問３
決済が要求されない負債商品（優先株式
など）に関する評価のあり方

FASBが「予備的見
解」で示した3つの方
法それぞれについて
問題点を指摘

(a)再評価せず、定期的に支払われる配当だけを費用に計上
する方法、(b)公正価値で継続的に再評価する方法、(c)予想
される決済時点までに見込まれる配当の流列を現在価値に
割り引く方法、のいずれも問題点が残る旨を指摘。併せて、
いま問題となっている商品を資本に含める可能性をも検討す

基本的所有アプローチを逐語的に適用し
た結果、かえって「想定されている目的」が
達成できなくなるケースもありうる、という
事実認識

「基本原則、例えば基本
的所有アプローチの逐
語的な遵守は、かえっ
て財務情報の有用性を
損ないうる。」

3

質問４
FASBによる「予備的見解」第20項に従っ
て、償還条件付きの基本的所有商品を資
本と負債に分類することの可否・適否

多義的な解釈の余
地が残る表現が用
いられている旨を指
摘。

「当該商品の償還が、本来その商品よりも優先的な請求権に
裏づけられている、他のいかなる商品の価値も毀損されない
場合は」という表現（第20項(b)）がどのようなケースを指して
いるのかが曖昧である旨を指摘。

不必要に多義的な解釈の残る表現を用い
るべきではない、という価値判断

（経営者に過度の裁量
を与え、客観性を損なう
べきではない）

3

質問５
配当を「企業が回避の可能性をほとんど、
またはまったく持たない義務」とみなしうる
か否か

反対（回避できない
義務、とまではいえ
ず）

一定額の配当が期待されている場合であっても、財源を確保
できなければ配当は実施されないこと、および未払配当は清
算時に支払われる可能性が低く、劣後性が高いという意味
で、資本に分類すべきこと、などを指摘。

一定の配当に対する株主らの期待が存在
するとしても、基本的な特質にてらしてみ
たとき配当を「回避できない義務」とみなす
ことはできない、という事実認識

「配当に対する社会から
の期待が存在するとし
ても、そのことからただ
ちに配当を利息費用と
等質視することはできな
い。配当と利息費用とは
異質な存在である。」

7

質問６
「実態」にもとづいて金融商品を分類すべ
きことを、基本的所有アプローチのもとで
要求することの要否

総論として賛成
「実態」を考慮すること自体には反対しないが、そのような要
請を「総論的なもの」にとどめるのではなく、特定のケースに
限って例外的に適用されるものとすべきことを指摘。

拡大解釈を招くような基準開発は避けるべ
し、という価値判断

（拡大解釈を招くような
基準開発は避けるべし）

3

質問７

「リンケージの原則（形式的には独立して
いる複数の取引を、その実態に応じて一
体として取り扱うべきことを要請する原
則）」の要否

総論として賛成

「実態」を考慮すること自体には反対しないが、そのような要
請を「総論的なもの」にとどめるのではなく、特定のケースに
限って例外的に適用されるものとすべきことを指摘。また一
体として処理すべきケースと処理しなくてもよいケースとを識
別するための具体的なガイダンスを要求。

拡大解釈を招くような基準開発は避けるべ
し、という価値判断／不必要に多義的な解
釈の残る表現を用いるべきではない、とい
う価値判断

（拡大解釈を招くような
基準開発は避けるべし）

3

質問８
負債に区分された金融商品を公正価値で
継続的に再評価することの適否

反対

公正価値による継続的な再評価が適切な場合もありうるが、
すべてのケースでそのような測定が最適とは言い切れない
旨を指摘。公正価値による再評価を行うべきケースかどうか
を判断する際に考慮すべき事項として、決済方法、公正価値
の把握が容易かどうか、売買に際しての事業遂行上等の制
約の有無、償還期日の有無などを指摘。

基本的所有商品としての特質を有していな
いことは、公正価値による継続的な再評価
が最適であることを必ずしも意味しない、と
いう事実認識

「典型的な資本としての
特質を有していないこ
と、は、ただちに、典型
的な負債としての特質
を有していることを意味
せず、したがって当該項
目を継続的な再評価の
対象とする必要もな

7

質問９
負債と資本のそれぞれに分類された金融
商品を、何らかの規準にてらしてより詳細
に区分表示することの要否

賛成
資本の構成要素を償還可能性の有無に応じて区分すること
や、負債についても報告企業の流動性や支払能力に関する
情報を提供する必要からより詳細な区分は意味を持ちうる旨

利用者のニーズに適う限り、適切な内訳区
分をつうじてより有用な情報を提供すべ
し、という価値判断

5

DP「資本の特徴を
有する金融商品」

2008年9月5日 全般
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質問１１
基本的所有アプローチを採用することの、
EPSの計算に及ぼす影響に関して、今後
検討すべき課題の存否

いくつかの課題を指
摘。

EPS情報の提供目的を現状どおりとした場合、例えば、子会
社が発行した基本的所有商品が、基本的所有アプローチの
もとで連結上の資本を構成するとみなされた場合、その影響
にどう対応するのかを検討する必要性などを指摘。

基本的所有アプローチを採用するかどうか
が、必ずしもEPSへの影響を中心に論じら
れていない以上、基本的所有アプローチ
が採択された場合には、EPSの計算目的
との調整を図らなければならない、という

（会計基準の体系は整
合性・首尾一貫性を保
持すべし）

5

このプロジェクトで取り扱っているテーマは概念FWとも密接に
関わっていることから、概念FWに関するプロジェクトと平仄を
合わせるように要請。（←「全般」のコメントを再掲）

相互に関連し合う会計問題については、
整合性を保ちながら解決を図るべし、とい
う価値判断

（関連し合う論点は同時
に検討対象とすべし）

5

子会社が発行した基本的所有商品は、「予備的見解」を貫い
ている基本原則にてらしてみれば、子会社の個別財務諸表
上はともかく、連結財務諸表上は基本的所有商品としての特
質を持たないと考えられることから、負債の側に区分される
べし、と主張。にもかかわらず、「予備的見解」には、これを資
本に区分することを示唆するような記述がみられることから、
関連する記述の見直しを要請

連結と個別とで開示目的が異なる以上、
同一の金融商品が、個別財務諸表と連結
財務諸表とで負債と資本の区分が異なる
ことはありうる、という事実認識

「連結と個別とで開示目
的が異なる以上、同一
の金融商品が、個別財
務諸表と連結財務諸表
とで負債と資本の区分
が異なることはありう
る。」

7

転換社債について、「予備的見解」には、公正価値による再
測定の対象とすることを示唆する記述がある一方で、再測定
を行わないことを示唆する記述もみられる旨を指摘（←明示
的な測定ルールが開発されていない項目については、概念
FWに即した処理が適用される旨の記述）。また転換社債につ
いては「一括処理」が暗に与件とされているが、「区分処理」
もありうる旨を指摘。

同一文書内部で相互に矛盾し合う記述を
行うべきではない、という価値判断／合理
的に想定可能な選択肢をすべて視野に収
めるべし、という価値判断

（会計基準の体系は整
合性・首尾一貫性を保
持すべし）

5

基本的所有アプローチを採択した場合に、その影響が金融
負債の定義にどのような形で及ぶのかを検討するのは有益
でありうる旨を指摘。

ある特定のプロジェクトに関連する会計問
題については、たとえ当該プロジェクトの
直接的な検討対象外であっても、当該プロ
ジェクトにおける意思決定の影響を論じて
おくべし、という価値判断

（関連し合う論点は同時
に検討対象とすべし）

5

追加質問
B1

「予備的見解」で取り上げられている、「基
本的所有アプローチ」を含む3つのアプ
ローチにもとづいて、負債と資本の区分の
あり方を検討することの適否

賛成 質問１を参照。 質問１を参照。

「実際に複雑な特性を
有している金融商品に
まで、過度に簡素な処
理を求めるべきではな
い」(9)「簡素化それ自体
が最終目標ではなく、最
終的に達成すべきはよ
り有用な情報の提供で

3 and 7

追加質問
B2

プロジェクトで想定されている検討範囲の
適否

原則として賛成
負債と資本の区分についての問題を引き起こす可能性のあ
る金融負債にまで範囲を拡大する可能性を検討するように要
望。

相互に関連し合う会計問題については、ひ
とつのプロジェクトの範囲に含め、首尾一
貫した解決を与えるべし、という価値判断

（関連し合う論点は同時
に検討対象とすべし）

5

追加質問
B4

「予備的見解」に記されている基本原則の
逐語的な適用によって不都合が生じる
ケースの存否

直接的には回答せ
ず

質問６および質問７に対する回答を参照するよう要請。具体
的には、質問７に関連する回答を再掲。

拡大解釈を招くような基準開発は避けるべ
し、という価値判断／不必要に多義的な解
釈の残る表現を用いるべきではない、とい
う価値判断

（経営者に過度の裁量
を与え、客観性を損なう
べきではない）

3

追加質問
B5

その他の問題に関する追加的なコメントの
有無

N/A
このプロジェクトで取り扱っているテーマは概念FWとも密接に
関わっていることから、概念FWに関するプロジェクトと平仄を
合わせるように要請。（←「全般」コメントの再掲）

相互に関連し合う会計問題については、
整合性を保ちながら解決を図るべし、とい
う価値判断

（関連し合う論点は同時
に検討対象とすべし）

5

IFRIC解釈指針案
D23「株主に対す
る非現金資産の
分配」

2008年4月25日 質問１
株主に対する非現金資産の分配に関わる
負債をIAS第37号「引当金」にもとづいて測
定することの適否

一部反対

問題となっている負債は、IAS第37号の適用対象である引当
金には該当しないことから、IAS第8号（会計方針、会計上の
見積りの変更及び誤謬）の類推適用という形で問題を整理す
べし、と主張。またスピンオフのような会社分割や子会社株
式の分配についても、本解釈指針案における「除外規定」に
含めるべきことを主張。

非現金資産の分配に関わる負債は引当金
の定義を満たさない、という事実認識／た
とえある会計基準に関して、その適用範囲
の拡大が検討されているとしても、その会
計基準が確定しない限り「適用範囲が拡
大される見通し」を根拠として、当該会計
基準に関わる適用指針の範囲を拡大すべ
きでない、という価値判断／ある具体的な
規定の論拠として主張されている事実が
他のケースにも該当する場合は、当該既
定の適用範囲をそのケースにまで拡大す

（本体の会計基準が改
訂されるのを見込み、適
用指針だけを先行して
改訂するのは避けるべ
し。）

7

質問２

未払配当金の清算に際して生じる、「分配
される資産の簿価」と「未払配当金の簿
価」との額を期間損益とみるのか、それと
もも資本修正とみるのか

期間損益とみる考え
方を支持

配当による非現金資産の引渡しは、当該資産に関する投資
の清算を意味する以上、そこで計上される差額は投資の成
果を反映しており、それは期間損益に含めなければならな
い、と主張。

資産の取得価額と引渡価額との差額は、
引渡しの形態いかんにかかわらず「確定し
た投資の成果」としての性質を有してい
る、という事実認識

「資産の取得価額と引
渡価額との差額は、引
渡しの形態いかんにか
かわらず、確定した投資
の成果としての性質を
有している。」

7

その他
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その他

D23によれば、分配の宣言時点において、分配すべき未払配
当金のみ公正価値で評価され、分配される予定の非現金資
産に関する評価は簿価のまま据え置かれる。その結果、未
払配当が清算されぬまま決算日を迎えた場合は、未払配当
の公正価値と、配当に供される資産の簿価との差額にみあう
金額だけ利益剰余金の増減修正が行われることとなる。しか
し当該増減修正は、企業の財政状態に関する忠実な表現で
はない、と指摘。配当に供される予定の資産についても公正
価値で評価するように要求。

無視できない問題の解決に資する限り、広
く一般に適用されている資産の評価原則
（←この文脈においては、継続保有中にお
ける再評価の禁止）に例外を設けることも
許容される、という価値判断

「最終的に重要なのは、
財務報告の目的を達成
することであり、特定の
計算・開示原則の遵守
自体を自己目的化させ
るべきではない。」

3

IFRIC解釈指針案
D24「顧客負担」

2008年4月17日 総論

(a)顧客がアクセス提供者に対して提供する有形固定資産に
ついて、資産としての認識要件を満たしている場合にはこれ
を有形固定資産として認識するとともに、公正価値で測定す
る旨の提案、および(b)財またはサービスの提供期間にわ
たって収益を認識する旨の提案に同意。他方、上記のような
収益認識を行う理由を再検討する必要性と、提供された資産
に関する認識要件を明確化する必要性を指摘。

取得に至った経緯にかかわらず、ある固
定資産を会計上の認識対象とするかどう
か、一般的な認識要件を充足しているか
否かにてらして判断すべし、という価値判
断／ある収益を認識するかどうかも、その
一般的な認識要件を充足しているか否か
にてらして判断すべし、という価値判断

「取得に至った経緯の違
いは、有形固定資産に
関する取得原価の算定
過程に影響を及ぼさな
い。」

7

D24では財務諸表の表示に関するプロジェクトで提案されて
いる「契約上の資産や負債の変動に着目して収益をとらえる
方法」に則った方法が提案されているが、未確定の基準書案
ではなく、むしろ現行ルール（具体的にはIAS第18号）に則っ
た理由づけを行うべし、と指摘。

整合性を図る対象となりうるのは、これか
ら確定する見通しの会計基準ではなく、既
に受け入れられている現行の会計基準で
なければならない、という価値判断

（整合性を図る対象とな
りうるのは、これから確
定する見通しの会計基
準ではなく、既に受け入
れられている現行の会
計基準でなければなら

3

アクセス提供者が資産を認識するための要件としてD24は
「経済的資源に対する提供者の排他的なアクセス能力」に言
及しているが、当該便益には通常、顧客もアクセスできるは
ずであり、「排他的なアクセス」の有無に着目した判断は困難
ではないか、と指摘。

顧客負担によって企業が取得した有形固
定資産が生み出す経済的資源には、通
常、企業のみならず顧客もアクセスしうる、
という事実認識／資産の認識や測定に関
する具体的な規準は、実行可能なもので
あるべし、という価値判断

（資産の認識や測定に
関する具体的な規準
は、実行可能なもので
あるべし）

4

「国際財務報告基
準の改善（2007年
10月）」

2008年1月15日 質問１１
IAS第17号の第14項および第15項を改正
し、土地の分類ガイダンスに関する不整合
を解消することの適否

反対
IASBの指摘にかかわらず、第14項や第15項と、一般原則を
記している第8項から第12項までとの間に矛盾は生じていな
い旨を指摘。

一般原則の適用が困難という意味で特殊
な状況には、適用に関するガイダンスを提
供すべし、という価値判断

同左 7

質問１４(a)

制度改定によって将来勤務に関する給付
を減額する場合に、将来勤務に関連する
減額は縮小であり、過去勤務に関連する
減額は負の過去勤務費用であることを明
確化するように改訂することの適否

総論には賛成、具体
的な規定の一部に
ついて改善を要求

「重要でない将来勤務に関連する減額」に関する取扱いが逐
語的解釈からは明らかでない旨を指摘。

不必要に多義的な解釈の余地を残すべき
ではない、という価値判断

（経営者に過度の裁量
を与え、客観性を損なう
べきではない）

3

質問２３
IAS第28号の第33項を改正し、関連会社投
資の減損損失を戻し入れるべき状況を明
確にすることの要否

反対

関連会社投資を単一の資産として減損テストの対象とするこ
とは、当該資産を持分投資の対象とみなすことを意味する
が、そうなると持分投資に関する減損損失の戻し入れを禁じ
ているIAS第66項および第67項と矛盾してしまう旨を指摘。

等質的な項目には等質的な会計処理を適
用すべし、という価値判断（実質優先思
考）／等質的かどうかの判断は、明文規定
のみならず、明文規定を解釈した結果にて
らして行うこともありうる、という事実認識

（等質的な項目には等
質的な会計処理を適用
すべし。）

1

質問３０
デリバティブの定義から、契約当事企業に
特有の非金融変数にリンクした契約を除
外する規定を削除することの適否

総論には賛成、具体
的なルール作りに際
しての慎重な検討を
要求

「契約当事企業に特有なものかどうか」が不明確な状況もあ
りうる旨を指摘。そのようなケースにどう対処していくのかに
ついては、さらなる検討が必要である旨を指摘。

不必要に多義的な解釈の余地を残すべき
ではない、という価値判断

（経営者に過度の裁量
を与え、客観性を損なう
べきではない）

3

公開草案第9号
「共同アレンジメン
ト」

2008年1月9日 質問１

共同アレンジメントを、当該共同アレンジメ
ントのすべての当事者による合意を要する
共有の意思決定にもとづいて定義すること
の適否

賛成 詳細な記述なし 詳細な記述なし 7

質問２

共同アレンジメントの当事者が、当該共同
アレンジメントに関連する契約上の資産や
負債を認識しなければならない、という提
案の適否

総論には賛成、具体
的な規定の一部に
ついて改善を要求

規定の趣旨に沿う形で、いくつかの具体的な規定に関する補
足語句の挿入、例示の追加などを要求

不必要に多義的な解釈の余地を残すべき
ではない、という価値判断／具体的な規定
は、それを支えている抽象的な基本原則と
整合的であるべし、という価値判断

（経営者に過度の裁量
を与え、客観性を損なう
べきではない）（会計基
準の体系は整合性・首
尾一貫性を保持すべし）

3 and 5

質問３

当事者が共同アレンジメントに関わる個別
の資産や負債に由来する契約上の権利や
義務を有する場合に、当該当事者が資産・
負債・収益・費用などを計上することに鑑
み、比例連結を排除する旨の提案の適否

賛成

比例連結は排除すべし、という判断にはふれず、むしろ比例
連結を採用しないことを前提としたうえで、当事者が個別の
資産や負債に対する権利・義務を有しているのか、それとも
グループ活動から生じた成果の一定割合に対する権利を有
するのみなのかに応じて、個別のストック項目を認識するか
どうかを判断すべし、と主張。

比例連結は望ましくない、という点に関す
る詳細な記述なし（←IASBの判断を追認し
ているのであればBC8およびBC9と同様に
「たとえある主体の持分に対する投資を支
配しているとしても、当該主体が有する
個々の資産や負債に対する排他的な支配
や引渡し義務が存在しない状況において
個々の資産や負債を認識すべきでない。
なぜならばそれは支配によって資産を定
義している概念FWに反するためである、と
いう判断が下されていることとなる。）

「共同アレンジメントには
比例連結の手法を適用
すべからず。」

7

各論
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質問４ 提案されている開示事項の適否 賛成
提案されている開示内容で利用者のニーズに応えられる旨
を指摘。

財務諸表の利用者が共同アレンジメントの
経済的環境を理解するにあたり必要な情
報を十分に提供すべし、という価値判断

4

質問５
重要な子会社および関連会社のリストと説
明に関する開示要求事項を復活させること
の適否

賛成
当該情報の提供は利用者の要請に応えるものである旨を指
摘。

財務諸表の利用者が必要としている情報
を提供すべし、という価値判断

4

質問６

関連会社の総資産または総負債の開示よ
りも、流動・非流動資産および負債のほう
が利用者にとって有用な情報である、とい
う判断の適否

賛成 詳細な記述なし 詳細な記述なし 7

DP「保険契約に
関する予備的見
解」

2007年11月16日 質問２

ビルディング・ブロック・アプローチ（保険契
約に関する一連のキャッシュ・フローを複
数の要素に分解し、それぞれの適切な評
価をつうじて保険に関する負債を測定する
考え方）にもとづいて会計基準の開発を進
めていくことの適否

一定の厳しい条件下
では積極的に反対し
ないものの、総じて
否定的に回答

ビルディング・ブロック・アプローチを一定の信頼性のもとで適
用できる、などの条件が整えば、当該アプローチによる基準
開発も支持しうる旨を表明。他方、たとえ上記の条件が満た
されたとしても、そのことだけから排他的なBBAを支持するわ
けにはいかない旨を指摘。収益認識のあり方という観点から
も検討を試みる必要や、一定の条件下で簡便な方法を認め
る必要などについても検討するよう要請。

資産や負債の適切な評価（最適な評価）
が、必ずしも最も有用な情報の提供には
直結しない、という事実認識

「資産や負債の適切な
評価（最適な評価）が、
最も有用な情報の提供
に直結しないケースも起
こりうる。」

2

質問４

実際の保険料はマージンの較正において
何らかの役割を果たすべきか。（契約締結
段階において利益や損失を認識すべきか
否か。）

環境条件次第である
旨を表明。

信頼性のある客観的なマージンを情報として入手しうるかど
うかに応じて、適切な測定技法は変わってくる旨を表明。リス
クとサービスに関する市場価格を常に客観的な形で見積もり
うることを与件とした基準開発は行えない旨も併せて指摘。

市場がどのような環境条件のもとにあるの
か、その事実を確かめたうえで、事実に適
う基準開発を行うべし、という価値判断

（実態に適う会計処理を
行うべし）

1

質問５ 「現在出口価値」にもとづく測定の適否 全体的に反対

現在出口価値が保険契約から生じるCFの金額、発生の時期
および不確実性に関するレリバントな情報を提供する可能性
は否定しないが、現在出口価値に着目してとらえた損益が投
資の成果を適切に反映しているかどうかは、別の問題として
検討しなければならない旨を指摘。それは収益認識PJの動
向と歩調を合わせて検討すべき問題であるし、活発な市場が
存在せず、測定の客観性が保証されないのに加えて実際の
決済が困難な保険契約にまで現在出口価値による測定を求
めるべきなのかは、慎重に確かめるべき事象である旨を指
摘。

資産や負債の適切な評価（最適な評価）
が、必ずしも最も有用な情報の提供には
直結しない、という事実認識／実際には採
択しえない投資行動（←この文脈では保険
負債の決済・譲渡）にもとづいて投資の成
果をとらえるべきでない、という価値判断

「資産や負債の適切な
評価（最適な評価）が、
最も有用な情報の提供
に直結しないケースも起
こりうる。」「経営者が実
際に行おうとしている行
動に（経営者が実際に
採択した、あるいは採択
しようとしているキャッ
シュフローの獲得手段
に）適う属性値を反映す

2 and 6

質問６

保険契約者がオプションを有している事実
を保険負債の測定に反映させることの適
否、および反映させることを与件とした場
合の具体的な反映方法

主要な保険契約と一
体のものとしてとら
え、保険負債に関す
る評価額を修正する
方法を支持

ポートフォリオ単位の測定を求めている本DPの基本的な立
場と一貫した考え方によれば、オプションを独立した存在とし
てとらえるのではなく、一体としてとらえるべきである旨を指
摘。

独立した使途が想定されておらず、主たる
ストック項目と一体となって意味を持つ項
目については、会計上も一体として取り扱
うべし、という価値判断

1

質問７
有利な立場にある保険契約者の行動に関
連して、保険者（保険会社）が認識すべき
CFはどのような範囲か。

IASBが支持する(a)
に代えて(c)を支持

(a)「保険契約者が、保証された被保険権利を維持するため
に行わなければならない支払から生じるキャッシュフロー」よ
り(c)「既存契約の契約上の条件に由来する商業的実体を有
するすべてのキャッシュフロー」のほうが、普遍的に適用可能
な規準である旨を指摘。

普遍性が保証されていることは、(a)の長
所、すなわち一定の将来保険料を保険負
債の測定において反映できること、を上
回っている、という事実認識

（具体的な規準の設定
に際しては、普遍的な
適用可能性の有無を斟
酌すべし）

4

質問１１
リスク・マージンは保険契約のポートフォリ
オに対して決定されるべきか否か。

総論として賛成

リスクのプールは保険者（保険会社）にとってビジネスの本質
であり、また利益の源泉でもある以上、ポートフォリオ・ベース
でリスク・マージンを決定すべし、と主張。ただしその場合は、
ポートフォリオの組み替えによって損益が発生する状況を避
けられないことから、ポートフォリオの定義に関して慎重に検
討を進めるように要望。

ビジネスの本質に適う業績評価を行うべ
し、という価値判断

「ビジネスの本質に適う
業績評価を行うべし。」

4

質問１３
保険契約がその他のサービスの要素を含
んでいる場合に、そのような要素を分離把
握すべきか否か。

状況に依存して回答
が変わってくる旨を
指摘。

複数の要素の相互間に依存関係があれば分離せず、依存
関係をほとんど見出せない場合には分離するように主張。

独立した取扱いを想定しうるかどうかに応
じて、会計上の取扱いも使い分けるべし、
という価値判断

（実態に適う会計処理を
行うべし）

1

質問１４
保険負債の測定に際し、保険者自身の信
用リスク（あるいはその変動）を反映させる
か否か。

反対

自己の信用リスクを発行した負債の評価に反映させること
は、(a)企業として継続している限り、負債は契約通りに返済
すべきもの、という基本前提に反してしまうこと、(b)負債に関
する信用力の悪化にみあって生じている資産の毀損は、多く
の場合、もともとオンバランスされていない無形ののれん価
値が吸収しているものであるから、負債についてのみ評価損
益を計上すると損益の不必要なミスマッチが生じてしまうこ
と、(c)たとえ負債の時価が下落しても、それが事業投資に拘
束されている限り評価益の実現を図る手段は存在しないこ

負債を継続的に公正価値で再評価する際
に生じる評価差額は確定した投資の成果
としての性質を有していない、という事実
認識

「企業会計で認識する
収益は確定した実績値
としての成果という特質
を備えるべし。」

1

質問１５

金融負債（一般）の評価に関してIASBが進
めている基本原則の確立（全面的な公正
価値評価と評価差額の損益算入）と、保険
負債に関する評価原則との不整合を解消
すべきか否か

反対（不整合を解消
する必要なし）

両者の間に整合性を図るべきか否かは、両者の「負債として
の質的な差異」をどれだけ深刻なものとみるのかに依存して
いる旨を指摘。（それ以降は何も語られていないが、行間か
らは「両者の間には無視できない質的な差異がある」という
メッセージを読み取ることができる。）

金融負債の評価は、金融負債という外形
によって決まるのではなく、どのような目的
で発行された負債なのかに依存している、
という価値判断

「会計処理は主として保
有目的等に依存して決
定される。」

4
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質問２０
期中に生じた保険負債に関する評価差額
を当期純利益に反映させるか否か

反対（反映すべきで
はない）

保険契約を構成する各要素のすべてに市場が存在するよう
な場合を除けば、たとえストック評価の観点から現在価値ア
プローチが望ましい、と言いうるとしても、その変動差額が投
資の成果を適切に反映しているとはいえない旨を指摘。

資産や負債の適切な評価（最適な評価）
が、必ずしも投資の成果の適切な把握に
は直結しない、という事実認識

「資産や負債の適切な
評価（最適な評価）が、
最も有用な情報の提供
に直結しないケースも起
こりうる。」

2

質問２１ その他のコメント（任意） N/A

DPの提案はこれまでの会計実務を大きく変えるものであるた
め、提案どおりの基準開発を進める場合の前提条件として、
アクチュアリーらによる保険負債の測定方法が新たに開発さ
れることと、十分なフィールド・テストを実施することの2つが
満たされなければならない、と主張。

実務の大幅な変更を伴う基準開発におい
ては、新たな会計基準の実践可能性が
伴っていなければならない、という価値判
断

（新たな基準の開発に
際しては、その実践可
能性を斟酌すべし）

4

IAS第24号「関連
当事者について
の開示」の改訂の
公開草案：『国営
企業及び関連当
事者の定義』

2007年5月25日 総論

(a)報告企業の親会社の関連会社、(b)報告企業に対して支
配あるいは重要な影響力を有する個人が共同支配または重
要な影響力を有する企業、および(c)報告企業の主たる経営
幹部が共同支配または重要な影響力を有する企業などにつ
いても、それらを一律に関連当事者の定義に含めるのではな
く、上記の主体が取引に重要な影響を与える場合に限って開
示を求めるなどの形で、財務諸表作成者の負担に配慮する

開示が必要な関連当事者かどうかは、関
連当事者としての外形だけでは判断でき
ない、という事実認識／財務諸表作成者
に過重な作成コストを負わせるべきではな
い、という価値判断

（開示の要否に関する
判断に際しては、コスト
と便益とを斟酌すべし）

4

質問２(a)

親会社の関連会社を子会社の関連当事
者に含め、一律に開示を求めることの適
否、および報告企業を支配している個人に
対し、当該個人が支配している別の企業
のみならず、当該個人が重要な影響力を
及ぼしうる状態にとどまっている企業まで
「関連当事者」の定義に含めることの適否

反対

開示を求めるのは、当事者が取引に対し重要な影響を及ぼ
す場合に限るよう要請。また、関連当事者が重要な影響力を
及ぼしている取引を「関連当事者取引」に含めて定義する
「代替案」を提示。また個人のケースについても、開示が必要
となるのは、当該個人が取引に対し重要な影響を及ぼす場
合に限るよう要請。また、当該個人が重要な影響力を及ぼし
ている取引を「関連当事者取引」に含めて定義する「代替案」
を提示。

開示が必要な関連当事者かどうかは、関
連当事者としての外形だけでは判断でき
ない、という事実認識／財務諸表作成者
に過重な作成コストを負わせるべきではな
い、という価値判断／主として開示が求め
られるのは、当事者自身に関する情報で
はなく、（関連当事者による）重要な影響力
のもとで行われている取引の内容に関す
る情報である、という価値判断

（開示の要否に関する
判断に際しては、コスト
と便益とを斟酌すべし）

4

質問２(b)

ある人が重要な影響力を有している企業
と、その人の近親者が重要な影響力を有
している企業とを「関連当事者」の定義か
ら除くことの適否（←現行IAS第24号はこれ
らの当事者を関連当事者と定義している
が、その一方で、企業の関連会社同士は
関連当事者の定義に含めていない。）

より良い代替案の存
在可能性に言及しな
がらも賛成

左記のような提案によれば、（不必要なケースにおいて）関連
当事者間の取引に関する開示が求められなくなる。それ自体
は望ましいことなので提案に賛成するが、報告企業に対する
重要な影響力を有しているのが企業ではなく人の場合につ
いては、より良い対応がありうるはずであると指摘。

財務諸表作成者に過重な作成コストを負
わせるべきではない、という価値判断

（開示の要否に関する
判断に際しては、コスト
と便益とを斟酌すべし）

4

質問２(c)

報告企業の主たる経営幹部が支配、共同
支配、または重要な影響力を有している企
業、あるいは当該経営幹部が重要な議決
権を有している企業が「報告企業に関連す
るもの」と定義されていることと整合性を図
るため、ある人が支配、共同支配または重
要な影響力を有している企業、あるいは重
要な議決権を有している企業が報告企業
であり、その人が別の企業の主たる経営
幹部の一員である場合に、当該別の企業
を「報告企業に関連するもの」と定義づけ

多面的に反対

いずれのケースにおいても、「重要な投資者が主たる経営幹
部を務めている事実」などによって関連当事者を定義し、関
連当事者に該当する者については詳細な情報の開示を求め
るべきではない、と主張。むしろ問題となっている主体が報告
企業の行う取引に重要な影響を及ぼしているかどうかにてら
して、開示を求めるかどうかを決定するように要請。そのうえ
で、ここで問題となっている主体が重要な影響力を及ぼして
いる取引を「関連当事者取引」に含めて定義する「代替案」を
提示。

開示が必要な関連当事者かどうかは、関
連当事者としての外形だけでは判断でき
ない、という事実認識／主として開示が求
められるのは、当事者自身に関する情報
ではなく、（関連当事者による）重要な影響
力のもとで行われている取引の内容に関
する情報である、という価値判断

（開示が必要な関連当
事者かどうかは、関連
当事者としての外形だ
けでは判断できない。）
（主として開示が求めら
れるのは、当事者自身
に関する情報ではなく、
関連当事者による重要
な影響力のもとで行わ
れている取引の内容に
関する情報である。）

1

質問２(d)
関連当事者の定義に関するその他のコメ
ントの有無

改善提案を表明
報告企業に関連する企業の（例えば関連会社の）退職給付
制度まで関連当事者に含めるべきではない旨を指摘。

特別な事情がない限り、特定のケースに
おいてのみ「関連当事者」の範囲を拡大す
べきではない、という価値判断

（不必要に例外を設ける
べからず）

7

質問３
関連当事者取引の定義をより明確にする
提案の適否

賛成
関連当事者間の取引について、関連当事者についての開示
の範囲から除外されたことを歓迎する、と指摘。

関連会社間の取引に関する情報と、関連
当事者自身に関する情報とは異質であ
る、という事実認識

（関連会社間の取引に
関する情報と、関連当
事者自身に関する情報
とは異質である）

1

質問４ その他のコメントの有無 N/A

関連当事者との間の未履行契約についても開示を求める旨
の提案には反対。未履行契約については一般に財務諸表本
体あるいは注記において十分な開示が行われていない事実
に鑑みれば、非財務情報としての開示が適切である旨を指

関連当事者についての情報開示のあり方
は、開示対象項目の財務報告制度におけ
る取扱いとも密接に関わっている、という
事実認識

同左 7

DP「公正価値測定」
IFRSに広く分散している既存のガイダンスを体系化し、明瞭
化し、簡素化するために、IFRSが要求する公正価値測定に
関して単一のガイダンスの開発を目指す、プロジェクトの趣旨

測定操作に関するガイダンスは、体系的で
明瞭、かつ簡素であることが望ましい、と
いう価値判断

（測定操作に関するガイ
ダンスは、体系的で明
瞭、かつ簡素であるべ

4

このプロジェクトは財務報告における公正価値の使用を拡大
させるための手段ではない、というDPで示されている考え方
を強く支持。

どのように公正価値を測定するのか、とい
う問題と、公正価値測定をどのような局面
で行うのか、という問題は切り離して論じる
うるし、切り離して考えなければならない、
という価値判断

「測定技法の技術的な
適用可能性に関する問
題は、その技法を適用
するケースに関する問
題と独立に論じるべし」

2

関連する論点、とりわけ公正価値による測定が意味を持つ状
況や、公正価値の変動が投資の成果を反映している状況に
関する概念FWプロジェクトなどとの連携を図るように要請。

関連する論点については一体で議論し、
結論の整合性を保つべし、という価値判断

（会計基準の体系は整
合性・首尾一貫性を保
持すべし）

5

総論
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入口価値による測定が意味を持つケースも存在する事実に
配慮するよう要請。

公正価値のうち、入口価値と出口価値の
いずれに着目した測定を行うのかは、それ
ぞれの資産や負債がどのような使途に向
けられているのかに依存して異なる、とい
う事実認識

「会計処理は主として保
有目的等に依存して決
定される。」

4

質問１、質
問２および
質問２５

あらゆる公正価値測定に単一のガイダン
スを提供することで、公正価値測定に関す
る複雑性が軽減され、首尾一貫性が向上
する可能性の有無、およびそのようなガイ
ダンスの「たたき台」としてのSFAS第157号
の適否

総論として賛成

(1)単一のガイダンスが複雑性の低減や首尾一貫性の向上
に資する可能性がある点には賛成、(2)SFAS第157号を基礎
として新たなガイダンスを開発する場合であっても、IFRSに含
まれている既存のガイダンスの一部を引き継ぐことは有用で
あると指摘、とりわけ活発な市場が存在しない場合におい
て、あたかも活発な市場が存在するかのような仮定にもとづ
く公正価値測定が求められるのであれば、こういうケースに
おいて簡素な測定を容認している「既存のガイダンス」が意

単一のガイダンスは、複雑性の低減や首
尾一貫性の向上に貢献しうる、という事実
認識／ただし「活発な市場が存在すること
を与件とした基準開発」をすべての金融商
品を対象として進めることで、有用な情報
が提供されるようになるかどうかは明らか
でない、という事実認識

「非現実的な想定（すべ
ての金融商品に活発な
市場が存在する）を与件
とした基準開発は避け
るべし」

6

質問３、質
問４および
質問５

出口価値にもとづいて公正価値を定義す
ることの適否など

反対

現行IFRSのもとで出口価値以外で測定されている項目の中
には、引き続きその評価基準を適用し続けるのがよいケース
も存在する旨を指摘。またひとつの活発な市場において売買
されるような財については、「ほんらいなら入口価値で測定す
べき状況」において出口価値による評価を求めても実害はな
いが、企業が異なる市場で購買と売却を行っているような
ケースでは、必要に応じて入口価値を用いるべし、と主張（具
体的には、のれんの獲得と実現とを図っているようなケース
が該当する）。また必要に応じて「現在」出口価値、「現在」入
口価値などの呼称を用いるべきであることも主張。

適用すべき評価基準は、評価の対象と
なっている財についてどのような使途が想
定されているのかに依存しており、保有目
的にかかわらず最適な評価基準が一律に
決まるわけではない、という事実認識／測
定規準の選択は、主として「投資の成果を
測定する観点」にてらして行うべし、という
価値判断

「より洗練された測定技
法（例えば期待値）の適
用が技術的に可能で
あっても、その適用が最
善とは限らない。（測定
技法の選択は、投資の
成果をより適切に把握
できるかどうかに依存し
ている。）」「会計処理は
主として保有目的等に
依存して決定される。」

2 and 4

質問９およ
び質問１６

負債を出口価値で評価することの適否、お
よび負債の公正価値評価に際し、発行者
の信用リスクを反映させることの適否

直接的には回答せ
ず、負債の公正価値
測定が意味を持つ
状況は限られている
旨を繰り返し強調

負債には一般に活発な流通市場が存在せず、したがって公
正価値による測定が意味を持つケースはきわめて限定的で
ある旨を（質問の趣旨にかかわらず）まず指摘。そのうえで、
かりに市場価格のない負債を公正価値で評価するのを与件
とする場合は、リスクフリー・レートによる割引現在価値で評
価することになる旨を指摘。その理由として、「負債の移転に
際して支払いが求められる対価は、引き受け手の信用力に
依存しているため、」最も信用力の高い相手に引き受けても
らうことを想定した、もっとも高い対価の支払いを前提としな
ければならない」旨を指摘。さらに資産と負債の公正価値測
定に整合性を求めるかどうかは、負債を「マイナスの資産」と
みることができるかどうかに依存している旨を指摘。併せて、
負債の継続的な公正価値評価には解決すべき問題が多く残

多くの負債には活発な流通市場が存在し
ない、という事実認識／活発な市場の有
無は、公正価値による評価が意味を持つ
かどうかと密接に関わっている、という事
実認識／活発な市場が存在しない負債の
公正価値を見積もる場合は、「保守的な評
価」という観点から、最も信用力の高い主
体への譲渡を想定した、最も高い評価額を
適用しなければならない、という価値判断

「技術的な測定可能性と
は独立に、ある属性値
による評価が意味を持
つのはどのようなケース
かを論じるべし」

2

質問１１

実際の取引価格とモデルから推定された
公正価値とが乖離している場合において、
公正価値による測定を求めることの適否、
およびそのような測定をつうじて「デイ・ワ
ン」損益を計上することの適否

反対

知識のある自発的な第三者との間で成立したものである限
り、取引価格のほうを適用すべし、と主張。またデイ・ワン損
益を即時認識するのか、繰延処理を行うのかは、期末におけ
る処理に依存している旨を指摘（デイ・ワン損益の認識が意
味を持つのは、公正価値による継続的な再評価と、再評価
差額の損益認識が行われており、かつ、実際の市場データ
にもとづいて公正価値が見積もられている場合に限られる旨
を指摘）。

知識のある自発的な第三者との間で成立
したものである限り、実際の取引価格のほ
うがIASB自身による公正価値の定義に
適っている、という価値判断／測定規準の
選択は、主として「投資の成果を測定する
観点」にてらして行うべし、という価値判断

「より洗練された測定技
法（例えば期待値）の適
用が技術的に可能で
あっても、その適用が最
善とは限らない。（測定
技法の選択は、投資の
成果をより適切に把握
できるかどうかに依存し

2

DP「財務報告に
関する改善された
概念FWについて
の予備的見解：財
務報告の目的お
よび意思決定に
有用な財務報告
情報の質的特性」

2006年11月29日

かりにIASBが「資産と負債の変動差額は（自動的に）業績を
反映することになる」という前提に立って議論を進めているの
であれば、その前提自体に疑義を向ける必要がある旨を指
摘。

資産と負債とを貸借対照表の観点から適
切に評価したとしても、そこから導かれてく
る純資産の変動差額が最適な業績指標と
なる保証はない、という事実認識

「資産や負債の適切な
評価（最適な評価）が、
最も有用な情報の提供
に直結しないケースも起
こりうる。」

2

経済的単一体説にもとづく財務諸表を支持するDPに対し、親
会社説にもとづく連結財務諸表を作成するように要請。連結
財務諸表の主要な利用者は親会社株主であり、まずはかれ
らのニーズに焦点を当てた報告を行うべし、という考えをその
論拠として提示。

財務報告は主要な利用者のニーズに適う
形で行うべし、という価値判断／そこでいう
主要な利用者は親会社株主である、という
事実認識／親会社株主に焦点を当てた財
務報告は、他の利用者のニーズを無視し
たものではなく、他の利用者にとっても有
用でありうる、という事実認識

「主要な利用者といいう
る親会社株主に焦点を
当てた財務報告は、他
の利用者のニーズを無
視したものではなく、他
の利用者にとっても有
用でありうる。」

7

信頼性を「表現の忠実性」によって置き換えられるかどうかに
ついて疑問を提起。信頼性と異なり、表現の忠実性はレリバ
ンスと必ずしも独立した特性ではない、という考えをその論拠
として提示。

会計情報の主要な質的特性（レリバンスと
信頼性）の間にはトレード・オフの関係が
存在している、という事実認識／そのト
レード・オフ関係が有用な情報を生み出し
てきた、という事実認識

「会計情報の主要な質
的特性（レリバンスと信
頼性）の間にはトレード・
オフの関係が存在して
おり、そのトレード・オフ
関係が有用な情報を生
み出してきた。」

7
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「表現の忠実性」に関する抽象的な次元の議論から、適用す
べき具体的な評価基準が一義的に定まるかのような誤解を
生む記述は避けるよう要請。

有用な会計情報を生み出すためのどのよ
うな質的特性が満たされなければならない
のか、という議論から、評価基準の選択に
関する含意が得られるわけではない、とい
う事実認識／評価基準の選択は、主とし
て、当該評価基準を選択した結果、どのよ
うな特性を有する利益が計算されることに
なるのか、という観点から行うべし、という

「有用な会計情報を生
み出すためのどのよう
な質的特性が満たされ
なければならないのか、
という議論から、評価基
準の選択に関する直接
的な含意が得られるわ
けではない。」

7

ASBJが提案した質的特性である「内的整合性」に関して、
IASBに誤解がみられる旨を指摘。

ある会計情報がレリバントか、有用か、な
どについて、基準の開発段階で明確な判
断が下せない場合には、伝統的に、内的
な整合性に着目した基準開発が行われて
きた、という事実認識

「ある会計情報がレリバ
ントか、有用か、などに
ついて、基準の開発段
階で明確な判断が下せ
ない場合には、伝統的
に、内的な整合性に着
目した基準開発が行わ
れてきた。」

7

IFRIC D20「カスタ
マー・ロイヤル
ティ・プログラム」

2006年11月16日

取引の実態にかかわらず、常に、顧客から受領した対価の
一部をポイント等に配分し、企業が顧客に商品を引き渡す義
務を履行するまで負債として繰延べる提案に反対する旨を表
明。解釈の根拠となっているIAS第18号、第13項は「取引の
実質を反映する必要がある場合に限って」配分を求めている
のに対し、D20は一律に配分を求めており、これは既存の規
定に関する解釈というより、基準それ自体の置き換えに相当

解釈指針によって、事実上、本体の会計
基準を置き換えるべきではない、という価
値判断（会計基準のヒエラルキーを尊重す
べし、という価値判断）

（解釈指針によって、事
実上、本体の会計基準
を置き換えることは避け
るべし、すなわち会計基
準のヒエラルキーを尊
重すべし）

7

ポイント等の配分を行うのは、(a)賞品クレジット（ポイント等）
が、通常の事業活動の過程で企業によって提供される財貨
またはサービスと引き換えることができる場合、(b)その価値
が大きい場合の、両方またはいずれかのケースである旨を
指摘。すなわち(a)の要件が満たされれば、ポイントの行使は
ポイントを付与した企業による販売取引とみなしうるが、ポイ
ント付与企業が提供していない財貨やサービスが将来引き
渡される場合は、ポイントの行使を付与企業による販売とみ
なせないことを理由のひとつとして指摘。さらに、たとえポイン
トの行使によって引き渡される財貨やサービスが、付与企業
自身によって提供されるものであっても、その価値が僅少で
あれば独立した販売取引とはみなせず、むしろ販売促進の
ための活動とみなしうることから、(b)の要件が意味を持つ旨

ポイントの付与が将来の販売活動に関す
る義務を生み出すかどうかは、(a)付与企
業自身が通常提供している財貨やサービ
スを提供する義務と関わっているかどうか
や、(b)対価を支払ってでも入手したいと顧
客が考える、という意味において「価値の
ある」財貨やサービスが引渡しの対象と
なっているかどうかに依存している、という
事実認識

（実態に適う会計処理を
行うべし）

1

収益認識プロジェクトと平仄を合わせるべきことを指摘。
関連する会計問題については一体として
取扱い、首尾一貫した解決策を引き出す
べし、という価値判断

（会計基準の体系は整
合性・首尾一貫性を保
持すべし）

5

IFRIC解釈指針案
near final draft
「サービス・コン
セッション」

2006年11月10日

解釈指針案では、営業者の受け取る権利が金融資産と無形
資産のいずれに該当するのかという観点から会計処理モデ
ルの選択を問題としており、後者（無形資産）の場合には、建
設サービスの提供と引き換えに無形資産を調達した段階で、
収益を認識することとしているが、このような収益認識には反
対する旨を表明。その理由として、譲与者から付与された無
形資産は通常、流動性を欠いており、営業者が当該無形資
産を用いた営業活動をつうじて実現を図るしかないこと、を指
摘。そのような意味で、無形資産を獲得するための活動と、
取得した無形資産を利用した営業活動とは本来一体としてと
りえるべきなのに、両者を無理に区分しようとしたところにそ
もそもの問題がある旨を併せて指摘。

投資の成果はキャッシュやその同等物の
流入という事実の裏づけによって「確定し
た」段階でとらえることになっている、という
事実認識／成果を確定させるための手段
という点で切り離すことができない活動の
成果は一体として把握すべし、という価値
判断

「企業会計で認識する
収益は確定した実績値
としての成果という特質
を備えるべし。」

1

IAS第32号および
IAS第1号修正案：
「公正価値でプッ
トできる金融商品
および清算時に
生じる債務」

2006年10月23日 総論

このEDで取り扱っている問題は、本来なら、負債と資本の区
分に関する長期プロジェクトで取り扱うべきものだが、既に顕
在化している特定問題に対応する必要から、限定的に開発さ
れた基準としては概ね支持する旨を表明。

緊急度の高い要請があれば、ある会計分
野について、汎用性の高い一般原則を開
発しようとするプロジェクトと同様の分野に
おいて、ローカルな問題を解決するために
別のプロジェクトを立ち上げることは許容さ
れる、という事実認識

（緊急度の高い要請が
あれば、ある会計分野
について、汎用性の高
い一般原則を開発しよう
とするプロジェクトと同様
の分野において、ローカ
ルな問題を解決するた
めに別のプロジェクトを
立ち上げることは許容さ

7

質問１およ
び質問２

公正価値でプットできる金融商品、および
清算時に企業の純資産に対する比例的な
持分をその他の企業に引き渡す債務のそ
れぞれを資本に区分することの適否

結論に限って賛成

区分結果については異論がないものの、その前提となる「分
類規準」として提案されているものは曖昧で、「普通株式と類
似した特徴を有する金融商品を資本に分類する」という、本
EDの目的を達成しうるかどうかについては疑義を提示。

負債と資本の区分に関する一般的かつ明
瞭な原則が未確立な状態にとどまってい
る、という事実認識／それを早急に確立す
べし、という価値判断

同左 7
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質問３(a)
公正価値によってプットしうる金融商品に
ついて、当該金融商品の公正価値に関す
る追加的な開示を求めることの要否

反対
一般に、持分金融商品には公正価値の開示が要求されてい
ない旨を指摘。

持分金融商品については公正価値の開示
が求められていない、という事実認識／特
別な事情がないかぎり当該原則に例外を
設ける必要はない、という価値判断

同左 7

IAS第1号「財務諸
表の表示」改訂に
関するED

2006年7月7日 総論

財務諸表の主要な利用者である投資家が、「フィードバック価
値」の観点から支持してきた純利益の開示が求められている
点を評価。その一方で、現行の純利益を計算するために不
可欠なリサイクリングの手続を今後も存続させるかどうかが
不明確な状態にとどめられていることに懸念を表明。

純利益の開示は投資家らに支持されてき
た、という事実認識／それは純利益が有し
ている「フィードバック価値」という特性によ
るものだという事実認識／リサイクリング
の手続を行わなければ、純利益は質的に
変化してしまう、という事実認識

「『確定した成果』と性格
づけられた当期純利益
の計算においては、リサ
イクリングの手続は不可
欠である。」「純利益の
開示は投資家らに支持
されてきたのは、純利益
が有しているフィード
バック価値という特性に

1

質問１
各財務諸表の名称を変更のすることの要
否

反対

名称変更を行う積極的な理由がないにもかかわらずそれを
行えば、不必要な混乱が生じることを指摘。また名称変更の
問題は、より本質的な問題を取り扱うこととされている「セグメ
ントＢ」の議論と密接に関わっているので、その終了まで決定
を下すべきでないことを指摘。さらに、かりに名称の変更が行
われるのであれば、「認識収益費用計算書」における「認識」
と、「持分変動計算書」における「持分」という用語は、他の文
脈における語法と平仄が合っていない、などの理由から、採
用するかどうかを慎重に検討するように要請。

ニーズのない基準の変更は行うべきでな
い、という価値判断／名称変更の要否に
大きな影響を及ぼしうる意思決定が下され
るまでは、変更の要否に関する議論を中
断すべし、という価値判断

（財務報告は利用者の
ニーズに適う形で行うべ
し。）

4

質問２
「期首財政状態変動書」を財務諸表の体
系に組み入れることの適否

反対
財政状態計算書（貸借対照表）の主要な開示目的は、期末
時点における財務ポジションを示すことである旨を指摘。

財政状態計算書（貸借対照表）の主要な
開示目的は、期末時点における財務ポジ
ションを示すことである、という事実認識

（財政状態計算書の主
要な開示目的は、期末
時点における財務ポジ
ションを示すことであ

6

質問３
「認識収益費用（計算書）」という名称の適
否

反対 質問１に対する回答を参照。

自明の事実を敢えて名称に付け加えると
（←財務諸表に計上されている項目はす
べて認識済みの項目である、というのは定
義上明らかなはずなのに、その言葉を敢
えて用いると）不必要な誤解を生み出すこ
ととなる、という事実認識

同左 7

質問４
すべての所有者との取引以外による持分
変動と、所有者との取引による持分変動と
を区分表示することの要否

賛成したうえで要望
事項を付記

左記の内容は、包括利益に関連する取引と、いわゆる資本
取引とを区分することに結びついており、そのこと自体は必
要である旨を指摘。ただしこのような区分に加え、純利益と包
括利益との区分表示も重要である旨を主張。

必要な区分のうち特定の一部だけを強調
することをつうじて、残りの部分の重要性
を相対的に低下させるようなことがあって
はならない、という価値判断

同左 7

質問５
１計算書方式と２計算書方式とを併存させ
ることの適否

賛成

投資家の意思決定に関して、純利益が果たしている重要な
役割に鑑みれば、１計算書方式だけでなく、純利益が重要な
役割を担っている事実と整合的な２計算書方式の採用も認
められるべきである旨を指摘。

包括利益との対比において、純利益は相
対的に重要な役割を果たしている、という
事実認識／その事実に適う表示方式は２
計算書方式である、という事実認識

「包括利益との対比にお
いて、純利益は相対的
に重要な役割を果たし
ている。」

7

質問６
その他包括利益の各構成要素に関する組
替調整額を開示することの要否

賛成
純利益の計算にとって組替調整は必要な手続であり、その
金額を明示することは財務諸表利用者の助けとなりうる旨を
指摘。

財務諸表利用者の助けとなるような情報を
開示すべし、という価値判断

（財務報告は利用者の
ニーズに適う形で行うべ
し。）

4

質問７
その他包括利益の各構成要素に関する法
人所得税の開示を求めることの適否

反対

その他包括利益を構成する要素毎の税効果は、利用者に
とって価値のある情報と考えられない旨を指摘。併せて、純
利益を構成する各要素について、同様の開示が求められて
いないこととの平仄を欠くことも指摘。

相対的に重要性が高いとは考えられない
項目（←この文脈ではその他包括利益）に
だけ（税効果に関する）詳細な情報を提供
する必然性は乏しい、という事実認識

同左 7

質問８
純利益を基礎としたEPSの情報を、認識収
益費用計算書の本体に表示しうる唯一の1
株当たり情報とすることの適否

賛成
純利益が投資家の意思決定において重要な役割を演じてき
た旨を指摘。

純利益の開示は投資家らに支持されてき
た、という事実認識

「市場関係者に支持さ
れている情報を計算・開
示すべし。」

5

その他

IFRSsの初度適用に際して求められる調整表は、純利益に関
する調整の役割を（も）担っていることから、当該調整表に関
して、現行ルールの規定から「純利益の調整」という表現を削
除すべきでない旨を主張。また組替修正額に関する定義を、
EDと設例とで整合的なものとするように要望。

純利益の開示は投資家らに支持されてき
た、という事実認識／用語の定義は整合
的なものであるべし、という価値判断

「市場関係者に支持さ
れている情報を計算・開
示すべし。」（会計基準
の体系は整合性・首尾
一貫性を保持すべし）

5 5

IFRS第2号「株式
報酬」修正公開草
案「権利確定条件
および取り消し」

2006年6月2日 質問１
権利確定条件は業績条件と勤務条件とに
限定すべし、という提案の適否

反対

従業員に対して一定の期間にわたって制度への拠出を求め
るような従業員株式購入制度が存在しており、そのような制
度のもとでは、この「拠出の要求」を権利確定条件と考えるこ
とができる旨を指摘。当該条件が満たされなかった場合は、
権利不確定による失効とみなし、既計上の費用を戻し入れる
処理が望ましい、と指摘。

「権利確定」のために充足すべき条件は、
企業が置かれている状況に応じて多様に
分かれうる事実を反映した基準を開発す
べし、という価値判断

（実態に適う会計処理を
行うべし）

1
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質問２
報告主体以外による取り消しを、報告主体
自身による取り消しと整合的に取り扱うべ
し、という提案の適否

反対

例えば質問１に対する回答として言及されている従業員株式
購入制度の場合、（「報告主体以外」に相当する）購入制度
側からの申し入れによる取り消しは「権利確定条件不達成」
による取り消しであって、報告主体自身による取り消し（←こ
の場合には、期間配分の観点から未認識にとどまっている株
式報酬費用の即時費用処理が求められる）とは異なる旨を
指摘。併せて、直前に記した取消しの会計処理それ自体にも
反対する旨を表明（←取り消しが行われれば、従業員と企業
との間に契約が存在しないこととなり、そもそも費用の認識は
必要なかったこととなるため）。

報告主体以外による取り消しと、報告主体
自体による取り消しとは、株式報酬費用の
計上方法に及ぼすが異なる、という事実認
識／報告主体自体による取消しは、株式
報酬費用を計上する必要性自体を失わせ
る行為だという事実認識（実質優先思考）

（異質な項目には異質
な会計処理を適用すべ
し。）

1

DP「財務会計の
測定基礎 －当初
認識時の測定」

2006年5月19日 総論

(1)すべての資産・負債に一物一価の法則が成立する、という
前提は非現実的であること、(2)会計上の利益が投下資金の
回収余剰という性質を有しており、そのような利益が市場関
係者が支持されてきたことに鑑みれば、取引価格が異常で
ある場合を除き、公正価値と取引価格とが乖離している場合
であっても取引価格で評価すべきであること、(3)無形ののれ
ん価値が存在する以上、識別可能なすべての資産・負債を
公正価値で評価しても企業価値には一致せず、その意味で
「資産・負債の適切な評価」はその変動差額としての「適切な
利益」に直結しないこと、(4)事後測定から切り離して当初認
識だけを論じても実り多い成果は期待できないこと、などを指
摘。

すべての資産・負債に一物一価の法則が
成立する、という前提は非現実的であると
いう事実認識／会計上の利益が投下資金
の回収余剰という性質を有しており、その
ような利益は市場関係者が支持されてき
た、という事実認識／無形ののれん価値
が存在する以上、識別可能なすべての資
産・負債を公正価値で評価しても企業価値
には一致せず、その意味で「資産・負債の
適切な評価」はその変動差額としての「適
切な利益」に直結しない、という事実認識
／事後測定から切り離して当初認識だけ
を論じても意味がない、という事実認識

「すべての資産・負債に
一物一価の法則が成立
する、という前提のもと
で基準開発を進めるべ
きではない。」(8)「市場
関係者に支持されてい
る情報を計算・開示すべ
し。」(5)「資産や負債の
適切な評価（最適な評
価）が、最も有用な情報
の提供に直結しない
ケースも起こりうる。」(2)

2 and 5 6

この問題
に関する
ASBJの基
本的なスタ
ンス

右記の通り。

投資家の意思決定に有用な情報を提供す
るためには、事業投資と金融投資とを区分
しなければならない、という価値判断／こ
のうち事業投資については時価の変動差
額が投資の成果として意味を持たないの
に対し、金融投資についてはそれが意味
を持つ、という事実認識／したがって事業
投資に用いられる資産については、当初
認識時に取引価格と公正価値との差額を
利益として認識すべきでない、という価値

「投資家の意思決定に
有用な情報を提供する
ためには、事業投資と
金融投資とを区分すべ
し。」「会計処理は主とし
て保有目的に依存して
決定される。」

4

（質問１お
よび２）

公正価値を入口価値によって定義するの
か、それとも出口価値によって定義するの
か

N/A

出口価値による測定を求めているFASBのEDに対し、入口価
値によるのか、それとも出口価値によるのかを明示していな
いこのDPは、FASBのEDに対する考え方を明確にする必要
がある旨を指摘。

会計基準の国際的な統合化が目標とされ
ているのであれば、関連し合う会計基準間
で重要用語の定義を統一しなければなら
ない、という価値判断

同左 7

（質問７）
一物一価の法則がすべての資産・負債に
成立する、という過程の適否

反対 「総論」を参照。 「総論」を参照。

「すべての資産・負債に
一物一価の法則が成立
する、という前提のもと
で基準開発を進めるべ
きではない。」

6

（質問８）

当初認識における公正価値測定に信用リ
スクを反映すべきことは、資産と負債とで
変わりがない（＝負債の評価に信用リスク
を反映させなければならない）という提案
の適否

反対（重大な懸念を
表明）

(1)負債を発行した主体自身の信用リスクをその評価に反映
させ眼ことは、「負債の全額を返済する」という前提に反する
こと、(2)負債に評価益が生じるようなケースでは、ほんらい、
それを相殺するような評価損が資産の側に生じているはずだ
が、そこでいう資産はオフバランスとされていることも多いの
で、負債のほうの評価益だけを財務諸表に反映させると不必
要なミスマッチが生じてしまうこと、(3)事業遂行上等の制約に
よって、評価益の実現を図りえないケースでは時価評価を
行っても意味がないこと、(4)自己の信用リスクを客観的に見
積もるのは困難であること、などを指摘。

負債を発行した主体自身の信用リスクをそ
の評価に反映させることは、「負債の全額
を返済する」という前提に反する、という事
実認識／負債に評価益が生じるような
ケースでは、ほんらい、それを相殺するよ
うな評価損が資産の側に生じているはず
だが、そこでいう資産はオフバランスとされ
ていることも多いので、負債のほうの評価
益だけを財務諸表に反映させると不必要
なミスマッチが生じてしまう、という事実認
識／事業遂行上等の制約によって、評価
益の実現を図りえないケースでは時価評
価を行っても意味がない、という価値判断
／自己の信用リスクを客観的に見積もる
のは困難である、という事実認識。

「市場関係者が受け入
れている事実認識や価
値判断（例えば、負債は
契約通りに返済されな
ければならない）に適う
会計処理を適用すべ
し。」「ある経済事象が
資産と負債に正反対の
影響を及ぼす場合は、
その影響がオンバラン
ス項目とオフバランス項
目のいずれに及ぶのか
に留意しながら、人為的
なミスマッチの発生を避
けるべし。」「投資目的
にてらして実現しえない
損益を投資の成果とみ

5 and 6
and 7
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（質問１１）
取引費用（取得費用）を含めずに算定した
公正価値で資産や負債を評価することの
適否

反対

投下資金の回収余剰としての性質を有している利益の開示
が支持されてきた事実に鑑みると、取引費用を含んだ取引価
格で評価すべきことを指摘。また資産除去債務に関して求め
られている会計処理（除去債務を生み出している資産の原価
への加算）は取引費用を控除した公正価値での評価と矛盾
することを指摘。同様のことは、借入利子費用の原価算入を
求めている会計基準との関係についてもいいうる旨を指摘。
これに関連して、このDPは自己資本コストについても原価算
入を求めているように読める内容を含んでいるが、そのよう
な取扱いは利益が有する基本的な特性を変えてしまうおそ
れを含んでいる旨を指摘。

会計上の利益が投下資金の回収余剰とい
う性質を有しており、そのような利益は市
場関係者が支持されてきた、という事実認
識／他の関連する会計基準との間に矛盾
があってはならない（先行して開発された
会計基準で求められている処理と矛盾す
るような一般原則を、十分な説明のないま
ま要求すべきでない）、という価値判断／
自己資本コストの取扱い（利益との関係）
をローカルな局面に限って例外的に変更
すべきではない（＝利益が有している基本
的な特性をなし崩し的に変更すべきでな

「市場関係者に支持さ
れている情報を計算・開
示すべし。」（会計基準
の体系は整合性・首尾
一貫性を保持すべし）

5 5

（質問１５）

取引価格は公正価値から乖離しうる、とい
う前提に立ち、両者の間にかい離がみら
れる場合は公正価値のほうで測定すべ
し、というスタンスにもとづく基準開発の適
否

反対

(1)取引価格と公正価値とは乖離しうる、という前提が、そもそ
も、一物一価の前提（このDPを貫いていると言われているも
の）に反している旨を指摘。また(2)このペーパー自体が、多く
のケースで取引価格は公正価値と一致している事実を認め
ているにもかかわらず、敢えて左記のような「原則」を持ち出
すのは、ほんらい「例外」に過ぎないケースを不必要に深刻
に取り扱うことになる旨を指摘。さらに(3)レベル３のインプット
が用いられる公正価値測定においては、結果的に、取得原
価による評価が行われることもあるが、それは左記の原則に
反してしまう旨を指摘。また市場の規模がそれほど大きくな
いケースでは、取引量を意図的に大きくすることをつうじて、
取引価格と公正価値との（短期的な）乖離を生み出すような
利益操作の温床となりうることも指摘。

同一会計基準に内的な矛盾があってはな
らない、という価値判断／例外と原則との
関係は保つべきであり、例外を原則扱いす
べきでない、という価値判断／適用しようと
すれば、開発済みの個別基準との間に大
きな矛盾が生じるような基本原則の適用を
図るべきではない、という価値判断

（会計基準の体系は整
合性・首尾一貫性を保
持すべし）

5

（質問１６）
様々な評価基準をレリバンスや信頼性の
観点から比較対照した結果、公正価値が
最も望ましい、とした結論の適否

反対
対象資産・負債の違いや、当初認識か、事後測定かという違
いを超えて、「一般論として」望ましい評価基準を論じても有
益な結論は引き出せない旨を指摘。

投資の目的に応じて、適切な評価基準は
異なりうる、という事実認識

「会計処理は主として保
有目的に依存して決定
される。」

4

（質問１７）
当初認識に際して適用される評価基準を
（望ましさに応じて）階層化する場合、

反対

公正価値による測定が望ましい、といいうるのは市場で流通
している金融商品に限られ、事業資産については取得原価
による評価が（投資成果の把握という観点から）望ましいこと
もある、と指摘。

投資の目的に応じて、適切な評価基準は
異なりうる、という事実認識

「会計処理は主として保
有目的に依存して決定
される。」

4

IFRS公開草案第8
号「事業セグメン
ト」

2006年5月22日 質問１
マネジメント・アプローチを採用することの
適否

賛成

最高意思決定者と同じ視点で企業経営を見ることができるこ
と、内部で利用されている情報を基礎とすることで作成者の
負担が軽減されること、非財務情報との整合性もとりやすい
こと、などに鑑みて賛成する旨を指摘。

投資家は最高意思決定者の視点に立った
情報を必要としている、という事実認識／
作成者の負担は一定水準以下まで軽減さ
れるのが望ましい、という価値判断／関連
する情報の結びつきを、財務諸表利用者
にとってわかりやすく開示すべし、という価

「投資家は最高意思決
定者の視点に立った情
報を必要としている」

7

質問２
IFRS第8号_EDを（原則として平仄を合わせ
ている）SFAS第131号の規定から意図的
に離脱させる必要の有無

直接的には回答せ
ず

第22項と第24項との間で、開示要求事項が異なるのではな
いか、という疑念が生まれないように、両者の関係を調整す
るように要望。

不必要に多義的な解釈の余地を残すべき
ではない、という価値判断

（経営者に過度の裁量
を与え、客観性を損なう
べきではない）

3

質問３
セグメント情報を要求する報告主体の拡大
を求める提案の適否

直接的には回答せ
ず

範囲の拡大を目指すのであれば、その必要性（理由）を示す
ように要求。

新たな基準の開発に際しては、市場関係
者の理解を得るために必要な説明を行う
べし、という価値判断

同左 7

質問４
調整表の開示を、個々の報告すべきセグ
メントのレベルでは要求しない、という提案
の適否

賛成

最高意思決定者が必要としていない情報は、セグメント情報
を開示する目的にてらしてみれば、財務諸表の利用者に提
供する必要もない旨を指摘。またGAAPに準拠した情報が
個々のセグメントのレベルでは通常作成されないことに鑑み
れば、そうした情報の要求は、「作成者にとっての作成負担
の軽減」という趣旨にも反する旨を指摘。

個別具体的な規定は、それぞれの会計基
準を支えている基本的な考え方に適うもの
であるべし、という価値判断

5

質問５
地域別資産情報として、非流動資産だけ
の開示を求める提案の適否

反対
リスク資産は非流動資産に限られるわけではない以上、日本
基準が採用しているように、流動資産も含めたすべての資産
を対象とすることを提案。

リスク資産は非流動資産に限られるわけ
ではない、という事実認識／投資家らはリ
スク資産に関する「全体像」を把握しようと
している、という事実認識

1

DP「経営者による
説明」

2006年4月28日 総論

IASBが有している資源が限られていることに鑑みれば、いま
この問題を優先的に取り扱うべきではなく、むしろ概念FWの
プロジェクトにおけるフェーズE（表示および開示）で取り上げ
るべきであることを指摘。

取り組むべきプロジェクトの選択に際して
は、優先度を考慮すべし、という価値判断

同左 7

質問１
MCを財務報告にとって不可欠な部分とみ
なすことの適否

反対
MCには（財務報告に含まれないはずの）非財務情報が含ま
れている旨を指摘。

非財務情報は財務報告の対象外である、
という事実認識

同左 7

質問２
MCに関する規定の開発を優先させること
の適否

反対 総論を参照。 総論を参照。 同左 7

質問３
IFRSsに準拠した財務諸表であると認めら
れるための必要条件として、MCの開示を
要求することの適否

反対
MCにIFRSsに準拠していない測定値や非財務的測定値が含
まれている以上、それらの情報を提供することがIFRSsに準
拠していることの必要条件にはなりえない旨を指摘。

IFRSsに準拠していない情報（をも含んだ、
幅広い情報）の提供状況によって、「IFRSs
に準拠しているかどうか」は判断できない、
という事実認識

同左 7
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質問９
どのような情報を、注記とMCのいずれで
開示するのかに関する「振り分け規準」とし
て提案されているものの適否

反対

概念FWに関するプロジェクトに進行状況次第では、このDPと
は異なる「振り分け規準」にIASBとFASBが合意する可能性も
ある旨を指摘。その結果として生じうる混乱を避けるために
も、概念FWのプロジェクトから成果が生じるまでは、このプロ
ジェクトを中断しておくべきことを要請。

関連する問題が別のプロジェクトで取り扱
われており、かつそのプロジェクトの優先
度が相対的に高い場合は、当該プロジェク
トの進行を静観すべし、という価値判断

同左 7

IAS第37号「引当
金、偶発負債及び
偶発資産」修正案
及びIAS第19号
「従業員給付」修
正案

2005年10月28日 総論

蓋然性の認識規準と偶発負債の用語を削除し、期待CFによ
る測定をあらゆるケースにおいて最適な非金融負債の評価
基準だという前提を置くことに反対する旨を表明。その理由と
して、(1)修正後のキー・コンセプトとなる「待機状態にある無
条件債務」の定義があいまいなまま残されていること、(2)そ
もそも新基準を開発しなければならないほどの問題は顕在化
していないこと、より具体的には、企業結合とそれ以外の局
面とで偶発債務の処理が食い違っていることには合理性が
あり、「不必要な一致」を図るには及ばないこと、(3)提案内容
は、実行可能性で難点を有している旨を指摘。

不必要に多義的な解釈の余地を残すべき
ではない、という価値判断／新たな基準の
開発は、その便益がコストを超過する見通
しの場合に限ってサポートされる、という価
値判断／会計基準の形式的な統一は必
ずしも有用な情報を生み出さない、という
事実認識／会計基準の開発に際しては作
成者や利用者にとっての実行可能性を考
慮すべし、という価値判断

（経営者に過度の裁量
を与え、客観性を損なう
べきではない）「整合性
の参照対象は多様であ
り、財務報告の目的を
達成するために最善な
対象との整合性を図っ
た結果、形式的に整合
性を図りうる他の対象と
の整合性が保持されな
いことはありうるが、そ
のような事態は必ずしも
基準の体系が整合性を
喪失したことを意味しな
い。」（新たな基準の開
発に際しては、コストと

7 3 and 4

【理由(1)】EDが提案しているように（偶発的か否かにかかわ
らず）待機状態にある無条件債務であれば負債の定義を充
足する（これまで偶発債務とみられていたものも、その多くは
この定義を充足する）、といいうるためには、キー・コンセプト
である「待機状態にある無条件債務」が明確でなければなら
ない、と指摘。にもかかわらず、負債が生じるかどうかが曖昧
な場合も存在することを指摘。

不必要に多義的な解釈の余地を残すべき
ではない、という価値判断

（新たな基準の開発に
際しては、コストと便益
とを斟酌すべし）

4

【理由(2)】企業結合時に生じる偶発債務と、通常のケースで
生じる偶発債務との間で、会計処理にいま不整合がみられ
る、という事実認識から基準の改訂が進められているようだ
が、ふたつのケースには「第三者との交渉過程の存否」とい
う違いがあり、測定の信頼性がもともと大きく異なる以上、両
者の間に整合性で図る必要はない旨を指摘。

会計基準の形式的な統一は必ずしも有用
な情報を生み出さない、という事実認識
（偶発債務、という形式に着目した統一を
図るのではなく、偶発債務が生じた経緯に
応じて測定の信頼性が異なる事実のほう
に目を向けなければならない、という価値
判断）

「整合性の参照対象は
多様であり、財務報告
の目的を達成するため
に最善な対象との整合
性を図った結果、形式
的に整合性を図りうる他
の対象との整合性が保
持されないことはありう
るが、そのような事態は
必ずしも基準の体系が
整合性を喪失したことを

7

【理由(3)】「類似した事例の乏しい訴訟」のケースに代表され
るように、EDのスタンスとは異なり、信頼性ある見積りが困難
であることからオフバランスの状態にとどまっている負債は少
なからず存在する旨を指摘。

非金融負債の評価額を、信頼性ある形で
見積もることができないケースはそれなり
に存在する、という事実認識

（最低限の信頼性を充
足すべし）

3

IAS第37号
に関する
質問５

「蓋然性の認識規準」を廃止することの適
否

反対

EDは「将来COFの金額や時期に関する不確実性は測定にお
いて反映すればよい」としているが、事象の発生頻度が確率
の見積りの信頼性を左右する以上、発生頻度の問題を切り
離すことはできない旨を指摘。まずは発生頻度の高低によっ
て場合分けし、発生頻度が高い場合に限って「新たな提案」
にもとづく測定を行ったほうがよい、と指摘。

環境条件に応じて問題の本質が異なるの
であれば、その条件に応じた「場合分け」
を行うべし、という価値判断（ある会計処理
が意味を持つための条件を見逃してはな
らない、という価値判断）

「外形の類似性・共通性
が等質的な会計処理を
適用すべきかどうかを
決めるとは限らず、例え
ば予想されるC/Fのバラ
つきの違いが、最適な
会計処理の違いを生み
出すこともありうる。」

7

IAS第37号
に関する
質問６(1)

最頻値による測定よりも、期待値による測
定のほうが常に望ましい、という判断の適
否

反対

「類似した債務」をひとつのグループにまとめて測定する場合
と、それぞれの債務を単独で測定する場合とを分けなければ
ならない、と指摘。そのうえで、単一の債務を測定する場合に
は、現行基準のとおり、最頻値による測定のほうがより有用
な情報を提供することもありうる、と指摘（←ただしその理由
は不明）。

個々の債務を単独で測定する場合には、
期待値とくらべて最頻値による測定のほう
が有用な情報に結びつくこともある、という
事実認識

「より洗練された測定技
法（例えば期待値）の適
用が技術的に可能で
あっても、その適用が最
善とは限らない。（測定
技法の選択は、投資の
成果をより適切に把握
できるかどうかに依存し

2

IAS第37号
に関する
質問６(2)

非金融負債を一般に、(1)B/S日における
割引率を用い、また(2)決済あるいは譲渡
に要するであろうCOFにもとづいて測定す
ることを求める提案の適否

反対

中途での決済が予定されていない負債（事業目的に拘束さ
れている負債）については、時価や公正価値による測定が意
味を持たず、むしろ償却原価法によって測定するのが望まし
い旨を指摘。

負債の評価基準は、その負債で調達した
資金がどのような目的に拘束されているの
かに応じて決まってくる、という事実認識／
多くの場合、非金融負債は事業目的に拘
束されているため、時価や公正価値による
評価になじまない、という事実認識

「会計処理は主として保
有目的に依存して決定
される。」

4

「偶発債務」という用語を削除することの適
否

IAS第37号
に関する
質問２

反対
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IAS第37号
に関する
質問９およ
びIAS第19
号に関す
る質問２

リストラクチャリング引当金に関する計上
要件の適否

反対
負債の一般的な認識要件と、リストラクチャリング引当金に関
してのみ適用される認識要件の間に矛盾が存在することを
指摘。その矛盾を解消するように要請。

同一会計基準内において、相互に矛盾す
る規定があってはならない、という価値判
断

（会計基準の体系は整
合性・首尾一貫性を保
持すべし）

5

IFRS第3号「企業
結合」修正案及び
IAS第27号「連結
及び個別財務諸
表」修正案

2005年10月28日
IAS第27号
－質問１

支配確立後に生じた親会社による持分の
部分売却によって、損益を生じさせるべき
ではない（すなわち経済的単一体説によっ
て連結財務諸表を作成すべし）、という提
案の適否

反対

(1)連結財務諸表が主として寄与しうるのは親会社株主にとっ
ての投資価値の評価であって、子会社少数株主のそれでは
ないこと、(2)親会社株主と子会社の少数株主では連結企業
集団において負担しているリスクが異なること、(3)「非支配持
分」が負債の定義を満たさないことは、必ずしも、支配持分と
非支配持分とを統一的に取り扱うべきことを意味しないこと、
(4)経済的単一体説を採用した場合、親会社説を前提とした
EPSの開示を求めているIAS第33号との間に矛盾が生じてし
まうこと、などを指摘。

連結財務諸表が主として寄与しうるのは親
会社株主にとっての投資価値の評価で
あって、子会社少数株主のそれではない、
という事実認識／親会社株主と子会社の
少数株主では連結企業集団において負担
しているリスクが異なる、という事実認識／
「非支配持分」が負債の定義を満たさない
ことは、必ずしも、支配持分と非支配持分
とを統一的に取り扱うべきことを意味しな
い、という事実認識／親会社説を前提とし
た会計基準と、経済的単一体説を前提とし
た会計基準とを混在させるべきではない、
という事実認識

「連結財務諸表が主とし
て寄与しうるのは親会
社株主にとっての投資
価値の評価であって、
子会社少数株主のそれ
ではない。また親会社
株主と子会社の少数株
主では連結企業集団に
おいて負担しているリス
クが異なる。したがって
親会社説にもとづいて
連結財務諸表を作成し
なければならない。」

7

IFRS第3号
修正案－
質問１０お
よびIAS第
27号修正
案－質問
２

支配の獲得、または喪失を契機として投資
額の再評価を行うことの適否

反対

(1)重要な影響力が及んでいる関連会社が追加取得によって
子会社となった場合や、部分売却によって関連会社となった
後も重要な影響力が及んでいる場合では、支配の獲得ある
いは喪失の前後で投資は継続していること、(2)支配の獲得
や喪失を契機とした再評価は、持分法の「一行連結」という性
格を否定するものであること（持分法とフル連結とに基本的な
性格の違いはない、という理解に反すること）、(3)「株式の売
却と再取得」という擬制は実態に反すること、(4)売却可能有
価証券が子会社株式となるケースにおいては、投資の成果
が売却による確定する前に評価絵損益の一部を純利益に反
映する結果となってしまうこと、などを指摘。

重要な影響力が及んでいる関連会社が追
加取得によって子会社となった場合や、部
分売却によって関連会社となった後も重要
な影響力が及んでいる場合では、支配の
獲得あるいは喪失の前後で投資は継続し
ている、という事実認識／持分法はフル連
結と等質的な（類似した）投資の成果の測
定方法だという事実認識／「株式の売却と
再取得」という擬制は実態に反する、という
事実認識／売却可能有価証券に対する投
資の成果が、支配の獲得を契機として確
定することはない、という事実認識

「支配の獲得や喪失は
投資の清算と結びつくこ
とも多いが、以前から重
要な影響力が及んでい
る場合や、支配喪失後
も重要な影響力が残っ
ている場合は、支配の
獲得が必ずしもそれ以
前から行ってきた投資
の清算と結びつかな
い。」

7

上記の質
問に対す
る回答へ
の付記事
項

支配の獲得や喪失を契機として再評価が求められる、という
類いの重要なルールは「結論の根拠」ではなく本文に記載す
るよう要請。もっとも、重要な影響力を及ぼせるようになった
時点と、支配を獲得した時点でそれぞれ再評価を行う必要が
あるかどうかについては、慎重な検討を要請。

会計基準の根幹をなす重要な規定は本文
に記載すべし、という価値判断／重要な影
響力を及ぼせるようになったという事実と、
支配を獲得したという事実は投資の成果を
把握する観点からは等質的である、という
事実認識

「支配が及んでいる状態
と、重要な影響力が及
んでいる状態との間の
変化は、変化以前に
行ってきた投資が清算
されたことを意味しな

7

IFRS第3号
修正案－
質問３およ
び質問４

全部のれん方式の適否 反対

(1)被支配持分相当ののれんは、対価が支払われていないと
いう意味において自己創設のれんに相当すること、(2)のれん
は他の資産から独立した存在とはいえず、「差額概念」に過
ぎないなど、通常の識別可能な資産・負債とは異質な存在で
あること、(3)「過払い」の要素や「支配プレミアム」の要素に関
する客観的な測定は困難であること、などを指摘。

被支配持分相当ののれんは、対価が支払
われていないという意味において自己創
設のれんに相当する、という事実認識／財
務報告の目的にてらして自己創設のれん
は計上すべきではない、という価値判断／
のれんと通常の識別可能な資産や負債と
は質的に異なっており、整合性を図る対象
ではない、という事実認識／企業結合は
実物投資の延長線上にある行為だという
事実認識／「過払い」の要素や「支配プレ
ミアム」の要素に関する客観的な測定は困
難である、という事実認識

「財務報告の目的にてら
して自己創設のれんは
計上すべきではない。」
（実態に適う会計処理を
行うべし）

1 1

対応する
質問なし

IFRS第3号を改訂することの要否（必要性） 反対

(1)のれんは他の資産から独立した存在とはいえず、「差額概
念」に過ぎないなど、通常の識別可能な資産・負債とは異質
な存在であること、したがってのれんと通常の識別可能な資
産・負債とで会計処理の整合性を図る必要はないこと、(2)事
業投資において、異時点で取得された資産の原価が異なる
のは当然であり、企業結合はまさしく事業投資の一環で行わ
れること、などを指摘。

のれんと通常の識別可能な資産や負債と
は質的に異なっており、整合性を図る対象
ではない、という事実認識／企業結合にお
いてとらえるべきは、企業結合で発生した
原価ではなく、取得日における被取得企業
の公正価値である、という事実認識／事業
投資と金融投資とに分けて投資の成果を
とらえるべし、という価値判断／企業結合
は事業投資の一環で行われる、という事

「整合性を図ることに意
味があるかどうかを決
めるのは、保有目的等
が等質的かどうかであ
り、外形上の類似性や
共通性ではない。」（実
態に適う会計処理を行
うべし）「会計処理は主
として保有目的に依存し

4 and 7 1

IFRS第3号
修正案－
質問５

取得の対価として発行される持分証券の
測定日を「取得日」とすることの適否

反対

主要な交換条件が合意され、その事実が公表された日の株
価で測定すべし、と主張。その理由として、公表日以降に生
じた株価の変動は必ずしもファンダメンタル価値を反映してい
るとはいえない旨を指摘。

公表日以降に生じた株価の変動は必ずし
もファンダメンタル価値を反映しているとは
いえない、という事実認識／直前に記した
ような性質を持つ株価で投資原価を測定し
ても有用な情報は提供されない、という事

「時価による測定が意味
を持つのは、その時価
がファンダメンタル価値
を反映しているとみなし
うるケースに限られる。」

7

IFRS第3号
修正案－
質問７

企業結合に関連して取得企業に生じたコ
ストを企業結合とは別個に処理する旨の
提案の適否

反対
例えば外部のアドバイザー等に支払った特定の報酬や手数
料は、他の会計基準における同様の支出の取扱いとの整合
性を図る観点から原価に算入すべきであると指摘。

類似したケースに適用されている既存の
規定が存在しているケースでは、当該規
定との整合性を保つべし、という価値判断

（会計基準の体系は整
合性・首尾一貫性を保
持すべし）

5
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IFRS第3号
修正案－
質問１１お
よび質問１
２

バーゲン・パーチェスと過払いとに異質な
会計処理を適用することの適否

反対
いずれも企業結合が等価交換ではないケースに生じるもの
であり、その意味で両者の取扱いについては整合性を図る
べきである旨を指摘。

類似した特徴を有する項目については、適
用される規定に関して整合性を図るべし、
という価値判断

（会計基準の体系は整
合性・首尾一貫性を保
持すべし）

5

IAS第27号
修正案－
質問３

支配を喪失する結果となる2つ以上の仕組
まれた取引を、他に反証のない限り単一
取引として会計処理することで、「特定の
結果を得るために仕組まれた取引」を回避
できる、というEDで下された判断の適否

反対

はじめに、そもそも親会社説を採用していれば、「仕組まれた
取引」はそもそも起こりえないことを指摘。そのうえで、経済
的単一体説のもとで左記のような規定を設けたとしても、決
算期を挟んで取引が行われてしまった場合には当該規定が
有効に機能しない旨を指摘。

会計基準において特定の帰結を得ようと
するのであれば、その帰結を得るために
有効な手段を採択すべし、という価値判断

（特定の帰結を売るため
に最も有効な会計基準
を適用すべし）

6

会計基準設定主
体の役割とIASB
との関係に関する
覚書案に対するコ
メント

2005年7月29日 総論

形式的には「IFRSsを採用またはコンバージェンスしている会
計基準設定主体」と「IFRSsを採用またはコンバージェンスす
る過程にある国または地域の会計基準設定主体（←米国や
日本）」とがともに覚書の対象とされているものの、実際には
前者だけを念頭に置いた記述も目立つ旨を指摘。そうであれ
ば、記述の対象が前者に限られていることを明記するように
要請。また覚書案における「責任」が何を意味するのかを明
らかにするように要請。

覚書案の対象として何が想定されている
のかを明確にすべし、という価値判断

同左 7

「背景」については、前文などにおいて、IASBと会計基準設
定主体との関係の進展などを加筆するように要請。

過去辿ってきた経緯などに関する記述は、
覚書案の趣旨に関する理解を促す、という
事実認識

同左 7

各国の会計基準設定主体がIFRSsの採用またはコンバー
ジェンスに対する、各国規制当局の障壁を識別し、対処すべ
し、という記述は、規制当局の反対を乗り越えてコンバージェ
ンスを推進する義務を基準設定主体に課しているようにみえ
ることから、このような記述の撤回や見直しを要請。むしろ会
計基準と他の法制度との目的の違いに起因する摩擦を解消
すべく、規制当局と協力することを覚書に含めるべし、と提

民間団体である各国の基準設定主体が、
規制当局の反対を押し切る形でコンバー
ジェンスを進めることはできない（そのよう
な権限は持ち合わせていない）、という事
実認識

同左 7

IASBで行われている基準の開発作業を国内の関係者に伝え
るとともに、国内の関係者が抱えている憂慮（および基準の
有効性に関する検証結果を含む）をIASBに伝えなければな
らない、という3.11の記述を強調すべきことを要請。併せて、
市場関係者からの反応をIASBが真摯に受け止めることを加
筆する必要や、議論の専門性にかかわらず、世界の会計基
準に大きな影響を及ぼす項目については各国の基準設定主
体とともに、IASB自身が議論に参加する必要を指摘。

各国の会計基準設定主体はIASBと各国
における関係者との円滑なコミュニケー
ションを図るべし、という価値判断

同左 7

IASBやFASBのスタッフによる指示のもとで、各国の基準設
定主体が現在活動中のプロジェクト・チームに関与する旨が
記されているものの、そのような形でプロジェクトに関与する
理由が不明である旨を指摘。IASBやFASBのスタッフが主体
となってプロジェクトを進めることとなった理由の説明を要求。

会計基準の開発プロジェクトにおいて、特
定の主体だけが特権を与えられているの
であれば、その理由は十分に説明されな
ければならない、という事実認識

同左 7

各国の会計基準設定主体がIASBに対して送ったコメントに対
する、IASBの責任が不明確なままとされている旨を指摘。コ
メント内容の検討をIASBの責任として明記するように要求。

各国から送られたコメントは、IASBの責任
の下で真摯に検討されるべし、という価値
判断

同左 7

既にIFRSsを採用している諸国と、IFRSの採用あるいはコン
ギージェンスの過程にある諸国との違いを意識して記述する
ように要請。

覚書案の対象として何が想定されている
のかを明確にすべし、という価値判断

同左 7

IFRIC解釈指針案
D16「IFRS第2号
の範囲」

2005年7月18日

取引を通じて受け取った財貨またはサービスを、その対価と
して付与した持分金融商品の公正価値を参照して測定する
ように求めている第9項は、「受け取った財またはサービスの
公正価値は信頼性をもって見積もることができない」という場
合に限って適用されるべきことを、解釈指針の本文に明記す

持分金融商品を対価として非貨幣財や
サービスを受領した場合、多くの場合、当
該財やサービスに関する公正価値のほう
が客観的に見積もられる、という事実認識

7

IFRIC解釈指針案
D17「IFRS第2号
－グループおよび
自己株式取引」

2005年7月18日

D17では、子会社の従業員に親会社株式に関するオプション
が付与される取引を、直接的な付与者が誰であるのかに応
じて「親会社が付与する場合」と「子会社が付与するケース」
とに区分しているが、むしろ「親会社がサービス取得の対価と
して付与している場合」と「子会社がサービス取得の対価とし
て付与している場合」とに区分することを要請。その理由とし
て、親会社の利害に沿って、子会社をいったん迂回してオプ
ションが付与される場合があり、その意味で、付与者が誰で
あるのかは取引の性質と一対一には対応していない旨を指

規定の使い分けは、規定の対象となって
いる取引の質的な相違に適うように行うべ
し、という価値判断

（実態に適う会計処理を
行うべし）

1

各論
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中小企業に対す
る認識及び測定
の原則に関する
スタッフからの質
問

2005年6月30日 質問１
SMEのために認識と測定とを簡略化しうる
会計基準の存否

(1)税効果会計（将来の事業年度における課税所得の見積り
の困難）、(2)退職給付会計（給付建負債の測定）、(3)固定資
産の減損処理（現金生成単位の認識や将来キャッシュフロー
の見積り）、および(4)ストック・オプション会計（公正価値に関
する見積り）を指摘。簡便的な処理を要請。

コストにみあうだけの便益が期待できない
ケースでは、SMEに限って簡便な会計処
理を容認すべし、という価値判断

「会計基準の体系は、原
則として、大企業とSME
とで同一であるべし。」

7

質問２
SMEで用いられる可能性が低いことから、
SME向けの基準開発において対象外とし
てもよい会計基準の存否

(1)保険会計（業界の特性からして、ある一定水準以上の規
模が必要となるため）、および(2)連結会計（SMEが連結企業
集団を形成しているとは想定し難いため）を指摘。

SME向けの会計基準で、実際には適用さ
れる可能性の低いものは開発すべきでな
い、という価値判断

同左 7

IFRIC解釈指針案
D12、D13、および
D14「サービス・コ
ンセッション契約」

2005年3月31日

D12は、営業を行う者がどのような権利を受け取るのか（金融
資産か、無形資産か）に応じて、採択すべき会計モデルが決
まってくる、というスタンスから基準を開発している。しかしそ
のような選択以前に、資産を取得した時点で、当該資産から
期待されるキャッシュフローに関する投資のリスクから解放さ
れているかどうかに着目しなければならない旨を指摘。すな
わち権利が金融資産であれ、あるいは無形資産であれ、当
該権利が生み出すキャッシュを獲得するために営業努力が
求められるのであれば、IFRICの提案にかかわらず、取得時
点で収益を認識すべきでない、と指摘。

この文脈で会計処理を第一義的に決めて
いるのは「取得した権利に係るキャッシュフ
ローが投資のリスクから解放されているか
否か」である、という事実認識

「会計処理は主として保
有目的に依存して決定
される。」「保有目的の
違いは、より具体的に
は、どのような過程を経
てキャッシュフローが投
資のリスクから解放され
るのかと関わってい
る。」

4

D14はその数値例において、無形資産の取得と、当該無形資
産の使用の2回にわたり収益を計上しているが、取得した無
形資産の価値は、当該無形資産の利用から予想される
キャッシュを見込んだものであり、その割引現在価値にみあ
う収益を計上することは、同一のキャッシュフローにもとづき
収益を「二重計上」する結果を生む旨を指摘。「道路の建設
取引」と「道路を用いた営業取引」とは、形式的には独立して
いるが、建設の際に見込んでいた投資の成果は、事後の営
業をつうじてしか実現させられない、という意味において両者
は密接不可分の関係にある。その事実にてらしてみれば、上
記のふたつをひとつの一体化したプロジェクトとみなす必要

形式的には独立している複数の取引で
あっても、後に続くほうの取引をつうじてし
かキャッシュの獲得・実現を図れない場合
は、投資の成果を把握する観点からは、そ
れらを一体として取り扱わなければならな
い、という価値判断

「複数の取引をつうじ
て、はじめて、キャッシュ
の獲得・実現が図られる
場合は、それらを一体と
して処理すべし。」

7

D12、D13およびD14は、譲与者が営業者の提供する譲与
サービスに対して支払う「第一義的な責任」の有無によって、
金融資産モデルと無形資産モデルとを使い分けるように指示
しているが、実際には「第一義的な責任」とは何かが不明確
な場合もありうることを指摘。さらに「第一義的な責任」の有
無という点で異なる2つのケースにおいて、営業者にとって
キャッシュインフローのパターンがまったく同一となりうる旨を
指摘。その際、「責任を有しているのは誰か」という形式のほ
うが、キャッシュフローのパターンという実質よりも優先されて

多義的な解釈の余地が残されている用語
は差し控えるべし、という価値判断／形式
より実質を優先すべし、という価値判断（実
質優先思考）／譲与サービスに対して支
払う「第一義的な責任」の所在は形式に過
ぎないのに対し、営業者にとってのキャッ
シュインフローは実質だという事実認識

（経営者に過度の裁量
を与え、客観性を損なう
べきではない）

3

IFRIC解釈指針案
D11「従業員株式
購入制度に対す
る拠出の変更」

2005年3月1日

従業員がESPP(Employee Share Purchase Plan
)に対する拠出をやめる場合に、これをIFRS第2号の第28項
に従って「取消し」として処理するように求められているが、こ
れを確定条件の未達成による権利の喪失として処理するよう
に要請。その理由として、(1)典拠とされている第28項は企業
が取り消す場合の処理を定めたものであり、ここで問われて
いる「従業員の自発的なとりやめ」とは異なる状況が想定さ
れていること、(2)IFRS第2号が権利確定条件を「勤務条件ま
たは業績条件」に限定していない以上、EPSSへの拠出を権
利確定条件のひとつと解釈するのも妨げられないこと、(3)直
前の(2)で記した処理はIFRS第2号の規定を毀損する旨が記
されているが、そういえるのは、費用をできるだけ多く計上さ
せること自体が重要だという価値判断をとる場合に限られる

本質の異なるケースにまで既存の規定を
拡大解釈すべきではない、という価値判断
／制定趣旨に反しない限り、明文で禁じら
れていない行為は許容される、という価値
判断／ESPPに対する拠出のとりやめを権
利確定条件の未達成による失効とみるの
は、（たとえその結果費用計上額が少なく
なったとしても）IFRS第2号の趣旨に反しな
い、という事実認識

（実態に適う会計処理を
行うべし）

1

公開草案第7号
「金融商品：開示」

2004年10月22日
質問３およ
び質問６

感応度分析の開示を財務諸表の一部とす
ることの適否

反対

感応度分析はいまのところ必ずしも市場関係者の間で根づ
いているとはいえず、また開示を求めている国・地域におい
てもMD&Aの位置づけにとどめている旨を指摘。財務諸表の
一部とすることを目指すのであれば、いま財務諸表外とされ
ている原因の分析を優先させるべきである旨を併せて指摘。

財務諸表に包摂されている項目と、包摂さ
れていない項目とを識別する規準は、いま
だ明らかにされていない、という事実認識

同左 7

質問４およ
び質問６

自己資本の開示（自己資本をコントロール
する方針などにな関する開示を含む）を財
務諸表の一部とすることの適否

反対

自己資本の悪化により、継続企業としての存続能力に重大
な疑義を生じさせるようなケース以外では、財務諸表の一部
として開示する必要はない、と指摘。財務方針に関する記述
が多くなると予想されることに鑑みれば、むしろMD&Aとして
開示したほうがよい、と指摘。（継続企業としての存続能力に
重大な疑義を生じさせるようなケースでは、IAS第1号に従っ
た開示を行うべし、と提案。）

企業の経営方針（財務方針を含む）に関す
る情報（非定量的な要素を多く含むもの）
は、財務諸表の外で開示されている、とい
う事実認識

同左 7
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IAS第39号「金融
商品：認識と測
定」改訂公開草案
「グループ内予定
取引のキャッシュ
フローヘッジ会
計」

2004年10月8日

グループ内の外貨建予定取引をヘッジ対
象に指定することを禁じてきたこれまでの
ルールに対し、当該取引（グループ内の外
貨建予定取引）と外部予定取引との関連
づけをつうじてヘッジ会計の適用を容認す
ることの適否

反対

グループ内の外貨建予定取引と外部予定取引との関連づけ
の有無にかかわらず、グループ内の外貨建取引に関する為
替変動のエクスポージャーは内部取引として消去されずに
残ってしまう以上、外部予定取引との関連づけの有無にかか
わらずグループ内予定取引をヘッジ対象として認めるように
要請。このようなケースにおけるヘッジを日本と米国の会計
基準が認めている以上、国際的な統合化の観点からIFRSで
も認められるべきであると主張。

外部予定取引との関連づけの有無は、為
替変動のエクスポージャーにさらされてい
る事実に影響を及ぼさない、という事実認
識／その点で変わらない複数の項目は、
ヘッジ会計の許容という点で等質的に取り
扱わなければならない、という価値判断
（実質優先思考）

1

DP「中小企業会
計に関する予備
的見解」

2004年9月24日

基本的な立場としてsingle set standardを堅持していく旨を表
明。中小企業への配慮は、独立した会計基準の開発という形
で、ではなく、企業規模や公開特性に応じた会計基準の限定
的な適用のあり方、という形で行う旨を併せて表明。

一国の制度における会計基準はひとつで
あるべし、という価値判断

「会計基準の体系は、原
則として、大企業とSME
とで同一であるべし。」

7

「基本的な公共サービスを提供している公益企業または類似
の事業体」とみなされた主体は、公的な説明責任を有してい
る、という判断から完全なIFRSsを適用すべし、とされている
が、「基本的な云々」の箇所には多義的な解釈の余地が残さ
れている旨を指摘。

不必要に多義的な解釈の余地を残すべき
ではない、という価値判断

（経営者に過度の裁量
を与え、客観性を損なう
べきではない）

3

SME版のIFRSsを適用するためには、すべての所有者の同意
が必要となる（ひとりでも反対すれば完全版IFRSsの適用が
求められる）、という提案に疑義を提示。SME版財務諸表の
主たる利用者はオーナー経営者や銀行等であることに鑑み
れば、それ以外の所有者に重要な「決定権」を与えるのは適
当でない旨を指摘。

SME版財務諸表の主たる利用者はオー
ナー経営者や銀行等である、という事実認
識／SME版のIFRSsを採択するかどうかの
判断は、主要な利用者の判断に委ねるべ
し、という価値判断

「SME版のIFRSsを採択
するかどうかの判断は、
主要な利用者の判断に
委ねるべし。」

5

親会社からの要請にもとづき、完全版のIFRSsに準拠して財
務諸表を作成している子会社等については、個別財務諸表
も完全版のIFRSsに準拠しなければならない、という提案には
同意する旨を表明。そうであれば、公的な説明責任を有さ
ず、親会社からの要請も受けていない子会社等については、
SME版の適用が当然認められることを明示するように要請。

不必要に多義的な解釈の余地を残すべき
ではない、という価値判断

（経営者に過度の裁量
を与え、客観性を損なう
べきではない）

3

IAS第19号「従業
員給付」改訂公開
草案「保険数理差
損益、グループ制
度及び開示」

2004年7月30日 質問１
保険数理差損益を発生時に損益計算書の
外で認識収益費用計算書において認識す
る選択肢を追加する旨の提案の適否

反対

保険数理差損益は損益項目であるという認識をIASBが持っ
ているのであれば（BC第12項）、当該項目を損益計算書にお
いて認識しなければならない旨を表明。損益としての性質を
有する項目を純利益に一度も反映させない処理を認めると、
当期純利益の有用性が損なわれてしまう旨を指摘。

クリーン・サープラスの関係が損なわれる
と（損益項目が一部でも当期純利益を介さ
ずに純資産直入されてしまい、リサイクリ
ングの手続も要求されないことになると）、
当期純利益の有用性は低下する、という

「当期純利益に『事実に
転化した、その意味で
確定した成果』という性
格を与えるためには、リ
サイクリングを行うべし」

1

質問５

グループ企業の個別財務諸表において、
一定の条件が満たされる場合には、グ
ループ給付建制度を複数事業主制度とし
て取り扱ってよい、という提案の適否

反対

共通支配下にあるグループ給付建制度の場合、給付建会計
処理を行うために十分な情報が利用可能でない状況は実際
には起こりえない旨を指摘。したがって、上記のようなことが
起こりうる制度（通常の給付建制度）に認められている処理
を、グループの制度にも容認する必要はない、と主張。さらに
親会社の個別財務諸表においても上記と同様の免除規定が
設けられているが、この免除規定が適用された場合、給付建
の会計処理が求められる連結との間で会計処理に大きな食
い違いが生じてしまう旨を指摘。

会計処理の整合性を図ることに意味を見
出せるのは、同様の構造を有する問題が
複数の局面で生じている場合に限られる、
という事実認識（通常のケースに認められ
ている処理が、共通支配下にある企業に
限って認められていないことは、ただちに
『整合性が損なわれている』ことにならな
い、という事実認識）

「整合性の参照対象は
多様であり、財務報告
の目的を達成するため
に最善な対象との整合
性を図った結果、形式
的に整合性を図りうる他
の対象との整合性が保
持されないことはありう
るが、そのような事態は
必ずしも基準の体系が
整合性を喪失したことを

7

IAS第39号「金融
商品：認識及び測
定」改訂公開草案
「公正価値オプ
ション」

2004年7月16日 質問１

（2002年に公表されたEDに対するコメント
をふまえ、公正価値オプションの適用範囲
を狭めることを旨とした）新たなEDによる提
案事項の適否

（適用範囲を限定し
ようとしていることに
ついて）賛成

公正価値オプションを容認すること自体は、「保有目的別の
分類」という、現行の金融商品会計基準を支える基本的な考
え方に反するものゆえ反対だが、オプションの存在を与件と
した場合には、適用範囲を狭める提案に賛成する旨を表明。

投資の成果を把握する観点から、金融商
品を保有目的別に区分しなければならな
い、という事実認識

「会計処理は主として保
有目的に依存して決定
される。」

4

質問４

組込デリバティブに関する測定上の困難を
回避する手段としての第9項(b)1（組込デリ
バティブの独立把握が求められているかど
うかにかかわらず、ホスト契約と組込デリ
バティブとをまとめて公正価値で評価する
ことの許容）の適否

代替案を提示

「区分処理が要求されないものについてもホスト契約とともに
まとめて公正価値評価するやり方」に代え、「区分処理が要
求される項目のうち、区分測定が容易でない項目について、
ホスト契約とまとめて公正価値評価するやり方」を許容すべ
し、と主張。

同一の政策目標を達成しうる手段が複数
存在する場合は、影響が及ぶ範囲の少な
い（その意味で予想外の「副作用（←濫用
など）」のおそれが少ない）手段が望まし
い、という価値判断

（同一の政策目標を達
成しうる手段が複数存
在する場合は、影響が
及ぶ範囲の少ない手段
が望ましい。）

7

質問６ その他のコメントの有無
いくつかの要改善点
を提示

(1)他の規定などに鑑みると、貸付金及び債権は公正価値オ
プションの適用が困難で、逆に貸付金・債権以外の金融資産
については公正価値オプションの適用がもともと容易である
から、「他の金融資産に生じている評価損益と、いま問題にし
ている金融資産に生じている評価損益とが相殺し合う関係に
あるケース」に公正価値オプションの適用を認めている第9項
(b)3は事実上不要である旨を指摘。また(2)規制当局の権限
に関する第9項末尾の規定は、IASB自身の弁明（BC第11項）
にかかわらず、IAS第39号の規定を修正する権限を規制当局
に付与しているかのような印象を与えることから、削除するよ

実際に適用される見込みが低い規定は設
けるべきではない、という価値判断／不要
な誤解を招く記述は避けるべし、という価
値判断

同左 7
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IFRS第3号「企業
結合」改訂公開草
案「契約のみによ
る結合または相
互会社が関わる
結合」

2004年7月16日

2つ以上の相互会社を含む企業結合や、
別々の企業が、所有持分を獲得することな
く契約のみで1つの報告企業をともに形成
する企業結合をIFRS第3号の範囲に含め
ること（その結果、上記したケースにおいて
もパーチェス法を適用すること）を旨とする
提案の適否

反対

(1)相互会社が関わる企業結合の場合、（所有構造の特殊性
ゆえ、）株式会社が関わる企業結合と違って信頼性ある対価
の支払いを伴わないことから、パーチェス法の適用は技術的
に困難である旨を指摘。(2)契約のみによる企業結合が行わ
れるのは特定国だけであり、国際的な標準としての会計基準
に組み込むべきではない旨を指摘。

パーチェス法の適用に際しては、その趣旨
にてらして、「一定水準以上の信頼性を
もって対価を測定できること」は必須の要
請となる、という事実認識／適用対象が極
端に少ないと予想される例外規定は、基
準の本文に設けるのではなく、むしろ解釈
指針や該当国に限定された解釈指針のレ
ベルで設けるべし、という価値判断

（最低限の信頼性を充
足すべし）

3

IFRIC解釈指針草
案D3「契約がリー
スを含むか否か
の判定」

2004年3月19日

D3は事実上、リースに関する定義の見直しを含んでいる以
上、解釈指針という形ではなく、会計基準自身の改訂という
形で対応すべし、と指摘。また第1項（背景説明）に記されて
いる事例の一部は、第6項に記されている判定規準が充足さ
れるケースの例示として適切かどうか、疑問が残る旨を指

会計基準を支える基本的な考え方に関わ
るような変更は、会計基準自身の改変とし
て取り扱うべし、という価値判断／D3の提
案は「基本的な考え方」に関わっている、と
いう事実認識

同左 7

IAS改訂金融商品
会計基準（IAS第
32号／第39号）の
公表に関するコメ
ント

2004年1月13日
（注）公開草案等に関するコメントではな
く、最終基準の公表に際して寄せられたコ
メントである。

保有目的別に金融商品の評価基準を使い分けることを骨子
とする会計基準が公表されたことを歓迎する旨を表明。

金融商品という外形にてらして一律の評価
基準を適用するのではなく、それらがどの
ような目的で保有されているのかに着目し
て評価基準を使い分けるのが望ましい、と
いう価値判断

「会計処理は主として保
有目的に依存して決定
される。」

4

IFRS公開草案第5
号「保険契約」

2003年10月23日
保険者に対して保険資産および保険負債
に関する公正価値の開示を要求すること
の適否

反対

(1)いまだ保険資産・保険負債の公正価値測定に関する重要
な問題点が解決されていないこと、(2)各社が共通に依拠す
るモデルが未開発な段階で、各社が独自のモデルに依拠し
て測定した公正価値を開示する場合、企業間の比較可能性
が大きく損なわれてしまうこと、および(3)一般的な金融商品
について、公正価値測定に関するガイドライン（例えばSFAS
第107号）が存在するとしても、それを市場環境が異なる保険
資産や保険負債にそのまま適用するのは困難であること、な

保険資産や保険負債の公正価値に関する
測定モデルで、関係者の幅広い支持を得
ているものは存在しない、という事実認識
／一般的な金融商品に関する公正価値測
定のガイダンスを、保険資産や保険負債
の測定に適用するのは困難だという事実
認識

同左 7

IFRIC解釈指針公
開草案D2「廃棄、
復旧および類似
の負債の変動」

2003年10月22日

債務の決済に必要なアウトフローの見積額に関しては、負債
に関する簿価の修正額と同額だけ、資産の簿価を修正する
方法を支持する旨を指摘（負債の減少額が資産の簿価を超
えてしまうような例外的ケースにおいては、その超過額を利
得として認識するように要求）。D2が要求する方法によれば、
過年度修正に相当する損益が見積りの変更年度に計上され
ることとなるが、見積りを変更したことの影響は、将来に配分
するのが現行ルールを支える基本的な考え方である旨を指

会計上の見積りの変更については、これを
過年度の修正として処理するのではなく、
将来にだけその事実を反映させるのが現
行会計基準を支えている基本的な考え方
である、という事実認識

（会計基準の体系は整
合性・首尾一貫性を保
持すべし）

5

アウトフローの見積額が増加した場合には、その時点の割引
率によって現在価値に引き直すものの、見積額が減少した場
合には、その減少部分に関して当初認識時点に用いた割引
率をそのまま用いるのがよい、と主張。すなわち見積りの修
正に伴う損益のとらえかたについては、IAS第37号とは整合
しないが、SFAS第143号とは整合する方法の採用を支持。

引当金の測定に際しては、割引率が事後
に変動した事実は反映すべきでない、とい
う価値判断／（ただし）新たな債務の追加
的発生と、既存の引当金に関する修正と
の区分が困難なケースにおいては、一律
に「追加的な発生」とみなすこと、つまり
「増額修正」については、見積りの修正時
点における割引率を一律に適用する方法
も許容しうる、という事実認識

「評価基準の選択に際
しては、『より洗練された
手法かどうか』などでは
なく、『損益に反映すべ
き要因をより適切に反
映させられるかどうか』
という観点を重視すべ
し。」

2

SFAS第143号と同様の方法（すなわち上記の方法）を採用し
た場合、「非合理的にみえる結果（例えば資産の簿価がマイ
ナスとなってしまうこと）」が生じてしまうが、それはあくまでも
例外的なケースに限ったことであり、例外の存在は必ずしも
基本原則自体が抱えている深刻な問題とはみなせない旨を

例外的にしか生じない問題点の有無は、
必ずしも（いずれを選択すべきかがいま争
われている）基本原則間の「優劣」に影響
しない、という事実認識

同左 7

引当金についての割引率の変動は測定に反映すべきでない
旨を指摘（その理由は右記の通り）。

中途での決済が予定されていない負債に
ついては、市場の金利水準が変化しても、
そのことによって利得を得ることはできな
い（借り換えによって名目的な利得を計上
しても、その利得は、それ以降の期間にお
ける金利負担の増加によって相殺されてし
まう）以上、割引率が変化した事実は損益
計算に反映すべきでない、という価値判断

「投資目的にてらして実
現しえない損益を投資
の成果とみるべきでは
ない。」

6

アウトフローの変動と割引率との変動が独立した要因によっ
て生じる以上、両者の間で会計処理の整合性を図る必要は
ない旨を指摘。

整合性を保つべきは、同型の構造を有す
るケースに限られる、という事実認識

（整合性を図ることが意
味を持つのは、問題の
構造が等質的な場合に
限られる）

5

IFRIC D2の典拠とされているIAS第37号第47項は、もともと当
初認識を念頭に置いたものであって、それを事後測定に際し
て考慮する必要はない旨を指摘。

当初認識と事後測定とは必ずしも問題の
構造が等質的ではない（それゆえ整合性
を図る必要はない）、という事実認識

（整合性を図ることが意
味を持つのは、問題の
構造が等質的な場合に
限られる）

5
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IAS第19号「従業
員給付」統合プロ
ジェクトに対する
コメント

2003年10月22日

コメントの対象となる文書なし？（「従業員
給付」プロジェクトで現在までに行われた
暫定合意に関する懸念を契機としたコメン
トである旨を明示）

不確実性を伴う測定値の変動をただちに期間損益には反映
しないことを旨とする現行の会計処理は、これまで実務にお
いて支持を得てきた旨を指摘。これに対し「暫定合意」にもと
づき、測定値の変動をただちに損益に反映した場合、より有
用な情報が提供されるかどうかは定かでない旨を併せて指
摘。今後の基準開発に際しては、市場によるテストを経てい
ない「理論モデル」との整合性を図るだけでなく、市場関係者
の声などを反映させるべきことを要請。さらに保険数理上の
差異の即時認識を正当化するのに十分な信頼性をもって、
退職給付に係る負債を測定するのは依然として困難である

不確実性を伴う測定値の変動をただちに
期間損益には反映しないことを旨とする現
行の会計処理は、これまで実務において
支持を得てきたという事実認識／市場で
のテストを経ていない「理論モデル」だけに
依拠した基準開発を行うべきでない、とい
う価値判断／保険数理上の差異の即時認
識を正当化するのに十分な信頼性をもっ
て、退職給付に係る負債を測定するのは
依然として困難だという事実認識

「市場関係者に支持さ
れている情報を計算・開
示すべし。（市場でのテ
ストを経ていない「理論
モデル」だけに依拠した
基準開発を行うべきで
ない）」（最低限の信頼
性を充足すべし）

5 3

IFRIC解釈指針公
開草案D1「排出
権」

2003年7月1日
無償で付与された排出枠を無形資産とし
て総額で認識する方法（公開草案で提案さ
れている方法）の適否

反対

無形資産の相手勘定は、公開草案では繰延収益とされてい
るが、IAS第20号に関する改訂動向次第では、これが即時認
識される可能性も否定できず、その場合は損益のミスマッチ
が生じてしまう旨を指摘。かりに繰延収益としての処理を与
件としうる場合であっても、収益の測定基礎が「当初の公正
価値」とされているのに対し、費用のほうは（再）測定時点に
おける公正価値が基礎とされているため、いずれにせよミス
マッチは避けられない旨を指摘。

収益と費用とが対応している状況では、会
計上のミスマッチを避けるべし、という価値
判断

（実態に適う会計処理を
適用すべし）

1

排出枠とその供出義務とがそれぞれ独立
しており、またそれぞれが資産や負債の定
義を充足することから、それらを独立した
資産や負債として取り扱うことを旨とする
提案の適否

反対

(1)排出枠は市場で売却可能だが、多くの企業は投機目的で
それを売却しようとはしないだろうと考えられる以上、投機目
的による保有を前提とした基準開発は行うべきではない旨を
指摘。(2)また排出枠は、温暖ガスの排出量がキャップを超え
た場合の供出義務を伴うものであるという意味において、排
出枠と供出義務とはむしろ一体として取り扱うべきである旨を
指摘。

多くの企業の保有目的に適った処理を求
めるべし、という価値判断／多くの企業は
非投機目的（営業目的）で排出枠を利用し
ている、という事実認識／ある資産の取得
が、必然的に、別の負債の引き受けに結
びつくのであれば、両者は独立させず、一
体として処理すべし、という価値判断

「会計処理は主として保
有目的に依存して決定
される。」（実態に適う会
計処理を行うべし、すな
わち分割販売しえない
財やサービスについて
は、一体として処理すべ

4 1

排出枠の総額表示（独立した資産としての
表示）を行う理由の適否

反対

(1)複数の排出枠を供出義務の決済に用いうることは、排出
枠を独立表示する理由にはならないこと、(2)購入された排出
枠は、通常、供出義務を充足するために用いられるものであ
り、その点で無償で割り当てられたものと相違しないこと（＝
いずれにせよ供出義務との間に「ひもつき関係」がみられる
以上、独立した資産とはみなせないこと）、(3)ここで問われて
いる資産や負債は金融資産や金融負債ではないため、（金
融商品を念頭に置いた）IAS第32号にてらして相殺適状かど
うかは問題とならない旨を指摘。

資産の使途が特定負債の決済に限られる
など、使途に制約が課されている場合は、
当該資産を独立表示すべきではない、とい
う価値判断／金融資産・金融負債を念頭
に置いた規定に従うことが、事業資産・事
業負債の会計処理を考えるうえで望ましい
とは言い切れない、という事実認識

「資産の使途が特定負
債の決済に限られるな
ど、使途に制約が課さ
れている場合は、当該
資産を独立表示すべき
ではない。」「会計処理
は主として保有目的に
依存して決定される。

4 and 7

排出枠を超える排出実績が生じた場合に企業が負うこととな
る排出枠の供出や罰金の支払いなどの義務は、負債の定義
を充足する旨を指摘。ただし遵守期間中は金額やタイミング
に関して不確実性が残る負債であるから、当該期間中はこれ
を引当金として処理し、確定後に通常の負債に振り替えたう
えで資産と相殺するのがよい、と主張。

排出枠を超える排出実績が生じた場合に
企業が負うこととなる排出枠の供出や罰金
の支払いなどの義務は負債の定義を充足
する、という事実認識／当該負債に不確
実性が残る間はこれを引当金として表示
すべし、という価値判断

（実態に適う会計処理を
適用すべし）

1

排出枠の売却によって現金同等物を得たとしても、通常はそ
のことをつうじて供出義務を免れられるわけではなく、当該現
金同等物は遵守期間の終了までは将来の供出義務に対応
するものと考えられるため、当該現金同等物にみあって生じ
る貸方項目は負債として認識するのがよい、と主張。

遵守期間中における排出枠の売却は、企
業が供出義務を負っている事実に影響を
及ぼすものではなく、売却によって受け取
る現金同等物は、むしろ将来の供出義務
に対応している、という事実認識

（実態に適う会計処理を
適用すべし）

1

ブローカーとスキーム参加企業とを同列に
扱わない旨の提案の適否

賛成
ブローカーとスキーム参加企業とでは、排出枠の保有目的が
異なる旨を指摘。

同一の財であっても、保有者によって保有
目的が異なれば、適用される会計処理も
異なったものとなる、という事実認識

「会計処理は主として保
有目的に依存して決定
される。」

4

IASB企業結合プ
ロジェクト(phase2)
パーチェス法の適
用に対するコメン

2003年5月16日

コメントの対象となる文書なし？（「企業結
合」プロジェクトで現在までに行われた暫
定合意に関する懸念を契機としたコメント
である旨を明示）

事実上、経済的単一体説にもとづく連結財務諸表の作成が
与件とされているが、そもそも経済的単一体説にもとづいて
作成すること自体の是非を議論の対象としなければならな
い、と主張。

連結財務諸表の作成目的に関する合意が
得られなければ、具体的な基準のあり方を
論ずることはできない、という事実認識

「会計処理は主として保
有目的に依存して決定
される。」

4

少数株主持分や少数株主損益の開示場所が、連結財務諸
表の作成目的から切り離されて論じられているが、ほんらい
両者は密接に結びついている旨を指摘。

相互に関連し合う論点については、その一
部だけを切り離して論じるべきではない、と
いう価値判断

「会計処理は主として保
有目的に依存して決定
される。」

4
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支配獲得後における親会社持分の部分売却を、（暫定合意
と異なり、）損益を生み出す取引とみるように要請。

親会社株主と子会社の少数株主とは、連
結企業集団への寄与という点で同列視し
えない、という事実認識

「連結財務諸表が主とし
て寄与しうるのは親会
社株主にとっての投資
価値の評価であって、
子会社少数株主のそれ
ではない。また親会社
株主と子会社の少数株
主では連結企業集団に
おいて負担しているリス
クが異なる。したがって
親会社説にもとづいて
連結財務諸表を作成し
なければならない。」

7

支配が確立した時点で、「累計投資原価」と「確立時点におけ
る公正価値総額」との差額を損益として認識する方法（ある
いは親会社による支配が失われる場合は、残余持分を公正
価値で再評価する方法）は一律に適用すべきでない、と主
張。

支配の獲得以前に重要な影響力を及ぼし
ていたかどうか（支配の喪失以降も重要な
影響力を及ぼしているかどうか）に応じて
会計処理を使い分けるべし（＝連結と持分
法との間で整合性を保つべし）、という価
値判断

「支配が及んでいる状態
と、重要な影響力が及
んでいる状態との間の
変化は、変化以前に
行ってきた投資が清算
されたことを意味しな

7

全部のれん方式は必然ではない、と指摘。その理由として、
(1)分離可能性を欠くのれんは、他の識別可能な資産と同列
視できないこと（＝一般的な資産の計上要件を充足したから
といって、全部のれんの計上は必然と言い切れないこと）、
(2)親会社の視点からみれば「少数株主相当ののれん」は自
身の支配が及ばない資産であるから、その計上は親会社株
主にとって意味を持たないこと、(2)'少数株主からみればこれ
は自己創設のれんであって、財務報告の目的にてらしてみ
れば、やはりその計上は意味を持たないこと、(3)会計上の利
益が投下資金の回収余剰という性質を有していることに鑑み
ても、対価の裏づけなきのれんの計上は意味を持たないこ

一般的な資産と少数株主相当ののれんと
を「資産」という次元で同列視すべきではな
い、という価値判断／主要な利用者の支
配が及ばない資産を貸借対照表に計上し
ても有用な情報となりえない、という事実
認識／自己創設のれんの計上は財務報
告の目的に反する、という事実認識／会
計上の利益は投下資金の回収余剰として
の性質を有しており、またそのような特質
を有していることは市場関係者の支持を得
てきた、という事実認識

「連結財務諸表の主要
な利用者である親会社
株主の支配が及ばない
資産を貸借対照表に計
上しても有用な情報とな
りえない。」(7)「自己創
設のれんの計上は財務
報告の目的に反する。」
(1)

1 and 7

のれんは差額としてしか算出できない以上、支配プレミアム
や結合シナジーの分離把握は不可能であるし、かりにそれが
可能であっても分離把握をつうじて会計情報の有用性が高ま
るかどうかは定かでない旨を指摘。

のれんの総体を「差額概念」としてしかとら
えられない以上、その構成要素の価値を
独立に把握することはできない、という事
実認識

「本質的に差額概念とし
てしかとらえられない項
目について、その構成
要素の価値を独立に把
握することはできない。」

7

暫定合意では企業結合が「等価交換」とはいえない場合に、
支払われた対価と取得した企業の価値との差額について「上
下非対称的な」会計処理が要求されているものの、そもそも
「等価交換」かどうかの判断が曖昧であるのに加え、上下非
対称な会計処理を求める理由も不明である旨を指摘。

「等価交換か否か」に関する、市場関係者
が広く受け入れている判断規準は存在し
ない、という事実認識／支払った対価と受
け取った財産との大小関係に応じて会計
処理を使い分ける理由は存在しない、とい
う事実認識

「『等価交換』か否かに
関する、市場関係者が
広く受け入れている判
断規準は存在しない。」
「支払った対価と受け
取った財産の価値との
大小関係に応じて、差
額を非対称的に処理す
る必然性は乏しい。」

7

IFRS公開草案第3
号「Business
Combinations」お
よびIAS第36号_第
38号改訂公開草

2003年4月4日 質問２
持分プーリング法の適用を禁止することの
適否

質問３
支配が及ぶか否かに着目して逆取得を定
義することの適否

取得者を特定できない企業結合は少なか
らず存在する、という事実認識／取得者が
特定できないケースにまでパーチェス法の
適用を強制すれば新たな利益操作の余地
が生じてしまう、という事実認識／フレッ
シュ・スタート法が意味を持つケースは限
られる、という事実認識／多義的な解釈の
余地が残されているケースでは、詳細なガ
イダンスを提供すべし、という価値判断

質問２について反対

パーチェス法を原則的な方法とすることには賛成。しかし取
得者を識別することが困難な企業結合においてまでパーチェ
ス法を強制することになれば、かえって恣意的な操作の余地
が生じてしまうこともあるため、一律適用には反対。企業結合
をつうじて実質的な清算と再投資が行われるケースは限定
的とするなら、取得者が特定できない場合に適用しうるのは
持分プーリング法だけである旨を指摘。また「実質的な支配
の存在」に着目して逆取得を定義するのであれば、「実質的
な支配の存在」に関するより多くのガイダンスが必要である

旨を指摘。

7 3

「取得者を特定できない
企業結合も少なからず
存在する。」「取得者が
特定できないケースに
までパーチェス法の適
用を強制すれば、新た
な利益操作の余地が生
じてしまう。」「フレッ
シュ・スタート法が意味
を持つケースは限られ
る。」（経営者に過度の
裁量を与え、客観性を
損なうべきではない）
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質問８
減損テストに抵触しないかぎり、のれんの
評価を据え置くことの適否

反対

のれんの主要な源泉である超過収益力は、通常、競争の進
展によって減耗すると考えられることから、規則的な償却を支
持。またIASBが主張する「二重計上論」は、規則的償却に対
する反対論として説得力を持たないことを指摘。またアナリス
トが企業の分析に際してのれんの償却費をしばしば足し戻し
ているという事実は、同様の足し戻しが他の費用項目につい
ても行われている事実に鑑みれば、のれんを償却しないこと
の積極的な論拠にはなりえないことを指摘。IAS第36号改訂
公開草案では、のれんの推定価値の算定にもとづく減損テス
トを要求しているが、その算定のためには「のれんを計算す
る単位の総体としての価値」が明らかでなければならず、そこ
でいう「総体の価値」の算定は困難と考えられる旨を指摘。

のれんの価値は、通常、競争の進展に
よって減耗する、という事実認識／のれん
の価値を維持するために要する支出にも
とづく費用と、のれんの取得対価を源泉と
するのれんの償却費とは「異なる支出に起
因する費用」であって、たとえ両者を同時
に計上しても同一費用の二重計上にはあ
たらない、という事実認識／のれんが差額
概念である以上、のれんを含む、ある計算
単位に帰属する価値の総額が明らかでな
ければ、のれんに帰属させる価値も算出
できない、という事実認識

「のれんの価値は、通
常、競争の進展によって
減耗する。」「のれんの
価値を維持するために
要する支出にもとづく費
用と、のれんの取得対
価を源泉とするのれん
の償却費とは『異なる支
出に起因する費用』で
あって、たとえ両者を同
時に計上しても同一費
用の二重計上にはあた
らない。」「のれんが差
額概念である以上、の
れんを含む、ある計算
単位に帰属する価値の
総額が明らかでなけれ
ば、のれんに帰属させ

7

質問９
資産や負債の評価額を見直してもなお
残った「負ののれん」を即時に損益計上す
る方法の適否

反対
負ののれんは企業結合で取得した非貨幣資産の評価額から
適宜控除するか、あるいは負債として認識したうえで、一定
期間にわたり償却するのがよい、と主張。

負ののれんは将来の損失または費用の発
生を見込んだ結果として生じたものであ
る、という事実認識／そういう性質を有して
いる項目であれば、将来における費用の
発生に応じて一定期間で収益計上（費用
の減額計上）を行うのがよい、という価値
判断

「負ののれんは将来の
損失または費用の発生
を見込んだ結果として生
じたものであるから、将
来における費用の発生
に応じて一定期間で収
益計上（費用の減額計
上）を行うのがよい。」

7

質問５
被結合企業を取得した時点で顕在化して
いる債務以外を基礎として、リストラ引当
金を設定することを禁じた提案の適否

反対

公開草案が提案している会計処理によれば、リストラ引当金
相当額が「負ののれん」とみなされ、取得時に一括収益計上
されることとなり望ましくない、と指摘。取得時点で債務が顕
在化しているかどうかにかかわらず、リストラ引当金相当額
が取得の対価に含まれてさえいれば、それを負債として認識
すべきことを主張。

引当金の設定に際し、過度に強く「債務
性」を要求すると、不適切な期間に収益を
配分する結果が引き起こされることもあ
る、という事実認識

「負債の認識に際して
『債務性』を過度に強く
求める場合、会計情報
の有用性が損なわれる
おそれもある。」

3

質問６
公正価値を信頼ある形で見積もりうる場合
には、偶発負債の計上を求める提案の適
否

一部反対

企業結合時に偶発負債を認識すること自体には反対しない
が、企業結合後に信頼性をもって公正価値を見積もることが
できない場合にまで、公正価値による再評価が求められると
すれば、そのような提案には反対する旨を表明。一定水準の
信頼性が保証できない場合は、偶発負債の原因となった事
象が実際に発生するのを待って確定した負債に振り替える
か、事象が消滅した時点で利益に振り替えるべきことを主
張。

当初認識時点において公正価値を信頼あ
る形で見積もることが可能であったとして
も、事後測定において同様の信頼性が保
証されないこともありうる、という事実認識
／信頼ある測定が困難なケースにまで、
公正価値による評価を強いるべきではな
い、という価値判断

「当初認識時点におい
て公正価値を信頼ある
形で見積もることが可能
であったとしても、事後
測定において同様の信
頼性が保証されないこと
もありうる。」（最低限の
信頼性を充足すべし）

7 3

（第23項）
企業結合の原価は、引き渡した資産等の
交換日における公正価値によって測定す
べし、という提案の適否

反対

取引価格は契約（合意）時点における当事者の意思によって
決定されるのが一般的であり、等価交換といいうるのは契約
時点だけである、と主張。とりわけ株価を対価とする場合に
は、企業結合と直接関連しない、買収企業の株価の変動が
取引価格に影響を与えてしまうこととなり望ましくない、と主
張。

取引価格は契約（合意）時点における当事
者の意思によって決定されるのが一般的
であり、等価交換といいうるのはその時点
だけである、という事実認識／契約時点か
ら交換時点までに生じた買収企業に関す
る株価の変動は、企業結合と直接的な関
係を持たないものだという事実認識

「取引価格は契約（合
意）時点における当事
者の意思によって決定
されるのが一般的であ
り、等価交換といいうる
のはその時点だけであ
る。」「契約時点から交
換時点までに生じた買
収企業に関する株価の
変動は、企業結合と直
接的な関係を持たな

7

IAS第36号
_質問７

のれん（または耐用年数を確定できない無
形資産）が配分されたセグメント（または資
金生成単位）に関する回収可能額の算定
方法および感応度分析の情報を、減損が
生じていない期においても常に開示するよ
うに求める提案の適否

反対

第134項で開示が求められている将来の予測情報は、減損
テストに利用されることはあっても、ほんらい財務諸表に記載
される情報としてふさわしくない旨を指摘。また回収可能額の
算定に用いられる変数は相互に関連し合っていることから、
感応度に関する分析は困難であることも指摘。

将来の予測情報は、減損テストに利用さ
れることはあっても、ほんらい財務諸表に
記載される情報としてふさわしくない、とい
う事実認識／回収可能額の算定に用いら
れる変数は相互に関連し合っていることか
ら、感応度に関する分析は困難だという事
実認識

「将来の予測情報は、既
に利用されているもの
の、ほんらい財務諸表
に記載される情報として
ふさわしくない。」「回収
可能額の算定に用いら
れる変数は相互に関連
し合っていることから、
感応度に関する分析は
困難である。」

7

IAS第38号
_質問３お
よび質問５

ある資産が企業に正味のキャッシュインフ
ローをもたらすと期待される期間について
予測可能な限度がない場合は、耐用年数
を確定できないケースとして償却を行わな
い旨の提案の適否

反対
「耐用年数が確定できないか否か」よりも厳格に、「無限の耐
用年数を有しているか否か」という観点から、ごく少数の無形
資産のみ非償却とすべきことを要求。

単に「耐用年数を確定できない」だけの無
形資産の多くは、自己創設のれん相当額
を含んで求めた価値が減少しないだけの
ことであって、無形資産自体については価
値の減少が生じているはずである、という
事実認識

「耐用年数を確定できな
い無形資産の多くは、
自己創設のれん相当額
を含んで求めた価値が
減少しないだけのことで
あって、無形資産自体
については価値の減少
が生じているはずであ

7
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IFRS公開草案第2
号「Share-based
Payment」

2003年3月7日

公開草案における提案に対する賛否を述べることが趣旨で
はない、と前置きしたうえで、公開草案が要求している会計
処理は、事実上、費用の大きさに依存する形で擬制された流
入資産の大きさが決定されている旨を指摘（←付与時の会計
処理）。その意味で、ここでは収益・費用アプローチに立脚し
た会計処理が「資産・負債アプローチにもとづく整合的な体
系」を目指しているIASB自身によって採択されている旨を指
摘。資産・負債アプローチと収益・費用アプローチとを対立的
にとらえるのではなく、両者を両立しうるものとしてとらえるこ

提案されている付与時点の会計処理（付
与されたオプションの公正価値にみあう費
用の計上）は、収益費用アプローチでしか
説明できない会計処理だという事実認識
／資産・負債アプローチと収益・費用アプ
ローチとはもともと両立しうる関係にある、
という事実認識

「付与日において、付与
されたオプションの公正
価値にみあう費用を計
上するやり方は、収益
費用アプローチでしか説
明できない会計処理で
ある。」

7

IASB公開草案
「IFRSの初度適
用」（荻原正佳専
門研究員の回答
という意味で非公
式）

2002年10月31日 質問１

本基準書案を適用すべき状況を「企業が、
すべてのIFRSに準拠しているという明示的
かつ無限定の記述によりIFRSを会計処理
の新しい基礎として最初に採用する場合」
とすることの適否

直接的には回答せ
ず

第13項後段の但し書きを適用すれば、子会社が単独でIFRS
準拠の財務諸表を作成・開示することを念頭に置いた第5項
の趣旨は自動的に達成される（それゆえ第5項は不要であ
る）旨を指摘。

単独の規定によって、ある特定の規制目
的が達成できるのなら、同じ目的を達成す
るための別の規定は不要である、という事
実認識

同左 7

質問２

企業は最初のIFRS財務諸表について、報
告日現在で有効な各IFRSに準拠した会計
方針を用いてIFRS開始貸借対照表を作成
しなければならない、という基本原則に対
して設けられている免除規定の適否

直接的には回答せ
ず

第13項に記されている「IFRS報告日現在で有効なIFRSを遡
及適用し、かつ第13項から第24項までの免除規定を使用す
る方法」と「各期間で有効なIFRSを使用する方法」について、
前者が第7項に対する原則的な対応、後者が例外的な対応
であることを明示するように要求。

本公開草案は容認されている2つの遡及
適用方法について、「原則」「例外」という
位置づけを行っている、という事実認識／
原則と例外との違いを明確にすべし、とい
う価値判断

同左 7

（第24項）

「企業はIAS第39号の認識要件を満たすすべての金融資産
および金融負債を認識する」を逐語的に適用すると、過去に
認識を中止した取引に関する遡及修正が必要となり、企業に
過度な作成負担を負わせることになる、と指摘。それゆえ作
成負担が著しく大きくなる場合には、認識の免除を容認する

より適切な会計処理を求めるかどうかの判
断に際しては、そのような会計処理を適用
する際に生じるコストも考慮すべし、という
価値判断

（適切な会計処理かどう
かの判断に際しては、コ
ストと便益とを斟酌すべ
し）

4

IASB公開草案
「IAS第32号およ
びIAS第 39号の
修正」

2002年10月9日
IAS第39号
－質問１

ローン・コミットメントのうち、純額決済がで
きず、かつ、企業が売買目的に指定いな
いものをIAS第39号の適用範囲から除外
することの適否

賛成 コメントなし コメントなし 7

IAS第39号
－質問２

IAS第39号における金融資産の認識の調
子に関する原則として、継続的関与アプ
ローチを定めることの適否

反対

継続的な関与の存在にてらして認識を中止するかどうかを判
断する場合、法的に分離され経済的な便益を支配していない
のに資産を認識する場合や、条件付きの義務に過ぎないの
に負債を認識する場合が生じてしまうことを指摘。また継続
的関与アプローチによれば、貸付金の売却時に保証を付し
た場合と、第三者の貸付金に保証を付した場合とで、いま有
している権利義務関係は同一なのに、取引の順序が違うだ
けでオン・オフに差が出てしまうのも問題である旨を指摘。む
しろ財務構成要素アプローチを採択するように要請。

資産や負債の定義に合わない資産や負債
の認識が行われてしまうのは望ましくな
い、という価値判断／「取引の順序」という
形式的な違いが会計処理の違いを引き起
こすべきではない、という価値判断（実質
優先思考）／問題点の少ない財務構成要
素アプローチのほうが望ましい、という価
値判断

（ある項目を会計上の認
識対象とするかどうかの
判断に際しては、その
項目の定義に着目すべ
し）

1 and 6

IAS第39号
－質問３

キャッシュフローのパススルー取引によっ
て譲渡された資産を、ED第41項に示され
た条件にもとづいて認識の中止に関して
適格とみることの適否

反対
キャッシュフローのパススルー取引についても、財務構成要
素アプローチを採用するのが望ましい旨を指摘。

（質問２への回答に記されているような問
題が生じないという意味において）財務構
成要素アプローチのほうが望ましい、とい
う価値判断（実質優先思考）

1

IAS第39号
－質問４

どのような金融商品についても、当初認識
時点において、取り消しを認めない形で公
正価値による評価と評価差額の損益算入
を容認することの適否

反対
公正価値オプションを無制限に認めると、「保有目的別の評
価」という基本原則が大きく損なわれる可能性があることを指
摘。

「保有目的別の評価」は現行の金融商品
会計基準を支えている基本原則だという事
実認識

「会計処理は主として保
有目的に依存して決定
される。」

4

IAS第39号
－質問５

ED第95項から第100D項にかけて記されて
いる、公正価値の算定方法に関する規定
の適否

基本的に賛成

活発な市場が存在しない銘柄について、（偶然）直近の市場
での取引実績がある場合は、評価技法にもとづく理論値より
もその取引価格を重視すべし、と規定されているが、市場性
の乏しい銘柄については、必ずしも取引価格が理論値よりも
優れているとは言い切れない旨を指摘。

市場での取引価格と評価技法にもとづく理
論値のいずれを信頼しうるのかについて
は、ケース毎に判断しなければならない、
という価値判断

「取引価格による評価が
意味を持つのは、十分
な市場性が保証されて
いる場合に限られる。」

7

IAS第39号
－質問６

償却原価で測定される金融資産のうち、個
別に減損の要否を判断した結果、不要と
判定された項目について、類似した信用リ
スクを有する資産のグループに含め、（改
めて）減損処理の要否を評価することの適
否

賛成
個別で評価するかぎり減損の要件に抵触しない項目も、全体
としては一定の確率で貸倒れが生じることを指摘。

個別で評価するかぎり減損の要件に抵触
しない項目も、全体としては一定の確率で
貸倒れが生じうる、という事実認識（個別
の評価と集合的な評価では視点が異な
る、という事実認識）

「個別項目を最適な形で
評価した場合における
合計評価額が、ポート
フォリオをひとつの単位
とした場合の最適な評
価額と一致する保証は

7

IAS第39号
－質問７

売却可能金融資産に分類された負債証
券・持分証券に対する投資の減損損失に
ついて、戻し入れを禁じることの適否

賛成 コメントなし コメントなし 7

IAS第39号
－質問８

確定約定（公正価値エクスポージャー）の
ヘッジを、（キャッシュフロー・ヘッジではな
く）公正価値ヘッジとして処理することの適

賛成 コメントなし コメントなし 7
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IAS第39号
－質問９

ヘッジ対象とされた予定取引により資産ま
たは負債が生じる場合に、資本の部（←当
時）に直接計上されていた損益の累計額
を資本の部に残し、ヘッジされた資産また
は負債に関する損益が報告されるのに合
わせて資本の部から振り替える旨の提案

反対
提案されている方法では、償却性資産を取得した場合の会
計処理が過度に煩雑となる旨を指摘。

不必要に煩雑な取引を求めるべきではな
い、という価値判断

（他の事情が一定であ
れば、より単純な会計処
理を採択すべし）

4

IAS第39号
－質問１０

過去の会計基準にもとづいて認識を中止
した項目で、新たな基準であれば認識が
中止されなかったものについては、新たな
会計基準を適用する際に金融資産として
再認識することを求める提案の適否

反対

継続的関与アプローチに反対し、財務構成要素アプローチを
支持する観点から、左記のような改訂それ自体に反対する旨
を指摘。かりに継続的関与アプローチが採択されたとしても、
遡及的な修正は過度に煩雑である旨を指摘。

（質問２への回答に記されているような問
題が生じないという意味において）財務構
成要素アプローチのほうが望ましい、とい
う価値判断／不必要に煩雑な取引を求め
るべきではない、という価値判断

（他の事情が一定であ
れば、より単純な会計処
理を採択すべし）

4

その他
債務保証を公正価値で当初認識する旨の
提案の適否

疑義を表明
具体的な会計処理や公正価値の測定方法が明らかになって
いないことから、実行可能性に疑問が残る旨を表明。

実行可能性に疑義が残る規定の適用を求
めるべきではない、という価値判断

（新たな基準の開発に
際しては、その実践可
能性を斟酌すべし）

4

IAS第32号
－質問１

金融商品を契約の実質に従って負債と資
本に分類する際、異なる決済方法がとられ
る確率を考慮しない旨の提案の適否

反対
例えば現金決済が強制される条件の発生がきわめてまれと
考えられるケースについては、発生の可能性が非常に低いと
見込まれる事象を無視したほうがよい、と指摘。

発生の可能性が非常に低いと見込まれる
事象は無視したほうがよい、という価値判
断

「発生の可能性が非常
に低いと見込まれる事
象を評価額に反映させ
るべきではない。」

7

IAS第32号
－質問２

複合金融商品の負債部分を当初測定する
際、まず資産の要素と負債の要素を分離
し、残額を資本の要素に割り当てる方法を
強制することの適否

反対
実務上の便宜、という観点からは、公正価値の比で按分する
（現在認められている）方法のほうが望ましい場合もありうる
旨を指摘。

実務上の便宜を考慮すべし、という価値判
断

（新たな基準の開発に
際しては、その実践可
能性を斟酌すべし）

4

IAS第32号
－質問３

自社株に関連するデリバティブの分類につ
いて提案されている指針（29Cから29Gま
で）の適否

反対

(1)自身の持分金融商品に関する買い予約や売建プット・オプ
ション（＝ある種の購入義務）については、強制償還株式との
整合性の観点から負債計上を求めているが、条件付き義務
に過ぎない売建プットと強制償還株式とは整合性を問う関係
にない旨を指摘。また売建プットが失効した場合、それを負
債から「例外的に」資本に振り替えることを求めているが、そ
こに例外を設ける理由も明らかでない旨を指摘。また(2)自社
株に関連するデリバティブは、過去に総額現物決済の慣行
が確立されている場合のみ、総額現物決済を想定して資本
に分類するものとされているが、慣行が確立されているかど
うかで会計処理が異なるべきではない旨も指摘。

性質の異なる項目は、会計処理の整合性
を図る対象にならない、という事実認識／
会計処理の違いを引き起こさないはずの
事象に応じて異なる会計処理を適用すべ
きではない、という価値判断

（整合性を図ることが意
味を持つのは、問題の
構造が等質的な場合に
限られる）（当面の問題
と無関係な事象が問題
解決のあり方に影響を
与えるべきではない、と
いう要請）

3 and 5

IAS第32号
－質問４

IAS第32号とIAS第39号とを統合し、金融
商品に関する包括的な会計基準を開発す
ることが有用か否か

賛否表明なし コメントなし コメントなし 7

IASB公開草案「国
際会計基準の改
善」（企業会計基
準委員会のdue
processにもとづ
いたコメントでは
なく、国際対応専
門委員会が作成
したものである旨
を付記）

2002年9月13日

IAS第1号
「財務諸表
の表示」
para.76

「最小限の」表示項目から営業利益が削除されているが、営
業利益は一般に有用な業績情報と考えられていることから、
削除すべきでない旨を指摘。

営業利益は一般に有用な業績情報と考え
られている、という事実認識

「営業利益は一般に有
用な業績情報と考えら
れている。」

7

IAS第2号
「棚卸資
産」質問１

LIFOを「認められる方法」から削除すること
の適否

反対
財の物理的な流れを一般に忠実には表していない、というこ
とは、削除の決定的な理由にはならない旨を指摘。

財の物理的な流れを一般に忠実には表し
ていない、ということは、削除の決定的な
理由にはならない、という事実認識

「利益計算に際して設け
られる仮定の当否は、
『事実に忠実か否か』で
判断されるものではな
い。」

7

IAS第2号
「棚卸資
産」質問２

評価減の原因となった状況が事後的に存
在しなくなった場合に、評価損失の事後的
な戻し入れを強制することの適否

反対
評価損失を計上した財を取り巻く環境が変化した事実は、販
売を待って損益計算に反映させればよい、と主張。

棚卸資産に関する評価減の原因となった
状況が事後的に存在しなくなった場合に
は、評価損失の戻し入れを行わず、実現
ベースで損益をとらえるのがよい、という価
値判断

「棚卸資産に関する評
価減の原因となった状
況が事後的に存在しな
くなった場合には、評価
損失の戻し入れを行わ
ず、実現ベースで損益
をとらえるのがよい。」

7

IAS第8号
「会計方
針、会計
上の見積
りの変更
および誤
謬」質問１

会計方針の自発的な変更と誤謬の訂正に
おいては、遡及的な修正以外の対応を認
めない、とする提案の適否

反対
法制度上、遡及的な会計処理が困難な国も存在する旨を指
摘。

各国が置かれている環境条件、とりわけ
法制度（の違い）に配慮しながら基準を開
発すべし、という価値判断

「各国が置かれている
環境条件、とりわけ法制
度（の違い）に配慮しな
がら基準を開発すべ
し。」

7
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IAS第16号
「有形固定
資産」質問
１

交換による固定資産の取得においては、
譲渡資産・譲受資産のいずれについても
信頼性をもって公正価値を測定できない場
合を除き、公正価値で測定することの適否

反対

(1)同一、あるいは類似した資産間の交換前後では、事実上
の継続保有が行われているものとみなしうるため、再評価を
行うべきでない、と主張。(2)「信頼性をもって公正価値を測定
できる（できない）場合」が曖昧なため、これを「観察可能な市
場価格が存在するか、参加者の期待にもとづいた市場価格
が算出可能な場合」と改めるように要求。(3)多くの国が「投資
が継続しているとみなしうる場合には簿価を継承」という趣旨
の規定を有している以上、国際的な統合化という観点からこ
の規定を残すべし、と主張。

形式はともかく、実質的に投資が継続して
いるとみなしうるケースは再評価や再評価
に伴う損益認識を行うべきでない、という
価値判断（実質優先思考）／不必要に多
義的な解釈の余地が残る言葉を用いるべ
きではない、という価値判断／多くの国で
市場関係者に受け入れられてきたルール
を尊重すべし、という価値判断

（経営者に過度の裁量
を与え、客観性を損なう
べきではない）「市場関
係者に支持されている
情報を計算・開示すべ
し。」

5 3

IAS第16号
「有形固定
資産」質問
２

交換による「無形」固定資産の取得におい
ては、譲渡資産・譲受資産のいずれにつ
いても信頼性をもって公正価値を測定でき
ない場合を除き、公正価値で測定すること
の適否

反対 質問１と同様。 質問１と同様。

「利益計算に際して設け
られる仮定の当否は、
『事実に忠実か否か』で
判断されるものではな
い。」

7

IAS第16号
「有形固定
資産」質問
３

一時的に休止している有形固定資産や、
活発な使用を停止し、処分目的で保有して
いる有形固定資産について減価償却を中
止することの適否

前者について賛成、
後者について反対

処分目的で保有されることとなった有形固定資産について
は、減価償却による費用配分ではなく、もっぱら（処分価格に
よる）再評価によって投資の成果をとらえるべし、と指摘。

処分目的で保有している財については、評
価の手法によって投資の成果をとらえるべ
し、という価値判断

「会計処理は主として保
有目的に依存して決定
される。」

4

IAS第21号
「外国為替
レート変動
の影響」質
問２

報告主体が報告通貨を自由に選択でき
る、とする提案の適否

反対
すべての通貨を選択の対象とすることに積極的な意義を見
出せない旨を指摘。

報告主体が選択する通貨は、グループ内
で使用されている機能通貨や、重要な営
業拠点の属する国の通貨などに限定すべ
し、という価値判断

（実態に適う会計処理を
適用すべし）

1

IAS第21号
「外国為替
レート変動
の影響」質
問３

表示通過への換算に際しては、報告主体
が在外営業活動体の財務諸表を換算する
際に用いるのと同様の方法によらなけれ
ばならない、とする提案の適否

一部反対

資本項目（報告年度の収益・費用に関わらない部分）を一律
CRで換算する点に反対。資本項目についてはむしろHR換算
し、その結果として生じる差額は為替換算調整勘定に含める
ほうが適切だと主張。

資本項目（投資の成果を計算する際の基
礎となる金額）については、拠出以降に生
じた為替レートの変動によって評価額を変
えるべきではない、という価値判断

「邦貨ベース拠出額は
拠出時点に確定させる
べし（拠出額に関して拠
出時点以降に生じた
レートの変化は損益を
生み出すものとみなす

7

IAS第21号
「外国為替
レート変動
の影響」質
問５

在外営業活動体に生じたのれん、および
資産と負債の公正価値による修正分を在
外営業活動体の資産・負債として扱い、
CR換算の対象とすることの適否

反対

HR換算も選択肢として残すべし、と主張。企業結合によって
生じたのれんを在外子会社の資産とみる立場にも一定の合
理性を認めることができる一方で、取得企業が自社の営業活
動とのシナジー効果を期待して行った企業結合で生じたのれ
んについては、むしろ取得企業の資産とみるほうが合理的な
ケースもありうる旨を指摘。

企業結合によって生じたのれんを主として
子会社が享受する場合もあれば、親会社
（取得企業）が享受する場合もあるという
事実認識

「企業結合によって生じ
たのれんを主として子会
社が享受する場合もあ
れば、親会社（取得企
業）が享受する場合もあ
る。」

7

IAS第24号
「関連当事
者の開示」
（その他の
項目）

関連当事者間取引における価格決定方針
の開示を削除することとした決定の適否

反対
関連当事者間の取引を理解する上で重要であり、またその
開示を要求することで作成者に対する「牽制効果」も期待しう
る当該情報の開示は削除すべきでない、と主張。

価格決定方針に関する情報は関連当事者
間の取引を理解する上で重要であり、また
その開示を要求することで作成者に対す
る「牽制効果」も期待しうる、という事実認
識

同左 7

IAS第27号
「連結財務
諸表およ
び個別財
務諸表」質
問２

少数株主持分を資本の部の中において、
親会社株主の持分と区別して表示すること
の適否

反対

少数株主持分の表示方法は、少数株主持分の取扱いに関
する包括的な議論（具体的には親会社説にもとづいて作成
するのか、それとも経済的単一体説にもとづいて作成するの
か）に依存している以上、そうした議論が行われていない段
階では、現行ルール（中間区分としての表示）を変更すべき
でない、と主張。

より本質的な問題がどう解決されるのかに
応じて、適切な処理が変わってくるような
項目については、その「本質的な議論」か
ら結論が得られるまでルールを変更すべ
きではない、という価値判断

（整合性を図る対象とな
りうるのは、これから確
定する見通しの会計基
準ではなく、既に受け入
れられている現行の会
計基準でなければなら

7

IAS第27号
「連結財務
諸表およ
び個別財
務諸表」質
問３

親会社の連結財務諸表において連結等の
対象となっている被支配企業に関する投
資勘定を、取得原価で評価するか、あるい
はIAS第39号にしたがって（＝金融商品と
して）評価すべし、という提案の適否

一部反対
子会社への投資は明らかに事業投資であるから、子会社株
式をIAS第39号にしたがって測定する選択肢は削除すべし、
と指摘。

子会社への投資は事業投資であることが
外形上明らかだという事実認識

（実態に適う会計処理を
適用すべし）

1

IAS第33号
「１株当た
り利益」質
問２

希薄化後１株あたり利益の計算に際し、各
中間期間に報告された１株あたり利益情
報を考慮すべし、という提案の適否

反対

中間財務報告の回数によって年間の希薄化後１株あたり利
益の金額が変わってしまうのは不合理な結果だと指摘。また
提案されている方法によっても各中間会計期間の希薄化後
１株あたり利益は年間の計算結果と一致しない以上、提案さ
れた方法を採用することにメリットはない旨を指摘。

中間財務報告の回数によって年間の希薄
化後１株あたり利益の金額が変わってしま
うのは不合理な結果だという事実認識／
市場関係者が何らかのメリットを享受する
のでなければ、いたずらに基準を変更す
べきではない、という価値判断

「市場関係者に支持さ
れている情報を計算・開
示すべし。」

5

IAS第40号
「投資不動
産」質問３

公正価値モデルと原価モデルを当面存続
させるが、原価モデルを将来にわたって認
めるかどうかについては引き続き検討課
題とすることの適否

一部反対

原価モデルを将来にわたって認めるかどうかを引き続き検討
課題する意図を明記することに反対。モデルの選択に先立
ち、そもそも「投資不動産」に異質な項目（賃貸用不動産とそ
の他の投資不動産）が混在している状況について、いま生じ
ている問題点を検討すべし、と提案。

複数の問題が混在している状況では、問
題の構造を把握したうえで、適切な順序で
解決に取り組むべし、という価値判断

同左 7
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業績報告のあり
方－IASBの提案
に対するコメント
（業績報告プロ
ジェクト担当の企
業会計基準委員
会委員・辻山栄子

2002年7月12日 コメントの対象となる文書なし？
業績報告のあり方を検討していく際には、市場関係者に広く
受け入れられてきた米国基準を基礎とし、これに適宜改良を
加える形でコンバージェンスを進めるよう要望。

いまだ市場のテストを経ていないIASBの
提案と違って、米国基準が市場関係者に
広く受け入れられてきた事実は尊重すべ
し、という価値判断

「市場関係者に支持さ
れている情報を計算・開
示すべし。」

5

EPSの計算方式などにてらしてみると、市場関係者が包括利
益よりも当期純利益のほうを業績の指標として尊重している
こしは明らかである、と指摘。

当期純利益が市場関係者に広く受け入れ
られてきた事実は尊重すべし、という価値
判断

「市場関係者に支持さ
れている情報を計算・開
示すべし。」

5

ストックの評価が業績の概念と独立に決められている状況で
は、たとえストックの評価額に情報としての価値が認められる
としても、ストックの評価差額が業績を適切に反映しているこ
とにはならない旨を指摘。

「適切な」ストック情報からただちに「適切
な」フロー情報が導かれてくるとは限らな
い、という事実認識

「資産や負債の適切な
評価（最適な評価）が、
最も有用な情報の提供
に直結しないケースも起
こりうる。」

2

「その他の包括利益」の構成要素は、それがその他の包括
利益にとどまる限りは一過性の要素に過ぎず、投資の成果
（業績）の把握に際しては除外しなければならないが、それが
実現したときにはリサイクリングの手続をつうじてsustainable
な要素に繰り入れなければならないこととなる旨を指摘。

将来利益の予測に資するためには、一過
性の成果と持続可能な成果を区分把握し
なければならない、という価値判断／OCI
はOCIにとどまる限り一過性の要素だが、
成果として確定した場合には持続可能な
成果のほうに繰り入れる必要が生じる（そ
の繰入に際してリサイクリングの手続が必
要になる）という事実認識

「将来利益の予測に資
するためには、一過性
の成果と持続可能な成
果を区分把握しなけれ
ばならない。」「『確定し
た成果』と性格づけられ
た当期純利益の計算に
おいては、リサイクリン
グの手続は不可欠であ

1 and 7

投資家が求めている業績情報は「投資のリスクから解放され
た成果」の情報であり、そうであれば、その他の包括利益
は、いったん認識された後、投資のリスクから解放された時
点でリサイクリングの手続の対象としなければならない旨を
指摘。

投資家が求めている業績情報は「投資の
リスクから解放された成果」の情報だという
事実認識／そうであれば、その他の包括
利益はリサイクリングの対象としなければ
ならない、という価値判断

「『確定した成果』と性格
づけられた当期純利益
の計算においては、リサ
イクリングの手続は不可
欠である。」

1

キャッシュフローの獲得以前にも投資のリスクから解放され
た成果は生じうるため、キャッシュフロー情報によって投資の
成果に関する情報を完全に代替させることはできない旨を指
摘。

キャッシュフロー情報によって投資の成果
に関する情報を代替させることはできな
い、という事実認識

「キャッシュフロー情報
によって投資の成果に
関する情報を代替させ
ることはできない。」

7

事業用の資産についてIASBは原価モデルと現在価値評価モ
デルの双方を容認しているが、それぞれのモデルから導出さ
れる投資の成果は異質にもかかわらず、それらをともに「業
績」と呼びうるかどうか、疑義を提示。

測定（評価）モデルと業績概念との関係の
ような重要事項については、十分な説明を
行うべし、という価値判断

「測定モデルのあり方
は、それを支えている業
績の概念に依存してい
る。」

7

"Preface to
International
Financial
Reporting
Standards"の公
開草案（荻原正佳
専門研究員の回
答という意味で非

2002年2月15日 質問２
IASBが今後公表するIFRSにおいて、従来
のIASで行われてきた太字と通常自体との
区別を廃止することの適否

消極的賛成
廃止それ自体には反対しないが、何が基本原則であるのか
の理解を促す効果を持っていたと考えられる太字に代わる手
法をつうじて、同様の理解を促す必要がある旨を指摘。

新たな基準開発に際しては、利用者の理
解を促すことへの配慮が必要だという事実
認識

同左 7

SID-D33および
D34に対するコメ
ント（荻原正佳専
門研究員の回答
という意味で非公
式）

2001年11月2日 SIC-D33

para.3の記述が「現時点で行使可能または転換可能な潜在
的議決権は、企業が他の企業を支配しているかどうか、また
は重要な影響を与えているかどうかの判定に際して常に考
慮されなければならない」という意味であれば反対である旨
を指摘。他の要素と併せて考慮すれば、潜在的な議決権が
他企業を支配しているかどうか等の判定に関わることもあり
うるが、常に関わっているとはいいきれない旨を指摘。

現時点で行使可能または転換可能な潜在
的議決権の存在は、企業が他の企業を支
配しているかどうか、または重要な影響を
与えているかどうかの判定と密接に関わっ
ているが、潜在的な議決権が存在しても支
配や重要な影響力が及ばないこともありう
る、という事実認識

「潜在的な議決権が存
在しても、支配や重要な
影響力が及ばないこと
はありうる。」

7

SIC-D34

"Puttable Instrument"に何が含まれるのか不明確である旨
を指摘。併せて、"Puttable Instrument"に組み込まれたデリ
バティブを常に非オプション型とみなす理由を明示するように
要請。

多義的な解釈の余地が残る用語について
は、例示などをつうじて解釈の余地を狭め
るべし、という価値判断／制定された理由
が必ずしも明らかではない規定について
は、その根拠を明示すべし、という価値判

（経営者に過度の裁量
を与え、客観性を損なう
べきではない）

3
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企業結合に関す
る日本の意見
（2001年9月に
IASBリエゾン国会
議で討議された企
業結合の会計処
理に関するASBJ
の主張を確認）

2001年11月2日 持分プーリング法とパーチェス法との選択
パーチェス法への一
元化に反対

(1)フレッシュ・スタート法の適用に結びつくような状況（結合当
事会社がすべて清算されたうえで、新たなentityが形成され
る状況）は一般に想定し難いこと、(2)取得会社を特定化でき
ないような状況においては、にもかかわらず無理にパーチェ
ス法の適用を求めるのではなく、当事会社をいずれも継続企
業とみなして双方の簿価を引き継ぐ持分プーリング法を適用
することになる旨を指摘。

フレッシュ・スタート法の適用が正当化され
るような状況は生じ難い、という事実認識
／取得会社を特定化できないような状況
においては、にもかかわらず無理にパー
チェス法の適用を求めるのではなく、当事
会社をいずれも継続企業とみなして双方
の簿価を引き継ぐ持分プーリング法を適用
するほうがよい、という価値判断

「フレッシュ・スタート法
の適用が正当化される
ような状況は想定し難
い。」「取得会社を特定
化できないような状況に
おいては、にもかかわら
ず無理にパーチェス法
の適用を求めるのでは
なく、当事会社をいずれ
も継続企業とみなして双
方の簿価を引き継ぐ持
分プーリング法を適用
するほうがよい。」

7

のれんの償却

のれんの非償却に
反対。また議論が熟
していないことから、
拙速に公開草案を
公表するのではな
く、DPを公表し、議
論を深めるように要
請。

のれんは超過収益力を源泉としており、それは競争の進展
によって減価する旨を指摘。のれんの償却費を計上するとの
れんに関連する費用を「二重計上」することになる、という議
論に対しては、源泉（もともとの支出）が異なる以上、二重計
上にはならない旨を主張。またアナリスト等が自己の分析目
的のためにのれんの償却費を足し戻しているとしても、同様
の足し戻しは他の費用項目についても行われている以上、排
他的にのれんの償却費だけを禁止する根拠とはなりえない
旨を指摘。さらにIASBはいま米国の会計基準に倣う形での
基準開発を進めようとしているが、新たな米国基準はまだ公
表されたばかりであり、その有効性を確かめる必要がある旨
を指摘。

のれんは超過収益力を源泉としており、そ
れは競争の進展によって減価する、という
事実認識／同一項目に関連する費用で
あっても、もととなる支出が異なれば、それ
らが同時に計上されても費用の二重計上
にはならない、という事実認識／アナリスト
等が自己の分析目的のためにのれんの償
却費を足し戻しているとしても、同様の足し
戻しは他の費用項目についても行われて
いる以上、それはのれんの償却費だけを
禁止する根拠とはなりえない、という事実
認識／のれんの減損テストは新奇な手続
である以上、その有効性は（先行する米国
基準に着目して）確かめる必要がある、と
いう事実認識

「のれんは超過収益力
を源泉としており、それ
は競争の進展によって
減価する。」「同一項目
に関連する費用であっ
ても、もととなる支出が
異なれば、それらが同
時に計上されても費用
の二重計上にはならな
い。」「他の項目にも該
当する事実を根拠とし
て、特定項目に関する
会計処理だけを禁じるこ
とはできない。」「のれん
の減損テストのように新
奇な手続の有効性は、
事実にてらして確かめる

7
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